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第１章 事業者の氏名及び住所、対象事業の名称 

１ 事業者の氏名及び住所 
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1 号 

名古屋市上下水道局  局長 山田 雅雄 

 

２ 事業の名称 
空見スラッジリサイクルセンター（仮称）建設事業（下水道終末処理場の建設） 
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第２章 環境影響評価の目的及び手続き・手順 

本事業は、名古屋市環境影響評価条例に対象事業（条例別表５号に掲げる事業）として定められ

ている「下水道終末処理場の建設」に該当することから、同条例に基づき環境影響評価を実施した。 

 

１ 環境影響評価の目的 
本事業の実施に際し、あらかじめ環境の保全の見地からの事前配慮及び環境影響評価を行うと

ともに、事業の実施後に事後調査を行うことにより、環境への負荷をできる限り回避し、または低減

するように努め、現在及び将来の世代の市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことのできる良

好な環境を確保するように努めることを目的とする。 

 

２ 環境影響評価の手順 
環境影響評価の手続のあらましは図 2-2-1 に示すとおりである。 

環境影響評価の実施手順は、環境影響評価技術指針（平成 11年 3月 30 日、名古屋市告示第

127 号）で定める手順により行い、図 2-2-2 に示すとおりである。 
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出典：「平成 16 年版 名古屋市環境白書」（平成 16 年 名古屋市） 

図 2-2-1 環境影響評価の手続のあらまし 

市      長

市 長 の 助 言
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審 査 会 の 意 見

公 聴 会 の 開 催
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審 査 会 の 意 見

必要な資料の提出等

提 出 告示・縦覧
(受理)

送  付

送  付

必要に応じて

告示・縦覧

提 出
(関係地域を設定)

告示・縦覧

告示・縦覧
(受理)
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送  付

送  付

提 出
(受理)
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環
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影
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評
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事
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事  業  者
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事 前 配 慮

方 法 書 の 周 知

準 備 書 の 周 知

説 明 会 の 開 催

見 解 書 の 作 成

評 価 書 の 作 成

準備書・要約書の
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事後調査計画書の
作成

(対象事業の構想・
 計画)

(環境影響評価項目
 の選定)
(環境影響評価の実
 施)

(告示まで事業の実
 施を制限)

(事後調査の実施)

市      民

環境の保全の見地
からの意見の提出

環境の保全の見地
からの意見の提出

意見陳述の申出

環境の保全の見地
からの意見の陳述

(縦覧期間30日)

(地域限定なし)

(縦覧期間15日)

(関係地域内で開催)
(地域限定なし)
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(縦覧期間15日)

(提出期間45日)

(縦覧期間30日)
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(市民等)

(縦覧期間15日)

(縦覧期間30日)

(縦覧期間15日)
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送  付

(環境保全措置の実
 施)

環境保全措置の要
請
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(受理)

審 査 会 の 意 見

環境影響の程度が
著しいものとなる
あそれがあるとき

告示・縦覧
事後調査結果報告
書の作成

(縦覧期間15日)
環境影響の程度が
著しいものとなる
おそれがあるとき
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出典：「環境影響評価技術指針」（名古屋市） 

図 2-2-2 環境影響評価等の実施手順 
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環境に影響を及ぼす行為・要因の抽出
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３ 環境影響評価書作成までの経緯 
環境影響評価手続きの経緯は表 2-3-1 に示すとおりである。 

 

表 2-3-1(1) 環境影響評価手続の経緯 

事    項 日  程  等 

提  出 平成 15 年 6 月 23 日 

期 間  平成 15 年 7 月 1 日から平成 15 年 7 月 30 日 

場 所 
環境局環境都市推進部環境影響評価室 

及び 16 区役所 
縦 覧 

縦覧者数 18 人 

期 間  平成 15 年 7 月 1 日から平成 15 年 7 月 30 日 

場 所 
上下水道局下水道本部下水道建設部計画課 

及び西部管路事務所当知出張所 

環境影響評価 

方法書   

事業者に

よる閲覧  

閲覧者数 6 人 

提出期間  平成 15 年 7 月 1 日から平成 15 年 8 月 14 日 
環境影響評価

方法書に対す

る市民等の意

見  
提出件数  7 件 

期 間  平成 15 年 9 月 26 日から平成 15 年 10 月 10 日 

場 所  
環境局環境都市推進部環境影響評価室 

及び 16 区役所 

環境影響評価

方法書に対す

る市長の意見 

（方法意見書）  

縦 覧 

縦覧者数 4 人 

提  出 平成 18 年 1 月 25 日 

期 間  平成 18 年 2 月 6 日から平成 18 年 3 月 7 日 

場 所 
環境局環境都市推進部環境影響評価室 

及び 16 区役所 
縦 覧 

縦覧者数 15 人 

開催日 平成 18 年 2 月 12 日 

場 所 名古屋市立野跡小学校 体育館 

環境影響評価 

準備書   

説明会  

参加者数 39 人 
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表 2-3-1(2) 環境影響評価手続の経緯 

事    項 日  程  等 

提出期間 平成 18 年 2 月 6 日から平成 18 年 3 月 22 日 
環境影響評価

準備書に対す

る市民等の意

見 
提出件数 1 件 

提  出 平成 18 年 5 月 25 日 

期 間  平成 18 年 6 月 1 日から平成 18 年 6 月 15 日 

場 所 
環境局環境都市推進部環境影響評価室 

及び 16 区役所 

見 解 書 

縦覧  

縦覧者数 5 人 

公聴会 陳述の申出が無かったため開催せず。 

期 間  平成 18 年 9 月 29 日から平成 18 年 10 月 13 日 

場 所 
環境局環境都市推進部環境影響評価室 

及び 16 区役所 

環境影響評価

準備書に対す

る市長の意見 

（環境影響評

価審査書） 

縦覧  

縦覧者数 2 人 

 

 

４ 環境影響評価方法書に対する意見の概要及び事業者の見解 
環境影響評価方法書に対する市民等の意見の概要及び市長の意見とこれらに対する事業者の

見解を以下に示す。 
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４-１ 環境の保全の見地からの意見の概要及び事業者の見解  

  No. 市民等の意見の概要 

1  

事業の目的は理解するが、大規模箱型の旧来の施策による整備と言わざるをえない

です。新川の上流部の五条川に県の整備で設けられた左岸流域下水道終末処理場で

生じる「汚泥」処理で有機質の肥料「五条ソイル」製造の如く、緑政土木で整備される東

山植物園なり大規模公園での緑化実施で使用が可能と思うが。 

 事業の目的欄最後の事項。循環型社会の形成に寄与するとありますが「脱水ケーキ」

乾燥後の廃棄物全量の焼却処分では発電による「熱電併給」が可能になるとしても、地

球（土壌及び海洋）に起源を持つ動植物を人間が摂取しての廃棄物処理ですので、有

機質肥料製造が本来の「地球に戻す」循環ではないのか？。有害ガス除去はするが排

気ガスで大気汚染を加えてはいないか。 

2  

P3 第 2 章 1-2 建設の目的 について、増加する汚泥については焼却処理が大前

提として、計画が組まれていますが、焼却処理では排ガス、焼却灰、発生熱など環境に

対する負荷が存在します。焼却以外の処理についても検討すべきです。 

3  

第 2 章 対象事業の目的および内容 1-2「建設の目的」 について、下水の高度処

理化（脱窒・脱リンの三次処理）による汚泥量の増加は脱窒菌の菌体増殖によるものとリ

ンの凝集沈澱によるものであり、これを他の汚泥と合せて処理するのではなく、別途処理

して肥料等に利用することを検討する必要があります。合流式の下水道改善は雨水と下

水を分流するものであり、これにより汚泥は減少するものと考えられますが、「これらに伴

って増加する汚泥量」というのは技術的な問題点があるのではないでしょうか？ 

4  
汚泥の脱水・焼却処理についても「脱焼却」方策としての、堆肥化などが可能であり、

研究されるべきである。また、大規模広域集中処理で進められてきた下水処理を、小規

模分散型、あるいは個別発生源処理方式に変えていくべきである。 

5 
汚泥量の推計の根拠を明確にすべきである。下水の高度処理と合流式下水道の改

善により汚泥量が増加する（P3）としているが、それぞれどの程度増加するのか、その推

定根拠を明らかにすべきである。 

6 

第 2章 対象事業の目的および内容 2 「事業の内容」 について、計画汚泥量が日

平均 20,000m3/日とあり、将来の発生汚泥量約 34,000m3/日が見込まれているとあります

が、その根拠を明らかにする必要があります。 

7  

P5 第 2章 2-3事業計画の概要 について、名古屋市の発生汚泥量は約 34,000立

方㍍（日平均）が見込まれ、該当事業での計画汚泥量が日平均で 20,000立方㍍、日最

大 27,000 立方㍍とされていますが、発生するから焼却するという発想から抜け出して、

発生汚泥量を減少させる方法を検討すべきです。 

8  

名古屋市の下水処理計画は、これまで快適な都市環境の実現を旗印に、下水道普

及率の向上をめざして進められてきたが、一応の成果を上げた今、進むべき方向は以

上の諸点を踏まえた、水質改善をめざした汚濁負荷削減の実現であり、下水処理過程

における汚泥の減量こそ求められるべきである。 

事
業
計
画
に
関
す
る
こ
と 

9  

今度示された事業計画は、老朽化した施設の立替に主眼があり、合流式下水処理方

式の改善、高度処理による窒素リンの削減も挙げてはいるが、場当たり的施策の印象を

免れない。ましてや、すべての汚泥処理施設をラムサール登録地に集中させる神経は

常識的には理解できない。まずは上記のように総合的戦略を検討し、その中で空見の

位置付けがなされるべきである。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

1  

 2 

第 3章 

P76～P78

3  

4  

焼却以外の処理として堆肥化がありますが、汚泥の堆肥化は、その発生量と比較し市

内における緑農地利用での見込みが極めて少ないこと、さらに緑農地利用は時期的に限

られることから、本市では焼却によって汚泥をさらに減量化し、有効利用化しやすい焼却

灰の建設資材化を進めることとしています。しかしながら、将来の技術革新に伴い、より効

率的な処理技術が普及された場合には、それら技術の導入の検討をしていきたいと考え

ています。 

本施設では、焼却工程で得られる熱エネルギーの効率的な利用を検討するとともに、

関係法令の遵守はもとより、環境への負荷削減に効果的な技術の採用を図ることとしてい

ます。 

 汚水と雨水を同一の管路で流す合流式下水道は、降雨の初期に路面の汚れが混じっ

た雨水や、汚水の一部が公共用水域に放流されやすいことが課題となっています。合流

式改善の手法として分流化もありますが、道路及び宅地内の管路の 2条化という課題があ

ります。これまで築き上げた施設を最大限に活用し、より早期に事業効果を達成するた

め、本市では合流式改善の手法として主に汚濁負荷量の高い降雨初期の下水を貯留・

処理する方策を採用しています。 

 これに伴い降雨時に雨水吐室等から一部放流される汚濁負荷の公共用水域への流出

を少なくするため、その分、処理する汚泥量は増加します。 

 

  

  

5 

6 

発生原因別（下水道整備によるもの、合流式下水道の改善によるもの、下水の高度処

理化によるもの）に分けて、現状と将来における発生汚泥量を推定しています。 

第 3章 

P78 

7 

8 

将来の発生汚泥量は、現状より増加すると考えています。 

下水汚泥の減量化は、下水処理が生物処理によって、下水中の汚濁負荷を汚泥中に移

行させるというシステムの特性からいって、処理前に減量が可能な都市ごみとは違って難

しい点があります。 

 水域への放流負荷量を削減させ、水環境の向上を図っていくためには、汚泥量の増加

は避けられないものと考えています。 

 

第 3章 

P78 

9  

将来、市内 3箇所ある汚泥処理場を 2箇所にし、その１箇所を本施設としています。高

度処理の導入や合流式下水道の改善は、名古屋港を始めとする伊勢湾における環境基

準の達成には欠かせないものであり、生物処理の特性上、汚泥量は増加することになりま

すが、本施設の全体が完成した場合においても、宝神下水処理場から排出される総負荷

量は現状よりも削減できるものと推定しています。 

 

第 3章 

P77 

P88 
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  No. 市民等の意見の概要 

10  

敷地面積の 20％以上を緑地整備としているが、30％整備を目標として、植栽する樹

木も広葉の常緑樹主体で、近くにバードサンクチャリー（ラムサール条約の登録地）が有

る事から野鳥のえさとなる大豆くらいの大きさの実のなる木を植えるべきでは。 

11 

汚泥量を増加させない工夫。汚泥量を増加させない取り組みが求められる。一部で

は、ディスポーザーの設置が進行しているとも言われる。名古屋市としては、ディスポー

ザーが普及してもその分生ごみが減少するからよいと考えるのか、下水道処理施設への

負荷が増大し、環境への負荷が増加するから望ましくないと考えるのか、まず原則を明

らかにすべきである。その上で、汚泥量を減少させる方策を打ち出すべきである。 

 

12  

汚泥焼却について。汚泥の焼却量を減少させる方策を検討すべきである。汚泥の処

分方法は、焼却だけではないはずである。すでに「メタン発酵」などによりメタンを有効利

用する方法などが実践されている。こうした方向について全く考慮されなかったのか。検

討したのならその内容を、検討していないのであればすみやかに検討すべきである。 

 

13  

下水処理事業全体の計画（戦略）アセスメントの必要性について、私たちが提示した

いのは、本事業アセスメント手続きの中の方法書への意見と言うより、その前段階であ

る、まず計画全体を決定する過程での、考え方への意見です。 

 まずは、名古屋市の下水処理計画を、環境都市名古屋の総合的戦略、21世紀へのビ

ジョンの中で、どう位置付け、どう展開していくかが、検討される必要がある。 

 したがって、以下に指摘する諸点から、これまであった下水道計画全体の抜本的再検

討を、NGO、研究者、関心ある人々の「市民参画」によって始めるべきである。 

 本事業の目的で述べられているように、この計画自体が平成 25 年から 45 年にわたる

長期のもので、21 世紀の都市計画、環境戦略を決定づけるものである。であればこそ、

そうした意識のもとに、これまでの進め方を抜本的に見なおすべきである。 

14  

名古屋市の藤前干潟がラムサール登録され、保全されることが決まったことを大変う

れしく思います。一番大切なことは、ラムサールになった、というお墨付きの名称ではな

く、藤前干潟を含む庄内川全域についての環境そのものをどう保全するのか、ごみや排

水などの問題をどう減少していくにかに真剣に取り組んでいくことであると思います。 

 今回、藤前に近い場所に汚泥処理場計画が起こり、アセスも藤前干潟を対象外にして

いると知って、暗澹たる思いです。施設センターが藤前にではなく稲永ありきから、という

話もそうですが、行政サイドへ保全についての話が向かっていく毎に、保全の真の意味

である自然環境や、そこに住む生き物についての視点やまなざしが失われ、人間側の

都合が優先されていく事になってしまうのは悲しいことです。もう一度、藤前干潟が守ら

れることになった原点を振り返り、本質的な保全とは何なのかを、行政、市民、NGO と話し

合いながら進めていくことを切に要望いたします。汚泥処理場計画は、その意味からも

再考していただくようお願いいたします。 

事
業
計
画
に
関
す
る
こ
と 

15 

名称がまぎらわしい。「リサイクルセンター」というが、主要な業務は「汚泥の中間処理

としての焼却」である。焼却灰の一部を「再利用」する計画としても、再利用そのものを行

うわけではない。「リサイクルセンター」というのは誤解を与える名称である。「仮称」といえ

ども、即刻名前を変更すべきである。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

10  

20％以上という数値は、「緑のまちづくり条例施行細則」（平成 17年 規則第 158号）で

示されている必要数値であり、本施設ではさらに高いレベルの目標設定（本施設全体供

用時において 30％）を考えています。また、植栽の種類等につきましても、今後、多方面

からの意見をいただきながら決定していきたいと考えています。 

第 3章 

P86 

11  

ディスポーザの使用については、下水管の閉塞、悪臭の発生、処理場負荷の増大等の

課題があることから、名古屋市上下水道局では、市民のみなさまに自粛をお願いしている

ところです。 

現在、処理槽付きディスポーザにつきましては認めています。当局では「ディスポーザ

排水処理システム等審査委員会」を設置し、個々のディスポーザ機種についての設置導

入の判断を検討しているところです。 

－ 

12  

メタンを利用する方法としては消化という工程が必要となり、通常、他都市の事例では、

濃縮－消化－脱水－焼却というプロセスがとられています。 

本事業での導入についても検討は行いましたが、汚泥消化については運転操作の複

雑化や返流水質の悪化、大きな消化タンクによる景観の悪化といった課題もあると考えて

います。また、消化施設の配置に必要な敷地面積が必要となることから、現段階では本事

業での導入は困難であると考えています。しかしながら、他の方策も含め、将来の技術革

新に伴い、より効率的な処理技術が普及された場合には、それら技術の導入の検討をし

ていきたいと考えています。 

－ 

13  

14  

名古屋市政全体の基本方針としまして、市民とのパートナーシップによるまちづくりは大

きなテーマであり、下水道事業におきましても、このような観点から市民のみなさまへの説

明や行政評価実施による事業計画への反映も行っているところです。 

また、港区の地域環境審議会においては、学識経験者および地元市民のみなさまに

事業の目的、内容等を説明させていただき意見をいただいています。 

 一方、都市計画手続きを進めるにあたっても、地元のみならず、広くみなさまを対象とし

た計画概要に関する説明会を実施してきました。今後、都市計画決定に関する手続きを

進める過程におきましても、案の段階から、様々な意見をいただくこととしており、事業実

施に向けての参考とさせていただく予定です。 

 今後、名古屋港を始めとする公共用水域の水質改善を図るため、高度処理の導入や合

流式下水道の改善は欠かせないものであり、結果として汚泥量は増加することになります

が、増加する汚泥につきましても最新の技術を導入することにより、藤前干潟に対する水

質的な負荷は、現状よりも削減できるものと推定しています。 

  

－ 

15  

  

本施設は、焼却灰の利用とともに廃熱利用も行い、リサイクル社会の構築に寄与してい

くことを目的とし、「空見スラッジリサイクルセンター（仮称）」としています。 

 今後、名称を確定するにあたっては様々な方面からの意見も伺いながら決定していきた

いと考えています。 

－ 
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  No. 市民等の意見の概要 

16 

周辺施設への熱供給をうたってはいるが、現実として市営住宅の立替での新しいエネ

ルギー使用の「電化マンション」等への対応はミスマッチに移るが。主にタイムラグとし

て。民間企業の「ニチハ」移転は無いはずだが。 

 

17 

全国的にも希少なコアジジサシ・シロチドリといった渡り鳥の繁殖地が危機的状況にあ

る中、実験的にコアジサシのコロニーが、比較的まとまった場所の河口部にある公共用

地の屋上が活用され造られている例を鑑み、当施設にもそのような点を検討されたい。

尚、近くに環境省藤前干潟観察センター等の施設の建設も予定されているため、何か

連携したコンセプトを持った「水環境や河川」について学習する事が出来るしかけを考え

てほしい。 

18 
この施設完成前には「西名古屋港線」旅客化が完成していますので、名城処理場内

にある「下水道科学館」の移転も考えられるのでは。 

19  

活性汚泥による現在の下水処理では水に溶けた窒素やリンの除去は不可能とされて

いて、それらは干潟の付着藻類による光合成によってのみ可能と聴く。いわゆる高度処

理（第 3次処理）の採用でどこまで出きるのか、その他のバイオテクノロジーによって何が

可能かなどの検討が必要である。 

20  

汚泥を焼却するときに、「凝集剤」も当然焼却されることになる。したがって、凝集剤に

ついては「高分子凝集剤」というだけでは不十分であり、その具体的内容と予定使用量

について明らかにすべきである。 

 

事
業
計
画
に
関
す
る
こ
と 

21  

焼却灰の有効利用について。「一層のリサイクルの促進」（P3）としているが、年度ごと

の利用量、利用率について目標を明らかにすべきである。 

 

 

22  

第 3 章 事前配慮の内容 3 施設の存在・供用時を想定した配慮 について、「生活

環境の保全」「環境汚染」「公害の防止及び有害物質による環境汚染の防止」の事項で

は「発生した排水（返流水）は、一定の処理をした後、宝神下水処理場へ返送し再処理

する」とありますが、再処理して環境基準値以下とするから問題はないということではな

く、環境負荷として総排出量がどれだけあるかという観点が必要です。 

 23 

第 3 章 事前配慮の内容 2 建設作業時を想定した配慮 について、「生活環境の

保全」「環境汚染」「工事関連車両の走行による公害の防止」の事項で「工事関連車両を

分散させる走行ルートの選定」という内容は排出ガスを分散させる発想で公害防止の観

点ではありません。公害防止の観点からは低公害車の導入を図るべきです。 

 同様に「環境負荷の低減」「地球環境」「地球環境問題に対する取り組みの推進」の事

項では工事関連車両の規格を明確に示す必要があります。 

事
前
配
慮
に
関
す
る
こ
と 

24  

P10～12 第 3 章 事前配慮の内容 について、事業計画地が隣接する西側水域は

770haが国設藤前干潟鳥獣保護区に指定され、うち 323haは特別保護区であり、ラムサ

ール条約登録地です。この水域とここに生息する鳥類を始めとする生物に対する負荷の

低減がまったく記載されていません。建設作業時、施設の存在・供用時ともに自然環境

の保全、快適環境の保全と創造、環境負荷の低減の面での配慮が必要です。 

- 12 -



 

No. 事業者の見解 対応頁 

16 

熱供給については周辺開発の進捗状況を踏まえた検討が必要です。一方、上下水道

事業においては公営企業会計方式を採用していることから、投資に見合った効果が必要

であり、今後、金城ふ頭を始めとする周辺地域の開発状況を十分調査し、名古屋港管理

組合等も含めた関係機関と協議のもと、検討していく考えです。 

－ 

 17 

18 

本施設においては、下水道を始めとする水環境に関する学習的・教育的施設も検討し

たいと考えています。 

本施設は、名古屋港港湾計画等も十分考慮した施設計画を検討する考えです。また、

市民のみなさまには、下水道のしくみをより理解していただけるような、いわゆる学習的・

教育的施設の位置付けも視野に入れた施設計画を進める考えです。 

－ 

19  

今後導入予定の活性汚泥を用いた高度処理では、窒素、りんを約 70～80％除去でき、

他都市の事例からいっても、放流水質として、窒素で 9mg/l以下、りんで 0.5mg/l以下の

レベルが可能であると推定しています。 

 

－ 

20  

凝集剤の具体的な種類や予定使用量につきましては、現段階においては確定できな

い状況ですが、現在、下水道で使用されている高分子凝集剤としては、カチオン系凝集

剤が多く使用されており、添加率としては汚泥中固形物量に対して概ね１％程度となって

います。本施設においても、同様のレベルになると予定しています。 

－ 

21  

焼却灰は、土質改良材等の建設資材に有効利用されており、平成 15年度実績での有

効利用率は約 89％となっています。今後、現在進めている建設資材への利用の拡大を

図るとともに、新たな用途についての技術開発も進めることとしています。年度による変動

はありますが、平成 22年度において有効利用率 90％を目標としています。 

－ 

22 

本施設からの返流水が返送された場合の、宝神下水処理場における放流水負荷量に

ついて、現状と、空見の第１期分（全体計画の 1/4 能力相当施設）における水質項目

（BOD、COD、SS、N、P）を比較しますと、濃度、負荷量ともに全項目で、空見第１期分が現状

に対して下回ると推定しています。さらに、宝神下水処理場の増設施設が高度処理対応

となり、かつ空見の全体計画の返流水が返送された場合でも、現状に比べ濃度、負荷量

ともに全項目で下回ると推定しています。 

 

第 3章 

P88 

 

 23 

建設作業時における工事関連車両については、公害防止の観点から排出ガス対策型

のものを導入する予定です。工事関連車両を分散させる走行ルートの選定については、

大気質、騒音、振動、安全性等について配慮したものであり、工事関連車両の規格の明

示については、建設時までの間、さらに規制・基準等の変動も考えられるため、その時期

に考えられる、より環境負荷を軽減できる車種の導入を図ります。 

第 3章 

P90～P91

24 

事業の実施に伴うラムサール条約登録湿地への影響については、ほとんど生じないも

のと考えていますが、市民のみなさまの意見を参考に事前配慮に加えました。 

第 5章 

事前配慮

P171～P172
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  No. 市民等の意見の概要 

25  

P13 第 4 章 対象事業の実施予定及び周辺地域の概況 について、対象事業の実

施予定及びその周辺地域が設定されていますが、国設藤前干潟鳥獣保護区に指定さ

れ、うち 323ha は特別保護地区であり、ラムサール条約登録地である西側水域が除外さ

れています。80m の煙突が建つこと自体が周辺の鳥類に影響を与えることは自明です。

この水域を対象から除外しては極めて不十分な致命的欠陥をもった環境影響評価とし

かなりません。環境影響評価の対象地域に西側水域を含めるべきです。 

26  

P13 第 4 章 対象事業の実施予定及び周辺地域の概況 について、「調査対象区

域」から西側水域が除外されていますが、生息する鳥類にはこのような「線引き」はまった

く意味がなく、「調査対象区域」に限定せずに、鳥類を始めとする周辺の生態系への影

響調査を行うべきです。 

27  

P20～22 第 4 章 1-2（１）気象 について、「調査対象区域周辺の風向の状況」デー

タでも東の要素を含む風向が存在することは明白で、施設の煙突から排出されるばい煙

が西側水域に影響を与えることは明白です。この点からも西側水域を「調査対象区域」

から除外することは誤りであることがわかります。 

対
象
事
業
の
実
施
及
び
周
辺
地
域
の
概
況
に
関
す
る
こ
と 28  

第 4 章 対象事業の実施予定地およびその周辺地域の概況 について、「本施設の

煙突から排出されるばい煙の最大着地濃度が出現する範囲を予測し、………「調査対

象区域」を設定した」とありますが、名古屋港・伊勢湾に対する水域環境負荷を少なくす

るのが本事業の最大目的である以上、事業予定地西側の庄内川河口域を調査対象区

域から除外するのは根本的に間違っています。また、庄内川河口域を含む事業予定地

に隣接するラムサール条約登録湿地に対する影響評価を行わないのはラムサール条約

登録湿地の重要性を認識していないものと判断されます。 

29  

環境影響評価項目について。供用時の「水質・底質」については、「宝神下水処理場

へ返送処理する」との理由で項目として抽出されていない。（Ｐ65）処理汚泥量の増加な

どで、排出される汚水量も増加すると考えられる。現在の宝神下水処理場からの排出

量、排出水の水質、「空見スラッジ濃縮・焼却施設」完成時の宝神下水処理場からの排

出量、排出水の水質について明らかにすべきである。その上で、「環境影響評価項目」

として抽出すべきかどうかを検討しなおすべきである。 

30  

第4章 対象事業の実施予定地およびその周辺地域の概況 1-3 水環境の状況（1）

水象において、「『調査対象区域』には河川が存在していない」とありますが、上述のよう

に意図的に調査対象区域から除外したためです。このような認識では水環境の改善を

本気で考えているとは思われません。庄内川河口域、ラムサール条約登録湿地を調査

対象区域に含めて水質調査を実施する必要があります。また、工事中および施設の稼

働時に河口域の水質調査を除外しているのも極めて意図的であると思われます。 

水
質
・底
質 

31  

第 5 章 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

2-6 水質・底質の項目 について、建設工事の排水の放流先排出口直下の公共用水

域（事業予定地東側の海域）で調査するとしていますが、事業予定地東側は海域ではな

く陸域です。事業予定地直近の西側の河川域に排水せず東側の陸域を横断して海域

に排水する理由を明らかにする必要があります。 

施設の稼働時には「発生する汚水は宝神下水処理場へ返送し処理することから、周

辺の水質・底質に影響を与えない」ために水質・底質は調査する必要はないとしていま

す。 

調
査
の
手
法
に
関
す
る
こ
と 

大
気
質 

32  

P23～28 第 4 章 1-2（2） について、大気汚染の現況を把握するための測定地点 2

ヵ所はともに「調査対象区域」から 2～4km ほど離れています。正確な現況を把握するた

めに「調査対象区域」により近接した測定地点での測定をおこなうべきです。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

25  

26  

27  

28  

方法書の「調査対象区域」は、方法書の内容の周知を図るべき必要な範囲（陸地）を表

示し、事業の実施に伴うラムサール条約登録湿地への影響については、ほとんど生じな

いものと考えていましたが、市民のみなさまの意見を参考に検討し、準備書ではラムサー

ル条約登録湿地を含めた範囲を調査対象とし、環境影響評価を実施しました。 

 したがって、湿地に飛来する鳥類を含めた動物への影響を把握するため、事業予定地

内及び空見緑地、稲永公園について動植物の現地調査を行い、湿地についても既存資

料による調査を行いました。また、湿地の鳥類に及ぼす影響については、大気質、騒音等

の環境項目について、影響の程度を予測しました。 

 

 

 

第 4章 

P93～P94

P122～P136

第 7章 

第 10節

 植物 

P399～P409

第 11節

動物 

P411～P442

P447～P451

 

 

 

29  

30  

31  

本施設からの返流水が返送された場合の、宝神下水処理場における放流水負荷量に

ついて、現状と、空見の第１期分（全体計画の 1/4 能力相当施設）における水質項目

（BOD、COD、SS、N、P）を比較しますと、濃度、負荷量ともに全項目で、空見第１期分が現状

に対して下回ると推定しています。さらに、宝神下水処理場の増設施設が高度処理対応

となり、かつ空見の全体計画の返流水が返送された場合でも、現状に比べ濃度、負荷量

ともに全項目で下回ると推定しています。 

 建設工事で発生する排水は、主に地下水及び雨水が対象であり、放流前に沈殿処理

等の排水処理を行う予定です。 

排水方法については、既存の排水路によりラムサール条約登録湿地と反対側の東側海

域に放流する計画であり、放流直下での水質調査を行いました。 

宝神処理場での高度処理対応による名古屋港・伊勢湾に対する水質への寄与度を算

出することは難しいと判断しています。  

第 3章 

P88 

 

32  

南陽支所及び港陽のデータと、事業予定地のデータとを比較しましたが、明らかな整合

性が確認できませんでしたので、事業予定地現地における通年の気象調査を実施し、そ

の結果を使用することとしました。 

第 4章

P102 

第 7章 

第１節 

大気質 

P208～P213
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  No. 市民等の意見の概要 

33  

P64～88 第 5 章 について、施設や煙突からのばい煙や排ガスによる大気への影

響は要因として記載されていますが、主に煙突からと想定される熱については抜けて

います。煙突など施設からの熱は上昇気流の要因となり鳥類の飛行に大きな影響を与

えます。影響要因として発生熱とそれによる気流を加えるべきです。 

動
物
・植
物 

34 

第 5 章 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

表 5-1-2 環境要素と影響要因との関連及び抽出した理由・しなかった理由のまとめ

において、（11）～（13）植物、動物、生態系について工事中調査しない理由として「工

場跡地での建設工事であり、植物の生息環境、動物の生息環境、生態系に影響を与

えない」とありますが、事業予定地西側の庄内川河口域及びラムサール条約登録湿地

を調査区域から意図的に除外したためです。水質・底質で庄内川河口域を調査する

必要があるわけですから、ラムサール湿地に飛来する渡り鳥に影響を及ぶか及ばない

かについても特に工事中は調査する必要があると思われます。 

 

調
査
の
手
法
に
関
す
る
こ
と 

景
観
、
人
と
自
然
と
の 

触
れ
合
い
の
活
動
の
場 

35  

P42～43 第 4章 1-4、P64～65 第 5章 1-1 について、「景観、人と自然との触れ

合いの活動の場」という項目でありながら、西側に接する国設藤前干潟鳥獣保護区に

指定され、うち 323ha は特別保護地区であり、ラムサール条約登録地である水域につ

いてまったく触れられていません。また建設が計画されている藤前干潟利活用センタ

ー（正式名称は未定）についても触れられていません。ともに調査項目として記載し

て、環境影響評価を行うべきです。第５章では工場跡地での建設工事だからとして「景

観、人と自然との触れ合いの活動の場」が、環境要素に抽出されていません。これは、

「調査対象区域」から西側水域を除外しているからにすぎません。西側に、ラムサール

条約登録地という重要な「景観、人と自然との触れ合いの活動の場」が隣接しているわ

けですから、環境要素に加えるべきです。 

そ
の
他 

 

36  

藤前干潟の環境アセスメントに関して私たちが社会的に学んだことは、こうした公共

事業が、情性的な行政企画によって進められ、真の公共性や、科学的な判断を求める

ことなく、事業者が自ら評価し、自ら審査者にもなるアセスメント制度の根本欠陥でもあ

る、恣意的・欺瞞的な判断と手続きが進められる危険性であった。 

そしてそうした過ちを救ったのは、現場を愛し、よく知る市民と、まっとうな研究者の協

働による「市民の科学」であった。今回の事業アセスメントも、隣接ラムサール登録地の

動植物や生態系、そこに集う人々への影響さえ初めから無視してかかるような、恣意的

な評価項目の選定を見ても、同じことが再現される危惧を禁じえない。市民や NPO、研

究者の常識的で科学的な判断を生かして総合的戦略を検討しなおす協議の場が、ま

ず設定されるべきである。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

33  

34  

「植物」、「動物」の項目を追加し、事業予定地内及び空見緑地、稲永公園の現地調査

を行い、湿地についても既存資料による調査を行いました。 

放出する熱については、鳥類への影響の一時的な忌避行動は否定できないものの、調

査対象区域の現状を鑑み、大気質、騒音等の環境項目について、影響の程度を予測し

ました。 

 

第 4章 

P122～P136

第 7章 

第 10節

植物 

P399～P407

第 11節

動物 

P411～P442

P447～P451

 

 

35  

方法書の「調査対象区域」は、方法書の内容の周知を図るべき必要な範囲（陸地）を表

示しており、実際にはラムサール条約登録湿地を含めた範囲を調査対象とし、環境影響

評価を実施しました。また、「人と自然との触れ合いの活動の場」の項目を追加し、「事業

予定地西側護岸」、「稲永公園」及び「空見緑地」での事業の実施に伴う環境影響につい

て、大気質、騒音、振動及び悪臭の環境項目で予測・評価をしました。 

第 7章 

第 13節

人と自然

P471～P479

36  

アセスメントの手続きや制度そのものについての見解は、事業者として差し控えたいと

考えています。 

－ 
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４-２ 市長の意見及び事業者の見解  

 
 

No. 市長の意見（方法意見書） 

1 事業の必要性や妥当性について、現在及び将来の発生汚泥量を発生原因別に示

すことでわかりやすく説明すること。 

2 
施設の稼働に伴って発生する汚水は、宝神下水処理場に返送し処理するとしていま

すが、それに伴う宝神下水処理場の排出水について濃度及び負荷量を明らかにするこ

と。 

対
象
事
業
の
目
的
及
び 

内
容
に
関
す
る
こ
と 3 焼却炉棟については処理能力が示されていますが、施設計画に示されている他の施

設についても処理能力等を明らかにすること。 

4 

事業予定地における土壌汚染の有無の確認の方法を具体的に記載すること。 

 

 

 

 

 

事
前
配
慮
の
内
容 

に
関
す
る
こ
と 

5 事業の実施に伴って発生する光が鳥類に及ぼす影響を最小限にするため、事業予

定地西側や上方への光漏れに対して配慮すること。 

6 

事業予定地に近接するラムサール条約登録湿地を調査区域に含めること。 

 

 

 

対
象
事
業
の
実
施
予
定
地
及
び 

そ
の
周
辺
地
域
の
概
況 

に
関
す
る
こ
と 7 

地域の気象概況をまとめるにあたっては、月別あるいは季節別に風向を調べ、その

風向に対応する風速を示すこと。また、風速は、平均値だけでなく、最小値、最大値に

ついても記載すること。併せて、風速階級別出現頻度についても記載すること。 

8 

大気質の予測にあたっての風向･風速別大気安定度出現頻度は、事業予定地周辺

の風環境の状況を適切に反映させること。このため、四季に実施する地上気象調査の

結果と周辺の常時監視測定局等の測定結果の整合性について確認すること。 

9 

供用時の施設からのばい煙の拡散は、季節ごとの風環境によって最大着地地点及

び濃度が異なるため、参考に四季別の予測結果も示すこと。 

 

対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に 

調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法
に
関
す
る
こ
と 

10 

事業予定地において上空気象調査を実施し、その結果を供用時の予測に活用する

こと。また、フュミゲーション(いぶし現象)発生時など大気汚染物質が高濃度で出現す

るおそれのある場合の予測評価も実施すること。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

1 事業の必要性や妥当性について、現在及び将来の発生汚泥量を発生原因別に示しま

した。 

第 3章 

P78 

2 
宝神下水処理場への返送に伴う同処理場の排出水について、本施設の第一期分施設

供用時と全体計画施設供用時の濃度及び負荷量を示しました。併せて現状についても

示しました。 

第 3章 

P88 

3 焼却炉棟以外の施設についても処理能力等を示しました。 第 3章 

P79～P80

4 

現所有者が「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例」及び「土壌汚染

対策指針」を参考に調査を行い、その調査結果を提供してもらいました。また、当局にお

いて事業予定地内のボーリング調査を行いましたので、これらを利用して現所有者に深

層部の土壌及び地下水の分析もしていただきました。 

 その調査結果から、土壌及び地下水において、環境基準の値を上回る有害物質が確

認されましたので、環境要素として、「地下水」、「土壌」の項目を追加しました。 

第 5章 

P171 

第 6章 

P176 

第 7章 

第 7節 

地下水 

P369～P371

第 9節 

土壌 

P391～P398

5 事業予定地西側及び上方への光漏れが、極力回避できるよう施設計画に配慮しまし

た。 

第 5章 

P172 

6 

事業予定地に近接するラムサール条約登録湿地を調査区域に含めました。 第 4章 

P93～P94

7 

大気汚染常時監視測定局である南陽支所と港陽、さらに惟信高校のデータについて、

月別、季節別に、風向風速を調査し、風向別風速を示しました。また、最小値から最大値

及び平均値による表現とし、風速階級別出現頻度もとりまとめました。 

第 4章 

P102～P103

 

8 

南陽支所及び港陽のデータと、事業予定地のデータとを比較しましたが、明かな整合

性が確認できませんでしたので、事業予定地現地における通年の気象調査を実施し、そ

の結果を使用することとしました。 

第 4章 

P102 

第 7章 

第 1節 

大気質 

P208～P213

9 

予測に際して四季別に気象の状況をまとめ、各季節毎の拡散予測を示しました。 資料編 

1 大気質

P11～P26

P37～P47

10 

事業予定地において、各季節 5日間で 3時間毎（朝は 1時間毎）の上空気象調査（上

層の風向風速及び温度勾配）を実施し、供用時の予測諸元としました。 

また、フュミゲーション発生時についての予測・評価も実施しました。 

第 7章 

第 1節 

大気質 

P208～P217

P243～P247

資料編 

1 大気質

P48～P55
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No. 市長の意見（方法意見書） 

11 

事業予定地及び周辺の動植物の調査を実施すること。特に、事業予定地に近接してラム

サール条約登録湿地があるので、湿地に生息する鳥類が事業予定地をどのように利用して

いるのか調査しておくこと。 

 

12 

ラムサール条約登録湿地の鳥類に及ぼす影響を、大気質、騒音等を予測した上で、その

変化による影響の程度を類似事例や既存知見から類推等によって予測すること。 

13 

景観の調査地点は遠景となる地点が予定されていますが、事業計画がよくわかる近景ま

たは中景となる地点も調査地点として選定すること。 

 

14 

人と自然との触れ合いの活動の場の環境（大気質、騒音等）に与える影響の程度につい

て予測を行うこと。 

 

 

 

 

 

15 

今年 12月に地上デジタル放送が開始され、地上アナログ放送は平成 23 年 7月までの予

定なので、建築工事時期はデジタル放送への移行期にあたると考えられます。このため、ア

ナログ及びデジタルの双方の電波受信状況を調査するとともに、事業の実施に伴う電波障

害の予測についても、双方について予測を行うこと。 

 

対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に 

調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法
に
関
す
る
こ
と 

16 

事業予定地周辺における交通状況を把握するにあたっては、事業予定地南側に国際展

示場があるので、催物開催時の状況にも配慮して調査を実施すること。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

11 

「植物」、「動物」の項目を追加し、既存資料により、ラムサール条約登録湿地の調査を

実施しました。また、事業予定地内及び空見緑地、稲永公園の現地調査を各季節毎に実

施しました。調査の方法は、「自然環境アセスメント技術マニュアル」に準拠しました。「植

物」では直接改変する事業予定地について予測・評価しました。「動物」では事業予定地

及びラムサール登録湿地について予測・評価しました。 

第 4章 

P122～P136

第 7章 

第 10節

植物 

P399～P409

第 11節

動物 

P411～P451

12 

「動物」の項目において、施設の稼働や建設工事に伴う鳥類への影響の程度について

予測しました。 

なお、明確な類似事例や既存知見は得られませんでしたので、大気質、騒音及び振動

の予測結果の推計から影響の程度を予測しました。 

第 7章 

第 11節

動物 

P447～P451

13 

景観の調査地点は、中景の地点として事業予定地北側に位置するあおなみ線（西名

古屋港線）の野跡駅を 1 箇所追加し、さらに近景の地点として 5 地点追加し、合計 10 地

点実施しました。 

第 7章 

第 12節

景観 

P453～P462

14 

本事業の実施により、触れ合いの活動の場の消滅、改変はなく、その利用状況も変わ

らないと考えていますが、影響の程度を確認する意味において、「人と自然との触れ合い

の活動の場」の項目を追加し、事業予定地に近接した触れ合いの活動の場（事業予定地

西側護岸、稲永公園、空見緑地）に対する調査を実施し、予測を行いました。 

第 4章 

P137～P138

第 6章 

P176 

第 7章 

第 13節

人と自然

P471～P479

15 

「電波障害」の項目において、地上波デジタルを追加し、アナログ及びデジタルの両方

について調査を実施し、予測を行いました。 

第 7章 

第 17節

電波障害

P511～P527

16 

国際展示場の大規模催物開催時（5 月大型連休中の催事時）の交通量調査を行い、

沿道での環境影響（大気質、騒音、振動）について予測しました。 

第 7章 

第 2節 

騒音 

P278 

第 3節 

振動 

P305 

資料編 

1 大気質

P62～P66

P70,P74

2 騒音 

P114～P116

3 振動 

P135～P136
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５ 環境影響評価準備書に対する市民等の意見の概要及び事業者の見解 
環境影響評価準備書に対する市民等の意見の概要及び市長の意見とこれらに対する事業者の

見解を以下に示す。 

 

５-１ 環境の保全の見地からの意見の概要及び事業者の見解 

  No. 市民等の意見の概要 

1 

 1 

 

準備書 P9 市民等の意見で、有機質の肥料「五条ソイル」製造のように、大規模公園

での使用が提案されたのに対して、見解では「利用量、時期が合わないとして建設資

材化を進める」としているが、エネルギーの無駄遣いを少しでも少なくするという立場で

検討すべきである。「利用での見込みがきわめて少ない」とは具体的にはどんなことか。

 

 2 

 

 

準備書 P11 市民等の意見で、「広葉の常緑樹主体で、実のなる木」が提案されてい

るが、見解で「今後、多方面からのご意見をいただきながら決定していきたい」は、あま

りにも無責任である。ある程度具体的な方向性を事業者が示し、それに対して専門家

等の意見を求めるべきである。

2  3 準備書 P13 意見を取り入れ、「学習的・教育的施設の位置付けも視野に入れた施設

計画を進める考え」とあるが、その規模、構造、位置などを具体的に示すべきである。ま

た、意見の「環境省藤前観察センター等と連携したコンセプトを持つ」という視点も取り

入れるよう明言すべきである。 

3 

4 準備書 P19市民等の意見「土壌汚染の有無の確認の方法を具体的に」に基づき「現

所有者が…調査を行い、…当局において事業予定地内の調査を行いましたので、こ

れらを利用して現所有者に深層部の土壌及び地下水の分析もしていただきました。」と

見解がある。つまり、現所有者の新日本製鐵（株）は表層の調査だけして汚染が判明し

たので、ボーリング調査は議会承認もなく市が市税を使って行い、そのボーリング試料

を貰って分析は新日本製鐵（株）が負担した、ということか。ボーリング調査費用は新日

本製鐵（株）に負担させるべきである。 

環
境
影
響
評
価
の
目
的
及
び
手
続
き
・
手
順 

4 

5 準備書 P17 そもそも、この土地がヒ素で地下水汚染されていることは方法書（H15.7）

の 1年以上前の H14.5.20の市の調査で明らかになっている。そうした土地を購入する

には、購入の是非について真剣な検討があってしかるべきである。詳細な地下水、土

壌汚染調査、必要な対策、それらの費用、地価下落などについてどんな検討がされた

のか。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

1 

ご指摘のとおり、エネルギーの無駄遣いを少しでも少なくするという立場を念頭に、個々

の施策についての検討をすすめてまいりたいと考えています。 

汚泥のコンポスト化につきましては、「下水道統計 行政編」（(社)日本下水道協会）に

よれば、愛知県下の公共下水道施設でコンポストを運用している施設はなく、焼却等の処

理が行われています。また、流域下水道施設につきましても、県内の 2 施設で一部の量に

ついて実施されているような状況となっています。本市におきましても、市内で発生する汚

泥量に対して、市街化のすすんだ本市及び周辺の土地利用の状況から、肥料のニーズが

少なく、コンポスト化を採用することは現実的でないと考えています。 

－ 

2 

上下水道局では、下水処理場など多くの施設（用地）を所有しており、今後、これら施設

の改築や新増設事業に際しては、名古屋のまちづくりに果たす役割や可能性にも注意を

払いながら、その空間の利用方法を検討する必要があると考えています。そこで、さる平成

17 年 4 月に公表しました「名古屋市上下水道構想」の中で掲げております「まちづくり」や

「パートナーシップ」などの視点を意識しながら、より良い局用地の空間利用のあり方を検

討するために「名古屋市上下水道局用地空間利用検討委員会」を設置し、空見スラッジリ

サイクルセンター（仮称）につきましても、分科会を設け、有識者や市民のみなさまなどとと

もに、まちづくりや環境、景観など多面的な検討を行っています。 

引き続き検討を重ねながら、ご意見でいただいた個々の課題も視野に入れた施設づくり

をすすめていきたいと考えています。 

－ 

3 

ボーリング調査は、当局が行う施設の基本設計並びに詳細設計をすすめる上で必要な

情報を得るために行った既定の業務であり、土壌調査を行うことを主眼として実施したもの

ではありません。 

－ 

4 

現時点で土地は未取得です。土地取得に係る重要な事項である土壌・地下水の汚染

状況については、現土地所有者である新日本製鐵（株）が現地調査を実施しました。 

調査はご指摘のとおり、表層調査については、既存の土地利用並びに形態により調査

可能な 25 地点で実施し、それを補完するため深層部について、土層ごとに地表面から概

ね 25mまでの調査を 9地点実施しました。これらの調査により、鉛、砒素、ふっ素、ほう素の

4 物質について、土壌溶出量及び地下水が環境基準の値を上回っている事実を確認しま

した。 

今後の土地取得並びに事業実施の方向性を諮るべく、これら環境基準の値を上回って

いる原因究明と工事に伴う土砂の取扱いについて客観的評価を得るため、学識経験者で

構成される土壌検討委員会を当局で設置し、検討をすすめてきました。当局としましては、

検討委員会の審議を経て、表層及び深層部を含めた全調査結果から総合的にみて、事

業予定地全体が一様に、土壌・地下水の環境基準の値を上回っている状況にあると判断

しました。このため、掘削土砂は敷地内での盛土等で使用し、敷地外へは極力持ち出さな

い計画としています。 

検討結果は、評価書資料編 P148に示しているとおりです。今後はこの方針をもとに事業

をすすめていきたいと考えています。なお、土地取得に際しては、この土地における残存

物件の扱いや土壌・地下水の状況などを踏まえ、所要の交渉をすすめる予定です。 

－ 
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5 

11 準備書 P27計画下水汚泥量の根拠が不明確である。 

①下水道の普及による汚泥増加は、現状の普及率 97.4％で 24,500m3/日だか

ら、100％になっても 24,500/0.974=25,154m3/日で計画の 26,000m3/日もい

らない。 

②水洗化率の向上による汚泥増加といいながら、具体的な水洗化率（整備され

た下水道に接続する）がない。 

③合流式下水道の改善による汚泥増加 2,650m3/日も具体的な計画と汚泥増

加量の根拠がない。 

④下水の高度処理化による汚泥増加 4,500m3/日も具体的な計画と汚泥増加

量の根拠がない。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

5 

汚泥発生量の算出根拠を下表に提示します。 

 

現状発生
汚泥量

将来発生
汚泥量

(m3/日） (m3/日） 整備率 算出根拠

下水道整備 約 24,500 約 26,000 約 100 %

下水道の普及及び水洗化率の向上による。

(H13～15年)整備率 97%、水洗化率99.7%：24,500m3/日
(将　　 来)整備率100%、水洗化率100%：
将来発生汚泥量＝24,500/0.97/0.997

　　　　　　　＝25,300→約26,000m3/日

合流式下水道
の改善

約 350 約 3,000 約 100 %

合流改善による回収可能な汚濁負荷の増加による。
合流改善整備面積：16,906(ha)
地表面汚濁負荷量：183(kg/ha/年)
名古屋市の年間降雨日数：110(日)
将来発生汚泥固形物量＝16,906×183/1000／110＝28.1t/日
将来発生汚泥量（汚泥濃度1％）＝28.1/0.01＝2,810

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→約3,000m3/日

下水の
高度処理化

― 約 4,500 約 65 %

高度処理の採用による。
除去率向上による増加：12%増加
凝集剤添加による増加：11%増加
将来発生汚泥量＝（下水道整備による将来発生汚泥量＋
　　　　　　　　　合流式下水道の改善による将来発生汚泥量）
　　　　　　　　×汚泥増加率×整備率
　　　　　　　＝(26,000+3,000)×(0.12+0.11)×0.65
　　　　　　　＝4,335

　　　　　　　→約4,500m3/日

発生汚泥量 約 25,000 約 34,000 ― ―

発生原因
別事業
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  No. 市民等の意見の概要 

 6 準備書 P37工事実施計画で「現存施設の基礎杭、地中ベースコンクリートなどの既

設地下構造物の撤去を行い」とあるが、土壌・地下水汚染されている土地での地下構

造物の撤去作業は神経を使い、その後の土壌調査も必要となる。 

準備書 P314 地下水、準備書 P337 土壌調査を新日本製鐵（株）が行っているが、

「構造物又は障害物により調査が行えなかった地点」が約 180地点中 25地点と 1割

しかないため、自然由来でも人為汚染でも、埋め戻すか管理型処分場に運び出すか

の判断のため、他の 150 地点以上も調査する必要がでてくる。本来は既設地下構造

物の撤去まで新日本製鐵（株）にさせるか、すくなくとも費用負担をさせるべきである。

6  

 7 準備書 P37 そもそも、この土地は購入したのか、購入予定なのか、購入（予定）金

額はいくらか。その金額算定根拠はあるのか。購入後の地下水・土壌汚染対策費用

は含んであるのか。新日本製鐵（株）と名古屋市上下水道局との談合ではないのか。

7 

12 準備書 P27「宝神汚泥処理場の汚泥処理施設を休止する。」とあるが、宝神汚泥処

理場は宝神下水処理場のまちがいと思われる。準備書 P36 で現状の宝神下水処理

場の処理能力 150,000m3/日を、将来は増設・高度処理導入で処理能力 225,000m3/

日にするとあるのだから、「宝神下水処理場の汚泥処理施設は休止するが、下水処

理能力は増加させる」と正直に全体像を示すべきである。 

8 

13 

 

準備書 P31 し渣洗浄棟、沈砂洗浄棟は第 1期施設供用時にないが、「本施設から

発生するし渣、沈砂を洗浄する施設」はなぜ当初は不要なのか。 

 

9 

13 準備書 P31「汚泥焼却から発生する熱は、場内で利用するとともに、今後、利用用

途を検討し、熱の有効利用を図ることとする。」とあるが、準備書P432で電気の使用は

99,901,000kwh/年、準備書 P433で汚泥焼却に伴う発電量を 15,300,000kwh/年とし

ているので、使用電力の 15％弱しか発電出来ないし、まして売電もできないということ

か。 

対
象
事
業
の
目
的
及
び
内
容 

10 

14 準備書 P36 宝神下水処理場の流入下水が現状 83,700m3/日、将来 127,000m3/

日と 1.5倍以上になる根拠を明記すべきである。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

6 

No.4の見解と同様です。 － 

7 

ご指摘のとおり、「宝神汚泥処理場」は「宝神下水処理場」に、訂正しました。 

なお、宝神下水処理場の将来の能力増強につきましても、準備書 P26～27 の「2-2 下

水道事業の基本方針と本事業の必要性」の中で、「併せて宝神下水処理場の汚泥処理施

設を休止する。」の後に「なお、宝神下水処理場の水処理施設については、将来的に高度

処理化を図りつつ処理能力の増強を予定している。」との表現を評価書の中で追記しまし

た。 

第 3章 

P77 

8 

現在、上下水道局が管理する市内の下水処理場やポンプ所からのスクリーンかすや下

水管あるいは雨水桝の清掃により発生する沈砂を、宝神下水処理場内にある宝神リサイク

ルセンターにて集約、洗浄しています。 

宝神リサイクルセンターの施設は、耐用年数も残されており、当面は現状どおりの運営

が可能のため、当初（第 1期）は、本施設から発生するし渣につきましても宝神リサイクルセ

ンターへ搬出する予定です。 

－ 

9 

下水汚泥は多量の水分を含んでいますので、焼却廃熱を発電に利用した場合、準備書

で示しているとおり、使用電力の 15％程度の発電量見込みとなります。 

－ 

10 

宝神下水処理場への将来の流入下水量につきましては、宝神処理区（自流域）以外に

千年処理区からの流入分と宝神処理区に南接する港湾区域からの受入分を見込んだ量

としています。 

将来、市内処理場は公共用水域のさらなる水環境の向上に向け、高度処理導入への

施設改築が必要となること、改築にあたっては大規模な施設用地が必要となり、限られた

敷地では処理能力の縮小につながるといった背景もあり、千年下水処理場についても敷

地が狭く、今後の高度処理導入も踏まえると、処理能力に余裕がなくなり、処理しきれない

量として約 31,600m3/日を宝神下水処理場で受け入れる予定としています。 

また、宝神処理区に南接する港湾区域につきましては、現時点では下水道計画区域外

となっていますが、金城ふ頭を始めとする今後の開発の進展に伴い公共下水道への受入

れも視野に入れ、その量として約 11,700m3/日を見込んでいます。 

－ 
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  No. 市民等の意見の概要 

15 

 

準備書 P36 現状の宝神下水処理場の流入下水、放流水などの濃度及び処理水

量の根拠を示すべきである。例えば、市の 16 年度結果では BOD 放流水濃度が 5.4

mg /lであるが、ここでは 7.6 mg /l となっている。SSは 6.0mg/lがここでは 6.5 mg

/l となっている。 

16 準備書 P36将来の宝神下水処理場の流入下水、放流水濃度などの根拠を明示す

べきである。 

対
象
事
業
の
目
的
及
び
内
容 

11 

17 準備書 P36将来の宝神下水処理場の放流負荷量はどのように計算したのか。 

通常の濃度×放流水量では例えば BOD で 4.5 ㎎/l×159,500m3/日=717,750g/

日=0.72 トン/日となり、ここの 0.67 トン/日とはならない。COD は 0.93 が 0.88、SS は

0.19が 0.18、TNは 1.29が 1.23になっている。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

11 

準備書 P36に示した結果につきましては、現状と空見の第 1期並びに全体供用時にお

ける宝神下水処理場の放流水濃度と負荷量を統一の計算手法を用いて比較するため、平

成 13年度から 15年度の実績に基づく除去率で現状を算出したものです。したがいまし

て、ご指摘の放流水質とは異なる数値を示す結果となっています。 

今回ご指摘を受け、現状については実績値を用いて評価することとしました。それに伴

い除去率等を見直し、その結果を表-1に示します。 

なお、準備書 P36でお示しした放流水量につきましては、場内での再利用水の量を含

んでおりましたので、実際の放流水量に訂正しました。また、再利用水の用途につきまして

も、空見全体供用時のし渣・沈砂洗浄等の量を見込んだ形で見直しました。 

これら訂正したものにつきましては、準備書 P36 図 3-2-8を図-1に示すとおり、記載し

ました。以下に図-1の計算過程を示します。 

 

（1）宝神下水処理場の水量、水質及び除去率の実績値 

水量、水質及び除去率は、平成 13～15年度の年間平均より設定しました。 
 

表-1 宝神下水処理場の水量、水質及び除去率 

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平  均

120,600 125,000 99,300 114,967 
↓ 　 －

115,000 

32,400 33,800 27,800 31,333 
↓ 　 －
31,300 

76,200 69,600 70,500 72,100 
↓ 　 －
72,100

 流入下水量 （m
3
/日） 88,200 91,200 71,500 83,700 －

 BOD （mg/l） 120 110 110 113 －

 COD （mg/l） 87 89 82 86 －

 SS （mg/l） 106 105 117 109 －

 T-N （mg/l） 21.5 22.8 21.8 22.0 －

 T-P （mg/l） 4.0 3.9 4.0 4.0 －

 BOD （mg/l） 350 440 400 397 －

 COD （mg/l） 320 370 350 347 －

 SS （mg/l） 969 1,186 1,086 1,080 －

 T-N （mg/l） 65.1 74.9 73.5 71.2 －

 T-P （mg/l） 19.4 25.1 23.0 22.5 －

 BOD （mg/l） － － － 190 －

 COD （mg/l） － － － 157 －

 SS （mg/l） － － － 373 －

 T-N （mg/l） － － － 35.4 －

 T-P （mg/l） － － － 9.0 －

 BOD （mg/l） 6 8 7 7

 COD （mg/l） 14 15 13 14

 SS （mg/l） 7 9 8 8

 T-N （mg/l） 16.4 15.9 16.7 16.3

 T-P （mg/l） 1.1 1.2 0.9 1.1

※水質値は年平均値を示す。（水質管理年報　平成13～15年度　名古屋市上下水道局施設管理部より）

※流入下水量＝下水処理量－返流水量

※混合水(Ａ＋Ｂ)は、流入下水(Ａ)と返流水(Ｂ)の３カ年平均から算出した値を示す。

 下水処理量 （m3/日）

除去率項  　　目

 返流水量 （m3/日）

 放流量 （m3/日）

 流入下水
 （A）

 返流水
 （B）

 混合水
 （A＋B）

 放流水

96.3%

91.1%

97.9%

54.0%

87.8%

※除去率は、混合水水質が放流水水質までに除去される割合を示す。
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11 
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No. 事業者の見解 対応頁 

11 

（2）現状及び空見スラッジリサイクルセンター（仮称）第 1期施設供用時の宝神下水処理場

における放流水水質と負荷量の算出根拠 

宝神下水処理場の下水処理フローは、以下のとおりであり、放流水の水質と負荷量

を表-2、3に示します。表中の水質及び除去率の根拠は、表-1、5に示します。 

 
下水処理施設 

（標準活性汚泥法） 

流入下水（A） 

返流水（B） 

放流水 

汚泥処理施設 
 

 

表-2 現状の放流水水質と負荷量 

項　目
流入下水
（A）

返流水
（B）

混合水
（A＋B）

除去率 放流水
負荷量
（t/日）

 水量（m3/日） 83,700 31,300 115,000 － 72,100 －

 BOD（mg/l） 113 397 190 96.3% 7 0.50 

 COD（mg/l） 86 347 157 91.1% 14 1.01 

 SS（mg/l） 109 1,080 373 97.9% 8 0.58 

 T-N（mg/l） 22.0 71.2 35.4 54.0% 16.3 1.18 

 T-P（mg/l） 4.0 22.5 9.0 87.8% 1.1 0.08 
 

 

表-3 空見スラッジリサイクルセンター（仮称） 
           第 1期施設供用時の放流水水質と負荷量 

項　目
流入下水
（A）

返流水
（B）

混合水
（A＋B）

除去率 放流水
負荷量
（t/日）

 水量（m3/日） 83,700 11,300 95,000 － 69,700 －

 BOD（mg/l） 113 352 141 96.3% 5.2 0.36 

 COD（mg/l） 86 91 87 91.1% 7.7 0.54 

 SS（mg/l） 109 91 107 97.9% 2.2 0.15 

 T-N（mg/l） 22.0 51.0 25.4 54.0% 11.7 0.82 

 T-P（mg/l） 4.0 4.2 4.0 87.8% 0.5 0.03 
 

 

（3）空見スラッジリサイクルセンター（仮称）全体供用時の宝神下水処理場における放流水

水質と負荷量の算出根拠 

宝神下水処理場の全体時の下水処理フローは、以下のとおりであり、放流水の水質

と負荷量を表-4に示します。高度処理及び急速ろ過法が導入された時の除去率は、

施設計画により表-4に示すとおり設定しています。 

 
既設下水処理施設

（標準活性汚泥法）
流入下水（A） 

返流水（B） 

放流水 

 
急速ろ過法

新設下水処理施設

（高度処理） 

 
急速ろ過法

汚泥処理施設 
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11 
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11 

 

表-4 空見スラッジリサイクルセンター（仮称）全体供用時の放流水水質と負荷量 

標準活性
汚 泥 法
除 去 率

急  速
ろ過法
除去率

処理水
高度処理
除 去 率

急  速
ろ過法
除去率

処理水

 水量（m3/日） 127,000 41,500 168,500 － － 93,500 － － 75,000 145,100 －

 BOD（mg/l） 113 352 172 96.3% 40% 3.8 97.0% 40% 3.1 3.4 0.49 

 COD（mg/l） 86 91 87 91.1% 20% 6.2 91.0% 20% 6.3 6.3 0.91 

 SS（mg/l） 109 91 105 97.9% 60% 0.9 97.5% 60% 1.1 1.0 0.15 

 T-N（mg/l） 22.0 51.0 29.1 67.0% 15% 8.2 73.0% 15% 6.7 7.4 1.07 

 T-P（mg/l） 4.0 4.2 4.0 87.8% 20% 0.4 88.1% 20% 0.4 0.4 0.06 

負荷量
（t/日）

既設下水処理 新設下水処理（高度処理）

放流水
項　目

流入下水
（A）

返流水
（B）

混合水
（A＋B）

 

※既設下水処理についても全体供用時には、高度処理を予定しており、T-N に関する
除去率は以下のとおりです。 

T-N除去率＝R/(1+R)×100 

ここに、循環比Ｒ＝2.0（＝返送汚泥量:1.0＋循環水量:1.0） 

＝2.0/(1+2.0)×100＝67％ 

【担体処理による T-N除去率について  

出典：高度処理施設設計マニュアル(案)P195 平成 6年 日本下水道協会】 

※放流水質は、既設下水処理の処理水量のうち 70,100m3/日を放流する量と設定し、
算定しました。 

BOD放流水質＝(3.8×70,100＋3.1×75,000) /145,100＝3.4mg/l 

 

（4）空見スラッジリサイクルセンター（仮称）における返流水水量、水質 

本施設における返流水処理フローは、以下のとおりであり、高濃度返流水及び低濃

度返流水（冷却水、場内雑排水など）の水量、水質及び高濃度返流水除去率は、施設

計画により以下のとおり設定しています。 
 

 

返流水（宝神下水処理場へ送水） 

高濃度返流水 

低濃度返流水 

返流水処理施設 

 
 

表-5 本施設の返流水水量、水質及び除去率 

高濃度返流水

処理前 除去率 処理後

 水量（m
3
/日） 26,500 － 26,500 15,000 41,500 

 BOD（mg/l） 730 40% 438 200 352 

 COD（mg/l） 270 70% 81 110 91 

 SS（mg/l） 590 95% 30 200 91 

 T-N（mg/l） 100 40% 60.0 35.0 51.0 

 T-P（mg/l） 37.0 90% 3.7 5.0 4.2 

※高濃度返流水水質及び高濃度返流水除去率は、本市実証実験結果による。

※低濃度返流水水質は、計画流入下水水質程度とした。

項　　目
低濃度
返流水

返流水
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  No. 市民等の意見の概要 

対
象
事
業
の
目
的
及
び
内
容 

11 
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No. 事業者の見解 対応頁 

11 

 
＜現状＞

　　　　工水・汚泥

＜第1期：宝神処理場に空見の第１期分の返流水が返送された場合＞

　　　　工水・汚泥

　　　　工水・汚泥

※水量は日平均値を示し、返流水量については高濃度返流水と低濃度返流水の合計値を示している。
※処理能力は日最大で表示している。

＜全体：宝神処理場に高度処理導入、空見の全体計画の返流水が返送された場合＞

(排ガス洗浄水を含む)

宝神下水処理場
標準活性汚泥法

処理能力150,000m3/日

放流水

72,100m3/日

宝神下水処理場
標準活性汚泥法

処理能力150,000m3/日

放流水

69,700m3/日

返流水

31,300m3/日

流入下水

83,700m3/日

流入下水

83,700m3/日

返流水

11,300m3/日

空見へ送水し、再利用

2,700m3/日空見スラッジリサイクルセンター
第1期

(排ガス洗浄水は循環利用)

宝神汚泥処理場

宝神下水処理場
増設・高度処理導入

処理能力225,000m3/日

放流水

145,100m3/日

流入下水

127,000m3/日

返流水

41,500m3/日

空見へ送水し、再利用

13,400m3/日空見スラッジリサイクルセンター
全体計画完成

(排ガス洗浄水は循環利用)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

BOD 113 9.46 397 12.43 190 21.88 7 0.50
COD 86 7.20 347 10.86 157 18.06 14 1.01
SS 109 9.12 1080 33.80 373 42.93 8 0.58
T-N 22.0 1.84 71.2 2.23 35 4.07 16.3 1.18
T-P 4.0 0.33 22.5 0.70 9 1.04 1.1 0.08

返流水(B)流入下水(A)
項目

放流水混合水(A+B)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

BOD 113 9.46 352 3.98 141 13.44 5.2 0.36
COD 86 7.20 91 1.03 87 8.23 7.7 0.54
SS 109 9.12 91 1.03 107 10.15 2.2 0.15
T-N 22.0 1.84 51.0 0.58 25.4 2.42 11.7 0.82
T-P 4.0 0.33 4.2 0.05 4.0 0.38 0.5 0.03

項目
流入下水(A) 返流水(B) 混合水(A+B) 放流水

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

BOD 113 14.35 352 14.61 172 28.96 3.4 0.49
COD 86 10.92 91 3.78 87 14.70 6.3 0.91
SS 109 13.84 91 3.78 105 17.62 1.0 0.15
T-N 22.0 2.79 51.0 2.12 29.1 4.91 7.4 1.07
T-P 4.0 0.51 4.2 0.17 4.0 0.68 0.4 0.06

項目
流入下水(A) 返流水(B) 混合水(A+B) 放流水

 
 

図-1 返流水返送による宝神下水処理場放流水の濃度と負荷量 
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  No. 市民等の意見の概要 

12 

76 準備書 P424廃棄物の予測で、焼却灰発生量が 365日稼働で計算して、60ｔ/日×

365 日=21,900ｔ/年となり、この空見スラッジリサイクルセンターだけで、15 年度の全

市の焼却灰発生量 17,827ｔ/年（準備書 P421）を超えてしまう。あまりにも過大設備な

のではないか。 

13 

77 準備書 P424廃棄物の予測で、し渣・沈砂の発生量が 15,000t/年となり、この空見

スラッジリサイクルセンターだけで、15年度の全市のし渣・沈砂の発生量 12,414t/年

（準備書 P421）を超えてしまう。あまりにも過大設備なのではないか。 

14 

80 準備書 P426工事中の廃棄物発生量は、鳴海工場の場合は現有施設の解体工事

を含めてもコンクリートがら 7,800m3、アスファルトがら 10m3だけであった（鳴海工場ア

セス評価書 P490）。今回は、新日本製鐵（株）の既存建物解体工事があるため、コン

クリートがら 41,000m3と 5 倍以上、アスファルトがら 13,000m3と 1,300 倍と非常に多

い。土地の購入費には、こうした解体工事に伴う廃棄物処理の費用負担も考慮して

あるのか。 
対
象
事
業
の
目
的
及
び
内
容 

15 

82 準備書 P433温室効果ガスの評価として「本施設全体供用時において約 194,800ｔ

/年（二酸化炭素換算値）…の温室効果ガスの発生が予測される。…環境保全措置

（都市ガス及び処理水の使用）を行うことにより…約 9,700ｔ/年（二酸化炭素換算値）

の削減…さらに熱利用棟において発電を行うことにより約 5,800ｔ/年の温室効果ガス

が削減されると予測されることから温室効果ガスの環境への影響は緩和されていると

考える。とあるが、要するに 194,800ｔ/年発生するはずだが、環境保全措置により計

15,500ｔ/年と 8％の削減ができるので、179,300ｔ/年発生する。だから影響は緩和さ

れるという論理である。しかし、名古屋市が定めた地球温暖化防止行動計画（H13.8）

では、1990 年の発生量に対して名古屋市全体で約 200 万ｔ/年削減する計画を大き

く妨害するものである。計画が過大能力でないか再度の検討が必要である。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

12 

本市の下水汚泥は、合流式下水道の改善及び下水の高度処理化により増加する見込

みであるため、下水汚泥の増加に伴い焼却灰発生量も増加し、本施設全体供用時におい

ては、21,900ｔ/年の焼却灰が発生する計画です。 

－ 

13 

市全体のし渣・沈砂発生量は、下水量や汚泥量の増加により、本施設から発生する分も

含め、15,000ｔ/年となる計画です。将来的には、これらを空見スラッジリサイクルセンター

（仮称）に集めて洗浄、リサイクルする計画です。 

 

－ 

14 

今後の土地取得に関しては、ご意見のような事項も考慮し、所要の交渉をすすめる予定

です。 

 

－ 

15 

水環境保全措置として行う合流式下水道の改善や高度処理化により、ますます汚泥量

が増加する見込みとなっています。その中で、汚泥量の増加に比例した温室効果ガス発

生量の増加とならないように、効率的な処理、高温焼却の実施などの環境保全措置を検

討し、温室効果ガス削減に努めていく考えです。 

 

－ 
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  No. 市民等の意見の概要 

16 

18 

 

準備書 P53 SO2の年平均値で惟信高校の 15年度データが記載されていない理由

を明記すべきである。 

 

17 

8 準備書 P69 地下水のヒ素が環境基準を超えていたことについて、「周辺に砒素を

使用している工場等が存在しないこと、及び環境基準を超えた地下水の帯水層が火

山性の堆積物を含有する地層であることから、自然由来と推定されている。」とされて

いるが、準備書資料編 P104 では、新日本製鐵（株）からの報告書を審議した土壌検

討委員会の結論は「自然的原因であるとした考察は、妥当であると考えてよい。」であ

るが、その理由は、①自然界の存在し得る物質である。②自然界の上限値の目安よ

り概ね低い値である。③砒素、ふっ素、ほう素は地表、深層とも敷地全体に分布する

ので土壌そのものの特徴である。④鉛は表層付近に局在的に分布しているものの、

使用履歴がないこと、深層にも分布しているから、敷地造成の際に不均一に分布し

たものと考えられる。⑤工場操業時からの使用履歴も、使用実績がない。としている

だけであり、判断理由が異なる。土壌検討委員会の理由をねじ曲げるべきではない。

例えば、周辺に砒素を使用している工場等が存在しないということや、帯水層が火山

性の堆積物を含有する地層であるということは、土壌検討委員会の資料にあるのか。

 9 

 

準備書 P69 土壌検討委員会の理由で「鉛は表層付近に局在的に分布しているも

のの、使用履歴がないこと、深層にも分布しているから、敷地造成の際に不均一に分

布したものと考えられる。」については、市として慎重に検討したのか。県の鉛汚染の

公表資料では「①株式会社熊谷組豊川工場跡地で過去に使用していた塗料に含有

されていた（H18.2.24）。②輸送機工業株式会社で自動車部品、鉄道車輌部品等を

製造していたが、使用していた塗料に鉛が含有されていた（H18.2.9）。新日本ビテイ

株式会社名古屋機材センター跡地での六価クロム、鉛汚染については、仮設材の補

修に使用した塗料に含まれていた（H18.3.1）」という例が多い。製造工程に使用履歴

が無くても、製品に付着した鉛、補修工事が原因で「表層付近に局在的に分布」とい

うことは充分考えられるはずである。 

対
象
事
業
の
実
施
予
定
地
及
び
そ
の
周
辺
の
概
況 

18 10 準備書 P69 土壌検討委員会の理由で「鉛は表層付近に局在的に分布しているも

のの、使用履歴がないこと、深層にも分布しているから、敷地造成の際に不均一に分

布したものと考えられる。」については、市として慎重に検討したのか。市が平成18年

2月 22日公表した東邦瓦斯株式会社空見環境センターの土壌汚染は、鉛の溶出量

が基準の 2.8～3.4倍であったため、「必要な対策を実施するよう指導を行う。」という

ものである。この事例は、今回の空見スラッジリサイクルセンターの南側に隣接してお

り、同一の埋立地である。今回の空見スラッジリサイクルセンターとの市の指導方針の

違いはなにか。 

- 38 -



  

No. 事業者の見解 対応頁 

16 

出典の「平成 16年度版 名古屋市環境白書（資料編）」（平成 16年 名古屋市）の記載

どおり記載しました。 

ご指摘のように惟信高校につきましては、SO2の年平均値の平成 15 年度データが「-」と

なっていますが、当測定局は平成 15 年度に愛知県から名古屋市に移管された施設であ

り、移管を受けた当初から SO2の測定は行われていません。 

－ 

17 

ご指摘のとおり、土壌検討委員会での自然的原因と考察した妥当性の理由の中に、「周

辺に砒素を使用している工場等が存在しないこと、及び環境基準を超えた地下水の帯水

層が火山性の堆積物を含有する地層であることから、自然由来と推定されている。」が示さ

れていませんが、土壌検討委員会の過程では、事業予定地周辺情報の１つとしてこの資

料を提出し、それらを包括した審議を経ました。 

当検討委員会からいただいた結論は、これらの資料を含め総合的に判断したものと考

えています。 

－ 

18 

当局で設置した土壌検討委員会におきましても、「鉛」については慎重に議論すること

が必要とされ、検討をすすめました。現地調査の表層調査のうち 3 箇所において、土壌溶

出量が環境基準の値を上回っていましたが、そのうち、比較的高い濃度を示した 2 箇所に

ついて、工場操業時及び現在の土地使用状況について敷地利用状況図による検討及び

新日本製鐵（株）社員からの聞き取りを実施しましたが、いずれも作業場や駐車場などの

使用実績（「鉛」を含む原材料の使用実績）がなく、さらにその周辺の追加調査でも土壌溶

出量が環境基準の値を下回っていることなどを確認し、検討をすすめてきました。 

一方、新日本製鐵（株）が市へ報告した土壌汚染調査結果報告書に対しての本市環境

局の対応は、「事業者に対し、必要な追加調査及び対策を実施するよう指導を行う。」とし

ており、隣接する東邦瓦斯株式会社空見環境センターと同様の指導であったと確認してい

ます。 

－ 
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  No. 市民等の意見の概要 

事
前
配
慮
の
内
容 

19 

19 準備書 P119事前配慮で「特定建設作業以外の建設作業についても、特定建設作

業の基準値を遵守する」とあるが、今までの市のアセスの積み重ねで、特定建設作業

以外についても特定建設作業の基準を遵守するということだったはずである。つま

り、75dB という基準値だけではなく、作業時間、作業日の限定なども基準を適用する

と約束していたはずである。市の指導姿勢は後退したのか。 

対
象
事
業
に
係
る
影
響
評
価
の
項
目
並
び
に
調
査
、
予
測
及
び
評
価
の
手
法 

20 

20 準備書 P124影響を受ける環境要素の抽出で水質について「施設の稼働に伴い発

生する汚水は、宝神下水処理場へ返送し、処理することから、周辺の水質・底質に影

響を与えない」ため、存在・供用時の予測・評価を行わないとしているが、今回計画し

ている空見スラッジリサイクルセンターからの汚水を返送される宝神下水処理場の負

荷が増加するのだから、合計して予測・評価すべきである。特に、宝神下水処理場は

今までの千年処理場の汚泥処理も追加するため（準備書 P28）、返送水量は倍近くに

なると推定される。また、放流先も空見スラッジリサイクルセンター工事中の放流先

（東側の名古屋港）ではなく、西側の庄内川であり、ラムサール条約登録湿地の 500m

上流であり、鳥類の餌となる底生動物、魚類の生息環境に新たな影響を与えることは

明らかである。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

19 

本事業では、平日の 8時から 17時を作業時間の基本としています。 － 

20 

本施設では、プラント用水（洗煙処理水、冷却水など）の循環利用を行うなど返流水量

の低減化に加え、高効率な汚泥処理方式の採用及び返流水処理により負荷量の削減を

図っていく考えです。 

これにより、本施設の第 1期施設供用時には、宝神下水処理場の返流水量、負荷量とも

現状よりも削減されるため、放流負荷量は少なくなるものと推定しています。また、本施設

全体供用時には、返流水量は増加しますが、宝神下水処理場に高度処理を導入し、濃度

を下げることにより、現状よりも放流負荷量は減少するものと推定しています。 

第 3章 

P88 
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  No. 市民等の意見の概要 

調
査
結
果
の
概
要
並
び
に
予
測
及
び
評
価
の
結
果 

大
気
質 

21 

21 準備書 P167 予測条件として施設からのばい煙の煙源条件が示してあるが、排出

濃度（NOx 100ppm、ダイオキシン類濃度 0.1ng-TEQ/m3N など）の根拠、それを達成で

きる排ガス処理施設の構造、規模、性能などを記載すべきである。「他施設の実績及

びメーカーヒアリングにより設定した」では何も分からないし、意見も出せない。たとえ

ば、①850℃以上で燃焼させた排ガスを 160℃に減少させるのは、②水冷か空冷か、

③空冷といっても空気で希釈するだけではないか、④脱硝設備はどんな様式か、⑤

ばいじんは 0.02g/m3N としてあるが、通常のバグフィルターなら、もう 1桁小さく出来る

のではないか。 
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21 

ばい煙の煙源条件及び、排ガス処理フローは以下に示す内容で計画しており、焼却規

模から想定される排ガス量を適正に処理する必要な能力を見込んでいます。 
 

（1）煙源条件 

煙源条件の排出濃度は、本市実績値とヒアリング値を比較して高い値とし、排ガス量

は焼却設備に 15％程度の余裕を見込み（「下水道施設計画・設計指針と解説 2001

年版(社)日本下水道協会」では、15～20％の余裕を見込むこととされている）ヒアリング

値の 1.15倍の値としています。 

 

項　　目 単位
本市実績
最大値

ヒアリング
最大値

本施設
計画値

 全ガス量 m3N/h・系列 － 39,258 46,000 

 乾ガス量 m3N/h・系列 － 37,368 43,000 

 温度 ℃ － 160 160 

 ばいじん g/m3N

定量下限値

（0.001g/m3N）
未満

0.02 0.02 

 硫黄酸化物 ppm 1.1 33 40 

 窒素酸化物 ppm 22 84 100 

 塩化水素 mg/m3N 22 10 30 

 ダイオキシン類 ng-TEQ/m3N 0.00021 0.1 0.1 

本市実績は平成12～15年度による（名古屋市上下水道局調べ）。
排ガス濃度はO2 12％値を示す。

 ヒアリング最大値

 ヒアリング最大値

 ヒアリング最大値より
 33→40

 ヒアリング最大値より
 84→100

 市実績最大値より
 22→30

備　　考

 ヒアリング最大値×1.15

 　〃

 ヒアリング最小値

 
 

（2）排ガス処理フロー 

焼却炉において 850℃で汚泥を燃焼します。発生した排ガスは冷却塔で水冷により

250℃まで冷却し、後段のバグフィルタでばいじん除去を行います。次に湿式排煙処理

塔にて硫黄酸化物と塩化水素の除去を行い、煙突より大気に排出します。本施設は、

既存施設と同様の焼却設備であり、脱硝設備を設置していない既存施設の窒素酸化

物の排ガス実績値は基準値を大きく下回ることから、脱硝設備は設置しない考えです。 

 

冷却塔 

ばいじん（焼却灰） 

湿式排煙処理

煙 突 

バグフィルタ

排ガス 

 

 

 

－ 
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22 

22 準備書 P171 ばい煙の予測手法は、単純にバックグラウンド濃度を足し算している

だけだが、近くの大規模発生源の影響を加味して検討する必要があるのではない

か。例えば、ダイオキシン類のバックグラウンド濃度は 0.16ng-TEQ/m3N としているが、

すぐ北に隣接してニチハ工場は 16 年度の排出濃度が 0.48ng-TEQ/m3N あり、北西

3km には基準違反の池田工業（34,19ng-TEQ/m3N）、南東 3km には日清オイリオグル

ープ（0.85ng-TEQ/m3N）が存在する。 

23 

23 準備書 P170、準備書 P191，P192ダイオキシン類の 1時間値予測で、バックグラウ

ンド濃度を 0.26ng-TEQ/m3N としているが、これは現地調査結果の 4 季のうち最大の

冬季の値を用いたと推定されるが、これは少なくとも 1日平均値の最大であり、1時間

値を測定すれば 24個のデータの平均が 0.26なので、1時間値の最大値はもっと大

きくなる。NOx、SPMでは 1時間値が年平均値の約 4倍なので、0.16×4=0.64ほどに

なる可能性が高い。このように過小な値を用いるのは間違いである。なお、調査方法

で「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」（準備書 P152）によれば、試料

採取は 1日平均値なら 700l/分で 24時間採取、1週間平均ならその 7日分の平均

か 100l/分で 1 週間採取と定められており、1 時間値を求める方法は示されていな

い。 

24 準備書 P181 施設からのばい煙予測で、NOx から NO2への変換式の基礎数値は、

準備書資料編 P18によれば、1時間値のデータ 2,016組であるが、1時間値の関係

式から 1日平均値の関係を導くのは理論的に間違いではないか。 

24 

25 準備書 P218 工事車両の走行に伴う NOx 予測で、NOx から NO2への変換式の基礎

数値は、準備書資料編 P44 によれば、1 時間値のデータ 1,344 組であるが、1 時間

値の関係式から 1日平均値の関係を導くのは理論的に間違いではないか。 

25 

26 準備書 P194施設からのばい煙の評価で、中公審議答申「二酸化窒素の短期暴露

の指針値」を下回っておりとあるが、評価に用いるので、準備書 P104 からの「関係法

令の指定・規制等」で紹介しておくべきである。なお、この評価は二酸化窒素の 1 時

間値の評価に用いたことをこの文書中に明記すべきである。 

調
査
結
果
の
概
要
並
び
に
予
測
及
び
評
価
の
結
果 

大
気
質 

26 

27 準備書 P194 施設からのばい煙の評価で、「環境庁大気保全局長通知」（52 年 6

月、環大規大 136 号）の目標環境濃度を下回っているとあるが、評価に用いるので、

準備書 P104からの「関係法令の指定・規制等」で紹介しておくべきである。また、これ

は塩化水素に対しての 1時間値の評価に用いたことをこの文書中に明記すべきであ

る。なお、環大規大 136号は環大規第 136号の間違いである。 
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22 

バックグラウンドとして用いた数値は、事業予定地及びその周辺の計 3箇所で年 4回ず

つ行った調査結果の全期間平均値の最大値を採用しています。これにより、他施設の稼

働も含めたバックグラウンド値と判断しています。 

－ 

23 

ご指摘のとおり、ダイオキシン類の評価基準は年平均値のみですが、1週間平均値の最

大値を記載しました。また、1 時間値のダイオキシン類予測は、参考予測として記載してい

ます。 

なお、あくまでも参考として記載しているものですので、表 7-1-18、表 7-1-25(1)、表

7-1-25(2)の表下に、「ダイオキシン類のバックグラウンド濃度は、参考として 1週間平均値

の最大値を記載した。」と追記しました。 

第 7章 

第 1節 

大気質 

P222 

P243～P244

24 

現地調査の結果から日平均値の相関関係と 1 時間値の相関関係を求めましたが、より

NO2濃度が高くなる 1時間値の関係式を採用しました。それぞれの相関関係は下図に示す

とおりです。 

環　境　大　気

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

窒素酸化物（ppm）

二
酸
化
窒
素
（
p
p
m）

日平均値

1時間値

y = 0.2551x0.7156

y = 0.2822x0.7377

沿　道　大　気

0.040

0.060

0.080

0.100

0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

窒素酸化物（ppm）

二
酸
化
窒
素
（
p
p
m
）

日平均値

1時間値

y =  0.1499x0.5815

y = 0.1788x0.6356

－ 

25 

追記しました。 

 

第 4章 

P156～P157

第 7章 

第 1節 

大気質 

P246 

26 

追記・訂正しました。 

 

第 7章 

第 1節 

大気質 

P246 
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27 

28 準備書 P196 施設からのばい煙の評価で、ダイオキシン類について 1 時間値の予

測値を環境基準と比較しているのは間違いである。環境基準は年平均値であり、1日

平均値の最大値はそれより大きく、1 時間値の最大値は更に大きくなるのは、数学の

常識である。 

28 

29 準備書 P199 建設作業による大気汚染予測で、建設機械の燃料消費率が最近の

アセスメント事例の場合より大きくなっているが、同じ機械でも燃料効率が悪くなった

のか、それとも他のアセスメント事例が過小評価だったのか。例えば、大型ブレーカ

ー、バックホウ、ブルドーザの燃料消費率は 0.175 とされているが、鳴海工場アセス

（H15.7評価書 P138）や万博アセス[その 5]（H15.7追跡報告書 P255）では 0.138で

予測している。 

29 

30 

 

準備書 P210 建設作業に伴い発生する粉じんについて、「予測結果」の項目に「適

宜散水を行い、工事関連車両荷台に防塵覆いを行い、また、工事区域に高さ 3m の

仮囲いを設置することにより、粉じんの飛散を最小限に抑えられる。」とあるが、こうし

た対策は準備書 P37の「工事実施計画の概要」、準備書 P119の「事前配慮の内容」

に前もって記載すべきである。記載もないような対策を前提に勝手な評価をしてはな

らない。最低限でも準備書 P211の「環境の保全のための措置」で記載すべきである。
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30 

31 準備書 P211 建設作業に伴い発生する粉じんについて「環境の保全のための措

置」に、搬出入車両のタイヤ洗浄施設設置とその厳格な使用を追加すべきである。準

備書 P341の土壌の環境の保全のための措置には記載してある。 
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27 

ダイオキシン類の評価基準は、年平均値のみであり、1 時間値は示されていませんの

で、参考に年平均値の 0.6pg-TEQ/m3を記載しました。 

 

－ 

28 

本準備書では、稼働予定の建設機械の定格出力から「平成 17 年版 建設機械等損料

表（(社)日本建設機械化協会）」により、燃料消費率を設定しました。 

－ 

29 

予測条件として明記しています。 

 

－ 

 

30 

ご指摘のとおり、環境の保全のための措置に追記しました。 

 

第 7章 

第 1節 

大気質 

P265 
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31 

32 準備書 P229～231 騒音源データ表があるが、「機側 1m での値」をまずここに記載

すべきである。あとの準備書 P233 で「騒音源のデータは機側 1m として与えられてお

り」とある根拠がどこにもないことになる。なお、こうした音源データは周波数別の音圧

レベル又はパワーレベルで示すのが普通である。わざわざ周波数別に A特性の聴感

補正をした値を用いるとあとで混乱する。現に、この予測では最初にパワーレベル

（dB(A)）に戻し、次に騒音レベルを音圧レベルに戻し（－ΔA）、最後にまた、音圧レ

ベルを騒音レベルに戻す（＋ΔA）という複雑な方法を採っている（準備書 P233，

P234）。 

32 

33 準備書 P232工場騒音の予測条件で建屋部材音響特性データはあるが、面音源と

しての大きさ（建物の高さ、縦横の長さ）を正確に記載すべきである。準備書 P443 の

日陰予測の条件で建物各部の寸法が示してあるのだから、この騒音予測の部分又

は最初の事業計画の部分で示しておくべきである。 

33 

34 

 

準備書 P232 工場騒音の予測条件で、通常の壁面とガラス面では防音効果が全く

違うため、窓面の位置、面積を予測条件で示すべきである。準備書 P406～410 の景

観予測図でも窓が判読出来ない。 

34 

35 準備書 P233工場騒音の予測式で、壁面へ入射するパワーレベル Ls で 1/R を用

いているが、4/R の間違いである。式の記載ミスなのか、実際の計算もこうなっている

のかを確認されたい。 

35 

36 準備書 P233 工場騒音の予測式の代入条件で、Ls に対する音源の指向特性 Q、

Lr0に対する音源の指向特性 Q2の値を記載すべきである。 

調
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結
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要
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36 

37 準備書 P236工場騒音の評価で「約 1.0km離れた最も近い住居地域においては、

十分に距離減衰が見込まれるため、施設の稼働に伴う騒音の影響は軽微なものと考

える。」とあるが、準備書 P90 にあるように「北約 1km 先には住居施設用地が存在す

る」と記述すべきである。さらに、これだけの評価をする以上、北 1km 先の騒音レベル

を具体的に予測すべきである。面音源は距離減衰が鈍くなる。 
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31 

ご指摘のとおり、準備書 P229～231 の騒音源データは、機側 1m の値を示していますの

で、その旨を追記しました。 

予測では騒音の理論式は、F 特性を前提としていますので、A 特性で与えられた音源デ

ータを音圧レベルに変換する必要があります。また、評価につきましては A 特性で行いま

すので、計算結果を A特性補正する必要があります。したがいまして、準備書記載のとおり

の計算を行いました。 

第 7章 

第 2節 

騒音 

P279 

 

32 

ご指摘の建物の大きさにつきましては、準備書 P31の表 3-2-3に示しています。 

 

－ 

33 

本予測では、ガラス面が約 16m毎に 1箇所（2.0m×1.5m、各階 FL+1.5m）あるものとして

予測しました。 

－ 

34 

予測は、「実務的騒音対策指針 応用編」（日本建築学会）に基づき、準備書記載の算

式を用い行いました。 

○外壁放射レベルの計算 

 ・室内が不均一な場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実務的騒音対策指針応用編 日本建築学会 から抜粋） 

－ 

35 

ご指摘のとおり、評価書で指向特性 Q及び Q2は 2であることを追記しました。 第 7章 

第 2節 

騒音 

P284 

36 

約 1.0 ㎞離れた住居地域では、音源からの距離が十分に離れており、点音源としてみ

なしました（受音点までの距離が壁面の長辺に対し 1/2 以上の場合は、点音源とみなせる

「実務的騒音対策指針 応用編」（日本建築学会））。敷地境界での予測値は規制基準以

下であり、さらに距離減衰が十分に見込めると考えました。 

なお、住居地域における騒音レベルの確認のため、範囲を広げ予測を行いました。 

資料編 

2 騒音 

P117～P122

 

）音源室内総面積（ｍ　　　　　　　

室の平均吸音率　　　　　　α

室定数　　　　　　

）Ａ特性補正値（　　　

）音源と入射点の距離（　　　　

壁への入射角　　　　θ

音源の指向係数　　　　

）音源のパワーレベル（　　　　

）するパワーレベル（壁面の単位面積に入射　　　　

2

1

2
1

10

:S

:
1
SR:R

dB:
m:r

:
:Q

dB:Lw
dB:Ls

R
1

r4
cosQlog10ALwLs

α−
α

=

ΔΑ

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

π

θ
⋅+Δ−=

）透過損失（　　　

分割放射面の面積（　　　

）レベル（分割放射面全体の放射　　　

･

dB:TL
)m:S

dB:L
Slog10TLLsL

2
0

0w

0100w +−=
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37 

38 準備書 P241 建設機械による騒音予測結果で「仮囲いによる回折の影響で敷地境

界外で最大 76dB と予測される。」とあるが、予測結果図が示されていない。どの地点

のどの高さでどんな値なのか、具体的に示すべきである。今までのアセスのように断

面予測図を示すべきである。 

38 

39 準備書 P242 建設機械による騒音予測結果図が示されているが、土木・建築工事

は 1期分しかない。西側のラムサール条約登録湿地での鳥類への影響を検討するた

め、西側で工事する 2期についても予測し、必要な対策を検討すべきである。 

39 

40 

 

準備書 P510 調査・予測及び評価の結果の概要一覧（動物）で、工事中の鳥類へ

の影響を「建設作業騒音の予測結果から西側敷地境界付近では 60dB 未満と予測さ

れる。」とあるが、本文のどこを見ても、そのような記述はない。本文にもないような文

章がなぜ概要一覧でかけるのか。また、準備書 P242 の騒音予測結果図では西側敷

地境界付近では 60dB を超えるところが見られる。更に、西側で工事する 2 期につい

て予測すれば、もっと大きな値が予測されるはずである。 

40 

41 準備書 P242建設工事騒音の評価で「約 1.0km離れた最も近い住居地域において

は、十分に距離減衰が見込まれるため、建設工事に伴う騒音の影響は軽微なものと

考える。」とあるが、準備書 P90にあるように「北約 1km先には住居施設用地が存在す

る」と記述すべきである。さらに、これだけの評価をする以上、北 1km 先の騒音レベル

を具体的に予測すべきである。 

41 

42 準備書 P248 工事関連車両の走行に伴う道路交通騒音で、「予測の基本式は、日

本音響学会より提案された予測モデル（ASJ Model2003）を用いて行った。」（準備書

P247）とあるが、その予測フローは ASJ Model2003 とは異なっている。 

この具体的な手法を説明すべきである。工事関連車両走行時予測計算値（B）か

ら、現況予測計算値（A）を引き、その値（B－A）に騒音レベル現況値（C）を加えるとい

うフローだが、工事関連車両走行時予測計算値（B）がそのまま、通常の予測値として

使えるはずである。なぜこれを用いないのか。また、現況予測計算値（A）とは現況交

通条件を代入した値だとすれば、騒音レベル現況値（C)になるはずである。少なくと

も、この ASJ Model2003の妥当性の確認をしてみるべきである。 

42 

43 準備書 P249 道路交通騒音予測結果表があるが、表中の「現況」、「予測結果」、

「増加分」は何を意味するのか。予測フローの A、B、C との関係をわかりやすく表示す

べきである。準備書資料編P63と比較すると「現況」は平日の騒音レベル現況値（C)と

判断できるが、「増加分」0.1～0.3 などは（B－A）とすれば、「予測結果」は C＋B－A

のことらしいと推定できるが、それなら、表の順番を変えて、「現況」、「増加分」、「予

測結果」とすべきである。また、計算結果を確認できるよう「増加分」（B－A）だけでな

く、工事関連車両走行時予測計算値（B）と現況予測計算値（A）を記載すべきである。

43 

44 準備書 P249道路交通騒音予測結果表があるが、第 2ルート C地点の現況はどこ

にも記載がない。準備書 P226でも資料編 P63～P65でも道路交通騒音調査結果は A

地点と B地点だけである。C地点の道路交通騒音調査結果を示すべきである。 
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44 
45 準備書 P249道路交通騒音予測結果表があるが、第 1ルートの A地点（往復分）と

第 2ルートの A地点（上り線）は同一場所だから、騒音予測は足し算すべきであり、論

理的に間違っている。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

37 

ご指摘頂いた敷地境界外の地点の予測高さは、1.2mで行いました。 

また、断面予測につきましては、事業予定地の隣地が工場内の事務所等でないこと、道

路であること及び住居地域まで約 1.0km 離れていますので、行う必要性がないものと考え

ています。 

－ 

38 

ご指摘のとおり、西側ラムサール条約登録湿地での騒音レベルをさらに確認するため

に、第 2 期以降で西側施設建設時のうち、影響が最大と考えられる工事規模において追

加予測を行いました。 

第 7章 

第 2節 

騒音 

P288～P297

39 

準備書P510における西側敷地境界付近での騒音予測結果は、約60dBとなります。した

がいまして、表記の「60dB未満」を「60dB程度」と評価書にて表現を改めました。 

なお、第 2 期以降で西側施設建設時のうち、影響が最大と考えられる工事規模におい

て追加予測を行いました。 

第 7章 

第 2節 

騒音 

P288～P297

40 

敷地境界での予測値は規制基準を満足しており、更に 1 ㎞の距離は十分に距離減衰

が見込めると考えました。 

なお、住居地域における騒音レベルの確認のため、範囲を広げ予測を行いました。 

資料編 

2 騒音 

P117～P122

41 

予測は、将来の交通量から ASJModel2003 を用い「工事関連車両走行時予測計算値

(B)」を求めます。次に現況の交通量から同様に「現況予測計算値(A)」を求めます。これら

の差を工事関連車両の走行が与える増加分と考え、この増加分を現地調査結果である現

況値(C)に加え予測値としています。 

－ 

42 

ご指摘のとおり、評価書で表を「現況予測計算値(A)」、「工事関連車両走行時予測計

算値(B)」、「増加分(B-A)」、「騒音レベル現況値(C)」、「予測結果」で構成しました。 

第 7章 

第 2節 

騒音 

P301～P302

43 

C 地点の交通量は、A 地点の交差点流出入量から設定し、騒音レベルについては最も

近い事業予定地西側の調査結果で対応できるものと考えていましたが、ご指摘のとおり追

加調査を行い、結果を記載しました。 

第 7章 

第 2節 

騒音 

P278 

44 

本予測では、第 1ルートと第 2ルートそれぞれに工事関連車両を全て走行させた場合の

予測を行っています。 

－ 
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  No. 市民等の意見の概要 

45 

46 準備書 P255工場振動の発生源配置図を記載したことは良いとして、どの発生源な

のかを記号などで区別すべきである。また、敷地境界までの距離を準備書 P256の振

動源データ表などに記載すべきである。工場振動は距離による減衰が一番影響する

ので予測条件として必須事項である。 

46 

47 準備書 P256振動源データ表での「振動値」は、予測式の VLr0なら、「基準点での

振動レベル」と明記し、かつ、基準点が何 mかを記載すべきである。現に準備書 P260

の建設作業振動の予測条件は「振動値」などというあいまいな単語ではなく「振動レ

ベル」とし、「基準となる距離」も明記してある。 

47 

48 準備書 P257施設から発生する振動の予測結果は再検討されたい。「振動値」が最

大の誘引ファン 1 台（93dB）だけと仮定して計算してみただけで、準備書資料編 P71

の騒音源配置図、準備書資料編 P67 の距離から読み取って、南側境界までは約

90m、「基準となる距離」ｒ0=1m とすれば、準備書 P256の計算式に代入して次のように

58dB となる。建設機械のようにｒ0=7m とすれば、68dB となる。これは第 1 期施設供用

時から適用できるから、準備書 P258 の予測図で南側境界は 50dB を少し超えただけ

という結果と大きく異なる。 

r0=1mのとき VLr=93-20ｌog{（90/1）＾0.5｝-8.68（90-1）0.02=58 

r0=7mのとき VLr=93-20ｌog{（90/7）＾0.5｝-8.68（90-7）0.02=68 

48 

49 準備書 P267 工事中の道路交通振動について「予測は、道路環境影響評価の技

術手法（(財)道路環境研究所）に準拠し、次式を用いた。」（準備書 P266）とあるが、

その予測フローは異なっている。この具体的な手法を説明すべきである。工事関連

車両走行時予測計算値（B)から、現況予測計算値（A)を引き、その値（B－A）に振動

レベル現況値（C）を加えるというフローだが、工事関連車両走行時予測計算値（B）が

そのまま、通常の予測値として使えるはずである。なぜこれを用いないのか。また、現

況予測計算値（A)とは現況交通条件を代入した値だとすれば、振動レベル現況値

（C）になるはずである。少なくとも、この道路環境影響評価の技術手法の妥当性の確

認をしてみるべきである。 

49 

50 準備書 P268 道路交通振動予測結果表があるが、表中の「現況」、「予測結果」、

「増加分」は何を意味するのか。予測フローの A、B、C との関係をわかりやすく表示す

べきである。準備書資料編P87と比較すると「現況」は平日の振動レベル現況値（C)と

判断できるが、「増加分」0.1～0.3 などは（B－A）とすれば、「予測結果」は C＋B－A

のことらしいと推定できるが、それなら、表の順番を変えて、「現況」、「増加分」、「予

測結果」とすべきである。また、計算結果を確認できるよう「増加分」（B－A）だけでな

く、工事関連車両走行時予測計算値（B）と現況予測計算値（A）を記載すべきである。
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50 

51 準備書 P268道路交通振動予測結果表があるが、第 2ルート C地点の現況はどこ

にも記載がない。準備書 P253でも資料編 P87でも道路交通振動調査結果は A地点

と B地点だけである。C地点の道路交通振動調査結果を示すべきである。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

45 

工場振動の発生源は、工場騒音の発生源と同位置となりますので、準備書資料編 P69

～P80 に記載の騒音源配置図で代用していましたが、資料編で振動源配置図も追加しま

した。 

また、ご指摘のとおり、振動の減衰は距離が一番影響するものと考えます。しかしなが

ら、本予測は敷地境界での振動レベルだけを予測しているのではなく、周辺への伝搬も含

めて面予測していますので、コンター図により表現しました。 

資料編 

3 振動 

P129～P134

46 

ご指摘のとおり、準備書 P256 の振動源データ表を「振動レベル」と表記を改め、基準点

からの距離（1m）を明記しました。 

第 7章 

第 3節 

振動 

P308 

47 

再計算したところ、敷地境界での本施設全体供用時での最大値は 63dB（南側）、第 1期

施設供用時での最大値は 61dB（南側）となりましたので、評価書で関連箇所について訂正

しました。 

第 7章 

第 3節 

振動 

P309～P310

 

48 

予測は、将来の交通量から理論式を用い「工事関連車両走行時予測計算値(B)」を求

めます。次に現況の交通量から同様に「現況予測計算値(A)」を求めます。これらの差を工

事関連車両の走行が与える増加分と考え、この増加分を現地調査結果である現況値(C)

に加え予測値としています。 

－ 

49 

No.42の見解と同様です。 第 7章 

第 3節 

振動 

P321 

 

50 

C 地点の交通量は、A 地点の交差点流出入量から設定し、振動レベルについては最も

近い事業予定地西側の調査結果で対応できるものと考えていましたが、ご指摘のとおり追

加調査を行い、結果を記載しました。 

第 7章 

第 3節 

振動 

P304～P306
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51 

52 準備書 P277 施設からの低周波空気振動の予測方法は、単純な点音源減衰に壁

等の透過損失を加えただけの式になっているが、騒音予測（準備書 P 234） i，j，k

の合計がないため面音源としての扱いがない。通常の騒音の様には距離減衰がな

いことを加味した予測をすべきである。せめて、類似事例での調査（準備書 P273，

P274）は敷地境界やもう少し離れた地点で距離減衰を調べるべきである。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

51 

「超低周波音工学」（技術書院）によれば、低周波空気振動も音と同様に距離減衰が見

込まれます。 

屋外の類似施設調査は壁面から数メートル離れた位置で測定していますので、測定結

果に面音源としての減衰が考慮されているものと考えられます。また、評価地点を敷地境

界の 4 地点としていますので、音源からの距離が十分にあり、点音源としてみなせると考え

られますので、点音源からの距離減衰と壁による透過を考慮した予測としました。 

なお、予測の不確実性を考慮し、事後調査計画において、事業予定地の敷地境界 4地

点で低周波空気振動の測定を行う計画です。 

－ 
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  No. 市民等の意見の概要 

52 

53 準備書 P304 水質の予測条件で「有害物質を含む排出水は…約 750m3/日、…放

流の際には、定期的にモニタリングの実施を検討し、」とあるが、正確に具体的に記

載すべきである。定期モニタリングは少なくとも準備書 P538 の事後調査計画（工事

中）に従うと明記すべきである。 

54 準備書 P304 水質の予測条件で有害物質の放流条件は「水質汚濁防止法で定め

る特定施設に係る排水基準を参考に管理を行い、必要に応じて処理を行う。」とある

が、「排水基準を参考に」は「排水基準を遵守」とすべきなのはもちろんであるが、鉛、

砒素、ほう素、ふっ素は環境基準の 10 倍の値が排水基準のため、このままでは環境

基準を超えた水をそのまま未処理で垂れ流すことも認められることとなる。「必要に応

じて処理」の基準を明確に示すべきである。 53 

58 準備書 P311有害物質の放流濃度の評価が、「(10倍も大きな値の）排水基準値を

下回る」のは当然のことなので、環境基準を超える水を垂れ流すのではなく、独自の

目標値を定め、それを達成するための手法や維持管理方法が適切かどうかを評価

すべきである。 

54 

55 準備書 P304 の建設工事排水のところで、「締切工法により地下水のしみ出しを抑

えるため排出量は少なく」と情緒的な表現があるだけである。締切工法により掘削工

事をしても地下水の湧き出しを抑えきれず、どこの工事現場でも大きなポンプで対応

しているのが現状である。類似の事例から地下水湧出量を推定し、必要なポンプ能

力を示すべきである。 

55 

56 準備書 P307 水質予測で浮遊物質量の拡散計算に用いるジョゼフ・センドナー式

の設定条件、根拠を全て記載すべきである。①拡散層の厚さ dは 1m を用いたのか。

②拡散角度θは 1/4 円拡散と設定しているが、1/2 円でないのは何故か。準備書

P305の放流先地点図を見る限りではまっすぐの岸壁から海面に半円状に放流すると

しか見えない。 
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56 

57 準備書 P311有害物質の放流濃度が、ほう素 1.2㎎/l、ふっ素 2.3㎎/l としてい

るのは間違いである。根拠としている「地下水の調査結果」準備書 P314 ではほう素

2.3㎎/l、ふっ素 1.2㎎/l となっている。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

52 

ご指摘のとおりですので、評価書で「定期モニタリングは事後調査計画（工事中）に従

う。」と明記しました。 

 

第 7章 

第 6節 

水質 ・底 質

P360 

 

53 

本事業では、工事中の排水基準の適用はありませんが、工事排水につきまして、排水

基準値を用いて管理を行う計画としています。処理方法は、凝集沈殿法等、重金属類処

理が可能な処理方式の採用を検討しています。 

－ 

54 

不透水層まで止水性のある土留め壁等で締め切ることにより、地下水の湧出はほとんど

ないものと考えています。 

 

－ 

55 

①拡散層の厚さは、準備書 P306 表 7-6-3(1)～表 7-6-3(2)に示した放流高としてい

ます。 

②拡散角度につきましては、下記に示すとおり、現地の地形から 1/4 円と考えました。

なお、1/4 円拡散のほうが 1/2 円に比べ影響を及ぼす距離が長くなり、影響の大き

い予測となります。 

 

－ 

56 

ご指摘のとおりですので、評価書にてほう素 2.3mg/l、ふっ素 1.2 mg /lと訂正しました。 第 7章 

第 6節 

水質 ・底 質

P367 

名古屋港

排水管
約5.0m
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  No. 市民等の意見の概要 

57 

59 準備書 P313 地下水の調査項目の名称が間違っている。チオベンガルブではなく

チオベンカルブである。 

58 

60 準備書 P313 事業予定地に関する土壌調査（新日本製鐵（株）からの報告）とある

が、新日本製鐵（株）からの報告は、市の土壌汚染等対策指針によれば、土壌汚染

対策法第 10 条の「指定調査機関」が調査するとされているが、新日本製鐵（株）また

は受託会社は指定調査機関の資格があり、信用できる値なのか。 

59 

61 準備書 P313「地下水が環境基準の値を上回った原因は、「第 7章 第 9節   土

壌」で示すように人為的原因ではなく、自然的原因によるものであると判断した。」とあ

るが、「第7章 第9節 土壌」では「環境基準の値を上回った土壌は、事業予定地内

に一様に分布しており、自然的原因であると考えられる。」（準備書 P340）というもので

あり、資料編と全く違う理由である。一様に分布していれば自然的原因と判断できる

のか。 

60 

62 準備書 P314地下水調査地点図では、調査地点は約 180地点中 25地点と 1割し

かなく、そのほとんどが「構造物又は障害物により調査が行えなかった地点」であり、

全く不十分な調査と言える。この不十分さを補う調査が必要である。 

そもそも、構造物又は障害物があることを市は確認したのか。準備書 P201 の既設

構造物撤去図や準備書 P442 の日陰予測の現状建物図からは調査可能地点はまだ

いっぱいあるように見える。 

61 

63 準備書 P315 地下水の予測結果で、「しみ出た地下水は、工事用ポンプを用い仮

設沈砂池へ排出」とあるが、その量的把握さえしていない。類似事例から地下水湧出

量を推定した結果を示すべきである。 
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及
び
評
価
の
結
果 

地
下
水 

62 

64 準備書 P315 地下水の予測結果で、「適正な処理をしてから公共用水域へ放流す

る計画であることから、事業予定地及び周辺地下水への浸透はほとんどないと予測さ

れる。」とあるが、沈砂池で沈殿させること、pH、濁度の常時監視、月 1回の鉛、砒素、

ふっ素、ほう素の測定だけで、直接的な有害物質の処理は行う計画ではない。「適正

な処理をして」というのは誤解を与える。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

57 

ご指摘のとおりですので、評価書で訂正しました。 

 

第 7章 

第 7節 

地下水 

P369 

58 

今回、新日本製鐵（株）から委託を受け調査した業者は、土壌汚染対策法に基づく指定

調査機関の資格を有しており、かつ計量証明事業者であることを確認しましたので、調査

結果報告に関しては信頼性があるものと考えています。 

 

－ 

59 

土壌・地下水が環境基準の値を上回った原因が、人為的原因でなく自然的原因である

と考えた理由は、評価書資料編 P148に示しているとおりです。現地調査の結果から、表層

部の面的な現象と合わせ、地表面から相当の程度の深層部においても同様の傾向が見

受けられたことから一様に分布していると表現しています。 

しかし、ご指摘のとおり誤解を与えやすい記載となっていますので、準備書 P340 （ウ）

の記載を「新日本製鐵（株）が実施した調査の結果、環境基準の値を上回った土壌は、事

業予定地内に一様に分布しているものと考えられる。また、土壌の取扱いの基本方針を以

下に示す。」と訂正しました。 

なお、当局では、表層及び深層部を含めた全調査結果から総合的にみて、事業予定地

全体が一様に、土壌・地下水の環境基準の値を上回っている状況にあると判断し、掘削土

砂は敷地内での盛土等で使用し、敷地外へは極力持ち出さない計画としています。 

第 7章 

第 9節 

土壌 

P397 

 

60 

事業予定地は、倉庫やモータープール、大型資材置場等の用途として新日本製鐵

（株）が他社に貸し出ししている状況となっています。倉庫につきましては、工場操業時の

建物をそのまま使用しており、底盤には厚いコンクリートがあり、その他倉庫外は大型資材

置場等で使用され、調査区画の確保が困難なところも多くありました。このような状況を調

査実施前に当局職員が現地確認の上、調査位置を決定し、新日本製鐵（株）が実施しまし

た。 

当局では、表層及び深層部を含めた全調査結果から総合的にみて、事業予定地全体

が一様に、土壌・地下水の環境基準の値を上回っている状況にあると判断し、掘削土砂は

敷地内での盛土等で使用し、敷地外へは極力持ち出さない計画としています。 

－ 

61 

No.54の見解と同様です。 

 

－ 

 

62 

No.53の見解と同様です。 

 

－ 
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  No. 市民等の意見の概要 

65 

 

準備書 P326 地盤沈下の予測式（盛土による周辺地盤の変位）での代入条件を明

記すべきである。初期間隙比 e0、加重載荷後の間隙比 e1、層厚 H の値はそれぞれ

なにか。その根拠は何か。 

63 

66 準備書 P328 地盤沈下の予測式（圧密時間）での代入条件を明記すべきである。

時間係数 Tv、最大排水距離 Hの値はそれぞれ何か、その根拠は何か。 

地 

盤 

64 

67 準備書 P334地盤沈下の環境の保全のための措置で「隣接地権者等と協議を行い

できる限り地盤変位が小さくなるように計画する。」とあるが、具体的に何か方法があ

れば例示する必要があるし、なければこの文章を削除すべきである。 

65 

68 準備書 P337土壌溶出試験調査地点図では、調査地点は約 180地点中 25地点と

1 割しかなく、そのほとんどが「構造物又は障害物により調査が行えなかった地点」で

あり、全く不十分な調査と言える。この不十分さを補う調査が必要である。そもそも、

構造物又は障害物があることを市は確認したのか。調査可能地点はまだいっぱいあ

るはずである。例えば準備書 P201の既設構造物撤去図や準備書 P442の日陰予測

の現状建物図からは敷地北側はほとんど空き地なのに「構造物又は障害物により調

査が行えなかった地点」とされている。 

なお、この地点図には調査地点ナンバーを記載し、あとの調査表の内容が理解出

来るようにすべきである。このままではどこでどんな汚染があったか分からない。 

66 

69 準備書 P339土壌の深度別調査表のボーリング地点ナンバーを、土壌の調査地点

図準備書 P337，P338に示すべきである。 

調
査
結
果
の
概
要
並
び
に
予
測
及
び
評
価
の
結
果 

土 

壌 

67 

70 準備書P340土壌の取扱の基本方針で「既存土砂を敷地外へ持ち出す場合には、

…管理型処分場等で適切に処置をする。」とあるが、敷地外へ持ち出す汚染土壌は

どのように判断するのか。180地点中 25地点という貧弱な調査だけで判断するのか。
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No. 事業者の見解 対応頁 

63 

e0 の値は粘性土層の場合は準備書 P327 図 7-8-5(1)、砂層の場合は図 7-8-5(2)を

用いて、地盤条件から求めた土かぶり圧（圧密圧力）から読み取りました。e1 の値は、同図

を用いて土かぶり圧に増加応力を加算した値から読み取りました。なお、表 7-8-5(1)は、

現地調査にて採取したサンプルで圧密試験を行った値です。層厚についてはボーリング

調査によるものです。 

北側境界（ボーリング No.6）における計算例を下表に示します。 

粘性土層の圧密時間の予測における時間係数 Tv は、表 7-8-3 に示す値を用い（圧密

度：90％ Tv：0.848）、最大排水距離 H は、下表の粘土層厚の 1/2 としています

（H=10.78/2=5.39m）。 

 

地質高さ

（m）

5    GL  ～ -2.00 砂 2.00 18.00 0.87 18.87 0.786 0.783 0.3 

4  -2.00 ～ -6.60 砂 4.60 49.75 3.54 53.29 0.742 0.740 0.5 

3  -6.60 ～-11.60 砂 5.00 90.45 6.43 96.88 0.894 0.891 0.8 

2  -11.60～-18.16 砂 6.56 139.97 8.52 148.49 0.700 0.698 0.8 

1  -18.16～-28.94 粘性土 10.78 208.84 10.15 218.99 1.412 1.404 3.6 

- - - - - - - 6.0 

荷　　重
載荷後の
間 隙 比
e1
（-）

沈下量

S
（cm）

整理番号

合　計

土かぶり圧
+

増加応力

（KN/m2）

初　期
間隙比

e0
（-）

土 質

層  厚

H
（m）

土かぶり圧

（KN/m2）

増加応力

（KN/m2）

 

－ 

64 

例としましては、盛土高の抑制や遮断壁を設けるなどがありますが、具体的方法は地権

者との協議により決定してまいります。 

 

－ 

65 

No.60の見解と同様です。 

なお、ご指摘のとおり、準備書資料編の土壌調査結果の表と地点図の関係が理解しや

すいように、評価書で評価書資料編の土壌調査結果の表の番号を、地点図に表記しまし

た。 

第 7章 

第 9節 

土壌 

P392, 

P394～P395

66 

ご指摘のとおり、調査地点が分かりにくいため、評価書 P392 図 7-9-1に調査地点ナン

バーを記載しました。 

第 7章 

第 7節 

地下水 

P370 

第 9節 

土壌 

P392, 

P394～P395

67 

当局では環境基準の値を上回った土壌が、敷地一様に分布していると判断していま

す。したがいまして、掘削土砂は敷地内での盛土等で使用し、敷地外へは極力持ち出さな

い計画としています。 

－ 
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  No. 市民等の意見の概要 

68 

71 準備書 P391鳥類への影響の予測方法を「大気質、騒音及び振動の予測結果から

推計する。」とあるが、1600ｔ/日もの巨大な汚泥焼却炉（準備書 P29）ができ、46,000

×8 系列=368,000m3N/h もの 160℃の排ガス（準備書 P167）が放出されるのだから、

その周辺の温度変化、気流の変化も予測・評価すべきである。 

72 

 

準備書 P242 建設機械による騒音予測結果図が示されているが、土木・建築工事

は 1期分しかない。西側のラムサール条約登録湿地での鳥類への影響を検討するた

め、西側で工事する 2期についても予測し、必要な対策を検討すべきである。 

動 

物 

69 
73 準備書 P393鳥類への予測結果（工事中）は「西側敷地境界付近では 60dB未満と

予測される。」とあるが、これは敷地の東側での第 1期工事であり、ラムサール条約登

録湿地に面する西側は第 2 期工事であり、西側敷地境界で 60dB を大きく超えること

は明らかである。その時の予測が不足しているため大至急予測・評価を追加すべき

である。 

景 

観 

70 

74 準備書 P397景観の調査地点として、遠景 4地点、中景 1地点、近景 5地点として

いるが、中景として「野跡駅からの展望」の他に、稲永公園の野鳥観察館及び稲永ビ

ジターセンターを追加すべきである。この 2カ所は、準備書 P411から人と自然との触

れ合いの活動の場として、予測・評価の対象となっている。 

71 

75 準備書 P423廃棄物の予測で、焼却灰発生量が 365日稼働で計算してあるが、準

備書 P430 の温室効果ガスの予測では焼却施設は年間 330 日稼働となっている。ど

ちらが間違っているのか。 

78 準備書 P426工事中の廃棄物発生量が唐突に予測結果だけ示してあるが、その根

拠を明記すべきである。 

調
査
結
果
の
概
要
並
び
に
予
測
及
び
評
価
の
結
果 

廃
棄
物
等 

72 

79 準備書 P426 工事中の廃棄物発生量の内訳が資料編にあると信じて調べたら、準

備書資料編 P120，P121は本文と全く同じことが書いてあるだけである。資料編にさえ

予測根拠が書けないほどの予測値なのか。また、準備書資料編 P175，P176 の資料

15-3 環境保全措置を行わない場合の温室効果ガス発生量の予測もほとんど本文と

同じである。委託先の中日本建設コンサルタント（株）の良識を疑うとともに、こんな無

駄な委託報告を受け取り、委託費用を支払った上下水道局の能力を疑う。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

68 

 一般的に、排ガスは上方への吐出速度と温度差（密度差）から発生する浮力により上昇

します。この上昇過程において外気と排ガスが混合すること等により温度低下が生じ、有効

煙突高に達した排ガスは外気温と同程度となり、その時点で排ガスが周囲に与える影響は

なくなるものと考えられます。 

  また、鳥類に関する現地調査の結果、事業予定地周辺で鳥類の飛翔が確認されており

事業予定地周辺を通過してラムサール条約登録湿地に飛来することも考えられ、温度変

化及び気流の変化による一時的な忌避行動が否定できませんが、ラムサール条約登録湿

地及び事業予定地周辺の生息環境を大きく変えるものではないと考えられます。このこと

から、煙突周辺の温度変化及び気流の変化の予測・評価を行う必要がないものと考えま

す。 

なお、有効煙突高及び影響の範囲は資料編に示すとおりです。 

資料編 

1 大気質

P84 

69 

ご指摘のとおり、西側ラムサール条約登録湿地での騒音レベルをさらに確認するため

に、第 2 期以降で西側施設建設時のうち、影響が最大と考えられる工事規模において追

加予測・評価を行い、記載しました。 

第 7章 

第 11節

動物 

P449～P451

 

70 

中景の調査地点として、野鳥観察館及び稲永ビジターセンターからの眺望について検

討しましたが、事業予定地が視認できないため選定しませんでした。 

－ 

71 

計画処理固形物量の 200t/日は日平均値であるため、この値に 365 日を乗じたものが

年間処理固形物量となります。固形物中の無機分（30％）が焼却灰となって発生するた

め、焼却灰の発生量を以下のとおり算定しました。 

  焼却灰発生量＝200ｔ/日×0.3×365日 

一方、温室効果ガスの予測では、焼却施設の稼働に伴う電力使用量により、温室効果

ガス発生量を算定しますので、以下のとおり、定期点検日数を考慮した稼働日数により電

力使用量を算定しました。 

  焼却電力量＝1炉あたり 1日電力使用量×8基×330日/年 

－ 

72 

廃棄物発生量は、既設地下構造物の撤去量と、土木工事に伴い発生する建設汚泥量

を見込んでいます。既設地下構造物の撤去量につきましては、既存資料に基づいて算出

しており、また、土木工事に伴い発生する建設汚泥量は、地下構造物建設時に発生する

泥土であり、地下構造物周長×土留厚×泥土発生率により算出しました。 

＜建設汚泥量＞ 

 返流水処理施設：建設汚泥＝340m×20m×0.65×0.9=3,978m3 

 受電・ポンプ棟：建設汚泥＝160m×30m×0.65×0.9=2,808m3 

  3,978m3＋2,808m3＝6,786m3 → 7,000m3 

廃 棄 物 等 発生量 単位 予　測　方　法

 鉄くず 1,100 t  鉄くずの発生量は、既設鋼管杭撤去分とする。

 コンクリートがら 41,000 m3  コンクリートがらの発生量は、既設躯体撤去分とする。

 アスファルトがら 13,000 m3  アスファルトがらの発生量は、既設舗装撤去分とする。

 建設汚泥 7,000 m3
 建設汚泥の発生量は、土留壁の設置により発生する泥土として算出する。
 建設汚泥＝施設周長×施設深×土留厚×泥土発生率（0.9）

 その他（松杭等） 1,600 t  その他廃棄物としては、既設松杭撤去分とする。  

第 7章 

第 14節

廃棄物 

P486 
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  No. 市民等の意見の概要 

73 

81 準備書 P429 温室効果ガス等の調査結果のうち、宝神汚泥処理場の一酸化二窒

素の排出量は 2.0×10＾3m3N ではなく、2.5×10＾3m3N の間違いである（27,121×10

＾3×90.7/10＾6）。 温
室
効
果
ガ
ス
等 74 

83 準備書 P436 工事中の温室効果ガス排出量の計算に間違いがある。工事関係車

両（大型車）の二酸化炭素は 3,207,668kgCO2/km となっているが、 1.433×

2,247,840=3,221,155kgCO2/km である。また、工事関係車両（小型車）の二酸化炭

素は 486,492kgCO2/km となっているが、0.142×3,426,000=460,932kgCO2/km であ

る。 

84 準備書 P459 電波障害（しゃへい障害）の予測式の代入条件は全て記載すべきで

ある。位相合成率の比 Ex1、都市減衰率 Ex2 は VHF、UHF 別にどんな値を用いたの

か。しゃへい損失 SLは 2dB程度を設定したのか。 

75 

85 準備書 P459電波障害（しゃへい障害）の予測式の代入条件で、送信点・建造物間

距離 d1が VHFで 13.08m、Fで 14.08m となっているが、準備書 P457の電波到来方

向図からは VHFで 13300m、UHFで 14200m とすべきではないか。もしそうなら、障害発

生距離は桁違いに大きくなる。 

調
査
結
果
の
概
要
並
び
に
予
測
及
び
評
価
の
結
果 

電
波
障
害 

76 

86 準備書 P461 電波障害（反射障害）の予測式の代入条件は全て記載すべきであ

る。受信点での指向性 D1、位相合成率の比 Ex1、都市減衰を考慮した位相合成率

2Su、その他（βv、Aθ、Bθ0、Exd、w0、Dup） 
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No. 事業者の見解 対応頁 

73 

ご指摘のとおりですので、訂正しました。 第 7章 

第 15節

温室効果

ガス等 

P489

74 

ご指摘のとおり、準備書 P435 表 7-15-11表中の大型車の排出係数の記載に間違いが

ありました。評価書において大型車両の排出係数を 1.427 と訂正しました。 

第 7章 

第 15節

温室効果

ガス等 

P495 

75 

代入条件のうち、Ex1及び Ex2の数値を示していませんでしたので、準備書 P460 表

7-17-6及び表 7-17-7の表中に追記しました。また、表中と計算式で単位の不整合があり

ましたので、表中に単位を追記しました。なお、代入条件は以下に示すとおりです。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 地上波アナログの SLは現地調査の結果及び図-1 より、以下のとおりとしています。 
VHF Low－ch  平均評価値 ： 2.5 … SL=0 
VHF High－ch  平均評価値 ： 3.0 … SL=0 
UHF       平均評価値 ： 2.6 … SL=0 

 
地上波デジタルの SLpは現地調査の結果及び図-2 より、以下のとおりとしています。 
  UHF20ch  端子電圧の中央値 ：64dB、雑音指数（NF）：7dB … SLp=25 
  UHF23ch  端子電圧の中央値 ：46dB、雑音指数（NF）：7dB … SLp=11 
 

 

 

 

第 7章 

第 17節

電波障害

P520 

76 

代入条件のうち、一部示していない数値がありましたので、準備書P461 表7-17-8及び

表 7-17-9の表中に追記し、評価書にて記載しました。w0は受信点までの距離により決まり

ます。なお、代入条件は以下に示すとおりです。 

表7-17-8　反射障害予測係数（地上波アナログ）

D2-D1 ηe D(θ)ANT K（h0） Ex1 2Su βv Aθ Bθ0 Exd

 VHF-Lo 0.00 1.9/10.6 12.5/4.2 0.00 1.96 1.40 1.00 2.36 1.00 0.95

 VHF-Hi 0.00 3.0/12.3 13.6/0.7 0.00 1.05 1.99 1.00 2.52 1.00 0.96

 UHF 0.00 6.6/26.9 17.6/0.8 0.00 0.96 -1.98 1.00 3.02 1.00 0.96

表7-17-9　反射障害予測係数（地上波デジタル）

D2-D1 ηe D(θ)ANT K（h0） DUp Ex1 2Su βv Aθ Bθ0 Exd

 UHF20 0.00 12.6/9.7 19.1/19.1 0.00 0.00 0.96 -1.63 1.00 2.93 1.00 0.96

 UHF23 0.00 12.8/9.9 19.4/19.3 0.00 0.00 0.96 -1.83 1.00 2.95 1.00 0.96  

第 7章 

第 17節

電波障害

P521 

障害範囲とする
しゃへい損失の領域

12

8

4

0

2.5 3.0 3.5 4.0

SL[dB]

図-1 SL設定グラフ 図-2 SLp設定グラフ 

表7-17-6　しゃへい障害予測係数（地上波アナログ）

h1(m) h2(m) d1(m) d20(m) H(m) W(m) f(m) Ex1 Ex2 SL(dB) d2(m) W2(m)

 VHF-Lo 158.00 10.00 13080 2430 33.20 266.10 100.00 2.07 1.80 0.00 460.40 179.90

 VHF-Hi 149.00 10.00 13080 2620 33.20 266.10 200.00 1.10 2.10 0.00 1194.00 200.30

 UHF 221.00 10.00 14080 1750 33.30 251.50 603.00 1.00 2.92 0.00 1367.00 144.50

表7-17-7　しゃへい障害予測係数（地上波デジタル）

h1(m) h2(m) d1(m) d20(m) H(m) W(m) f(m) Ex1 Ex2 SLp(dB) d2(m) W2(m)

 UHF20 345.00 10.00 25100 1880 33.40 245.50 512.00 1.00 2.76 25.00 34.00 109.80

 UHF23 318.00 10.00 25100 2060 33.40 245.50 533.00 1.00 2.80 11.00 623.10 1212.00
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  No. 市民等の意見の概要 

調
査
結
果
の
概
要
並
び
に
予
測
及
び
評
価
の
結
果 

安
全
性 

77 

87 準備書 P474安全性の調査で交通安全設備を調べ「事業予定地に面した東側にお

いては、歩行者と車両との交錯が生じる可能性がある。」と結論づけているのだから、

歩行者と自転車の現状調査を行うべきである。それをもとに、評価すべきである。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

77 

現地調査時に、歩行者及び自転車の交通はほとんどないことを確認していますが、ご指

摘のとおり、事業予定地東側に接する歩道における歩行者と自転車の現況調査を行い、

再確認しました。 

第 7章 

第 8節 

安全性 

P534 
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５-２ 市長の意見及び事業者の見解 

  No. 市長の意見（審査書） 

施
設
規
模 

1 

事業計画の内容に関して、市民にその必要性や妥当性がよく理解されるよう、本事業

の前提となる下水処理の将来計画の内容について、分かりやすく説明すること。 
対
象
事
業
の
目
的
及
び
内
容 

施
設
計
画 

2 

緑地の面積だけでなく、周辺緑地との連続性や生物の生息環境等について配慮する

など緑化計画の内容に関する基本的な考え方を示すこと。 

3 

建設機械の稼働に伴う影響及び工事用車両の走行に伴う影響を個別に予測している

が、それらが重なって周囲に影響を及ぼすことも考えられるため、それらの複合影響に

ついて予測・評価を行うこと。 

4 

ラムサール条約登録湿地に飛来する鳥類への影響について、大気質の影響が事業

予定地西側で最大と考えられる第２期以降の施設工事時における予測・評価を行うこ

と。 
大
気
質 

5 

ラムサール条約登録湿地に飛来する鳥類への影響の観点から、焼却炉の煙突からの

排ガス温度の広がりの程度について示すこと。 

6 

ラムサール条約登録湿地に飛来する鳥類への影響について、騒音・振動の影響が事

業予定地西側で最大と考えられる第２期以降の施設工事時における予測・評価を行うこ

と。 

騒
音
・振
動
、
低
周
波
空
気
振
動 

7 

騒音源データより、攪拌機から低周波空気振動が発生していると考えられるため、低

周波空気振動の発生源として攪拌機を追加し予測・評価を行うこと。 

8 

植栽種の選定に当たっては、外来種の移入を避けるため、周辺地域の潜在自然植生

に配慮した種の選定を行うこと。 

調
査
結
果
の
概
要
並
び
に
予
測
及
び
評
価
の
結
果 

植
物
・動
物 9 

緑地を整備する際には、植栽種の配置を検討することにより、そこに生育・生息する生

物の多様性に配慮すること。また、その維持管理に当たっては、長期的な視点に立っ

て、事業予定地に生息する動物を始めとした生態系の維持に配慮すること。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

1 

本事業の必要性や妥当性を理解していただけるよう、下水汚泥処理全体計画の中に、

その前提となる下水処理の将来計画の内容について追記しました。 

第 3章 

P77 

2 

緑化計画に関する基本的事項として、「周辺環境への配慮」、「生き物とのかかわり」及

び「人の交流」について追記しました。 

第 3章 

P86 

 

3 

工事中の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質について、建設機械による影響の各沿線で

の最大値と工事用車両の走行による複合的影響について予測・評価を行い、資料編に追

記しました。 

資料編 

1 大気質

P76～P83

4 

西側最大規模工事に伴う大気質への影響について予測・評価を行うとともに、ラムサー

ル条約登録湿地に飛来する鳥類への影響について予測・評価を行い、追記しました。 

第 7章 

第 1節 

大気質 

P248～P262

第 11節

動物 

P449～P451

5 

焼却炉の煙突からの排ガス温度の広がりの程度について、有効煙突高を示すとともに、

有効煙突高における水平方向の温度の試算を行い、資料編に追記しました。 

資料編 

1 大気質

P84 

6 

西側最大規模工事に伴う騒音・振動への影響について予測・評価を行うとともに、ラムサ

ール条約登録湿地に飛来する鳥類への影響について予測・評価を行い、追記しました。 

第 7章 

第 2節 

騒音 

P288～P297

第 3節 

振動 

P312～P317

第 11節

動物 

P449～P451

7 

低周波空気振動の発生源として攪拌機を追加して予測・評価を行い、追記しました。 

攪拌機の低周波空気振動は、類似施設である宝神下水処理場に設置されているものを

調査し、その結果を用いました。 

第 7章 

第 4節 

低周波空

気振動 

P323～P335

8 

9 

事業計画において、緑化計画に関する基本的事項として「周辺環境への配慮」、「生き

物とのかかわり」及び「人の交流」について追記しました。また、これらを踏まえて植物の予

測・評価を行いました。 

なお、自然環境保全の観点から、植栽種の選定にあたっては、外来種を避け、周辺に

存在する潜在自然植生の樹種を基本に検討をすすめます。また、その整備についても維

持管理まで含めた長期的な視点にたち、動物や植物の多様性を踏まえ生態系の維持にも

配慮した緑化計画をすすめます。 

第 3章 

P86 

第 7章 

第 10節

植物 

P408～P409

第 11節

動物 

P443～P446
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  No. 市長の意見（審査書） 

景 

観 

10 
遠景からの調査及び予測の結果を示す写真等については、事業の実施による事業

予定地及び周辺の景観の変化を適切に判断できるように、できる限り実際に目で見た状

態に近い大きさで示すこと。 

水
質
・地
下
水 

11 

事業予定地内の地下水には環境基準を超える有害物質が含まれているので、排出

先の公共用水域の環境保全のため、排水量・排出濃度の低減を図ること。 

また、掘削土を事業予定地内の盛土として再利用する計画であることから、降雨に伴

う浮遊物質の公共用水域への流出の低減を図ること。 

調
査
結
果
の
概
要
並
び
に
予
測
及
び
評
価
の
結
果 

土
壌 

12 

事業予定地内の土壌には環境基準を超える有害物質が含まれているので、工事に

伴う土壌の飛散等を防止すること。 

大
気
質
、
騒
音
・振
動
、
動
物 

13 

大気質、騒音・振動及び動物の項目について、ラムサール条約登録湿地に飛来する

鳥類への影響が事業予定地西側で最大と考えられる第２期以降の施設工事時におい

ても事後調査を行うこと。 

事

後

調

査

計

画 

地
下
水 

14 

事業予定地内の地下水には環境基準を超える有害物質が含まれているので、掘削

工事に伴い排水する地下水について、水質の確認を当該工事前にも行うこと。 

そ 

 

の 

 

他 

15 

評価書の作成に当たっては、市民意見に適切に対応するとともに、大気質、騒音・振

動、地盤、温室効果ガス等、景観等の項目において予測・評価の基礎となるデータを適

切に示し、分かりやすい内容となるよう努めること。 
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No. 事業者の見解 対応頁 

10 

遠景写真等を実際に目で見た状態に近い大きさに変更し、予測・評価を行いました。 第 7章 

第 12節

景観 

P453～P470

11 

建設工事に伴う排水は、仮設沈砂池の設置により浮遊物質等の排出負荷量・排出濃度

の削減を図るとともに、掘削工事では、土留め壁による止水工事等により地下水の流出を

極力防止し、有害物質の排出負荷量・濃度の削減を図ります。 

掘削土は事業予定地内の盛土として再利用を行いますが、掘削土が地表面に現れな

いように、地表面は良質土で覆い緑化を行う等の対策を図り、降雨に伴う浮遊物質の流出

抑制を図ります。 

また、事業予定地内に降った雨についても、敷地外周に溝を造る等、浮遊物質を含ん

だ雨水が直接公共用水域に流出することを低減させる対策に努めます。 

－ 

12 

工事用仮囲いやシート養生、散水養生等の適切な対策を施すとともに、タイヤ洗浄装置

を設けその使用を徹底して、土粒子の敷地外への飛散等を防止します。 

第 7章 

第 1節 

大気質 

P265 

第 9節 

土壌 

P397～P398

13 

大気質、騒音・振動及び動物の項目については、第 1期工事と西側最大規模工事を事

後調査の対象として追加しました。 

第 9章 

事後調査

計画 

P596～P599

14 

工事着手後の準備工事時に、現地工事に先立って地下水質の状況を確認するための

モニタリングを実施します。その地下水質濃度が高い場合には、十分な対策を行い工事を

実施します。 

第 9章 

事後調査

計画 

P598 

15 

予測・評価の基礎となるデータを適切に示し、分かりやすい内容となるよう努めました。

主なものとして、大気質の四季別の気象データ、騒音・振動の発生源の場所、地盤の代入

条件、温室効果ガス等の予測方法について示し、景観は遠景写真を実際に目で見た状

態に近い大きさとしました。 

 

第 2章 

P61 

第 7章 

第 12節

景観 

P453～P470

 

資料編 

1 大気質

P11～P26

2 騒音 

P94～P113

3 振動 

P129～134

等 
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第３章 対象事業の目的及び内容 

１ 事業の目的 
本事業は、下水道終末処理場（汚泥処理施設）の建設を目的とする。 

 

２ 事業の内容 
２-１ 下水処理の現状 

（１） 下水道の整備状況 
本市では、昭和5年に堀留、熱田の両下水処理場が運転を開始して以来70年余が経過

し、平成 16 年度末における市内の下水道の整備状況は、市街化区域の 91.7％にあたる

27,620ha で整備が完了しており、全市の人口 220 万人の 98.0％にあたる 216 万人の市民

が、下水道を利用可能な状況にある。今後も、下水道普及率 100％に向けて、鋭意整備を

進めていくものである。本市の下水道整備の概況は図 3‐2‐1 に示すとおりである。 

また、水環境の向上に関する社会的意識が高まってきている中、下水道事業が担う役割

も多様化してきており、下水道の普及促進のみならず、より高度な下水道システムの構築を

進めているところである。 

具体的には、本市は、下水道計画区域の約 6 割が合流式下水道の区域であり、雨天時

における公共用水域への汚濁負荷の流出を防止するための合流式下水道の改善※1 事業

や、名古屋港、伊勢湾といった閉鎖性水域における水環境の改善を図るための下水の高

度処理化※2 を進めている。合流式下水道の改善事業としては、雨水滞水池※3 の建設や夾

雑物の公共用水域への流出防止を目的とした設備の設置などを進めている。下水の高度

処理化については、現在進めている露橋下水処理場や柴田下水処理場での整備をはじめ

として、各下水処理場についても、今後の改築更新時期との整合を図りながら、効率的に実

施していく考えである。 

   

（２） 下水汚泥の処理の状況 
本市における下水汚泥※4の処理については、15箇所の下水処理場から発生する下水汚

泥を、専用の汚泥輸送管で市南部に位置する汚泥処理施設を併せもつ3箇所の下水処理

場（山崎、柴田、宝神）に集約し、濃縮※5、脱水処理※6 後に焼却処理を行っている。3 処理

場全体で約 25,000m3/日（平成 13～15 年度平均）の汚泥を受け入れ、処理により発生する

焼却灰の量は約44t/日（平成13～15年度平均）となっている。その有効利用率※7は、平成

15 年度末で約 89％となり全国的にも高い水準にある。有効利用の主な用途は、土質改良

材、セメント原料等であり、その他は埋立処分されている。 

現在の下水汚泥の処理方式としては、濃縮―脱水―焼却という工程を採用しており、濃

縮工程では重力濃縮※8、脱水工程ではベルトプレス脱水※9 または加圧脱水※10 を主体に行

っており、脱水した汚泥は、流動焼却炉または多段焼却炉にて焼却処理を行っている。 

なお、既存の汚泥処理施設の概要は表 3‐2‐1 に示すとおりである。 

 

（３） し渣・沈砂の処理の状況 
下水処理場やポンプ所、及び雨水桝や下水管の清掃時に取り除いたし渣※11 や沈砂※12

は、宝神下水処理場に車両運搬され、宝神下水処理場内に設置されている洗浄施設にお

いて、洗浄処理されている状況である。 

このうち、し渣については、洗浄脱水後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の関係法

令を遵守し処分している。 

沈砂については、細かい砂と粗い砂に分別して、建設資材などに有効利用している。 
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表 3-2-1 汚泥処理施設の概要 

施設名称 山崎下水処理場 柴田下水処理場 宝神下水処理場 

施設位置 南区忠次一丁目 9-24 南区元柴田西町 2-40 港区宝神四丁目 2501 

敷地面積 約 8ha 約 8ha 約 9ha 

焼却能力 
1 号：160t/日（平成 2年） 

2 号：160t/日（平成 2年） 

1 号：150t/日（平成 3年） 

2 号：190t/日（平成 9年） 

1 号：150t/日（昭和 51 年）

2 号：150t/日（昭和 61 年）

処理方式 

 

重力濃縮 

ベルトプレス脱水

流動焼却炉 

焼却灰 

汚 泥 

高分子凝集剤

同 左 

 

重力濃縮 

加圧脱水 

多段焼却炉 

焼却灰 

汚 泥 

塩化第二鉄

消石灰 

焼却灰 

発生量 
約 9t/日 約 12t/日 約 23t/日 

焼却灰の 

主な 

利用用途 

セメント原料、陶管、透水性ブロック、タイル 

土質改良材（鳴海改良土センターで利用） など 
土質改良材 
（鳴海改良土センターで利用） 

注） （ ）内は供用開始年度を示す。 

 敷地面積は、汚泥処理施設の他に、下水処理施設を含む全体の面積である。 

 焼却は重量ベースで能力を表示するため t/日で表す。 

 焼却灰発生量は平成 13～15 年の平均値を示す。 

 

 

注） 
※1合流式下水道の改善 ：下水を流す方法には、汚水と雨水を同じ管で流す「合流式下水道」と、別々の管で流す「分流式下水道」の２

種類があり、合流式下水道の場合、晴れた日であれば、すべての汚水が下水処理場に送られて処理される。

しかし、雨の日になると、一定の量を超えた雨水は汚水といっしょに直接河川へ放流されてしまうため、こうし

た「合流式下水道」の欠点を緩和するために、雨水滞水池などを設置する施策のこと。 
※2下水の高度処理化 ：通常の下水処理で得られる水質以上に、伊勢湾の富栄養化の原因となっている窒素やリンを除去することが

できる高水準な処理方法のこと。 
※3雨水滞水池 ：管きょ内や路面に堆積した汚れを多く含んだ降雨初期の下水を、一時的に貯留し、合流式下水道からの越

流水による汚濁負荷量を減少させるための施設。 
※4下水汚泥 ：下水処理過程において発生する泥状の沈殿物。なお、量の表示はm3/日で表す。 
※5濃縮処理   ：汚泥処理の第 1段階の処理であり、その後に続く処理を効率的に行うために汚泥を濃縮すること。 
※6脱水処理         ：固形物として取り扱える程度まで含水率を下げること。 
※7有効利用率 ：発生した灰を有効利用している割合。 
※8重力濃縮         ：重力により汚泥を沈降させて濃縮する方法。 
※9ベルトプレス脱水   ：二枚のろ布の圧搾とせん断により濃縮汚泥を脱水する方法。 
※10加圧脱水         ：ろ板の間で圧力をかけて濃縮汚泥を脱水する方法。 
※11し渣            ：下水または汚泥中に含まれているゴミなど。 
※12沈砂            ：下水または汚泥中に含まれている砂分。 
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出典：「なごやの下水道」（平成 17 年度版 名古屋市上下水道局）から作成 

図 3-2-1 下水道整備の概況 

 

事業予定地
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２-２ 下水道事業の基本方針と本事業の必要性 

下水道事業のうち、汚泥処理に関する主な基本方針を整理すると、以下のとおりである。 

 

（１） 水環境の向上 
下水の高度処理化、合流式下水道の改善により河川に放流する汚濁負荷量を削減し、

水環境の向上を図る。 

 

（２） 汚泥量増加への対応 
下水の高度処理化、合流式下水道の改善による汚泥量の増加に対応し、汚泥処理施設

の増強を図る。 

 

（３） 施設の改築更新 
下水道施設の改築更新に際しては、施設の老朽化を考慮し優先度を設けるなど効率的

な整備を図る。 

 

（４） 周辺環境との調和 
汚泥処理施設を有する下水処理場の周辺は建設当時から比べて宅地化が進むなど土

地の利用状況は変化してきている。これらを考慮し、周辺環境と調和のとれた汚泥処理施

設計画を進めていく。 

 

（５） 下水道資源の有効利用 
下水汚泥の焼却灰は、現在、土質改良材を始めセメント原料、ブロック等に有効利用さ

れている。今後は、その他の建設資材などへの利用用途を広げ、一層のリサイクルの促進

を図る。 

 

以上を踏まえると、水環境の向上を図るためには、公共用水域の水質改善策として、各下

水処理場における下水の高度処理化、及び合流式下水道の改善が必要であり、これらに伴

って増加する汚泥量に対して汚泥処理施設の増強も必要不可欠である。 

また、既存の汚泥処理施設はいずれも古くから運転をしているため、施設の老朽化が進

んでおり、適宜、改築更新を実施していく必要に迫られている。特に、宝神下水処理場にお

ける焼却炉を始めとした汚泥処理施設は、他の 2 汚泥処理施設に比べて処理方式が古く、

老朽化も進み、早急な改築更新が必要な状況にある。 

これに対して、既存の汚泥処理施設を有する下水処理場はいずれも用地が狭いため、現

在の処理能力を維持した上での更新は困難な状況にあり、さらに下水の高度処理化及び汚

泥処理施設の増強のための用地が必要となるが、既存の汚泥処理施設を有する下水処理

場の焼却炉は屋外に設置されており、周辺の景観との調和に関して課題を残している。また、

建設当時から比べて周辺の宅地化が進むなど土地の利用状況が変化してきており、用地を

拡張することも困難な状況にある。 

さらに、汚泥焼却灰の有効利用については、発生量の抑制と利用用途の拡大が課題とな

っている。特に、宝神下水処理場の汚泥処理施設において発生する石灰系の汚泥焼却灰

については、他の 2 汚泥処理施設で発生する高分子系のものに比べ、発生量が多く、利用

用途も限られている。そのため、処理方式を統一することで、発生量の抑制と利用用途の拡

大による有効利用率の向上を図る必要がある。 

これらの状況に対処するためには、新たな用地において汚泥処理施設を建設することが

不可欠であり、施設の老朽化が著しく早急な改築更新が必要な宝神下水処理場にできるだ

け近く、将来の汚泥量増加を見据え一定のまとまった用地取得が可能であり、かつ付随する
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既存の汚泥輸送管のネットワークを有効に利用できるという観点から、宝神下水処理場の南

約 3 ㎞の空見町地内に位置する事業予定地に新たな汚泥処理施設の建設を行うものであ

る。また、併せて宝神下水処理場の汚泥処理施設を休止する。なお、宝神下水処理場の水

処理施設については、将来的に高度処理化を図りつつ処理能力の増強を予定している。 

建設にあたっては、港湾地域計画等との整合を図りながら整備を行っていくものとし、周辺

地域への熱供給などを視野に入れながら、効率性、経済性、維持管理性に優れた省エネル

ギー型のシステムの採用、焼却灰のリサイクルの促進及び廃熱エネルギーなどの活用を図り、

循環型社会の形成に寄与するように努めた施設づくりを目指すものとする。 

 

２-３ 下水汚泥処理全体計画 

下水汚泥は、表 3‐2‐2に示すとおり、今後の下水の高度処理化、合流式下水道の改善等

の事業進展により増加すると見込んでおり、将来の発生汚泥量は約 34,000m3/日（日平均）

の予定である。なお、下水の高度処理化と合流式下水道の改善についての事業方針は以

下に示すとおりである。 

 

＜下水の高度処理化＞ 

公共用水域の水質保全の観点から、将来的には全下水処理場で実施する予定であるが、

事業実施には多大な費用と長い年月がかかるため、施設の老朽化に対して必要となる改築

更新時期を捉えての効率的実施を基本にすすめる。 

その結果、概ね 20年後において既存下水処理場の約 30％を高度処理化し、その他にお

いても暫定的に凝集剤添加による対応を行う予定である。 

 

＜合流式下水道の改善＞ 

本市の約 6割を占める合流式区域において、既存の合流式下水道は活かしつつ、システ

ム上、未処理の状態で放流される汚濁負荷の高い下水の量を抑制することで、合流式区域

における河川等への BOD負荷量※1を削減する施策をすすめる。 

具体的には、降雨初期の汚れた下水を一時貯留する雨水滞水池の設置を主体に取り組

んでいく予定である。 

その結果、概ね 20年後にはこれら所定の合流式下水道の改善を、100％整備する予定で

ある。 

 

また、既存の汚泥処理施設はいずれも古くから運転をしているため、施設の老朽化が進

んでおり、適宜、改築更新を実施していく必要に迫られている。したがって、将来増加する発

生汚泥量に対応するための能力増強も視野に入れた施設の改築更新を段階的に進めてい

く必要がある。 

整備にあたっては、既存の汚泥処理施設を有する下水処理場はいずれも用地が狭く、改

築更新及び能力増強が困難な状況にあることから、全体計画としては、下水汚泥処理につ

いてのスケールメリットや、効率的な環境対策の実施を図るため、図 3‐2‐2 に示すとおり、現

在の 3箇所の集約処理から最終的には本施設を含め、2箇所集約処理に移行していく計画

である。 

なお、本施設では全市の発生汚泥量の約 6割を処理する計画で施設の整備を進める。 

また、し渣・沈砂の処理については、今後も継続的に同様の処理を行う計画であるが、宝

神下水処理場の水処理施設の増設時期、及び既存のし渣沈砂洗浄設備の耐用年数経過

を考慮した整備を進める計画である。 
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表 3-2-2 計画下水汚泥量 

現状発生
汚泥量

将来発生
汚泥量

(m
3
/日） (m

3
/日） 整備率 算出根拠

下水道整備 約 24,500 約 26,000 約 100 %

下水道の普及及び水洗化率の向上による。

(H13～15年)整備率 97%、水洗化率99.7%：24,500m3/日
(将　　 来)整備率100%、水洗化率100%：
将来発生汚泥量＝24,500/0.97/0.997

　　　　　　　＝25,300→約26,000m
3
/日

合流式下水道
の改善

約 350 約 3,000 約 100 %

合流改善による回収可能な汚濁負荷の増加による。
合流改善整備面積：16,906(ha)
地表面汚濁負荷量：183(kg/ha/年)
名古屋市の年間降雨日数：110(日)
将来発生汚泥固形物量＝16,906×183/1000／110＝28.1t/日
将来発生汚泥量（汚泥濃度1％）＝28.1/0.01＝2,810

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→約3,000m
3
/日

下水の
高度処理化

― 約 4,500 約 65 %

高度処理の採用による。
除去率向上による増加：12%増加
凝集剤添加による増加：11%増加
将来発生汚泥量＝（下水道整備による将来発生汚泥量＋
　　　　　　　　　合流式下水道の改善による将来発生汚泥量）
　　　　　　　　×汚泥増加率×整備率
　　　　　　　＝(26,000+3,000)×(0.12+0.11)×0.65
　　　　　　　＝4,335

　　　　　　　→約4,500m3/日

発生汚泥量 約 25,000 約 34,000 ― ―

発生原因
別事業

 

注）現状発生汚泥量は平成 13 年から平成 15 年の年間平均を示す。 

 

 

注） 
※1BOD 負荷量：BOD は、水の汚れ（有機物）の指標であり、数値が高いほど汚れていることを示し、水の汚れを微生物によって分解する

ときに消費される酸素量（生物化学的酸素要求量）のこと。BOD負荷量はその量のこと。 
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＜現　状＞ 日平均処理汚泥量（H13～H15実績）

西山 植田 鳴海 柴田 約9,400m3

伝馬町

守山 名城 堀留 熱田 山崎 約8,200m3 　　　合計　約25,000m3

千年

露橋 岩塚 打出 宝神 約7,400m
3

 

＜全体計画＞ 日平均処理汚泥量
※

西山 植田 鳴海 約14,000m3

　　　合計　約34,000m
3

平田

守山 名城 堀留 熱田 千年 約20,000m
3

露橋 岩塚 打出 宝神

※ については、山崎又は柴田のいずれかで対応
… 汚泥輸送管（圧送方式）
… 下水処理場

新たな
汚泥処理
場

伝馬町

 

 

図 3-2-2 下水汚泥の集約処理計画 

 

 

２-４ 事業の内容 

（１） 対象事業の種類 
下水道終末処理場の建設 

 

（２） 事業予定地の位置及び面積 
ア 位置 名古屋市港区空見町 1番地の 5及び 9（図 3-2-3 参照） 

イ 面積 約 16 ha 

 

（３） 事業計画の概要 
第 1 期工事の土木・建築工事は本施設全体の 1/2 規模の施設を対象とし、敷地全体の

造成及び管理棟などの共通施設の建設を含むものである。また、第1期工事の設備工事は

本施設全体能力の 1/4 規模の施設が対象である。 

第 2 期工事以降は事業着手から概ね 20 年程度を目途に汚泥量の増加に合わせて、本

施設全体能力の 1/4 規模を超えない範囲で段階施工を行う計画である。 

 

ア 施設規模と型式 

（ア） 計画汚泥量 

日 平 均 ：本施設全体供用時：20,000m3/日 （日最大 ： 27,000m3/日） 

 第 1 期施設供用時： 5,000m3/日 （日最大 ： 6,750m3/日） 

汚泥処理方式 ：遠心濃縮※1－スクリュープレス脱水※2－流動焼却 
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（イ） 焼却規模と型式 

型  式 ：流動焼却炉 

焼却能力 ：本施設全体供用時 1,600t/日（200t/日×8 炉） 

 第 1 期施設供用時 400t/日（200t/日×2 炉） 

煙  突 ：高さ 80m （内筒 4 本、外筒 1本） 

灰発生量※3        ：本施設全体供用時 約 60t/日 

     第１期施設供用時 約 15ｔ/日 

                                 （土質改良材、セメント原料などへ有効利用） 

 

（ウ） 返流水処理施設 

処理方式 ：凝集沈殿法※4  （処理水は宝神下水処理場へ送水） 

返流水処理能力 ：本施設全体供用時 40,000m3/日（日最大） 

 第 1 期施設供用時 10,000m3/日（日最大） 

 

（エ） し渣、沈砂洗浄棟 

し渣洗浄能力 ：本施設全体供用時  3,000t/年 

沈砂洗浄能力 ：本施設全体供用時 12,000t/年 

 

し渣は、産業廃棄物として廃棄物の処理及び清掃に関する法律の関係法令を遵守し

処分する計画である。沈砂は埋め立て材などに有効利用する計画である。 

なお、宝神下水処理場にある既存のし渣・沈砂洗浄施設の耐用年数を考慮して新設

する。 

 

注） 
※1遠心濃縮機 ：遠心力を利用した回転形の濃縮機。 
※2スクリュープレス脱水機 ：円筒状のスクリーンとスクリュー羽根から構成され、スクリュー羽根の圧搾とせん断力により脱水する脱水機。
※3灰発生量 ：汚泥が焼却されると約 30％の無機分が灰となって発生する。 

 （本施設全体供用時 20,000m3/日×1/100（汚泥濃度 1.0％）×30/100（無機分 30％）＝60t/日） 

 （第 1 期施設供用時  5,000m3/日×1/100（汚泥濃度 1.0％）×30/100（無機分 30％）＝15t/日） 
※4凝集沈殿法 ：凝集剤により汚濁物質を沈殿除去する方法。
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1/25000 の事業予定地周辺の図 

 

図 3-5-1 事業予定地の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-5-1　事業予定地の位置1 : 25,000

0m 15001000500

事業予定地

学区界

学区界

稲永学区

野跡学区

図 3-2-3 事業予定地の位置 
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イ 施設計画 

施設の概要は表 3-2-3 に示すとおりである。 

完成イメージ図は図 3-2-4(1)～(2)に示すとおりである。 

施設は、機能毎に別棟とし、受泥棟、汚泥棟、焼却炉棟、返流水処理施設、管理棟、受

電・ポンプ棟、し渣洗浄棟、沈砂洗浄棟及び熱利用棟を計画する。 

汚泥焼却から発生する熱は、場内で利用するとともに、今後、利用用途を検討し、熱の

有効利用を図ることとする。 

なお、し渣洗浄棟及び沈砂洗浄棟のみ昼間運転とし、それ以外の施設は 24 時間稼働

である。 

 

表 3-2-3 施設の概要 

施設の形状寸法 
項  目 施 設 の 概 要 

第 1 期施設供用時 本施設全体供用時

受泥棟 汚泥の受入、貯留を行う施設 
平面：57m×45m 

断面：高さ 22m 

平面：100m×45m 

断面：高さ 22m 

第 1 汚泥棟 汚泥の濃縮及び脱水を行う施設 平面：146m×45m 断面：高さ 31m 

第 2 汚泥棟 同上 － 
平面：146m×45m 

断面：高さ 31m 

第 1 焼却炉棟 脱水汚泥を焼却する施設 
平面：63m×83m 

断面：高さ 30m 

平面：133m×83m 

断面：高さ 30m 

第 2 焼却炉棟 同上 － 
平面：133m×83m 

断面：高さ 30m 

返流水 

処理施設 

返流水を凝集沈殿法により処理する施

設 

平面：40m×86m 

断面：高さ 8m 

（地下 12m） 

平面：82m×86m 

断面：高さ 8m 

（地下 12m） 

受電・ポンプ棟 

本施設の受電を行う施設であり、併せ

て処理した返流水を宝神下水処理場

へ送水するポンプ設備を有する施設 

平面：63m×33m 

断面：高さ 15m（地下 17m） 

熱利用棟 
汚泥焼却により発生する熱を利用する

施設 

平面：51m×29m 

断面：高さ 18m 

し渣洗浄棟 
本施設及び各下水処理場等から発生

するし渣を洗浄脱水する施設 
－ 

平面：30m×50m 

断面：高さ 20m 

沈砂洗浄棟 
本施設及び各下水処理場等から発生

する沈砂を洗浄する施設 
－ 

平面：48m×50m 

断面：高さ 20m 

管理棟 本施設の運転管理を行う施設 
平面：50m×36m 

断面：高さ 19m 
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図 3-2-4(1) 施設イメージ図（第 1 期施設供用時） 

 

 

図 3-2-4(2) 施設イメージ図（本施設全体供用時） 

 

ウ 配置計画 

配置計画は、図 3-2-5(1)～(2)に示すとおりである。 

配置計画は、当初計画を見直し、以下に示す内容を変更した。これにより、機能の合理

化、建設コストを含めたトータルコストの低減を図る。 

・ 返流水処理方式について、コスト、維持管理性の観点から、水処理方式の見直しを

行った。その結果、施設がよりコンパクトとなった。 

・ 汚泥棟への送泥距離を短くし、維持管理上のリスクを軽減するため、受泥棟を第１汚

泥棟と第 2汚泥棟の間に配置替えした。 

- 83 -



・ 周辺環境対策に配慮し、臭気の漏洩が懸念されるし渣洗浄棟及び沈砂洗浄棟を敷

地中央部にあたる第１焼却炉棟と第２焼却炉棟の間に配置替えした。 

・ 熱利用効率を高める観点から、新たに熱利用棟を設け、最短の動線で熱回収が可

能な第１焼却炉棟と第２焼却炉棟の間に配置した。 

 

 

正門 

約650m 

約710m 

Ｎ 

緑

地 

緑 地 

緑 地

緑 地

緑 地

S=1/5000 

煙突

約240m

※造成工事は敷地全体に対して行う 

※第1焼却炉棟は基礎工事を全体に対して行う

※機械電気設備は全体の1/4規模を整備する 

受電･ 
ポンプ棟 

管理棟 第1汚泥棟
（濃縮・脱水）

受泥棟
（汚泥受入）

熱利用棟

返流水 

処理施設 
駐車場

第1焼却炉棟
（焼却・排ガス処理）

図 3-2-5(1) 第 1 期施設配置計画 

 

 

正門 

約240m

約650m 

約710m 

Ｎ 

緑

地 

緑 地 

緑 地

緑 地

緑 地

S=1/5000 

煙突

第2汚泥棟 
（濃縮・脱水） 

第1汚泥棟
（濃縮・脱水）

第1焼却炉棟
（焼却・排ガス処理）

熱利用棟

返流水 

処理施設 
駐車場

受 泥 棟 
（汚泥受入） 

管理棟 
受電･ 
ポンプ棟 

し渣 

洗浄棟

沈砂 

洗浄棟
第2焼却炉棟 
（焼却・排ガス処理） 

図 3-2-5(2) 全体施設配置計画 
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エ 汚泥処理フロー 

汚泥処理フローは図 3-2-6 に示すとおりであり、汚泥、排ガス及び返流水系統は図

3-2-7 に示すとおりである。 

 

 
汚
泥
受
入 

機
械
濃
縮 

機
械
脱
水 

焼 
 

却 

焼却灰 

集 
 

塵 

排
ガ
ス
処
理 

焼却熱 

（資源化等） 

（熱利用） 
返流水処理 

返流水（宝神下水処理場へ送水）

汚泥 ：汚泥輸送管で輸送された各下水処理場で発生した汚泥。 
返流水(高濃度) ：濃縮や脱水処理により発生する高濃度な排水。 
返流水(低濃度) ：本施設内で発生する雑排水などの低濃度な排水。 
機械濃縮 ：汚泥を機械により強制的に濃縮する。 
機械脱水 ：濃縮した汚泥を機械により脱水し、後段の焼却効率を高める。 
焼却 ：脱水した汚泥を焼却により減量化及び質的安定化させる。 
集塵 ：焼却により発生した排ガス中のばいじんを除去する。 
排ガス処理 ：焼却により発生した排ガス中の有害物質を除去する。 
返流水処理 ：汚泥処理過程で発生した返流水を宝神下水処理場で処理可能な水質まで処理を行う。 
し渣・沈砂洗浄 ：汚泥処理過程で発生したし渣、沈砂及び各下水処理場等で発生し、本施設に運搬したし渣、沈砂の洗

浄脱水を行う。 

し渣・沈砂洗浄 し渣・沈砂 （資源化等）し渣･沈砂 

汚 泥 
煙 

 
突 

汚泥
排ガス 
返流水 
し渣・沈砂

返流水 
（低濃度） 

返流水（高濃度）

図 3-2-6 計画処理フロー 

 

 Ｎ 

S=1/5000 

正門 

緑

地 

緑 地 

緑 地

緑 地

緑 地

煙突

第2汚泥棟 
（濃縮・脱水） 

第1汚泥棟
（濃縮・脱水）

第1焼却炉棟
（焼却・排ガス処理）

熱利用棟

返流水 

処理施設 
駐車場

受 泥 棟 
（汚泥受入） 

管理棟 
受電･ 
ポンプ棟 

し渣 

洗浄棟
沈砂 

洗浄棟
第2焼却炉棟 
（焼却・排ガス処理） 

宝神下水処理場

汚泥 
排ガス 

返流水（高濃度）
返流水（低濃度）

図 3-2-7 汚泥、排ガス及び返流水の計画系統図 
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オ 緑化計画 

緑化にあたっては、樹種の選定に際しては周辺に存在する潜在自然植生に配慮した緑

化を行うとともに、事業予定地内及びその周辺に現在生息している動物が、引き続き生息

できるような環境を創出することに配慮するなど、具体的な緑化計画の策定にあたっては、

以下に示すコンセプトを基本にすすめる。 

なお、第１期施設供用時において、主に敷地周囲約 20ｍを緑化し、敷地面積の 20％以

上（本施設全体供用時では約 30％）を緑地とする。 

 

【周辺環境への配慮】 

・施設内の緑化推進により、ヒートアイランドの抑制に努める。 

・「名古屋港景観基本計画」の港湾景観形成の基本方針にもある“まちや既存の緑地と

の一体性に配慮”を意識し、広域的な観点から、将来的な周辺の緑化ベルトにも対応

できるよう、本施設内の緑化についてもできる限り連続性を持たせた配置を目指す。 

・自然環境保全の観点から、植栽種の選定にあたっては、外来種を避け、周辺に存在す

る潜在自然植生の樹種を基本に検討をすすめるとともに、その整備についても維持管

理まで含めた長期的な視点にたち、動物や植物の多様性を踏まえ生態系の維持にも

配慮した緑化計画をすすめる。 

 

【生き物とのかかわり】 

・事業予定地内及びその周辺に現在生息している動物が、引き続き生息できるような環

境を創出し、その保全に努める。 

 

【人の交流】 

・来訪者が気軽に利用でき、緑を通じて訪れる人々に対して安らぎを与えるような緑地の

配置や機能を持たせる。 

 

 

カ 雨水排水計画 

事業予定地内に降った雨水は側溝で集水し、表 3-2-4 に示す放流先に放流する。なお、

雨水の一部は場内で洗浄用水や散水用水等に利用するとともに、保水性舗装の設置や

緑化による地下浸透を図ることで、敷地外への雨水流出量を極力低減させる。 

 

 

表 3-2-4 雨水放流先 

項 目 放流先 

工事中 
場内の雨水は、現状どおり周囲の側溝及び既設排水管に排水

し、事業予定地周辺の庄内川及び名古屋港に放流する。 

供用時 側溝で集水した雨水は、事業予定地西側の庄内川に放流する。 

 

キ 供用開始時期 

平成 26 年度第 1期施設供用開始 
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ク 処理方式の検討経緯 

本市の既存の 3 汚泥処理施設は、現在すべての施設において焼却処理を行っており、

発生する焼却灰の有効利用については、平成 15 年度において有効利用率が約 89％とな

り、全国的にも高い水準を維持している状況である。 

一方、現況の汚泥処理における課題としては、下水汚泥の集約処理により長距離輸送

に伴う嫌気化や汚泥性状の変動が生じやすい状況にあり、濃縮工程での沈降性の悪化を

招き、後段の汚泥処理全体の効率性の低下を引き起こすケースもあり、これに対する対策

が必要となっている。また、焼却炉に関しては、適正な環境対策を維持しつつ安定した汚

泥処理を継続するための機能を有し、かつ実績のある方式の選択が必要である。併せて

汚泥処理過程で発生する返流水は、通常の下水の水質に比べ高濃度であり、併設する水

処理施設への影響に配慮する必要がある。 

そのため、新たに建設する本施設については、以上に掲げた課題を踏まえ、以下に示

すとおり処理方式の検討を進めた。 

 

（ア） 濃縮 

濃縮は、受け入れた汚泥の最初の処理工程であるため、汚泥性状の変動や量的変

動に対しても安定的かつ効率的な処理が可能であることを第一条件に考え、「遠心濃縮

機」を導入する計画である。 

 

（イ） 脱水 

脱水は、現在、山崎下水処理場と柴田下水処理場で採用しているベルトプレス脱水

機を含め検討を進めてきたが、ベルトプレス脱水機は、機器が多台数となり維持管理機

器点数が多くなること、システム上の特性から洗浄水を多量に使用すること、臭気の捕

臭性が悪いことなどを考慮した上で、安定処理、少使用水量、省エネルギーといった観

点からの優位性が認められる「スクリュープレス脱水機」を導入する計画である。 

 

（ウ） 焼却 

焼却は、これまでどおり、焼却灰の有効利用の推進及び悪臭対策やNOx対策などに

優位性があり、かつ燃焼効率に優れたものとして、現在、山崎下水処理場と柴田下水処

理場でも採用している「流動焼却炉」を導入する計画である。 

 

（エ） 返流水処理 

返流水処理は、汚泥処理工程から発生する高濃度な返流水を、返送先の宝神下水

処理場の水処理に悪影響を及ぼさないレベルまで本施設内で処理をするものであり、

処理方式の検討に際しては、運転管理が容易で、省スペース、省エネルギーであり経

済性でも有利な「凝集沈殿法」を採用する計画である。 

なお、本施設の第1期施設供用時においては、返流水を宝神下水処理場へ返送した

場合でも、放流水の濃度、負荷量ともに現況を下回ると推定している。また、本施設全

体供用時においても、高度処理施設の導入により、同様の結果が得られると推定してい

る。（図 3-2-8 参照） 

 

上記に示したとおり、処理方式の検討を進め、今後の事業化に向けた詳細検討をしてい

く予定であるが、本施設で対象としている汚泥処理、返流水処理の方式は、技術革新が著

しいため、今後の新技術などの動向を考慮して、より効率的で省エネルギー型の技術が発

生した場合には、柔軟に対応を検討し、処理方式等を選定することとする。 
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＜現状＞

　　　　工水・汚泥

＜第1期：宝神処理場に空見の第１期分の返流水が返送された場合＞

　　　　工水・汚泥

　　　　工水・汚泥

※水量は日平均値を示し、返流水量については高濃度返流水と低濃度返流水の合計値を示している。
※処理能力は日最大で表示している。

＜全体：宝神処理場に高度処理導入、空見の全体計画の返流水が返送された場合＞

(排ガス洗浄水を含む)

宝神下水処理場
標準活性汚泥法

処理能力150,000m3/日

放流水

72,100m3/日

宝神下水処理場
標準活性汚泥法

処理能力150,000m3/日

放流水

69,700m3/日

返流水

31,300m3/日

流入下水

83,700m3/日

流入下水

83,700m3/日

返流水

11,300m3/日

空見へ送水し、再利用

2,700m3/日空見スラッジリサイクルセンター
第1期

(排ガス洗浄水は循環利用)

宝神汚泥処理場

宝神下水処理場
増設・高度処理導入

処理能力225,000m3/日

放流水

145,100m3/日

流入下水

127,000m3/日

返流水

41,500m3/日

空見へ送水し、再利用

13,400m3/日空見スラッジリサイクルセンター
全体計画完成

(排ガス洗浄水は循環利用)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

BOD 113 9.46 397 12.43 190 21.88 7.0 0.50
COD 86 7.20 347 10.86 157 18.06 14.0 1.01
SS 109 9.12 1080 33.80 373 42.93 8.0 0.58
T-N 22.0 1.84 71.2 2.23 35 4.07 16.3 1.18
T-P 4.0 0.33 22.5 0.70 9 1.04 1.1 0.08

返流水(B)流入下水(A)
項目

放流水混合水(A+B)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

BOD 113 9.46 352 3.98 141 13.44 5.2 0.36
COD 86 7.20 91 1.03 87 8.23 7.7 0.54
SS 109 9.12 91 1.03 107 10.15 2.2 0.15
T-N 22.0 1.84 51.0 0.58 25.4 2.42 11.7 0.82
T-P 4.0 0.33 4.2 0.05 4.0 0.38 0.5 0.03

項目
流入下水(A) 返流水(B) 混合水(A+B) 放流水

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

濃度
(mg/l)

負荷量
（t/日)

BOD 113 14.35 352 14.61 172 28.96 3.4 0.49
COD 86 10.92 91 3.78 87 14.70 6.3 0.91
SS 109 13.84 91 3.78 105 17.62 1.0 0.15
T-N 22.0 2.79 51.0 2.12 29.1 4.91 7.4 1.07
T-P 4.0 0.51 4.2 0.17 4.0 0.68 0.4 0.06

項目
流入下水(A) 返流水(B) 混合水(A+B) 放流水

 

図 3-2-8 返流水返送による宝神下水処理場放流水の濃度と負荷量 
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（４） 工事実施計画の概要 

第１期施設の工事は、現土地所有者による現有地上構造物の解体撤去後に着工するも

のとし、平成 20 年度から工事を開始し、平成 26 年度の供用開始を目指す。第２期施設以

降の工事は、発生汚泥量の増加にあわせ、概ね 20 年程度を目途に、敷地の東側から西側

へ段階的に工事を行う計画である。 

第1期施設の工事範囲は、図3-2-9に示すとおりであり、土木・建築工事は、本施設全体

の 1/2 規模の施設を対象とし、設備工事は、本施設全体の 1/4 規模の施設を対象とする。 

なお、第１期施設工事は、敷地全体の造成及び管理棟などの共通施設の建設を含むこ

とから本事業においては最も工事規模が大きい。 

第2期施設以降の工事は、本施設全体能力の1/4規模を超えない範囲で段階施工を行

う。 

 

約240m

約650m 

約710m 

Ｎ 

第1期工事対象施設

※造成工事は敷地全体に対して行う 

※第1焼却炉棟基礎工事は全体に対して行う 

※機械電気設備は全体の1/4規模を整備する 

第1期盛土範囲

煙突
熱利用棟

第1汚泥棟

S=1/5000 

受泥棟 管理棟

返流水 

処理施設 

受電･ 

ポンプ棟 

第1焼却

炉棟 

図 3-2-9 第 1 期工事範囲 

 

 

ア 土木・建築工事 

土木工事は、本施設建設にあたって支障となる現存施設の基礎杭、地中ベースコンクリ

ートなどの既設地下構造物の撤去を行い、その後、基礎杭を打設し、各施設の地下構造

物の建設、建築工事、造成及び場内整備の順に行う。造成にあたっては、浸水を考慮して

現況地盤から約 1m盛土する計画である。 

既設地下構造物の撤去、各施設の地下構造物の建設にあたっては、掘削部の深度に

対応して止水性のある土留め壁等を用い締め切った状態で行う、あるいは、止水性の高い

ソイルセメント地下連続壁を不透水層まで貫入させ側面を止水した状態で掘削を行う等の

地下水のしみ出しを抑える締切工法を採用する。 

また、コンクリート打設に伴うアルカリ性排水についても、上述の締切工法により敷地外

への流出を抑える。 

建築工事は各施設の地下構造物の建設終了後に汚泥棟、管理棟などの建設を行う。 
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イ 設備工事 

設備工事は、土木・建築工事終了後に汚泥焼却設備、受電設備などの機械設備、及び

電気設備の据え付け等を行う。 

 

ウ 工事期間 

第 1 期施設の工事予定期間は、平成 20 年度から平成 25 年度である。 

第 1 既施設の工事工程は、表 3-2-5 に示すとおりである。 

 

表 3-2-5 第 1 期施設の工事工程表 

区分 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

土木・建築工事

設備工事
1部供用
開始

　　　　：現地工事  

 

エ 工事関連車両の走行ルート 

工事関連車両の走行ルートは図 3-2-10 に示すとおりである。 

走行ルートは、工事関連車両の分散化、事業予定地入退場の混雑緩和のため、2 ルー

トとした。 
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図 3-2-10 工事関連車両の走行ルート
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第４章 対象事業の実施予定地及びその周辺地域の概況 

対象事業の実施予定地は、名古屋市の南西部にあたり、港区の南部に位置している。 

対象事業の実施予定地及びその周辺地域の概況を整理する調査対象区域としては、図 4-1-1(1)

に示すとおり、事業の実施予定地及びその周辺地域のうち、事業の実施により 1 以上の環境の構成

要素に係る環境に影響を受けるおそれがある範囲として、本施設の煙突から排出されるばい煙の最

大着地濃度が出現すると推測される範囲をもとに、当該地区の地域社会の単位（学区、町丁目界

等）、道路、鉄道を考慮して設定した「野跡学区」及び「稲永学区」の一部と、本施設の建設及び稼

動による鳥類への影響を考えたラムサール条約登録湿地を合わせた範囲とした。 

調査対象区域の陸域部は、明治34年（1901年）～昭和56年（1981年）に埋立造成された平坦な

土地で、大部分が名古屋港に面している。用途地域指定は、一部が住居地域であるが、工場跡地

である事業予定地も含めその大部分が工業地域である。また、名古屋港港湾計画（平成 12年 4月）

における内港地区（稲永ふ頭）、金城地区（金城ふ頭）に該当し、その多くは工業用地、港湾関連用

地として位置付けられており、事業予定地は工業用地である。 

調査対象区域には、名古屋臨海高速鉄道「あおなみ線（西名古屋港線）」が高架橋で整備されて

おり、平成 16 年 10 月に開業している。また、同線の「野跡駅」及び「金城ふ頭駅」の周辺は、「名古

屋臨海高速鉄道駅周辺地域」として都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域に指定さ

れている。 

また、調査対象区域の水域部は、庄内川河口部及び名古屋港の一部であり、その範囲は、ラムサ

ール条約（特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約）の「国際的に重要な湿地に

係る登録簿」に登録された特別保護地区（ラムサール条約登録湿地）となっている。 

図 4-1-1(2)に調査対象区域及びその周辺の概況を示す。 
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１ 自然的状況 
１-１ 地形・地質等の状況 

（１） 地 形 
名古屋市域の地形は、図 4-1-2（1）に示すと

おりである。 

西から東にかけて沖積平野、台地、丘陵の 3

種類の地形に分けられる。 

沖積平野は、海側の三角州帯と内陸側の氾

濫原に分けられ、台地には熱田台地と鳥居松段

丘が発達している。また、東部丘陵は全体として

南西に向かって低くなり、かなり浸食が進み樹枝

状の谷が細く発達している。 

調査対象区域のほとんどは、1900年以降に干

拓、盛土造成された土地である。（図 4-1-2(2)） 

名古屋港の埋立の状況は、図 4-1-2(3)に示

すとおりである。 

図 4-1-2（1） 名古屋市域の地形   

出典：「最新名古屋地盤図」（昭和 63 年 社団法人土質工学会中部支部編著） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1-2（2） 濃尾平野の干拓分布と年代 

出典：「愛知県土地分類基本調査 桑名・名古屋南部」（1985 年 国土調査） 

事業予定地

事業予定地
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出典：「名古屋港のあらまし 2005」（名古屋港管理組合）から作成 

図 4-1-2（3） 名古屋港の埋立の状況 

       

 

事業予定地 

- 97 -



（２） 地 質 

名古屋市の地質は、図 4-1-3(1)に示

すとおりであり、沖積層と、洪積層である

鳥居松礫層、大曽根層、熱田層、八事

層・唐山層、第三紀層である矢田川累

層より成っている。 

このうち事業予定地は、沖積層に位

置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  図 4-1-3(1) 名古屋市域の地質 

出典：「最新名古屋地盤図」（昭和 63 年 社団法人土質工学会中部支部編著） 

 

（３） 地盤沈下 
濃尾平野における広域的な地盤沈下の主要因は、地下水の過剰揚水による粘土層の地

盤収縮に起因すると考えられる。 

愛知県公害防止条例及び名古屋市公害防止条例に基づく揚水規制が開始された昭和

49 年度以降、地下水位は急速に回復をみせはじめ、それに伴い各地の地盤沈下も鈍化傾

向を示している。 

事業予定地周辺における平成 12 年度から平成 16 年度の地盤沈下量及び累積沈下量

は表 4-1-1 に示すとおりである。 

これらによると、事業予定地北側の調査地点「N55」の累積沈下量は、-33.59cm であり、

南側の調査地点「N280」の累積沈下量は、-4.83cm である。 

 

表 4-1-1 事業予定地周辺における地盤沈下量 

 

 

事業予定地

単位：㎝

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年

  N55 　港区汐止町（１2号地）地内  昭和36年2月 △0.17   -0.03   △0.27   -0.30   △0.18   -33.59      

  N280 　港区空見町1番地の8先  昭和47年11月 △0.03   -0.15   △0.06   -0.65   △0.07   -4.83      

 注） △は地盤の隆起を示す。
出典：東海三県地盤沈下調査会資料から作成

観測開始からの
累積沈下量

水準点
番　号

調  査  地  点
観測開始
年　　月

年　　　　　　度
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１-２ 大気環境の状況 

（１） 気 象 
ア 気象概況 

名古屋地方気象台における主要な気象要素の平年値は表 4-1-2 に、平成 16 年におけ

る月別気象概況は表 4-1-3 に示すとおりである。名古屋地方気象台の位置は図 4-1-4 に

示すとおりであり、事業予定地の北東方向約 15.5km に位置する。 

平年値の全年最多風向は、NNW（北北西）で、夏季（6月～8月）にSSE（南南東）の風の

頻度多く、それ以外は、NNW（北北西）、NW（北西）の風であり、平均風速は 2.9m/s であ

る。 

平成16年の年間最多風向・年間平均風速は、NNW（北北西）、3.1m/sであり、ほぼ平年

並みである。 

 

表 4-1-2 主要な気象要素の平年値（名古屋地方気象台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-1-3 月別気象概況（平成 16 年） （名古屋地方気象台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全　年

平均気温 ℃ 4.3 4.7 8.2 14.1 18.5 22.3 26.0 27.3 23.4 17.6 11.9 6.7 15.4 

最高気温 ℃ 8.8 9.5 13.4 19.5 23.7 26.7 30.5 32.2 28.0 22.4 16.7 11.4 20.2 

最低気温 ℃ 0.5 0.6 3.7 9.2 14.0 18.7 22.6 23.8 20.0 13.5 7.6 2.6 11.4 

平均風速 m/s 3.0 3.3 3.5 3.2 3.0 2.7 2.6 2.7 2.6 2.6 2.6 2.7 2.9 

最多風向 16方位 NNW NW NW NNW NNW SSE SSE SSE NNW NNW NNW NNW NNW

日照時間 時間 169.8 165.7 189.3 188.4 199.6 145.2 162.9 195.4 141.9 165.6 159.7 169.7 2,053.4 

降 水 量 mm 43.2 64.1 115.2 143.3 155.7 201.5 218.0 140.4 249.8 116.9 79.5 36.8 1,564.6 

積雪の深さ最大 cm 3    5    0    - - - - - - - - 1    7    

 注）平年値は1971年から2000年までの平均値とした。
出典：「愛知県の気象概況（2004年）」（平成16年1月～12月　名古屋地方気象台）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年  間

 平均 （℃） 4.3 6.2 9.1 15.6 20.0 24.0 28.6 27.5 25.0 18.3 14.1 8.6 16.8  

 最高平均 （℃） 8.8 11.2 14.3 21.5 24.4 28.3 33.4 31.9 29.4 22.6 18.7 13.2 21.5  

 最低平均 （℃） 0.3 1.8 4.2 10.0 16.1 20.4 24.8 24.1 21.9 14.7 10.3 4.7 12.8  

63    63    59    55    73    71    66    70    75    71    68    65    67    

18    41    71    89    227    187    64    114    451    489    95    103    1,949    

NNW NNW NNW NNW SSE SSE SSE SSE SSE NNW NNW NNW NNW

3.3 3.2 3.3 3.5 3.1 2.9 3.2 3.2 2.9 2.9 2.6 3.0 3.1  

出典： 「愛知県の気象・地震概況（2004年）」（平成16年1月～12月　名古屋地方気象台）

最多風向（16方位）

平均風速 （m/s）

気
温

平均湿度 （％）

降水量 （㎜）
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図 4-1-4 名古屋地方気象台の位置 

名古屋市

港　区

千種区

名古屋地方気象台
千種区日和町2-18

：調査対象区域

事業予定地
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調査対象区域周辺の大気汚染常時監視測定局は、南陽支所、惟信高校、港陽の 3 箇

所があり、事業予定地のそれぞれ北西約 6.5km、北約 4.5km 及び北東約 5.5km の地点に

位置する。（図 4-1-6 参照） 

平成 16 年の南陽支所の年間平均風速は 2.4 m/s、最多風向は NW（25.2％）であり、惟

信高校の年間平均風速は 2.8m/s、最多風向はNW（25.3％）であり、港陽の年間平均風速

は2.8m/s、最多風向は同じくNW(31.1％)である。風速が0.4m/s以下であるCALM（静穏）

の状態は、それぞれ 1.9％、1.9％、2.9％である。 

これらの風向・風速の状況は表 4-1-4(1)～(2)及び図 4-1-5 に示すとおりである。 

なお、各測定局の毎月の最小風速は CALM（静穏）であった。 

 

表 4-1-4(1) 調査対象区域周辺の風向の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-1-4(2) 調査対象区域周辺の風速の状況 

 

 

単位：％

                測定局
 風 向

南陽支所  惟信高校 港　陽

N 11.1      10.0      2.1      

NNE 4.2      3.1      0.7      

NE 1.3      1.2      0.3      

ENE 0.8      0.8      0.4      

E 0.9      0.9      1.1      

ESE 3.4      2.7      7.4      

SE 5.5      6.9      9.0      

SSE 5.1      5.4      7.3      

S 4.0      3.4      3.0      

SSW 4.7      4.1      1.8      

SW 3.7      4.3      2.1      

WSW 2.7      2.8      2.7      

W 4.2      4.3      4.1      

ＷＮＷ 9.4      6.8      14.1      

NW 25.2      25.3      31.1      

NNW 11.7      16.1      10.1      

CALM(静穏） 1.9      1.9      2.9      

出典： 大気汚染常時監視測定局測定結果より集計
　　　　　　　（平成16年　名古屋市環境局）

南陽支所 単位 ： m/s

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間

平均風速 2.4 2.5 2.4 2.7 2.4 2.4 2.5 2.7 2.3 2.1 1.9 2.1 2.4 

最高風速 10.6 9.9 9.1 9.8 7.1 13.4 7.4 13.0 11.4 13.6 5.9 11.4 13.6 

惟信高校 単位 ： m/s

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間

平均風速 2.7 2.9 2.9 3.2 2.7 2.7 3.0 3.1 2.7 2.6 2.3 2.6 2.8 

最高風速 9.5 13.4 10.0 11.2 8.4 14.8 9.5 13.6 12.2 13.5 6.8 10.3 14.8 

港陽 単位 ： m/s

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間

平均風速 3.1 3.0 3.0 3.1 2.6 2.4 2.8 2.7 2.5 2.7 2.5 2.8 2.8 

最高風速 10.2 10.8 10.6 12.7 8.7 11.7 8.5 12.2 11.2 11.1 10.4 10.6 12.7 

出典： 大気汚染常時監視測定局測定結果より集計（平成16年　名古屋市環境局）
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図 4-1-5 調査対象区域周辺の風向の状況（年間） 

 

 

（２） 大気質 
ア 大気汚染常時監視測定局の設置状況 

調査対象区域周辺の大気汚染常時監視測定局の測定項目等は表 4-1-5 に示すとおり

であり、その位置は図 4-1-6 に示すとおりである。 

 

表 4-1-5 大気汚染常時監視測定局及び測定項目一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

港　　陽

N

S

W E

SW SE

NENW

SSW SSE

WSW ESE

ENE

NNENNW

WNW

10%

20%

30%

Calm
2.9%

惟信高校

N

S

W E

SW SE

NENW

SSW SSE

WSW ESE

ENE

NNENNW

WNW

10%

20%

30%

Calm
1.9%

南陽支所

N

S

W E

SW SE

NENW

SSW SSE

WSW ESE

ENE

NNENNW

WNW

10%

20%

30%

Calm
1.9%

期間：2004年1月1日～2004年12月31日

0.5 ～ 0.9
1.0 ～ 1.9
2.0 ～ 2.9
3.0 ～ 3.9
4.0 ～ 5.9
6.0 ～ 7.9
8.0 ～ 以上

風速階級
（m/s）

凡　例

風向
風速

SO2 NO2 SPM

 南陽支所  港区春田野3丁目1801 ○ 〇 〇 〇 約 6.5 km

 惟信高校  港区惟信町2-262 ○ - 〇 〇 約 4.5 km

②  港　陽  港区港陽1丁目1-65 近隣商業 ○ 〇 〇 〇 約 5.5 km

注）　①：一般環境大気測定局　②：自動車排出ガス測定局
出典： 「平成16年度　大気汚染常時監視結果」（平成17年　名古屋市環境局）
出典： 「平成15年度　大気環境調査報告書」（平成17年　名古屋市環境局）

① 1種住居

区分 測 定 局 所　在　地　 用途地域 管 理 者
事業予定地
からの距離

名古屋市

測　　定　　項　　目
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イ 大気汚染の現況 

（ア） 二酸化硫黄 

各測定局における二酸化硫黄の測定結果（平成 15 年度）は表 4-1-6 に、年平均値

の経年変化（平成 11～15 年度）は表 4-1-7、図 4-1-7 に示すとおりである。 

これらによると平成 15 年度における一般環境大気測定局（南陽支所）の年平均値は、

0.004ppmであり、自動車排出ガス測定局（港陽）の年平均値も 0.004ppmである。2％除

外値はそれぞれ 0.011ppm、0.012ppm であり、各測定局において環境基準（1時間値の

1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること）を達成し

ている。また、環境目標値（1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間

値が 0.1ppm 以下であること）についても達成している。 

年平均値の経年変化は、0.004～0.007ppm の範囲で、ほぼ横ばい状態である。 

なお、二酸化硫黄の調査は、平成 16 年度以降は実施していない。 

 

表 4-1-6 二酸化硫黄の測定結果（平成 15 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-1-7 二酸化硫黄の年平均値（経年変化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1-7 二酸化硫黄の年平均値（経年変化） 

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年

（年度）

年
平
均
値
（
pp
m
）

 南陽支所  惟信高校  港　陽

環　境　基　準 環境目標値

達成状況
適〇否×

達成状況
適〇否×

①  南陽支所 0.004 0.011 〇 〇

②  港　陽 0.004 0.012 〇 〇

注） ①：一般環境大気測定局　②：自動車排出ガス測定局
出典： 「平成16年版　名古屋市環境白書（資料編）」（平成16年　名古屋市）

年平均値
（ppm）

日平均値の
2％除外値
（ppm）

測　定　局

単位：ppm

平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年

 南陽支所 0.004 0.005 0.005 0.004 0.004

 惟信高校 0.006 0.007 0.007 0.007

②  港　陽 0.005 0.006 0.006 0.005 0.004

注） ①：一般環境大気測定局　②：自動車排出ガス測定局
出典：  「平成16年版　名古屋市環境白書（資料編）」（平成16年　名古屋市）

測　定　局

①

年　　　　　度

-
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0.00
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平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年

（年度）

年
平
均
値
（
pp
m
）

 南陽支所  惟信高校  港　陽

（イ） 二酸化窒素 

各測定局における二酸化窒素の測定結果（平成 16 年度）は表 4-1-8 に、年平均値

の経年変化（平成 12～16 年度）は表 4-1-9、図 4-1-8 に示すとおりである。 

これらによると平成 16 年度における一般環境大気測定局（南陽支所、惟信高校）の

年平均値は、それぞれ 0.023ppm、0.021ppm であり、自動車排出ガス測定局（港陽）の

年平均値は0.035ppmである。98％値は0.040～0.060ppmであり、各測定局において環

境基準（1時間値の 1日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下

であること）を達成している。なお、環境目標値（1時間値の 1日平均値が 0.04ppm以下

であること）については、惟信高校のみ達成している。年平均値の経年変化は、南陽支

所及び惟信高校が同程度であり、各測定局ともに横ばい状態である。 

  

表 4-1-8 二酸化窒素の測定結果（平成 16 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-1-9 二酸化窒素の年平均値（経年変化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1-8 二酸化窒素の年平均値（経年変化） 

環　境　基　準 環境目標値

達成状況
適〇否×

達成状況
適〇否×

 南陽支所 0.023 0.043 〇 ×

 惟信高校 0.021 0.040 〇 〇

②  港　陽 0.035 0.060 〇 ×

注） ①：一般環境大気測定局　②：自動車排出ガス測定局

出典： 「平成16年度　大気汚染常時監視結果」（平成17年　名古屋市環境局）

日平均値の
98％値
（ppm）

測　定　局

①

年平均値
（ppm）

単位：ppm

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年

 南陽支所 0.026 0.026 0.025 0.024 0.023

 惟信高校 0.025 0.024 0.024 0.025 0.021

②  港　陽 0.035 0.036 0.034 0.035 0.035

注1） ①：一般環境大気測定局　②：自動車排出ガス測定局
出典： 「平成16年度　大気汚染常時監視結果」（平成17年　名古屋市環境局）
出典： 「平成16年版　名古屋市環境白書（資料編）」（平成16年　名古屋市）

①

年　　　　　度
測　定　局
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（ウ） 浮遊粒子状物質 

各測定局における浮遊粒子状物質の測定結果（平成 16年度）は表 4-1-10 に、年平

均値の経年変化（平成 12～16 年度）は表 4-1-11、図 4-1-9 に示すとおりである。 

これらによると平成 16 年度における一般環境大気測定局（南陽支所、惟信高校）の

年平均値は、それぞれ 0.034mg/ｍ3、0.032mg/ｍ3 であり、自動車排出ガス測定局（港

陽）の年平均値は 0.036mg/ｍ3である。2％除外値は 0.071～0.073mg/ｍ3であり、各測

定局において環境基準（1時間値の1日平均値が0.10mg/ｍ3以下であり、かつ、1時間

値が 0.20mg/ｍ3以下であること）を達成している。また、環境目標値（1時間値の 1日平

均値が 0.10mg/ｍ3以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/ｍ3以下であること）について

も達成している。年平均値の経年変化は、各測定局ともに若干の減少傾向が見られる。 

 

表 4-1-10 浮遊粒子状物質の測定結果（平成 16 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-1-11 浮遊粒子状物質の年平均値（経年変化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1-9 浮遊粒子状物質の年平均値（経年変化） 

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年

（年度）

年
平
均
値
（
m
g/
m
3
）

 南陽支所  惟信高校  港　陽

環　境　基　準 環境目標値

達成状況
適〇否×

達成状況
適〇否×

 南陽支所 0.034 0.071 〇 〇

 惟信高校 0.032 0.072 〇 〇

②  港　陽 0.036 0.073 〇 〇

注） ①：一般環境大気測定局　②：自動車排出ガス測定局

出典： 「平成16年度　大気汚染常時監視結果」（平成17年　名古屋市環境局）

日平均値の
2％除外値

（mg/m3）

年平均値

（mg/m3）
測　定　局

①

単位：mg/m3

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年

 南陽支所 0.036 0.035 0.031 0.029 0.034

 惟信高校 0.045 0.041 0.037 0.036 0.032

②  港　陽 0.038 0.035 0.033 0.034 0.036

注1） ①：一般環境大気測定局　②：自動車排出ガス測定局
出典： 「平成16年度　大気汚染常時監視結果」（平成17年　名古屋市環境局）
出典： 「平成16年版　名古屋市環境白書（資料編）」（平成16年　名古屋市）

①

測　定　局
年　　　　　度
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（エ） ダイオキシン類 

平成12年度から平成16年度の港陽測定局におけるダイオキシン類の測定結果は表

4-1-12 に示すとおりである。 

これによると、平成16年度年平均値は0.094pg-TEQ/ｍ3であり、環境基準（年平均値

として 0.6pg-TEQ/ｍ3以下）を達成している。 

  

表 4-1-12 ダイオキシン類測定調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定局：港陽 単位：pg-TEQ/ｍ３

調査結果（年平均値）

0.29

0.17

0.15

0.11

0.094

注)

出典：

12

13

「平成16年度ダイオキシン類環境調査結果について」
（平成17年5月　名古屋市環境局）

TEQは、ダイオキシン類のそれぞれの異性体の毒性を
2,3,7,8-TCDDに換算して合計したもので、毒性換算に
はWHO（1998）を用いた。

 「平成16年版　名古屋市環境白書（資料編）」
（平成16年　名古屋市）

14

15

16

年  度
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（３） 騒 音 
ア 環境騒音 

調査対象区域の環境騒音の状況は表 4-1-13 に示すとおりである。調査地点は図

4-1-10 に示すとおりで、事業予定地の北約 1.5km、用途地域指定は、「第 1 種住居地域」

である。 

環境騒音は、昼間が 58dB、夜間が 53dB であり、ともに環境基準を上回っている状況で

ある。 

また、市内の平均値と比較すると、環境騒音は昼間が 4dB、夜間が 8dB 上回っている。 

 

表 4-1-13 調査対象区域の環境騒音の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 道路交通騒音 

調査対象区域周辺の交通騒音の状況は表 4-1-14 に示すとおりである。調査地点は事

業予定地の北約1.8km、用途地域指定は「準住居地域」で、車線数は6車線、道路幅は30

ｍである。（図 4-1-10 参照） 

交通騒音は、昼間71dB、夜間64dBであり、昼間は環境基準を1dB上回っている状況で

ある。 

 

表 4-1-14 調査対象区域周辺の交通騒音の状況 

 

 

単位：dB

測定値
環  境
基  準

測定値
環  境
基  準

第1種住居 58 55 53 45

54 － 45 －

注）1.

注）2.
注）3.

出典： 「名古屋市の騒音　環境騒音編（平成16年度）」 （平成17年　名古屋市環境局）

昼　間

全市  平成16年度平均

全市　第1種住居の環境基準達成率 72 ％

各時間の区分は次のとおりである。

71 ％

測定値は、等価騒音レベル（LAeq）である。

調査期間：平成16年8月～平成17年3月

港区野跡4丁目

調   査   地  点 用途地域

夜　間

昼間：午前6時～午後10時　夜間：午後10時～午前6時

単位：dB 単位：台/10分間

 大型車*2

 混入率
2

港区野跡5丁目 準住居 71 64 70 65 117 78 40 ％

注）1.
注）2. 測定は、昼間（午前6時～午後10時）及び夜間（午後10時～午前6時）で行った。

交通量については、昼間（午前6時～午後10時）10分間に行った。
注）3. 調査期間：平成16年2月3日～2月4日

出典： 「名古屋市の騒音　自動車騒音・振動編（平成15年度）」（平成17年　名古屋市環境局）

*1： 大型車と小型車の分類は、ナンバープレートの番号を目安に行った。
小型車：
大型車：

*2： 大型車混入率は小型車と大型車の合計交通量（台）に対する大型車交通量（台）の割合を示す。

測　定　値

用途地域測 定 場 所路 線 名
夜  間

交　通　量環 境 基 準

測定値は、等価騒音レベル（LAeq）である。

市道金城埠頭線

昼  間

1、2、8、9　　なお、8は実態にあわせて分類した。
3、4、5、7、8、二輪車

小型車*1 大型車*1昼  間 夜  間
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（４） 振 動 
ア 道路交通振動 

調査対象区域周辺の交通振動の状況は表 4-1-15 に示すとおりである。調査地点は交

通騒音と同地点である。（図 4-1-10 参照） 

交通振動は、55dB であった。 

 

表 4-1-15 調査対象区域周辺の交通振動の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：dB 単位：台/10分間

 大型車*2

 混入率
2

港区野跡5丁目 準住居 55 117 78 40 ％

注）1.
注）2. 測定は、昼間（午前6時～午後10時）10分間に行った。
注）3. 調査期間：平成16年2月3日～2月4日

出典： 「名古屋市の騒音　自動車騒音・振動編（平成15年度）」（平成17年　名古屋市環境局）

*1： 大型車と小型車の分類は、ナンバープレートの番号を目安に行った。
小型車：
大型車：

*2： 大型車混入率は小型車と大型車の合計交通量（台）に対する大型車交通量（台）の割合を示す。

*3： 80％レンジ上端値（L10）

市道金城埠頭線

測定値は、振動レベルの80％レンジ上端値（L10）*3である。

路 線 名

振動レベルがあるレベル以上である時間が実測時間の10％を占める場合、そのレベルを10％時間率
振動レベルL10（80％レンジ上端値）という。

交　通　量

1、2、8、9　　なお、8は実態にあわせて分類した。
3、4、5、7、8、二輪車

測 定 場 所 用途地域 測定値
小型車*1 大型車*1
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（５） 悪 臭 
調査対象区域を含む港区における平成 15 年度の悪臭関係工場等の届出数は表

4-1-16 に示すとおりである。 

港区には、飼料・肥料製造業が 7箇所、石油化学工業が 1箇所、ごみ処理場が 2箇所、

終末処理場が 1箇所の合計 11 箇所で設置されている。 

平成 15年度の名古屋市における悪臭に関する公害苦情処理件数は607件であり、その

うち港区は 89 件である。 

 

表 4-1-16 県民の生活環境の保全等に関する条例による悪臭関係工場等届出数 

 

 

 

 

 

 

  

平成16年3月末現在

港　　　区 11 7 1 2 1

出典： 「平成16年版　名古屋市環境白書（資料編）」（平成16年　名古屋市）

終　末
処理場

　　　　　　　業 種

　区

飼料・肥料
製造業

石油化学
工　業

ご　み
処理場

総　　数
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１-３ 水環境の状況 

（１） 水 象 
調査対象区域周辺の公共用水域の分布状況は表 4-1-17(1)及び図 4-1-11 に、名古屋

港の潮位は表 4-1-17(2)に示すとおりである。 

調査対象区域の西側に新川、庄内川等が、東側に荒子川、中川運河、堀川等が名古屋

港に流入している。 

事業予定地西側の水域類型指定は、「庄内川下流D類型」であり、東側の水域類型指定

は「名古屋港（甲）海域 C」及び「伊勢湾（イ）海域Ⅳ」である。 

 

表 4-1-17(1) 調査対象区域周辺の河川等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-1-17(2) 名古屋港の潮位 

 

 

 

 

 

 

 

（平成13年3月31日現在）

左  岸 右  岸

庄 内 川 37,430  20,260  1,010.0  

新    川 17,700  14,500  258.9  

堀    川 16,200  16,200  51.9  

日 光 川 日 光 川 6,360  0  294.7  

山 崎 川 山 崎 川 12,446  12,446  26.0  

荒 子 川 - 普通河川

中川運河 - 運    河

注） 流路延長は市内流路延長を示す。
出典： 「名古屋市河川図」（平成13年　名古屋市緑政土木局）

庄 内 川

－

市内流路延長
（ｍ）

水 系 名 河川・運河 備　　　考

6,900

8,200

一級河川

二級河川

流域面積
（㎞2）

平成17年 単位：ｍ

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間

最高 2.45 2.48 2.48 2.49 2.52 2.56 2.66 2.73 2.73 2.66 2.53 2.44 2.73 

最低 1.52 1.50 1.55 1.56 1.65 1.78 1.86 1.84 1.76 1.66 1.59 1.56 1.50 

最高 1.38 1.51 1.48 1.55 1.48 1.34 1.63 1.78 1.72 1.69 1.52 1.25 1.78 

最低 -0.27 -0.22 -0.03 0.09 0.04 0.03 0.03 0.10 0.27 0.20 0.07 -0.08 -0.27 

注) 各潮位は名古屋港基準面（N.P）に対する潮位である。

出典：「名古屋港管理組合　平成17年　名古屋港予定潮位」より編集

満　潮

干　潮
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図4-1-11 事業予定地周辺の公共用水域

出典：「平成16年度 公共用水域及び地下水の水質常時監視結果」（平成17年 名古屋市環境局）から作成

：調査対象区域

飛島ふ頭

東海元浜ふ頭

：名古屋港（甲）海域Ｃ、伊勢湾（イ）海域Ⅳ

：庄内川下流Ｄ類型

中
川
運
河

新宝ふ頭

潮見ふ頭

天白川

大江川

金城ふ頭

事業予定地
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（２） 水 質 
平成16年度の庄内川（庄内新川橋）の水質は表4-1-18に、調査地点は図4-1-12に示

すとおりであり、環境基準の値及び環境目標値を下回っている。 

 

表 4-1-18 調査対象区域周辺の公共用水域（庄内川）の水質調査結果（平成 16 年度） 

庄内川

庄内新川橋

 ｐH - 7.1 6.0～8.5 6.5～8.5

 DO mg/l 6.8 2mg/l以上 5mg/l以上

 BOD mg/l 2.2 8mg/l以下 5mg/l以下

 COD mg/l 7.4 － －

 SS mg/l 10 100mg/l以下 15mg/l以下

 カドミウム mg/l 0.002 0.01mg/l以下 同　左

 全シアン mg/l ND 検出されないこと 同　左

 鉛 mg/l ND 0.01mg/l以下 同　左

 六価クロム mg/l ND 0.05mg/l以下 同　左

 砒素 mg/l ND 0.01mg/l以下 同　左

 総水銀 mg/l ND 0.0005mg/l以下 同　左

 アルキル水銀 mg/l － 検出されないこと 同　左

 ＰＣＢ mg/l － 検出されないこと 同　左

 ジクロロメタン mg/l － 0.02mg/l以下 同　左

 四塩化炭素 mg/l － 0.002mg/l以下 同　左

 １，２－ジクロロエタン mg/l － 0.004mg/l以下 同　左

 １，１－ジクロロエチレン mg/l － 0.02mg/l以下 同　左

 シス－１，２－ジクロロエチレン mg/l － 0.04mg/l以下 同　左

 １，１，１－トリクロロエタン mg/l － 1mg/l以下 同　左

 １，１，２－トリクロロエタン mg/l － 0.006mg/l以下 同　左

 トリクロロエチレン mg/l － 0.03mg/l以下 同　左

 テトラクロロエチレン mg/l － 0.01mg/l以下 同　左

 １，３－ジクロロプロペン mg/l － 0.002mg/l以下 同　左

 チウラム mg/l － 0.006mg/l以下 同　左

 シマジン mg/l － 0.003mg/l以下 同　左

 チオベンカルブ mg/l － 0.02mg/l以下 同　左

 ベンゼン mg/l － 0.01mg/l以下 同　左

 セレン mg/l － 0.01mg/l以下 同　左

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/l － 10mg/l以下 同　左

ふっ素 mg/l － 0.8mg/l以下 同　左

ほう素 mg/l － 1mg/l以下 同　左

注1）表中にNDと表示されている数値は定量下限値を示す。

注3）環境目標値については、市環境基本条例に基づく環境目標値が改正（平成17年　名古屋市告示第402号）された。

環境目標値
（☆☆区分）

出典： 「平成16年度　公共用水域及び地下水の水質常時監視結果」（平成17年　名古屋市環境局）

環境基準
（D類型）

注2）BODは75％水質値を示す。その他の項目については平均値を示す。

生
活
環
境
項
目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 調査地点
　測定項目

健
　
　
康
　
　
項
　
　
目
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図 4-1-12 調査対象区域周辺の水質調査地点 

 

 

出典：「平成16年度　公共用水域及び地下水の水質常時監視結果」（平成17年　名古屋市環境局）
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平成 16 年度の名古屋港の水質は表 4-1-19、表 4-1-20 に、調査地点は図 4-1-12、図

4-1-14 に示すとおりである。 

生活環境項目のうち代表的な水質指標である COD については、全地点で環境基準の

値を下回っている。 

また、ダイオキシン類については、環境基準を達成している。 

 

表 4-1-19 調査対象区域周辺の公共用水域（名古屋港）の水質調査結果（平成 16 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-1-20 調査対象区域周辺の公共用水域（名古屋港） 

             のダイオキシン類水質調査結果（平成 16 年度） 

 

 

 

 

 

 

②
潮見ふ頭北

③
金城ふ頭西

④ N-1
<潮見ふ頭西>

⑤ N-10
<庄内川河口>

⑥ N-11
<潮見ふ頭南>

環境目標値の地域区分 ☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆

 ｐH - 8.2 7.9 8.0 7.9 8.2 7.0～8.3 7.8～8.3

 DO mg/l 7.6 6.4 5.9 6.1 7.7 2mg/l以上 5mg/l以上

 BOD mg/l - - - - - － －

 COD mg/l 5.9 2.9 3.6 3.7 4.8 8mg/l以下
名古屋港（東部）：5mg/l以下
名古屋港（西部）：3mg/l以下

 SS mg/l 5 5 - - - －
名古屋港（東部）：10mg/l以下
名古屋港（西部）：　5mg/l以下

 ｎ-ヘキサン抽出物質 mg/l - - ND ND - － －

 全窒素 mg/l 0.72 0.60 1.5 0.99 0.85 1mg/l以下 1mg/l以下

 全　燐 mg/l 0.14 0.14 0.12 0.11 0.14 0.09mg/l以下 0.09mg/l以下

 全亜鉛 mg/l - - ND 0.01 - 0.02mg/l以下 -

 カドミウム mg/l － － ND ND ND 0.01mg/l以下 同　左

 全シアン mg/l － － ND ND ND 検出されないこと 同　左

 鉛 mg/l － － ND ND ND 0.01mg/l以下 同　左

 六価クロム mg/l － － ND ND ND 0.05mg/l以下 同　左

 砒素 mg/l － － ND － ND 0.01mg/l以下 同　左

 総水銀 mg/l － － ND － ND 0.0005mg/l以下 同　左

 アルキル水銀 mg/l － － － － － 検出されないこと 同　左

 ＰＣＢ mg/l － － － － － 検出されないこと 同　左

 ジクロロメタン mg/l － － ND ND ND 0.02mg/l以下 同　左

 四塩化炭素 mg/l － － ND ND ND 0.002mg/l以下 同　左

 １，２－ジクロロエタン mg/l － － ND ND ND 0.004mg/l以下 同　左

 １，１－ジクロロエチレン mg/l － － ND ND ND 0.02mg/l以下 同　左

 シス－１，２－ジクロロエチレン mg/l － － ND ND ND 0.04mg/l以下 同　左

 １，１，１－トリクロロエタン mg/l － － ND ND ND 1mg/l以下 同　左

 １，１，２－トリクロロエタン mg/l － － ND ND ND 0.006mg/l以下 同　左

 トリクロロエチレン mg/l － － ND ND ND 0.03mg/l以下 同　左

 テトラクロロエチレン mg/l － － ND ND ND 0.01mg/l以下 同　左

 １，３－ジクロロプロペン mg/l － － ND ND ND 0.002mg/l以下 同　左

 チウラム mg/l － － ND ND ND 0.006mg/l以下 同　左

 シマジン mg/l － － ND ND ND 0.003mg/l以下 同　左

 チオベンカルブ mg/l － － ND ND ND 0.02mg/l以下 同　左

 ベンゼン mg/l － － ND ND ND 0.01mg/l以下 同　左

 セレン mg/l － － ND ND ND 0.01mg/l以下 同　左

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/l － － - - - 10mg/l以下 同　左

ふっ素 mg/l － － - - - 0.8mg/l以下 同　左

ほう素 mg/l － － - - - 1mg/l以下 同　左

注1）表中にNDと表示されている数値は定量下限値を示す。環境基準のうち生活環境項目は「海域Ｃ」類型（全窒素、全燐を除く）、「海域Ⅳ」類型（全窒素、全燐）に係る環境基準を示す。
注2）CODは、75％値、その他の項目については平均値を示す。

出典： 「平成16年度　公共用水域及び地下水の水質常時監視結果」 （平成17年　名古屋市環境局）

注3）環境目標値については、市環境基本条例に基づく環境目標値が改正（平成17年　名古屋市告示第402号）された。

健
　
　
康
　
　
項
　
　
目

環境目標値

生
活
環
境
項
目

名　　古　　屋　　港
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　調査地点
　測定項目 環境基準

調 査 地 点 水　  質 環 境 基 準

潮見ふ頭北 0.097pg-TEQ/l

金城ふ頭西 0.19pg-TEQ/l

出典： 「平成16年度ダイオキシン類環境調査結果について」
出典：（平成17年　名古屋市環境局）

1pg-TEQ/l以下
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調査対象区域周辺の公共用水域における平成12～16年の過去5年間の水質調査結果

は、表 4-1-21 及び表 4-1-22 に示すとおりである。 

庄内川（庄内新川橋）の水質 BOD75％値は、環境基準の値及び環境目標値を下回って

いる。名古屋港の水質COD75％値についても、全地点で環境基準の値を下回っている。 

 

表 4-1-21 調査対象区域周辺の水質調査結果(BOD75％値) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-1-22 調査対象区域周辺の水質調査結果(COD75％値) 

 

 

 

単位：mg/l

平成
12年

平成
13年

平成
14年

平成
15年

平成
16年

1.9 2.6 2.4 3.0 2.2

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

注）　◎；環境基準の値及び環境目標値を下回る。

出典： 「平成16年度　公共用水域及び地下水の水質常時監視結果」 （平成17年　名古屋市環境局）

環　境
基準

 ① 庄内新川橋 8以下

環　境
目標値

5以下

河 川 名

庄 内 川

調　査　地　点

年　　　　　　　　度

単位：mg/l

平成
12年

平成
13年

平成
14年

平成
15年

平成
16年

5.9 6.4 5.7 5.9 5.9

○ ○ ○ ○ ○

3.4 3.2 3.6 2.9 2.9

○ ○ ○ ◎ ◎

6.2 4.4 4.2 3.2 3.6

○ ◎ ◎ ◎ ◎

4.7 3.5 3.0 2.6 3.7

○ ○ ◎ ◎ ○

5.2 5.0 4.8 4.0 4.8

○ ◎ ◎ ◎ ◎

注）　◎；環境基準の値及び環境目標値を下回る。　○；環境基準の値を下回る。
出典： 「平成16年度　公共用水域及び地下水の水質常時監視結果」 （平成17年　名古屋市環境局）

環　境
目標値

5以下

3以下

8以下

8以下

環　境
基準

年　　　　　　　　度

河 川 名 調　査　地　点

名古屋港

 ② 潮見ふ頭北

8以下

8以下 ④ N-1<潮見ふ頭西>

 ⑤ N-10<庄内川河口> 3以下

 ⑥ N-11<潮見ふ頭南> 8以下

5以下

 ③ 金城ふ頭西

5以下
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（３） 底 質 
調査対象区域周辺における名古屋港水域の底質中の重金属濃度等調査結果は表

4-1-23 及び表 4-1-24 に、調査地点は図 4-1-13 及び図 4-1-14 に示すとおりである。 

底質中のダイオキシン類は、両地点で環境基準の値を下回っている。 

 

表 4-1-23 底質中の重金属濃度等調査結果（平成 14 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-1-24 底質中のダイオキシン類濃度調査結果（平成 16 年） 

 

 

 

 

 

 

  ｐH 8.0 7.9 7.9 7.8 7.9

  銅 （ppm） 85.8 46.9 75.2 87.6 116

  亜　鉛 （ppm） 539 351 472 413 670

  総クロム （ppm） 83.5 50.3 50.7 57.2 102

  カドミウム （ppm） 1.31 0.71 1.03 0.97 2.34

  鉛 （ppm） 67.4 62.0 33.3 55.6 70.2

  砒　素 （ppm） 14.5 10.0 13.3 15.1 15.2

  総水銀 （ppm） 0.37 0.24 0.11 0.19 0.62

  ニッケル （ppm） 35.8 23.1 30.2 23.5 47.9

  鉄 （ppm） 41,100 43,300 26,000 33,200 35,900

  マンガン （ppm） 503 622 226 295 406

  セレン （ppm） 1.01 0.96 0.35 0.74 2.44

  アンチモン （ppm） <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.055

  モリブデン （ppm） 2.07 <0.10 0.14 <0.10 5.35

 注）1. 表中の値は乾燥重量あたりのためppmで表している。
 注）2. 名古屋港水域平均は、8測定地点の平均である。

名古屋港水域
平　均

3 4

 出典： 「平成15年版　名古屋市環境白書（資料編）」（平成15年　名古屋市）

　　　　　 　   調査地点
 測定項目

1 2

調 査 地 点 底  　質 環 境 基 準

潮見ふ頭北 28pg-TEQ/g

金城ふ頭西 16pg-TEQ/g

出典： 「平成16年度ダイオキシン類環境調査結果について」

出典：（平成17年　名古屋市環境局）

150pg-TEQ/g
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図 4-1-13 調査対象区域周辺の底質中の重金属濃度等調査地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1-14 調査対象区域周辺の水質・底質中のダイオキシン類調査地点 
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（４） 地下水 
調査対象区域を含む港区の井戸の調査結果は表 4-1-25(1)に示すとおりである。 

平成14年度の地下水水質常時監視の概況メッシュ調査の結果、港区空見町における事

業予定地内の工業用井戸から、環境基準（0.01mg/ｌ以下）を超える砒素（0.019mg/l）が検

出された。 

その後の追跡調査においても当該井戸で再度、環境基準を超えて砒素が検出

（0.024mg/l）されるとともに、概ね 500ｍの範囲にある周辺井戸 4 ヶ所で 0.024mg/l、

0.026mg/l、0.006mg/l 及び 0.0022mg/l の砒素が検出され、このうち 3 ヶ所で環境基準

（0.01mg/l 以下）を超えていた。 

これらについては、周辺に砒素を使用している工場等が存在しないこと、及び環境基準

を超えた地下水の帯水層が火山性の堆積物を含有する地層であることから、自然由来と推

定されている。 

平成 15、16 年度の定期モニタリング調査結果は、表 4-1-25(2)に示すとおりである。平成

15 年度、16 年度ともに 0.019mg/l であり、平成 14 年度調査と同様に環境基準を超える砒

素が検出されている。 

 

表 4-1-25(1)  港区の井戸の調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-1-25(2) 定期モニタリング調査結果 

 

 
調 査 区 分

調 査 地 点

当該井戸からの距離

井戸水使用用途

井戸のストレーナー位置

調  査  年 平成15年度 平成16年度

砒       素
（環境基準 0.01mg/l以下）

0.019 mg/l 0.019 mg/l

調査実施機関

194ｍ～

名古屋市

出典：「平成15年度　公共用水域及び地下水の水質常時監視結果」
出典：「平成16年度　公共用水域及び地下水の水質常時監視結果」
出典：（平成16年、17年　名古屋市環境局）

定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査

港区空見町

発 　 端

その他（散水等）

調 査 区 分

調 査 地 点 港区空見町 港区汐止町 港区汐止町 港区空見町

当該井戸からの距離 東200ｍ 北600ｍ 北500ｍ 南500ｍ

井戸水使用用途
その他
（散水等）

工 業 用 工 業 用 非 常 用

井戸のストレーナー位置 194ｍ～ 156～294ｍ 50～106ｍ 136～200ｍ

調  査  日 5月20日 10月29日 10月29日 10月29日 10月29日 10月29日

砒       素
（環境基準 0.01mg/l以下）

0.019 mg/l 0.024 mg/l 0.024 mg/l 0.026 mg/l 0.006 mg/l 0.022 mg/l

調査実施機関 名古屋市 名古屋市 名古屋市 名古屋市 名古屋市 名古屋市

その他（散水等）

194ｍ～

出典： 「平成14年度地下水の水質常時監視結果について」（平成14年9月6日　名古屋市環境局公害対策部公害対策課）、
出典： 「平成14年度地下水の水質常時監視における汚染井戸の周辺調査結果について」
 　　　　（平成15年1月10日　名古屋市環境局公害対策部公害対策課） から作成

概況メッシュ 周　辺　井　戸

港区空見町

発 　 端
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１-４ 動植物及び生態系の状況 

（１） 植  物 
植物の状況は植物調査での既存資料により調査を行った。 

 

ア 植  生 

事業予定地周辺の植生は既存資料※１より調査し、図 4-1-15(1)に示すとおりである。 

調査対象区域は、まとまりのある植生としては、樹群をもった公園、クスノキ－ムクノキ群

集、ススキ－ネザサ(ケネザサ)群集、シバ－チドメグサ群集が小面積で点在する程度であり、

大部分が市街地、住宅地、工場地で植生は乏しい。また、事業予定地も、工場跡地であり、

植生は乏しい。 

 

イ 植物相 

事業予定地周辺の植物相は、既存資料※2※3 より調査し、調査範囲は図 4-1-15(2)に示

すとおりである。 

調査対象区域周辺に生育する植物種は 77 科 351 種が確認されている。 

木本類ではクロマツ、カワヤナギ、アラカシ、エノキ、ムクノキ、クスノキ、トベラ、シャリンバ

イ、ノイバラ、アカメガシワ、センダン、ヌルデ、クロガネモチ、ヤツデ、ネズミモチ等が生育し

ている。 

草本類ではイヌタデ、スイバ、スベリヒユ、ウシハコベ、アカザ、ナズナ、アレチヌスビトハ

ギ、メドハギ、カタバミ、スミレ、メマツヨイグサ、ヤエムグラ、オオイヌノフグリ、ヨモギ、セイタ

カアワダチソウ、セイヨウタンポポ、ススキ、ヨシ、ナガハグサ、カヤツリグサ等が生育してい

る。 

 

※１「名古屋市現存植生図」（平成 16 年 3 月 名古屋市） 

※２「平成 7 年度河川水辺の国勢調査年鑑（河川版）植物調査編」（1997 年 （財）リバーフロント整

備センター） 

※３「名古屋市港区藤前地先における公有水面埋立及び廃棄物最終処分場設置事業に係る環境

影響評価書」（平成 10 年 8 月 名古屋港管理組合・名古屋市） 

 

ウ 重要な植物種等 

重要な植物種としては表 4-1-26 に示すとおり 8 種が抽出された。 

このうち、キヌヤナギは河川敷の低湿地、ハマエンドウは海岸の砂地、ウラギク、シバナ、

シオクグ、イセウキヤガラは河口部等の塩湿地、イソヤマテンツキは沿岸部の低湿地、ヒメミ

ソハギは水田湿地に生育する種である。分布状況については、キヌヤナギ、シオクグは庄

内川・日光川河口で、ウラギク、シバナ、イセウキヤガラは庄内川河口で、ハマエンドウは日

光川河口で、イソヤマテンツキは日光川河口及び港区南陽地区で、ヒメミソハギは港区南

陽地区で、それぞれ確認されている。 

なお、調査対象区域では指定された天然記念物※４は確認されていない。また、「第 2、3、

5 回自然環境保全基礎調査」（昭和 54、63 年、平成 12 年 環境庁）において特定植物群

落に選定された植物群落も確認されていない。 

 

※４「文化財保護法」（昭和 25 年 法律第 214 号）、「愛知県文化財保護条例」（昭和 30 年 条例第

6 号）及び「名古屋市文化財保護条例」（昭和 47 年 条例第 4 号）に基づき指定された天然記

念物 
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表 4-1-26 重要な植物種 

 
① ② ③ ④ ⑤

 ﾔﾅｷﾞ  ｷﾇﾔﾅｷﾞ NT VU

 ﾏﾒ  ﾊﾏｴﾝﾄﾞｳ VU

 ﾐｿﾊｷﾞ  ﾋﾒﾐｿﾊｷﾞ EN

 ｷｸ  ｳﾗｷﾞｸ VU 外 VU

 ﾎﾛﾑｲｿｳ  ｼﾊﾞﾅ VU NT EN

 ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ  ｼｵｸｸﾞ NT

 ｲｿﾔﾏﾃﾝﾂｷ EN

 ｲｾｳｷﾔｶﾞﾗ NT

6 科 8 種 0 0 2 3 8

＜選定基準＞
①「文化財保護法」（昭和25年 法律第214号）に基づく国指定天然記念物
　 「愛知県文化財保護条例」（昭和30年 条例第6号）に基づく県指定天然記念物
　 「名古屋市文化財保護条例」（昭和47年 条例第4号）に基づく市指定天然記念物
②「絶滅のおそれのある野生動植物種の種の保存に関する法律」（平成4年 法律第75号）に
　　基づく希少野生動植物種
③「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－植物Ⅰ」（2000年7月　環境庁）
　　に掲載された種
　　　　「VU」絶滅危惧Ⅱ類
④「愛知県の絶滅のおそれのある野生生物レッドデータブックあいち－植物編－」（平成13年9月　
　　愛知県）に掲載された種
　　　　「NT」準絶滅危惧、「外」リスト外
⑤「名古屋市の絶滅のおそれのある野生生物レッドデータブックなごや2004－植物編－」
　　（平成16年3月　名古屋市）に掲載された種
　　　　「EN」絶滅危惧ⅠＢ類、「VU」絶滅危惧Ⅱ類、「NT」準絶滅危惧
＜使用した既存資料＞
・「平成７年度河川水辺の国勢調査年鑑（河川版）」（1997年　（財）リバーフロント整備センター）
・「名古屋市港区藤前地先における公有水面埋立及び廃棄物最終処分場設置事業に係る環境
　 影響評価書」（平成10年8月　名古屋港管理組合・名古屋市）

選    定    基    準
科    名 種    名

- 125 -



（２） 動  物 

動物の状況は動物調査での既存資料により調査を行った。 

 

ア 哺乳類 

哺乳類は、既存資料※3※４から調査し、調査範囲は図 4-1-15(3)に示すとおりである。 

調査対象区域周辺に生息する哺乳類は4目6科11種が確認されている。年間を通じて

アブラコウモリ、ハツカネズミ、クマネズミ、ドブネズミなど市街化環境にも適応した小型哺乳

類を中心とし、河川敷や農耕地においてはタヌキ、イタチなどの中型哺乳類の生息も確認

されている。 

 

イ 鳥  類 

鳥類は、既存資料※2※４※5から調査し、調査範囲は図 4-1-15(4)に示すとおりである。 

調査対象区域及びその周辺に生息する鳥類は18目 38科 173種が確認されている。年

間を通じて水域ではカンムリカイツブリ、カワウ、ダイサギ、マガモ、スズガモ、コチドリ、ダイ

ゼン、ハマシギ、オオソリハシシギ、コアジサシなど水辺の鳥が多く確認されているほか、ミ

サゴ、チュウヒ、ハヤブサなどの猛禽類も確認されている。また、陸域ではキジバト、ツバメ、

ハクセキレイ、ヒヨドリ、セッカ、カワラヒワ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラスなど市街地や農

耕地に多く生息する種が確認されている。 

 

ウ 両生・は虫類 

両生・は虫類は、既存資料※3※４から調査し、調査範囲は図 4-1-15(3)に示すとおりであ

る。 

調査対象区域周辺に生息する両生・は虫類は、は虫類 2目 4科 6種、両生類 1目 2科

6種が確認されている。は虫類では春から秋にかけてクサガメ、イシガメ、ヤモリ、カナヘビ、

シマヘビなど主に水辺や農耕地に生息する種が、両生類では春から秋にかけてアマガエ

ル、トノサマガエル、ダルマガエル、ウシガエルなど主に水田や河川に生息する種が確認さ

れている。いずれの種も県内では都市近郊の河川や農耕地で普通にみられる種である。 

 

エ 昆虫類 

昆虫類は、既存資料※１※４から調査し、調査範囲は図 4-1-15(3)に示すとおりである。 

調査対象区域周辺に生息する昆虫類は、16目 172科 590種が確認されている。水田や

河川といった水辺環境が多いことを反映して春から秋にかけてアオモンイトトンボ、ギンヤン

マ、シオカラトンボ、ウスバキトンボ、チョウトンボなどのトンボ類、シバスズ、エンマコオロギ、

ショウリョウバッタなどのバッタ類、ヒシウンカ、ナガメ、ウズラカメムシなどのカメムシ類、マメ

コガネ、ナミテントウ、ウリハムシなどのコウチュウ類、ナミアゲハ、モンシロチョウ、ツバメシジ

ミなどのチョウ類といった明るく開けた草地的環境を好む種が多く確認されている。 

 

オ クモ類 

クモ類は、既存資料※１※４から調査し、調査範囲は図 4-1-15(3)に示すとおりである。 

調査対象区域周辺に生息するクモ類は、1目17科84種が確認されている。草地的な環

境が多いことを反映して春から秋にかけてキクヅキコモリグモ、ウヅキコモリグモなどのコモ

リグモ類、ハナグモ、ヤミイロカニグモなどのカニグモ類、ネコハエトリ、マミジロハエトリなど

のハエトリグモ類といった徘徊性のクモ類が多く確認されているほか、ナガコガネグモ、ジョ

ロウグモなどのコガネグモ類、オオヒメグモ、ヒメグモなどのヒメグモ類といった造網性のクモ

類も確認されている。 
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※１「平成 8年度河川水辺の国勢調査年鑑（河川版）鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、陸

上昆虫類等調査編」（1998 年、（財）リバーフロント整備センター） 

※２「平成 10 年度河川水辺の国勢調査年鑑（河川版）鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、

陸上昆虫類等調査編」（2000 年、（財）リバーフロント整備センター） 

※３「平成 11 年度河川水辺の国勢調査年鑑（河川版）鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、

陸上昆虫類等調査編」（2001 年、（財）リバーフロント整備センター） 

※４「名古屋市港区藤前地先における公有水面埋立及び廃棄物最終処分場設置事業に係る環

境影響評価書」（平成 10 年 8 月、名古屋港管理組合・名古屋市） 

※５「庄内川・新川河口干潟調査会 第 6回資料－モニタリング調査結果データ集－」（平成 15 年

３月 24 日、国土交通省中部地方整備局庄内川工事事務所・愛知県河川工事事務所） 

 

カ 重要な動物種等 

重要な動物種は表4-1-27に示すとおりであり、哺乳類4種、鳥類は50種、は虫類3種、

両生類 2種、昆虫類 23 種、クモ類 2種が確認されている。 

哺乳類はいずれも河川環境や農地環境に生息する種である。 

鳥類のうち大部分を占めるサギ類、カモ類、シギ・チドリ類は主として干潟や浅海部など

の水域及び水田湿地を利用する水鳥であり、ミサゴ、ハヤブサなどの猛禽類はそうした水

域や水田に集まる水鳥を捕食する種である。また、ジュウイチ、アカハラなど樹林性の鳥類

は渡り途中の移動個体として観察される種である。 

両生・は虫類はいずれも水田環境や河川環境に生息する種である。 

昆虫類のうちトンボ類、ゲンゴロウ類、イトアメンボ、ヤマトホソガムシは池沼や水田など淡

水環境に生息する種である。その他の昆虫類は自然環境の良好な樹林や草地に生息す

る種である。 

クモ類のうちイソコモリグモは海浜性の種、ハマキフクログモは池沼や河川などの水辺に

生息する種である。 

重要な動物種のうち既存資料により分布情報が得られたカヤネズミ、ダルマガエル、ベ

ニイトトンボについて確認位置を図 4-1-16 に示す。 

なお、調査対象区域には、事業予定地の西側の水域にラムサール条約（正式名称：特

に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約）登録湿地である藤前干潟（平

成 14 年 11 月 18 日登録、面積 323ha）が存在する。（図 4-1-17 参照） 

また、調査対象区域では、指定された天然記念物※6は確認されていない。 

 

※6「文化財保護法」（昭和 25 年 法律第 214 号）、「愛知県文化財保護条例」（昭和 30 年 条例第

6 号）及び「名古屋市文化財保護条例」（昭和 47 年 条例第 4 号）に基づき指定された天然記

念物 
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表 4-1-27 重要な動物種 

 
① ② ③ ④ ⑤

哺乳類 ﾈｽﾞﾐ ｱｶﾈｽﾞﾐ VU
※3※4 ｶﾔﾈｽﾞﾐ VU EN

ｲﾇ ﾀﾇｷ VU
ｲﾀﾁ ｲﾀﾁ VU

鳥類 ｻｷﾞ ｻﾝｶﾉｺﾞｲ EN DD
※2※4※5 ﾖｼｺﾞｲ EN EN

ﾁｭｳｻｷﾞ NT NT
ｺｳﾉﾄﾘ ｺｳﾉﾄﾘ 特天 国内 CR
ﾄｷ ｸﾛﾂﾗﾍﾗｻｷﾞ CR

ｸﾛﾄｷ DD
ｶﾓ ﾏｶﾞﾝ 国天 NT

ﾋｼｸｲ 国天 VU
ﾄﾓｴｶﾞﾓ VU VU VU

ﾀｶ ﾐｻｺﾞ NT NT NT
ﾊﾁｸﾏ NT VU VU
ｵｼﾞﾛﾜｼ 国天 国内・国際 EN
ｵｵﾀｶ 国内 VU NT NT
ﾂﾐ NT NT
ﾊｲﾀｶ NT NT NT
ｻｼﾊﾞ VU
ﾊｲｲﾛﾁｭｳﾋ NT
ﾁｭｳﾋ VU EN VU

ﾊﾔﾌﾞｻ ﾊﾔﾌﾞｻ 国内 VU EN VU
ｸｲﾅ ﾋｸｲﾅ VU VU
ﾀﾏｼｷﾞ ﾀﾏｼｷﾞ VU VU
ﾁﾄﾞﾘ ｼﾛﾁﾄﾞﾘ VU

ﾀﾞｲｾﾞﾝ LP
ｼｷﾞ ｵｼﾞﾛﾄｳﾈﾝ NT

ｳｽﾞﾗｼｷﾞ VU VU
ﾊﾏｼｷﾞ LP
ｺｵﾊﾞｼｷﾞ NT
ｵﾊﾞｼｷﾞ NT
ﾐﾕﾋﾞｼｷﾞ NT
ｴﾘﾏｷｼｷﾞ NT
ｷﾘｱｲ VU
ｵｵﾊｼｼｷﾞ NT
ｼﾍﾞﾘｱｵｵﾊｼｼｷﾞ DD DD DD
ﾂﾙｼｷﾞ VU EN
ｱｶｱｼｼｷﾞ VU NT NT
ﾀｶﾌﾞｼｷﾞ VU NT
ｵｸﾞﾛｼｷﾞ VU VU
ｵｵｿﾘﾊｼｼｷﾞ NT VU
ﾀﾞｲｼｬｸｼｷﾞ NT NT
ﾎｳﾛｸｼｷﾞ VU VU VU

ｶﾓﾒ ｽﾞｸﾞﾛｶﾓﾒ VU EN NT
ｵｵｱｼﾞｻｼ VU
ｺｱｼﾞｻｼ 国際 VU NT VU

ｶｯｺｳ ｼﾞｭｳｲﾁ VU
ﾌｸﾛｳ ｺﾉﾊｽﾞｸ CR EN

ｵｵｺﾉﾊｽﾞｸ DD DD
ﾂﾊﾞﾒ ｺｼｱｶﾂﾊﾞﾒ NT
ﾋﾀｷ ｱｶﾊﾗ VU

ｺｻﾒﾋﾞﾀｷ NT
ﾎｵｼﾞﾛ ﾉｼﾞｺ NT DD DD

は虫類 ｲｼｶﾞﾒ ｸｻｶﾞﾒ NT
※3※4 ｲｼｶﾞﾒ NT

ﾍﾋﾞ ｼﾏﾍﾋﾞ NT
両生類 ｱｶｶﾞｴﾙ ﾄﾉｻﾏｶﾞｴﾙ VU
※3※4 ﾀﾞﾙﾏｶﾞｴﾙ VU NT CR

選定基準
項目 科名 種名
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表 4-1-27 重要な動物種（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ③ ④ ⑤
昆虫類 ｲﾄﾄﾝﾎﾞ ﾑｽｼﾞｲﾄﾄﾝﾎﾞ NT
※1※4 ﾍﾞﾆｲﾄﾄﾝﾎﾞ VU EN CR

ﾋﾇﾏｲﾄﾄﾝﾎﾞ CR+EN EN EX
ｻﾅｴﾄﾝﾎﾞ ﾅｺﾞﾔｻﾅｴ NT NT

ﾒｶﾞﾈｻﾅｴ NT NT
ﾔﾝﾏ ﾈｱｶﾖｼﾔﾝﾏ VU VU

ｱｵﾔﾝﾏ VU NT
ﾏﾙﾀﾝﾔﾝﾏ VU
ｶﾄﾘﾔﾝﾏ NT
ﾔﾌﾞﾔﾝﾏ NT

ｴｿﾞﾄﾝﾎﾞ ﾄﾗﾌﾄﾝﾎﾞ VU NT
ﾄﾝﾎﾞ ﾍﾞｯｺｳﾄﾝﾎﾞ 国内 CR+EN CR CR

ｷﾄﾝﾎﾞ NT
ｱﾘﾂｶｺｵﾛｷﾞ ｱﾘﾂｶｺｵﾛｷﾞ DD
ｾﾐ ﾆｲﾆｲｾﾞﾐ NT
ｲﾄｱﾒﾝﾎﾞ ｲﾄｱﾒﾝﾎﾞ VU
ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ NT VU EX

ｺｶﾞﾀﾉｹﾞﾝｺﾞﾛｳ CR+EN EX EX
ﾏﾙｶﾞﾀｹﾞﾝｺﾞﾛｳ VU EX
ｽｼﾞｹﾞﾝｺﾞﾛｳ CR+EN EX EX

ﾎｿｶﾞﾑｼ ﾔﾏﾄﾎｿｶﾞﾑｼ NT DD
ﾂﾁﾊﾝﾐｮｳ ﾏﾒﾊﾝﾐｮｳ EN
ﾀﾃﾊﾁｮｳ ﾋｵﾄﾞｼﾁｮｳ NT

クモ類 ｺﾓﾘｸﾞﾓ ｲｿｺﾓﾘｸﾞﾓ VU
※1※4 ﾌｸﾛｸﾞﾓ ﾊﾏｷﾌｸﾛｸﾞﾓ NT

36科 84種 4 6 31 55 60
＜選定基準＞
①「文化財保護法」（昭和25年 法律第214号）に基づく国指定天然記念物
　 「愛知県文化財保護条例」（昭和30年 条例第6号）に基づく県指定天然記念物
　 「名古屋市文化財保護条例」（昭和47年 条例第4号）に基づく市指定天然記念物
　　　　「特天」特別天然記念物、「国天」国指定天然記念物
②「絶滅のおそれのある野生動植物種の種の保存に関する法律」（平成4年 法律第75号）に基づく
　　希少野生動植物種
　　　　「国内」国内希少野生動植物種、「国際」国際野生希少動植物種
③「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－哺乳類」（2002年3月　環境省）
　 「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－鳥類」（2002年8月　環境省）
　 「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－爬虫類・両生類」（2000年2月　環境庁）
　 「無脊椎動物（昆虫類、貝類、クモ類、甲殻類等）のレッドリストの見直しについて」（平成12年4月12日、
　　環境庁）に掲載された種
　　　　「CR」絶滅危惧ⅠＡ類、「EN」絶滅危惧ⅠＢ類、「CR+EN」絶滅危惧Ⅰ類、
         「VU」絶滅危惧Ⅱ類、「NT」準絶滅危惧、「DD」情報不足
④「愛知県の絶滅のおそれのある野生生物レッドデータブックあいち－動物編－」（平成14年3月　愛知県）に
　　掲載された種
　　　　「EX」絶滅、「CR」絶滅危惧ⅠＡ類、「EN」絶滅危惧ⅠＢ類、
         「VU」絶滅危惧Ⅱ類、「NT」準絶滅危惧、「DD」情報不足、「LP」地域個体群
⑤「名古屋市の絶滅のおそれのある野生生物レッドデータブックなごや2004－動物編－」（平成16年3月　
　　名古屋市）に掲載された種
　　　　「EX」絶滅、「CR」絶滅危惧ⅠＡ類、「EN」絶滅危惧ⅠＢ類、
         「VU」絶滅危惧Ⅱ類、「NT」準絶滅危惧、「DD」情報不足
＜使用した既存資料＞
※１「平成8年度河川水辺の国勢調査年鑑（河川版）鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、
 　　 陸上昆虫類等調査編」（1998年、（財）リバーフロント整備センター）
※２「平成10年度河川水辺の国勢調査年鑑（河川版）鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、
 　　 陸上昆虫類等調査編」（2000年、（財）リバーフロント整備センター）
※３「平成11年度河川水辺の国勢調査年鑑（河川版）鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、
 　　 陸上昆虫類等調査編」（2001年、（財）リバーフロント整備センター）
※４「名古屋市港区藤前地先における公有水面埋立及び廃棄物最終処分場設置事業に係る環境
 　　 影響評価書」（平成10年8月、名古屋港管理組合・名古屋市）
※５「庄内川・新川河口干潟調査会　第6回資料－モニタリング調査結果データ集－」
 　　 （平成15年３月24日、国土交通省中部地方整備局庄内川工事事務所・愛知県河川工事事務所）

項目 科名 種名
選定基準
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（３） 生態系 
ア 広域的な環境特性の把握 

調査対象区域は、「生物多様性保全のための国土区分（試案）」（平成 9 年 12 月 環境

庁）によると、本州中部太平洋側区域に属している。 

周辺に存在する生物群集タイプには「区域の生物学的特性を示す生態系」として「照葉

樹林生物群集」に該当する「熱田神宮（イスノキ林、スダジイ林等）」（名古屋市熱田区）があ

る。 

調査対象区域及びその周辺における生態系の広域的な環境特性を把握するため、基

盤となる環境について地形、水系及び植生等のまとまりに着目し、図 4-1-18 に示す環境

類型区分図を作成した。 

広域的な環境特性の把握の対象範囲は、事業予定地を中心に地域の概況を把握でき

る範囲として、調査対象区域及びその周辺とした。 

植生及び土地の利用状況により、事業予定地を含む庄内川・新川より東側は工場・住宅

地の集積した市街化の進んだ環境としてまとめられる。一方、庄内川・新川より西側は水

田・畑地等の農地を主体とした環境としてまとめられる。 

また、事業予定地の北北西側に庄内川・新川河口部がみられ、河川敷にヨシ群落の発

達した河川及び河川敷の環境としてまとめられる。このほか、事業予定地西側は、潮汐によ

り出現する広大な干潟（藤前干潟）がみられ、干潟を主体とした環境としてまとめられる。 

以上のように、調査対象区域及びその周辺における広域的な環境特性としては、事業

予定地を含む市街化の進んだ環境に、農地を主体とした環境、河川及び河川敷の環境、

水域の干潟を主体とした環境が近接し、多様な環境がまとまりを持って存在していることが

特徴として挙げられる。 

 

イ 環境特性と生物群集の概要 

類型区分された生態系の環境特性に着目し、既存資料により得られた動植物の情報を

基に、各環境類型区分に生育・生息する代表的な動植物種とそれらの種間関係について、

図 4-1-19 に食物網の模式図として示す。 

調査対象区域及びその周辺の生態系は大きく水域と陸域とに区分される。 

水域では植物プランクトン→動物プランクトン→ベントス→魚介類→鳥類（水鳥）→猛禽

類という食物連鎖が成り立っていると考えられる。また、陸域では植物→昆虫類→鳥類・小

型哺乳類・両生類・は虫類→肉食種→猛禽類という食物連鎖が成り立っていると考えられ

る。 

水域の生態系を指標する生物としては、干潟環境に支えられて生息するベントス（ゴカ

イ・カニ類等）及びそれを餌とするサギ類、シギ・チドリ類、カモ類等の水鳥、さらにはそれら

を餌とする肉食の猛禽類（ハヤブサ・ミサゴ）が想定される。 

陸域の生態系を指標する生物としては、農耕地、ヨシ原という二次的な自然環境に支え

られて生息する昆虫類（バッタ・チョウ・トンボ類等）及びそれを餌とするカエル類、ネズミ類、

鳥類、さらにはそれらを餌とする肉食の猛禽類（チュウヒ・チョウゲンボウ）が想定される。 

事業予定地を含む市街化の進んだ環境では、他の環境類型と比較して、生態系の基盤

となる自然環境の豊かさに乏しいため、生態系を構成する生物群集は単純で貧弱でスズメ、

ドバト、ドブネズミ等都市環境適応種が主体であると考えられ、注目すべき種は想定されな

い。 

ただし、周辺の環境類型との関係性について着目すると、干潟環境に生息する水鳥等

の休息・繁殖の場として利用されている可能性が挙げられる。 
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１-５ 景観、人と自然との触れ合いの活動の場 

（１） 景  観 
調査対象区域を含む港区全域では、名古屋都市景観条例に基づく都市景観重要建築

物及び都市景観重要工作物の指定はなされていない。 

一方、名古屋都市景観条例で定める都市景観整備地区外においても、一定規模を超え

る大規模建築行為等（高さ 31ｍ又は延べ面積１万ｍ2 を超える建築物、高さ 31ｍ又は敷地

面積１万㎡を超える工作物、高さ 10ｍ又は表示面積 100ｍ2を超える広告物等）は、地域の

景観形成へ与える影響が大きいため、事前届出（地方自治体等が行う行為は通知）が義務

づけられている。 

 

（２） 人と自然との触れ合いの活動の場 
事業予定地周辺の主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布は図 4-1-20 に示す

とおりである。 

事業予定地周辺には、主要な触れ合いの活動の場として、「空見緑地」、「稲永公園」、

「野鳥観察館」、「稲永ビジターセンター」、「稲永東公園」が存在する。 

なお、「稲永公園」には、稲永スポーツセンター、港サッカー場等が整備されている。 
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２ 社会的状況 
２-１ 人口及び産業 

（１） 人  口 
調査対象区域周辺の世帯数及び人口は表 4-2-1 に示すとおりである。 

野跡学区は世帯数が1,439戸、人口が 3,317人であり、1世帯あたりの人口は約2.3人と

なっており、稲永学区は世帯数が 3,449 戸、人口が 8,932 人であり、1 世帯あたりの人口は

約 2.6 人である。 

 

表 4-2-1 調査対象区域周辺の世帯数及び人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 産  業 
調査対象区域を含む港区の産業別事業所数は表 4-2-2 に示すとおりである。 

 

表 4-2-2 産業別事業所数 

 

平成12年10月1日

面　積

（km2）
世帯数
（戸）

人　口
（人）

人口密度

（人/km2）

港 区 45.67   55,953  151,610  3,320  

稲 永 2.396  3,449  8,932  3,728  

野 跡 4.732  1,439  3,317  701  

区または
学区名

注） 区の面積は国土交通省国土地理院『平成12年全国都道府県市区町村別面積調』、
注） 学区の面積は総務局企画部統計課による。
注） 結果数値に基づく計算値は、表章単位未満を四捨五入している。

出典： 「平成12年国勢調査　名古屋の町（大字）・丁目別人口」
　　　　（平成12年10月1日現在　名古屋市総務局企画部統計課）

平成16年10月1日現在

港　区
（箇所）

全 市
（箇所）

7,398  141,085  

第1次  農林漁業 1  44  

 鉱業 -  5  

 製造業 1,420  15,638  

 建設業 622  9,387  

 小計 2,042  25,030  

 卸売・小売業・飲食店 2,797  65,234  

 金融・保険業 56  2,334  

 不動産業 137  6,035  

 運輸・通信業 739  4,250  

 電気・ガス・
 熱供給・水道業

15  107  

 サービス業 1,590  37,769  

 公務
 （他に分類されないもの）

21  282  

 小計 5,355  116,011  

出典： 「平成16年版　名古屋市統計年鑑」（平成17年　名古屋市）

産
　
　
業

総　　　数

第2次

第3次

区　　分
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２-２ 土地利用 

（１） 土地利用の状況 
ア 用途地域 

事業予定地周辺の用途地域指定は、主に「工業地域」であり、その状況は図 4-2-1 に示

すとおりである。 

調査対象区域には、「工業地域」、「第 1 種住居地域」、「第 2 種住居地域」、「準住居地

域」の用途地域指定がなされており、「工業地域」が約 90％を占めている。調査対象区域

の用途地域指定の状況は表 4-2-3 に示すとおりである。 

 

表 4-2-3 調査対象区域の用途地域指定の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典 ： 面積は、「名古屋市都市計画図（地域制）平成 14 年 9 月」から調査対象区域内用途地域

別に面積計を使用して求めた。 

 

 

 

 

工業地域
90%

第1種住居地域
4%
第2種住居地域

5%
準住居地域
1%

用 途 地 域 面　積 比　率

第1種住居地域 約11ha 4%

第2種住居地域 約16ha 5%

準住居地域 約4ha 1%

工業地域 約280ha 90%

合      計 約311ha 100%

注) 面積は調査対象区域内の陸地面積を示す
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 田
16.8%

 畑
4.3%

 雑種地
8.4%

 宅  地
69.7%

 鉄道軌道
用地 0.8%

イ 土地利用区分 

調査対象区域を含む港区の土地利用区分の状況は表 4-2-4 に示すとおりである。 

 

表 4-2-4 調査対象区域を含む港区の土地利用区分の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 建物の状況 

事業予定地周辺の建物用途別分類の状況は図 4-2-2 に示すとおりである。 

事業予定地周辺は、主に工業施設用地、供給・処理・運搬施設用地であり、北約1km先

には住居施設用地（一部、商業施設用地等が散在する）が存在している。 

 

（２） 土地利用計画 
事業予定地周辺の土地利用計画は、その全域が名古屋都市計画区域に含まれている。 

また、港湾法に基づく名古屋港臨港地区内の分区としては「工業港区」の指定がなされ

ている。 

 

 

単位：ａ 、（　）内は％

区    分

 田 40,781 (16.8)

 畑 10,324 (4.3)

 宅  地 168,931 (69.7)

 池　沼 - (0.0)

 山  林 - (0.0)

 原  野 - (0.0)

 鉄道軌道用地 2,025 (0.8)

 雑種地 20,347 (8.4)

合　計 242,408 (100.0) 

注1）平成16年1月1日現在

注2）公衆用道路、保安林、学校用地等、課税対象外の土地を含んでいない。

出典： 「平成16年版　名古屋市統計年鑑」（平成17年　名古屋市）

港　区
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２-３ 水域利用 

（１） 水域利用の状況 
ア 漁業権 

調査対象区域を含む名古屋港高潮防波堤内には海面漁業権は設定されてない。 

 

イ 水域利用規制 

水域利用規制の状況を図 4-2-3 に示す。 

調査対象区域周辺の水域規制は「港湾法」（昭和 25 年 法律第 218 号）に基づく港湾区

域、「港則法」（昭和 23 年 法律第 174 号）に基づく港域、「検疫法」（昭和 26 年 法律第

201 号）に基づく検疫区域に指定されている。 

また、名古屋港には「海域交通安全法」（昭和 47 年 法律第 115 号）に基づき北航路、

西航路、東航路の計 3航路が高潮防波堤の内外にまたがり設定されている。 

一方、港湾法では国の利害に重大な関係を有する港湾で政令で定められた港について

「重要港湾」と定めている。さらに重要港湾のうち外国貿易の推進上特に重要な港であって

政令で定められた港について「特定重要港湾」と定めている。 

また、「特定重要港湾」のうち特定国際コンテナ埠頭形成により国際競争力の強化を図る

ことが特に重要なものを「指定特定重要港湾」としている。 

名古屋港は港湾法において「指定特定重要港湾」に位置づけられている。 

 

表 4-2-5 事業予定地周辺の公共用水域 

港  名 種  別 管  理  者 

名古屋港 指定特定重要港湾 
名古屋港管理組合 

（愛知県及び名古屋市の一部事務組合） 
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（２） 地下水の利用状況 
名古屋市の地下水揚水量の推移は図 4-2-4 に示すとおりである。 

昭和 35 年度以降、揚水量は増加してきたが、愛知県公害防止条例及び名古屋市公害

防止条例に基づく揚水規制が開始された昭和 49 年度以降（図 4-2-4 は昭和 50 年度以降

を示す）、揚水量は減少し、現在でも若干の減少傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 「平成 16 年版 名古屋市環境白書」（平成 16 年 名古屋市）    

図 4-2-4 名古屋市域における地下水揚水量の推移 

 

また、調査対象区域を含む港区の揚水設備設置数及び揚水量は表 4-2-6 に示すとおり

である。 

 

表 4-2-6 揚水設備設置数及び揚水量 

 

 

 

 

 

 

第１号区域　港　区 平成16年3月末現在

事業所数

（件）

揚水設備
設置本数
（本）

揚水量

（ｍ3/日）

29 41 6,430

出典： 「平成16年版　名古屋市環境白書（資料編）」（平成16年　名古屋市）

  市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例
　で定める設置数及び揚水量

区　　          分

総　　　　　数
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２-４ 交 通 

（１） 道 路 
事業予定地周辺の主要道路網は図 4-2-5 に示すとおりである。 

事業予定地の東側に隣接して主要地方道「金城埠頭線」が南北に整備されている。これ

を南下すると国道「302 号（伊勢湾岸自動車道）」に接続している。 

北上すると県道「港中川線」、市道「稲永埠頭線」に接続する。その北側には、東西方向

に国道「23 号」が整備されている。 

事業予定地周辺の交通量の状況は表 4-2-7 に示すとおりである。 

 

表 4-2-7 事業予定地周辺の交通量の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<昼間>

測定日　平日：平成11年10月7日（木）　休日：平成11年10月3日（日）

 
乗
用
車
類

 
貨
物
車
類

　
合
　
計

 
乗
用
車
類

 
貨
物
車
類

　
合
　
計

 金城埠頭線
 名古屋市港区空見町（11号地）

79 31 49 7,105 8,582 15,687 19 81 145 10,168 1,469 11,637 

出典：「平成11年度　道路交通センサス報告書　全国道路交通情勢調査」（平成13年3月　国土交通省中部地方整備局　道路部） 

自動車類交通量（台）

路　線　名
観 測 地 点 名

　
歩
行
者
類

（
人

）

　
自
転
車
類

（
台

）

　
動
力
付
き

　
二
輪
車
類

平　　　　　　　　　　日 休　　　　　　　　　　日

　
歩
行
者
類

（
人

）

　
自
転
車
類

（
台

）

　
動
力
付
き

　
二
輪
車
類

自動車類交通量（台）

注） 調査時間は、平日・休日ともに 6:00～22:00 である。

（
台

）

（
台

）

路　線　名 観 測 地 点 名
平成11年度
12時間
交通量（台）

平成9年度
12時間
交通量（台）

12時間
伸び率
（H11/H9）

平成11年度

混雑度
*1

 金城埠頭線 名古屋市港区空見町（11号地） 15,687 15,395 1.02 0.52

出典：「平成11年度　道路交通センサス報告書　全国道路交通情勢調査」（平成13年3月　国土交通省中部地方整備局　道路部） 

注）*1混雑度
　　当該道路区間の交通量に対する交通容量の比である。
　　　　混雑度 ＝ 12時間交通量／12時間交通容量
　　混雑度が1.0よりも大きい場合には、その道路区間が持つべきであるとして計画時に設定された交通量の水準を実交通量が
　　越えたことを意味する。
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２-５ 地域社会等 

（１） 病院、学校等の配置 
調査対象区域の病院、学校等の分布は表 4-2-8 及び図 4-2-6 に示すとおりである。 

調査対象区域には、保育所（港西保育園）が 1箇所あり、幼稚園、小学校、中学校、病院

は存在していない。 

 

表 4-2-8 調査対象区域の病院、学校等 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：箇所

区　　分 調査対象区域

保育所 1

幼稚園 0

小学校 0

中学校 0

病　院 0

出典： 「学区別生活環境調査報告書（平成9年度版）」
　　　　（平成10年　名古屋市）
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（２） 文化財の分布状況 
調査対象区域には「文化財保護法」に基づく指定文化財は、指定されていない。 

港区の指定文化財の状況は表 4-2-9 及び図 4-2-7 に示すとおりである。 

 

表 4-2-9 港区の指定文化財の状況 

 
番号 名　　　称 指 定 年 月 日 所　　在　　地 種　別 備　考

340 鬼頭影義・勘兵衛宅址
き と う か げ よ し ・ か ん べ え た く し

昭和33年3月29日 港区春田野３ 史跡・名勝

460 名古屋港筏一本乗り
なごやこ う いかだいっぽんのり

昭和48年2月1日 港区名港2-3-22 無形 市指定

出典： 「名古屋市所在指定文化財目録」（平成11年　名古屋市教育委員会）
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（３） コミュニティ施設の状況 
調査対象区域のコミュニティ施設の状況は表 4-2-10 及び図 4-2-8 に示すとおりである。 

コミュニティ施設としては、公園が 1箇所、臨港緑地が 1箇所、どんぐり広場・児童遊園地

が 2箇所存在する。 

 

表 4-2-10 調査対象区域のコミュニティ施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 交通安全の状況 
調査対象区域を含む港区の交通事故発生状況は表 4-2-11 に示すとおりである。 

平成 16 年の交通事故発生件数は 1,344 件であり、平成 15 年と比較すると 76 件の減少

となっている。このうち、死者は 12 人、負傷者は 1,623 人であり、平成 15 年と比較すると死

者は 7人の増加、負傷者は 70 人の減少となっている。 

野跡学区の交通事故発生件数は 22 件、死者 0 人、負傷者 31 人であり、平成 15 年と比

較すると発生件数が 1件増加、死者は 1人減少、負傷者は 9人増加している。 

稲永学区では、交通事故発生件数は 38 件、死者 0人、負傷者 43 人であり、負傷者が 2

人増加している。死者については 2年連続で 0 人となっている。 

 

表 4-2-11 交通事故発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

件数
（件）

死者
（人）

負傷者
（人）

件数
（件）

死者
（人）

負傷者
（人）

港 区 1,344 12 1,623 -76 7 -70 

野 跡 22 0 31 1 -1 9 

稲 永 38 0 43 0 (2) 0 2 

注）1 増減は平成15年との比較である。
注）2 死者0の前の（　）内の数字は、死者0の連続年数を示す。
出典： 「平成16年中　名古屋市内の交通事故」 （平成17年　名古屋市市民経済局）

区及び
学区名

平  成  16  年 増    　　減

単位：箇所

区　　分 調査対象区域

集会施設 0

公　　園 1

 どんぐり広場
児童遊園地

2

臨港緑地 1

市民農園 0

出典：「名古屋市子ども青少年局子ども未来課調べ」
        「名古屋港緑化計画」（平成13年　名古屋港管理組合）
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（５） 廃棄物の発生状況 
調査対象区域を含む港区の廃棄物の発生状況を表 4-2-12 に示す。 

平成 16年度の港区の廃棄物の発生状況は、可燃ごみ収集量が 25,293t、不燃ごみ収集

量が 4,356t、粗大ごみ収集量が 769t、資源ごみ収集量が 5,461t、環境美化ごみ収集量

442t となっており、平均日収集量は 140ｔである。 

また、平成 16 年度の本市の廃棄物の発生状況は、可燃ごみ収集量が 382,537t、不燃ご

み収集量が 62,244t、粗大ごみ収集量が 10,256t、資源ごみ収集量が 84,924t、環境美化ご

み収集量 3,373t となっており、平均日収集量は 2,098t である。 

 

表 4-2-12 廃棄物の発生状況（平成 16 年度） 

単位：t/年 

区         分 港 区 名古屋市 合計 

可燃ごみ収集量 25,293 382,537 

不燃ごみ収集量 4,356 62,244 

粗大ごみ収集量 769 10,256 

資源ごみ収集量 5,461 84,924 

環境美化ごみ収集量 442 3,373 

合 計 36,320 543,334 

平均日収集量 140ｔ/日 2,098ｔ/日 

注） 1． ごみ収集作業日数は 259 日である。 
注 2． 資源ごみ収集量は、空きびん、空き缶、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容

器包装、紙パックの合計である。 

 3．環境美化ごみ収集量は、環境美化、景観保全、空地清掃、学校関係の合計である。 

 4．収集量の数字の単位未満は四捨五入を原則としたので、合計が一致しない場合がある。 

出典 ： 環境局事業部作業課調べ 
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２-６ 関係法令の指定・規制等 
（１） 環境基本法に基づく環境基準等 
ア 大気の汚染に係る環境基準等 

大気の汚染に係る環境基準は表 4-2-13 に、名古屋市における大気汚染に係る環境目

標値は表 4-2-14 に示すとおりである。 

 

表 4-2-13 大気の汚染に係る環境基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-2-14 名古屋市における大気汚染に係る環境目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 大気に係る 1 時間値の指標 

二酸化窒素及び塩化水素の 1時間値の指標は、表 4-2-15 に示すとおりである。 

 二酸化硫黄
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1
ppm以下であること。

 一酸化炭素
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間
平均値が20ppm以下であること。

 浮遊粒子状物質
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が

0.20mg/m
3
以下であること。

 光化学オキシダント 1時間値が0.06ppm以下であること。

 二酸化窒素
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又は
それ以下であること。

 ベンゼン 1年平均値が0.003mg/m3以下であること。

 トリクロロエチレン 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。

 テトラクロロエチレン 1年平均値が0.2mg/m
3
以下であること。

ジクロロメタン 1年平均値が0.15mg/m3以下であること。

（備考）
1.
2.

注） 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所について
は、適用しない。

「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和48年　環境庁告示第25号）
「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和53年　環境庁告示第38号）

「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」
（平成9年　環境庁告示第4号）

環　　境　　上　　の　　条　　件物　　　　質

浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μｍ以下のものをいう。
光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成さ
れる酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をい

（平成17年　名古屋市告示第402号）

物　質　名 達　成　時　期

 二酸化窒素 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であること。
 早期に達成するよう
 努めるものとする。

 浮遊粒子状物質
1時間値の1日平均値が0.10mg/ｍ3以下であり、

かつ、1時間値が0.20mg/ｍ3以下であること。

 達成し、維持するよう
 努めるものとする。

 光化学オキシダント 1時間値が0.06ppm以下であること。
 早期に達成するよう
 努めるものとする。

 ベンゼン 年平均値が3μg/ｍ3以下であること。
 達成し、維持するよう
 努めるものとする。

環　　境　　目　　標　　値

備考1 地域は、名古屋市全域とする。
備考2 測定方法及び評価方法は、環境基準と同一とする。

備考3 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μｍ以下のものをいう。
備考3 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成
備考3 される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）
備考3 をいう。
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表 4-2-15 大気に係る 1 時間値の指標 

指  標 備  考 

二酸化窒素の 

短期暴露指針値 
0.1～0.2ppm 以下

「二酸化窒素の人の健康影響に係る判定条件について

（答申）」（昭和 53 年 3月 中央審第 163 号） 

塩化水素の 

目標環境濃度 
0.02ppm 以下 

「大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改

定等について」（昭和 52年 6月 16 日 環大規第 136 号） 

 

ウ ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準 

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準は表

4-2-16 に示すとおりである。 

 

表 4-2-16 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 騒音に係る環境基準 

騒音に係る環境基準は表 4-2-17 に示すとおりである。 

 

表 4-2-17 騒音に係る環境基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

媒　　体 基　　準　　値

大　　気 年平均値　　0.6 pg-TEQ/ｍ3以下

水　　質 年平均値　　1 pg-TEQ/l以下

底　　質 150 pg-TEQ/g以下

土　　壌 1,000 pg-TEQ/g以下

備考
1. 基準値は2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。
2. 大気及び水質の基準値は、年間平均値とする。
3. 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類
3. の量が250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。

「ダイオキシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号）第7条の規定に基づく
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準」

平成11年環境庁告示第68号
改正　平成14年環境省告示第46号

平成10年　環境庁告示第64号

A地域のうち2
車線以上の車
線を有する道
路に面する地
域

B地域のうち2
車線以上の車
線を有する道
路に面する地
域及びC地域
のうち車線を
有する道路に
面する地域

幹線交通を担う
道路に近接する
空間

昼間

夜間

1 地域の類型
AA：
A ：
B ：
C ：

2 時間の区分
昼間：
夜間：

3

4 この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しない。

備　　考
午前6時から午後10時まで
午後10時から翌日の午前6時まで

＊は屋内へ透過する騒音に係る基準（個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主とし
て閉めた生活が営まれていると認められるときには、この基準によることができる。）

療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域
専ら住居の用に供される地域
主として住居の用に供される地域
相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域

地域の
区分及び
類型

*70ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下
*45ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

*65ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下
*40ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

道路に面する地域

65
ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

60
ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

道路に面する地域以外の地域
特　例

60
ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

50
ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

60
ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

55
ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

基
準
値

AA A及びB C

50
ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

40
ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

55
ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下

45
ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以下
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オ 水質汚濁に係る環境基準等 

水質汚濁に係る環境基準及び名古屋市内水域の類型指定状況は表 4-2-18(1)～(5)に、

名古屋市における水質汚濁に係る環境目標値は表 4-2-19 (1)～ (2)に示すとおりである。 

地下水の水質に係る環境基準は表 4-2-20 に示すとおりである。 

 

表 4-2-18（1） 人の健康の保護に関する環境基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項　　　目 基　準　値

ｶﾄﾞﾐｳﾑ 　　　0.01mg/l以下

全ｼｱﾝ 　　　検出されないこと

鉛 　　　0.01mg/l以下

六価ｸﾛﾑ 　　　0.05mg/l以下

砒素 　　　0.01mg/l以下

総水銀 　　　0.0005mg/l以下

ｱﾙｷﾙ水銀 　　　検出されないこと

PCB 　　　検出されないこと

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 　　　0.02mg/l以下

四塩化炭素 　　　0.002mg/l以下

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 　　　0.004mg/l以下

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 　　　0.02mg/l以下

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 　　　0.04mg/l以下

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 　　　1mg/l以下

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 　　　0.006mg/l以下

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 　　　0.03mg/l以下

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 　　　0.01mg/l以下

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 　　　0.002mg/l以下

ﾁｳﾗﾑ 　　　0.006mg/l以下

ｼﾏｼﾞﾝ 　　　0.003mg/l以下

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 　　　0.02mg/l以下

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 　　　0.01mg/l以下

ｾﾚﾝ 　　　0.01mg/l以下

硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素

　　　10mg/l以下

ふっ素 　　　0.8mg/l以下

ほう素 　　　1mg/l以下

「水質汚濁に係る環境基準について」昭和46年　環境庁告示第59号
平成11年　環境庁告示第14号

1.

2.

基準値は年間平均値とする。
ただし、全ｼｱﾝに係る基準値に
ついては、最高値とする。

「検出されないこと」とは、測定
方法の欄に掲げる方法により
測定した場合において、その
結果が当該方法の定量限界を
下回ることをいう。

備　　　　　考
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表 4-2-18（2） 生活環境の保全に関する環境基準 河川（湖沼を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-2-18（3） 水域の類型の指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「水質汚濁に係る環境基準について」　昭和46年　環境庁告示第59号

水素イオン濃度

（ｐH）

生物化学的
酸素要求量
（BOD）

浮遊物質量

（SS）

溶存酸素量

（DO）

大腸菌群数

水道1級、自然
環境保全及びA
以下の欄に掲げ
るもの

6.5以上
8.5以下

1mg/l以下 25mg/l以下 7.5mg/l以上
50MPN/
100ml以下

水道2級、水産1
級、水浴及びB
以下の欄に掲げ
るもの

6.5以上
8.5以下

2mg/l以下 25mg/l以下 7.5mg/l以上
1,000MPN/
100ml以下

水道3級、水産2
級及びC以下の
欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

3mg/l以下 25mg/l以下 5mg/l以上
5,000MPN/
100ml以下

水産3級、工業
用水1級及びＤ
以下の欄に掲げ
るもの

6.5以上
8.5以下

5mg/l以下 50mg/l以下 5mg/l以上 －

工業用水2級、
農業用水及びE
の欄に掲げるも
の

6.5以上
8.5以下

8mg/l以下 100mg/l以下 2mg/l以上 －

工業用水3級、
環境保全

6.5以上
8.5以下

10mg/l以下
ごみ等の浮遊が
認められないこと

2mg/l以上 －

　備考）

注）1
2

3

4

5

利用目的
の適応性

基　　　　　準　　　　　値

 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

E

D

C

B

A

AA

 　    項目

 類型

　　1.　基準値は、日間平均値とする。（湖沼、海域もこれに準ずる。）
　　2.　農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/l以上とする。
　　　　　（湖沼もこれに準ずる。）

 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
 水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
 水道3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
 水産2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
 水産3級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
 工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
 工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの

該当類型 達成期間

  荒子川（全域） E イ

  中川運河（全域） E イ

  堀　川（全域） D イ

  山崎川（全域） D イ

 庄内川下流 D イ

 新川下流 Ｅ ハ

 日光川（全域） Ｅ ハ

注) 達成期間　イ：直ちに達成　ハ：5年を越える期間で可及的すみやかに達成
（備考) 「平成10年版　名古屋市環境白書」（平成11年　名古屋市）より作成

名
古
屋
市
内

水
域

庄
内
川
等

水
域

水　　　域
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表 4-2-18（4） 生活環境の保全に関する環境基準 海域（水素イオン濃度等） 

水域：名古屋港（甲）    該当類型：海域Ｃ 
達成期間：ハ（5年を越える期間で可及的すみやかに達成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-2-18 (5) 生活環境の保全に関する環境基準 海域（全窒素、全燐） 

水域：伊勢湾（イ）    該当類型：海域 IV   達成期間：直ちに達成する 

 

 

 

 

水素イオン
濃　　　度
（ｐH）

化　学　的
酸素要求量
（COD）

溶　　　存
酸　素　量
（DO）

大腸菌群数
ｎ－ヘキサン
抽 出 物 質
（油分）

A

水 産 1 級
水 浴
自然環境保全
及びB以下の
欄に掲げるもの

7.8以上
8.3以下

2
mg/l以下

7.5
mg/l以上

1,000
MPN/100ml
以下

検出
されないこと

B

水 産 2 級
工 業 用 水
及びCの欄に
掲 げ る も の

7.8以上
8.3以下

3
mg/l以下

5
mg/l以上

－
検出

されないこと

C 環 境 保 全
7.0以上
8.3以下

8
mg/l以下

2
mg/l以上

－ －

水
域
類
型
ご
と
に
指
定
す
る
水
域

（注）1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
（注）2　水産1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用

（注）3　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
（注）2　水産2級：ボラ、ノリ等の水産生物用

利用目的の
適　応　性

     項目

 類型

基　　　　　準　　　　　値

該当
水域

全窒素 全　燐

自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの
（水産2種及び3種を除く。）

水 産 1 種
水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの（水産2種
及び3種を除く。）

水 産 2 種
及びⅣの欄に掲げるもの（水産3種を除く。）

Ⅳ
水 産 3 種
工 業 用 水
生 物 生 息 環 境 保 全

1mg/l以下 0.09mg/l以下

規格45.5に定める方法 規格46.3に定める方法

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

利用目的の適応性

0.6mg/l以下 0.05mg/l以下

該当
水域

測　　　　定　　　　方　　　　法

水
域
類
型
ご
と
に
指
定
す
る
水
域

基　　　準　　　値

0.2mg/l以下 0.02mg/l以下

0.3mg/l以下 0.03mg/l以下

（注）2　水産3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
（注）3　生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

 備考　1　　基準値は、年間平均値とする。
 備考　2　　水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

（注）1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
（注）2　水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
（注）2　水産2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
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表 4-2-19（1） 名古屋市における水質汚濁に係る環境目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成17年　名古屋市告示第402号

基　準　値

カドミウム 0.01mg/l以下

全シアン 検出されないこと

鉛 0.01mg/l以下

六価クロム 0.05mg/l以下

砒素 0.01mg/l以下

総水銀 0.0005mg/l以下

アルキル水銀 検出されないこと

ＰＣＢ 検出されないこと

ジクロロメタン 0.02mg/l以下

四塩化炭素 0.002mg/l以下

１，２－ジクロロエタン 0.004mg/l以下

１，１－ジクロロエチレン 0.02mg/l以下

シス－１，２－ジクロロエチレン 0.04mg/l以下

１，１，１－トリクロロエタン 1mg/l以下

１，１，２－トリクロロエタン 0.006mg/l以下

トリクロロエチレン 0.03mg/l以下

テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下

１，３－ジクロロプロペン 0.002mg/l以下

チウラム 0.006mg/l以下

シマジン 0.003mg/l以下

チオベンカルブ 0.02mg/l以下

ベンゼン 0.01mg/l以下

セレン 0.01mg/l以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/l以下

ふっ素 0.8mg/l以下

ほう素 1mg/l以下

  備　考

1

2

3

4

項　　　　目

基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合においては、
その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表２において同じ。

海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定され
た硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸
イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
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表 4-2-19（2） 名古屋市における水質汚濁に係る環境目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈地域区分〉

水域 区分 親水のイメージ

☆
☆
☆

 川に入っての
 遊びが楽しめ
 る

荒子川上流部（境橋から上流の水域に限る。）、堀川上流部(猿投橋か
ら上流の水域に限る。）、山崎川上流部（新瑞橋から上流の水域に限
る。）、庄内川上流部（松川橋から上流の水域に限る。）、及びこれらに
流入する公共用水域（ため池を除く。）

☆
☆

 水際での遊び
 が楽しめる

堀川中流部（猿投橋から松重橋の水域に限る。）、天白川(全域）、植田
川（全域）、扇川（全域）、庄内川下流部（松川橋から下流の水域に限
る。）、新川上流部（平田橋から上流の水域に限る。）、及びこれらに流
入する公共用水域（ため池を除く。）

☆
 岸辺の散歩が
 楽しめる

荒子川下流部（境橋から下流の水域に限る。）、中川運河（全域）、堀
川下流部(松重橋から下流の水域に限る。）、新堀川（全域）、山崎川下
流部（新瑞橋から下流の水域に限る。）、矢田川（全域）、香流川（全
域）、新川下流部（平田橋から下流の水域に限る。）、戸田川（全域）、
福田川（全域）、鞍流瀬川（全域）、及びこれらに流入する公共用水域
（ため池を除く。）

☆
☆

 水際での遊び
 が楽しめる

名古屋市地先の海域のうち庄内川左岸線を港区金城ふ頭二丁目及び
金城ふ頭三丁目の区域の西岸に沿って延長した線より西の海域

☆
 海辺の散歩が
 楽しめる

名古屋市地先の海域のうち☆☆区分の地域に属しない海域

海
 
 
域

河
 
 
川

地　　　　域

平成17年　名古屋市告示第402号

☆☆☆ ☆☆ ☆ ☆☆ ☆

 川に入っての遊び
 が楽しめる

 水際での遊びが楽
 しめる

 岸辺の散歩が楽し
 める

 水際での遊びが楽
 しめる

 海辺の散歩が楽し
 める

3 以下 5 以下 8 以下

3 以下 5 以下

10 以下 15 以下 20 以下 5 以下 10 以下

3 以上

1000
以下

- -

 透視度 [cm] 70 以上 50 以上 30 以上

 水のにおい
 顔を近づけても不
 快でないこと。

 水際に寄っても不
 快でないこと。

 橋や護岸で不快で
 ないこと。

 水の色

 水　量

 ご　み

 淡水域

 アユ、モロコ類
 ヒラタカゲロウ類、
 ハグロトンボ

 カマツカ、オイカワ、
 コカゲロウ類、
 シマトビケラ類

 フナ類、
 イトトンボ類、
 ミズムシ（甲殻類）、
 ヒル類

 汽水域 -
 マハゼ、スズキ、
 ボラ、ヤマトシジミ

 フジツボ類

 海　域
 クロダイ、マハゼ、
 シロギス、カレイ類、
 ヤドカリ類、アサリ

 ボラ、スズキ、
 イソギンチャク類、
 フジツボ類

 干　潟
 チゴガニ、
 アナジャコ、
 ヤマトシジミ、

 ニホンドロソコエビ、
 ゴカイ類

注 1 水質目標値は日間平均値とする。
2 BOD及びCODの年間評価については75％水質値によるものとする。
3 全窒素及び全燐については年間平均値とする。

-

-

-

1 以下

0.09 以下

親
し
み
や
す
い
指
標

-

ごみのないこと。

-

-

-

親水のイメージ

7.8 以上 8.3 以下

5 以上 溶存酸素量（DO）[mg/l]

水
質
目
標
値

 水素イオン濃度（ｐH）

 生物化学的酸素要求量
 （BOD）[mg/l]

 化学的酸素要求量
 （COD）[mg/l]

 浮遊物質量（SS）[mg/l]

-

70 以上

不快でないこと。

赤潮・苦潮等の異常な着色のないこと。

-

6.5 以上 8.5 以下

5 以上

 ふん便性大腸菌群数
 [個/100ml]

生
物
指
標

 全窒素（T-N）[mg/l]

 全燐（T-P）[mg/l]

異常な着色のないこと。

流れのあること。

ごみのないこと。

-

水　　　　域

区　　　　分

河　　川 海　　域
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 表 4-2-20 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

項　　　目 基　準　値

 ｶﾄﾞﾐｳﾑ 　　　0.01mg/l以下

 全ｼｱﾝ 　　　検出されないこと

 鉛 　　　0.01mg/l以下

 六価ｸﾛﾑ 　　　0.05mg/l以下

 砒素 　　　0.01mg/l以下

 総水銀 　　　0.0005mg/l以下

 ｱﾙｷﾙ水銀 　　　検出されないこと

 PCB 　　　検出されないこと

 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 　　　0.02mg/l以下

 四塩化炭素 　　　0.002mg/l以下

 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 　　　0.004mg/l以下

 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 　　　0.02mg/l以下

 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 　　　0.04mg/l以下

 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 　　　1mg/l以下

 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 　　　0.006mg/l以下

 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 　　　0.03mg/l以下

 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 　　　0.01mg/l以下

 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 　　　0.002mg/l以下

 ﾁｳﾗﾑ 　　　0.006mg/l以下

 ｼﾏｼﾞﾝ 　　　0.003mg/l以下

 ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 　　　0.02mg/l以下

 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 　　　0.01mg/l以下

 ｾﾚﾝ 　　　0.01mg/l以下

 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 　　　10mg/l以下

 ふっ素 　　　0.8mg/l以下

 ほう素 　　　1mg/l以下

備　　　　　考

1.

2.

基準値は年間平均値とする。
ただし、全ｼｱﾝに係る基準値
については、最高値とする。

「検出されないこと」とは、測定
方法の欄に掲げる方法により
測定した場合において、その
結果が当該方法の定量限界
を下回ることをいう。

平成9年　環境庁告示第10号
平成11年　環境庁告示第16号
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カ 土壌の汚染に係る環境基準 

土壌の汚染に係る環境基準は、表 4-2-21 に示すとおりである。 

 

表 4-2-21 土壌の汚染に係る環境基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ
検液1lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米
1kgにつき1mg未満であること。

全ｼｱﾝ 検液中に検出されないこと。

有機燐 検液中に検出されないこと。

鉛 検液1lにつき0.01mg以下であること。

六価ｸﾛﾑ 検液1lにつき0.05mg以下であること。

砒素
検液1lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地（田に限る。）に
おいては、土壌1kgにつき15mg未満であること。

総水銀 検液1lにつき0.0005mg以下であること。

ｱﾙｷﾙ水銀 検液中に検出されないこと。

PCB 検液中に検出されないこと。

銅
農用地（田に限る。）において、土壌1kgにつき125mg未満であ
ること。

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 検液1lにつき0.02mg以下であること。

四塩化炭素 検液1lにつき0.002mg以下であること。

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 検液1lにつき0.004mg以下であること。

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液1lにつき0.02mg以下であること。

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液1lにつき0.04mg以下であること。

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 検液1lにつき1ｍｇ以下であること。

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 検液1lにつき0.006mg以下であること。

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液1lにつき0.03mg以下であること。

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液1lにつき0.01mg以下であること。

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 検液1lにつき0.002mg以下であること。

ﾁｳﾗﾑ 検液1lにつき0.006g以下であること。

ｼﾏｼﾞﾝ 検液1lにつき0.003mg以下であること。

ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 検液1lにつき0.02mg以下であること。

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 検液1lにつき0.01mg以下であること。

ｾﾚﾝ 検液1lにつき0.01mg以下であること。

ふっ素 検液1lにつき0.8mg以下であること。

ほう素 検液1lにつき1mg以下であること。

 備考1

 備考2

 備考3

 備考4

平成3年　環境庁告示第46号
改正平成13年環境省告示第16号

「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合におい
て、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

項　　　目 環　境　上　の　条　件

環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成
し、これを用いて測定を行うものとする。

カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀及びセレンに係る環境上の条件のうち検液中濃度
に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水
中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、
0.0005mg及び0.01mgを超えていない場合には、それぞれ検液1lにつき0.03mg、0.03mg、
0.15mg、0.03mg、0.0015mg及び0.03mgとする。
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（２） 公害関係法令による規制基準等 
ア 大気汚染に係る規制 

工場・事業場等に対する規制は、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、ダイオキ

シン類対策特別措置法（平成11年法律第105号）、県民の生活環境の保全等に関する条

例（平成 15年愛知県条例第7号）及び市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する

条例（平成15年名古屋市条例第15号）により、ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物などの

ばい煙の排出許容限度を定めた排出基準、粉じんなどを発生する施設についての構造・

使用等に関する基準、特定粉じんを排出する作業についての基準、工場・事業場ごとに硫

黄酸化物、窒素酸化物の許容排出量を定めた総量規制基準が定められている。 

 

（ア） 大気汚染防止法 

ばい煙発生施設から発生するばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物等の有害物質に

ついての排出基準及びばい煙発生施設を設置する一定規模以上の工場・事業場（特

定工場等）から排出される硫黄酸化物についての総量規制基準が定められている。 

なお、同法では、このほかに硫黄酸化物に係る規制として、燃料の使用に関する基準

が定められている。 

また、一般粉じん発生施設については、その構造・使用等に関する基準が、特定粉じ

ん発生施設については、工場・事業場の敷地境界における規制基準、測定義務などが

定められており、特定粉じん排出作業については、作業基準が定められている。 

本施設の稼働については、ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素及び硫黄

酸化物の総量規制基準が適用される。 

 

（イ） ダイオキシン類対策特別措置法 

特定施設から大気中に排出される排ガスに含まれるダイオキシン類の排出の削減に

係る技術水準を勘案し、ダイオキシン類について排出基準が定められている。 

本施設の稼働についてはダイオキシン類の排出基準が適用される。 

 

（ウ） 県民の生活環境の保全等に関する条例 

   （以下、「県環境保全条例」という） 

ばい煙発生施設から発生するばいじん、硫黄酸化物及びカドミウム等の有害物質に

ついての排出基準並びに一定規模以上の工場・事業場（大気指定工場等）から排出さ

れる硫黄酸化物についての総量規制基準が定められている。 

また、粉じん発生施設及び炭化水素系物質発生施設については、その構造・使用等

に関する基準が定められている。 

本施設の稼働については、硫黄酸化物の総量規制基準が適用される。 

 

（エ） 市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例 

   （以下、「市環境保全条例」という） 

一定規模以上または特定の作業を行う工場・事業場を対象に、窒素酸化物について

の総量規制基準が定められている。 

本施設の稼働については、窒素酸化物の総量規制基準が適用される。 
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イ 騒音に係る規制 

騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号）及び市環境保全条例に基づき、特定工場等にお

いて発生する騒音の規制に関する基準及び特定建設作業に伴って発生する騒音の規制

に関する基準が定められている。これらの法律・条例では、特定の施設を設置して行う工

場・事業場の事業活動及び特定の建設作業を規制対象とし、それぞれに規制基準を定め、

これに適合しないことにより、周辺の生活環境が損なわれると認められる場合には、改善勧

告ができることとなっている。 

本施設の稼働及び建設工事については、騒音規制法及び市環境保全条例に基づく特

定工場等において発生する騒音の規制基準及び特定建設作業に伴って発生する騒音の

規制に関する基準が適用される。 

 

ウ 振動に係る規制 

振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）及び市環境保全条例に基づき、特定工場等にお

いて発生する振動の規制に関する基準及び特定建設作業に伴って発生する振動の規制

に関する基準が定められている。これらの法律・条例では、特定の施設を設置して行う工

場・事業場の事業活動及び特定の建設作業を規制対象とし、それぞれに規制基準を定め、

これに適合しないことにより、周辺の生活環境が損なわれると認められる場合には、改善勧

告ができることとなっている。 

本施設の稼働及び建設工事については、振動規制法及び市環境保全条例に基づく特

定工場等において発生する振動の規制基準及び特定建設作業に伴って発生する振動の

規制に関する基準が適用される。 

 

エ 悪臭に係る規制 

悪臭防止法（昭和 46 年法律第 91 号）に基づき、悪臭物質についての規制基準の設定

及び規制対象地域の指定がされている。名古屋市では、法に基づき、市の全域を規制地

域に指定するとともに、アンモニアをはじめとする 22 物質について敷地の境界線における

濃度規制基準を定めている。 

また、アンモニアをはじめとする13物質については排出口の高さに応じた規制、メチルメ

ルカプタンをはじめ 4物質については排出水の敷地外における規制を行っている。 

さらに、悪臭公害は複合した臭気によるものも多くあり、法に基づく規制では十分な対応

がとれないことがあるため、名古屋市では悪臭対策指導指針を定め、複合した臭気に対し

て、人の嗅覚による指導基準値（臭気濃度）を設定している。 

本施設の稼働については、悪臭防止法に基づく、敷地の境界線における規制基準及び

排出口における規制基準が適用されるほか、名古屋市悪臭対策指導指針に基づく臭気濃

度に係る指導基準値が適用される。 

 

オ 水質汚濁に係る規制 

公共用水域の水質の汚濁を防止するため、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）

に基づき、工場・事業場から排出される排水の規制が行われている。 

水質汚濁防止法は、汚水又は廃液を排出する一定の施設（特定施設）を設置する工場・

事業場（以下、特定事業場）で、公共用水域（河川、湖沼、港湾、沿岸海域などをいう。た

だし、公共下水道を除く。）に排出水を排出する特定事業場を規制の対象とし、その排水

について排水基準を定めている。 

排水基準（濃度規制）は、健康項目（有害物質）及び生活環境項目について定められて

おり、一部の項目については、水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基づく排水基準を
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定める条例（昭和 47 年愛知県条例第 4号）により上乗せ排水基準が定められている。 

さらに、昭和55年 7月からは、伊勢湾に流入する地域内の一定規模以上の特定事業場

（指定地域内事業場）を対象に COD（化学的酸素要求量）の総量規制が導入され、４次に

わたる総量規制の実施により、着実に汚濁負荷量の削減が図られてきた。また、窒素、燐

については、富栄養化対策指導指針等に基づく削減指導が行われ、各種の改善対策が

実施されてきた。 

さらに平成 14 年 10 月からの第 5 次水質総量規制では、従来の COD に加えて新たに

窒素、燐を対象とし、汚濁負荷量の一層の削減を図ることとしている。 

また、市環境保全条例において、建設工事に伴う排水の目安の値が定められている。 

 

カ 地盤沈下に係る規制 

工業用水法（昭和 31 年法律第 146 号）に基づき、港・南区の一部地域が地域指定を受

けており、当該指定地域内での揚水設備の新設に許可制が採用されている。 

また、市全域が市環境保全条例に基づく揚水規制区域として指定されており、家事用を

除く全ての揚水設備の設置に許可制が採用されるなど、地下水揚水規制が行われてい

る。 

 

キ 土壌に係る規制 

平成 15 年 2 月 15 日には土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）が施行され、その

法では有害物質使用特定施設の使用の廃止時などにおいて、事業者は土壌汚染状況調

査を行い、調査の結果、土壌汚染が確認された場合には指定区域として台帳に記載され、

汚染の除去等の措置や、土地の形質の変更の制限がされることとなる。 

市環境保全条例に基づき、平成 15 年 9 月 30 日には土壌汚染等対策指針（平成 15 年 

9月30日名古屋市告示第413号）を定め、特定有害物質（25物質）を使用等している事業

者は、その使用状況等を把握するとともに、面積 500ｍ2 以上の工場等の敷地又は跡地に

おいて、建築物等の移転や廃止に伴い土地を改変する場合には、土壌調査を行い、調査

の結果、土壌汚染が確認された場合には、処理対策を行うよう義務付けられている。3,000

ｍ2以上の土地の改変を行う場合は、過去の特定有害物質等を取り扱っていた工場等の設

置の状況等を調査・報告し、その結果、汚染のおそれがある場合は、土壌汚染等調査を実

施するよう義務付けられている。 
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（３） 自然環境関係法令による指定状況等 
ア 国立公園、国定公園及び県立自然公園 

調査対象区域には、自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）第 10 条第 1 項の規定によ

り指定される国立公園、同法第 10 条第 2 項の規定により指定される国定公園及び同法第

41 条の規定により指定される県立自然公園の区域はない。 

 

イ 自然環境保全地域 

調査対象区域には、自然環境保全法（昭和 47 年法律第 85 号）第 14 条第 1 項の規定

により指定される原生自然環境保全地域、同法第 22 条第 1 項の規定により指定される自

然環境保全地域及び同法第 45 条第 1項の規定により指定される県立自然環境保全地域

はない。 

 

ウ 特別緑地保全地区 

調査対象区域には、都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）第 3 条第 1 項の規定により

指定される特別緑地保全地区はない。 

  

エ 鳥獣保護区 

調査対象区域には、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成 14年法律第 88

号）第 28 条第 1 項の規定に基づく鳥獣保護区はないが、名古屋市全域が銃猟禁止区域

に指定されている。 

また、事業予定地の西側の水域は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に

基づく国指定鳥獣保護区（国設藤前干潟鳥獣保護区）に指定されている。その約 770ｈａの

うち約 323ｈａが特別保護地区であり、ラムサール条約（「特に水鳥の生息地として国際的に

重要な湿地に関する条約」）の「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に登録されている。 

この条約は、国境を越えて移動する水鳥の生息地として重要な湿地を条約事務局(スイ

ス：グラン)に登録し、国際的に保全を進めようとするものであり、昭和 46 年に発効されてい

る。日本は昭和 55 年に加盟しており、現在は 13 箇所（平成 17 年 3 月現在）が登録されて

いる。 

 

オ 風致地区 

調査対象区域には、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 7 号の規

定に基づく風致地区の区域はない。 

 

カ 保安林 

調査対象区域には、森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 25 条に基づき指定された保

安林の区域はない。 
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２-７ 環境保全に関する計画等 

（１） 愛知地域公害防止計画 
名古屋市は、その全域が「環境基本法」（平成 5 年法律第 91 号）第 17 条第 1 項の規定

により策定された「愛知地域公害防止計画」の策定地域となっている。 

策定状況を表 4-2-22 に、愛知地域公害防止計画の目標を表 4-2-23 に示す。 

 

表 4-2-22 愛知地域公害防止計画の策定状況 

地 域 名 地域の範囲 計画策定指示 計画承認年月日 計画期間 

愛知地域 
名古屋市始め 

43 市町村 

平成 13 年 

7 月 6 日 

平成 13 年 

12 月 10 日 

平成 13 年度～ 

    17 年度 

      出典： 「平成 16 年版 環境白書」（愛知県） 

 

表 4-2-23 愛知地域公害防止計画の目標 

項     目 目          標 

二酸化硫黄 

一酸化炭素 

浮遊粒子状物質 

光化学オキシダント 

二酸化窒素 

ベンゼン 

トリクロロエチレン 

テトラクロロエチレン 

ジクロロメタン 

大 

気 

汚 
染 

ダイオキシン類 

大気汚染に係る環境基準 

人の健康項目 水 

質 生活環境保全項目 
水質汚濁に係る環境基準等 

騒 音 騒音に係る環境基準 

航空機騒音 航空機騒音に係る環境基準 
騒 

音 

新幹線鉄道騒音 新幹線鉄道騒音に係る環境基準 

振 動 大部分の地域住民が日常生活において支障がない程度 

悪 臭 大部分の地域住民が日常生活において感知しない程度 

地盤沈下 地盤沈下を進行させないこと 

土壌汚染 土壌の汚染に係る環境基準 

        出典： 「平成 16 年版 環境白書」（愛知県）  
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（２） 愛知県環境基本計画 
愛知県は、愛知環境基本条例（平成 7年条例第 1号）に基づき、環境の保全に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るため、愛知県環境基本計画を平成 9 年 8 月に策定し

ている。 

この計画は、社会・経済全体を持続可能なものにしていくための長期的な目標と施策の

方向を盛り込んだものであり、愛知県の環境施策の基本となるものである。 

県が環境に影響を及ぼす各種計画・施策の立案・実施する場合においては、この計画の

目標などとの整合を図ることとしている。また、この計画は、県及び市町村、事業者、県民が

公平かつ適正な役割分担のもとに、連携・協力して環境保全の取り組みを推進していく指

針となるものである。 

21 世紀初頭における環境保全施策の方向を示す羅針盤として、愛知県環境基本計画

（改定計画）を平成 14 年 9 月に策定している。 

 

（３） 名古屋市環境基本計画 
名古屋市では平成元年に「なごや環境プラン」を策定し、平成 8 年には地球環境を守る

ための行動計画「なごやアジェンダ 21」を策定し推進を図っている。 

名古屋市環境基本条例（平成 8年条例第 6号）が制定され、環境を健全で恵み豊かなも

のとして維持し、将来の世代に引き継ぐ責務を担っていることを宣言するとともに、環境の保

全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成 11 年 8 月に名古屋市環境基

本計画を策定している。 

この計画は、名古屋市環境基本条例に定められた環境の保全に関する総合的かつ長期

的な施策の大綱及び環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必

要な事項として、今後の環境施策が目指す目標、目標の実現に向けた環境の保全に関す

る施策の大綱、自主的な環境への配慮を促進するための環境配慮指針を定めている。 

この計画は、平成 22 年度を目標年度とし、新たな環境問題や社会情勢の変化に対応し

て、平成 17 年度頃を目途に見直すものである。 

 

（４） 名古屋市地球温暖化防止行動計画 
本市域内の地球温暖化防止対策の具体的な推進を図るため、京都議定書で削減対象と

された二酸化炭素をはじめとする温室効果ガス 6 物質（二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、

ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄）について、検討を加え

「名古屋市地球温暖化防止行動計画」が平成 13 年 8 月に策定された。 

この計画では本市における温室効果ガスの排出実態と排出特性を明らかにするとともに、

既に表明している二酸化炭素排出量の 10％削減を達成するために、国や産業界における

対策、本市の対策、市民・事業者それぞれの自主的に取り組む日常的な実践行動とその

効果、さらには各主体の適切な役割分担に基づいた具体的な行動を示すものである。 

また、この計画に示された行動は将来においても継続的に推進することが必要であること

から、温室効果ガスの排出状況や自主的な行動の進捗状況を点検しつつ、より効果的に推

進するための方策を検討・推進する進行管理の仕組みについても示している。 
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第５章 事前配慮の内容 

環境保全の見地から事前に配慮した事項の内容は、表 5-1(1)～(3)に示すとおりである。 

 

表 5-1(1) 事前配慮の内容 

１ 事業計画地の立地及び土地利用に際しての配慮 
 

・煙突及び騒音、振動などの発生源は、周辺の土地利用を考慮し、周辺環境への環境影響がで

きるだけ少なくなるような配置とする。 

・土地所有者による事業予定地における土壌調査を行い、土壌汚染の状況を確認する。 
 

  

２ 建設作業時を想定した配慮 

事 前 配 慮 事 項 内           容 

地盤・地下

水環境 

地下掘削などの

地盤の改変によ

る影響の防止 

 

・地下掘削時に周辺地盤の変位、地下水位低下の発生を防止する工

法を採用する。 

・工事中は地盤変位及び地下水位の低下に対する監視を行う。 
 

自
然
環
境
の
保
全 

動物 

（鳥類） 

 

建設作業等の影

響の低減 

・建設作業、工事関連車両の走行の大気汚染、騒音、振動を防止す

ることで鳥類への影響の低減に努める。 
 

建設作業に伴う

公害の防止 

 

・綿密な仮設計画をたて、排出ガス対策型、低騒音・低振動型の建設

機械の使用及び適切な工法を採用することにより建設作業に伴う大

気汚染、騒音、振動を防止する。 

・特定建設作業以外の建設作業についても、特定建設作業の基準値

を遵守する。 

・発生した工事排水は適正な処理を行い、水質汚濁の防止に努め

る。 

・工法等の検討を行い、土壌及び地下水の汚染の防止に努める。 
 

環境汚染 

工事関連車両の

走行による公害

の防止 

 

・工事関連車両を分散させる走行ルートの選定及び工程管理を徹底

することで、事業予定地周辺を走行することにより発生する大気汚

染、騒音、振動の影響を最小限にする。 
 

工事関連車両の

走行に伴う交通

安全の確保 

 

・工事関連車両の主要な出入口には、交通整理員を配置し、歩道で

の歩行者通行の安全を確保する。 
 

生
活
環
境
の
保
全 

安全性 

災害の防止 
 

・作業主任者等を選任して、火災などの災害を未然に防止する。 
 

快
適
環
境
の
保
全

と
創
造 

景 観 
周辺地域との景

観の調和 

・事業予定地を含む地区の目標「水際の工場地の景観を演出する」

（名古屋市都市景観基本計画）及び「水辺の夕日に映えるリバー・サ

イド・タウン」（名古屋港景観基本計画）に配慮した仮囲いを施し、周

辺地域との景観の調和に努める。 

その他の配慮 
 

・工事段階において、電波障害の防止に努める。 
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表 5-1(2) 事前配慮の内容 

事 前 配 慮 事 項 内           容 

自動車交

通 

工事関連車両に

よる交通渋滞の

防止 

 

・工事関連車両による資材搬入については、通行時間の調整を行い

交通量を分散して、周辺道路の交通渋滞の防止に努める。 

 
 

建設廃棄物の減

量及び再資源化

の推進 

 

・建設廃棄物の発生抑制、減量化及びリサイクルに努め、処分におい

ては適正な処理を図る。 
 

廃棄物 
建設残土の搬

出・処分等に伴う

影響の防止 

 

・関係法令を遵守し、搬出・処分を行う。 

・残土搬出においては工事関連車両荷台に防塵覆いを行う。 
 

環
境
負
荷
の
低
減 

地球環境 

地球環境問題に

対する取り組みの

推進 

 

・高炉セメントの使用に努める。 

・森林資源の保護などに留意して合板型枠の使用を抑制する。 

・省エネルギー型の建設機械の使用に努める。 
 

 

３ 施設の存在・供用時を想定した配慮 

事 前 配 慮 事 項 内           容 

自
然
環
境
の
保
全 

植物・動物 

（鳥類） 

施設の稼働に伴

う影響の低減 

・敷地面積の 20％以上の緑地を確保し、敷地境界に沿って植栽を行

うことで動物への影響の低減に努める。 

・施設の稼働に伴う大気汚染、騒音、振動を防止することで鳥類への

影響の低減に努める。 

・鳥類への影響に配慮するため、事業予定地西側及び上方への光漏

れがないように努める。 

環境汚染 

公害の防止及び

有害物質による

環境汚染の防止 

 

・高効率の排ガス処理設備を設置する。（大気汚染） 

・発生した排水（返流水）は、一定の処理をした後、宝神下水処理場

へ送水し再処理する。（水質汚濁） 

・騒音・振動については低騒音・低振動型機器を採用し、遮音性の高

い建物等に格納する。（騒音・振動） 

・臭気の捕集性に優れた機器の採用、密閉性の高い建物構造により

臭気の漏洩の防止を行うとともに高効率の脱臭装置を採用する。

（悪臭） 

・上記の 5項目について定期的なモニタリングを行う。 
 

日照阻害・ 

電波障害

など 

日照阻害及び電

波障害等の防止 

 

・日照阻害・電波障害は、建物や煙突などの位置及び形状などを考

慮し、極力発生の防止に努める。 

・低周波空気振動対策としては、建物内に発生源を格納する。 

・光害については、最低限の防犯灯及び維持管理に必要な電灯のみ

を設置し、極力発生の防止に努める。 
 

危険物からの安

全性の確保 

 

・火災監視装置・消火装置を設ける。 

・燃料の貯蔵に伴う火災や漏洩を回避するように努める。 
 

生
活
環
境
の
保
全 

安全性 

自然災害からの

安全性の確保 

 

・ 本施設の各建物は、大地震に対して人命の安全確保に加えて十分

な機能確保が図られる耐震性を有するものとする。 

・ 台風時等の潮位の影響により施設が水没しないように計画地盤高を

設定する。 
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表 5-1(3) 事前配慮の内容 

事 前 配 慮 事 項 内           容 

快
適
環
境
の
保
全
と
創
造 

景 観 
施設の緑化及び

景観の調和 

・名古屋市都市景観基本計画及び名古屋港景観基本計画に配慮し

たデザインとする。 

・建物の外観はソフトな感じとし、デザインに配慮したものとする。 

・敷地面積の 20％以上の緑地を確保し、敷地境界に沿って植栽を行

う。 
 

水資源 
水資源の保全及

び活用 

 

・本施設で必要な用水の一部は、宝神下水処理場の処理水を利用す

る。 
 

廃棄物の減量化

及び再資源化の

推進 

 

・焼却灰などの再資源化に努める。 

・施設の補修時に発生する廃棄物の再資源化に努める。 
 

廃棄物 

廃棄物の適正処

理 

 

・焼却温度を適正な温度に保つなど完全燃焼を図る。 

・定期的な補修工事、機能検査、機器の点検などを実施し、施設の性

能を維持する。 

・焼却灰などは極力資源化を図り、処分が必要な場合は、産業廃棄

物処分場で処分する。 
 

省エネルギー対

策の推進 

 

・省エネルギー型の機器を採用する。 
 

 

自然エネルギー

及び未利用エネ

ルギーの活用 
 

・自然エネルギーや廃熱などの未利用エネルギーの活用について検

討し、積極的なこれらの導入に努める。 

環
境
負
荷
の
低
減 

地球環境 

温室効果ガスの

排出抑制 

 

・フロンガスが使用されていない機器を採用する。 

・事務用品などは名古屋市グリーン購入ガイドラインに沿った商品を

積極的に使用する。 
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1 既設地下構造物の撤去に伴う工事機械の稼働

2 杭、地中壁等の構築に伴う工事機械の稼働

3 土木・建築工事に伴う工事機械の稼働

4 掘削工事

設備工事

　工事関連車両の走行

　施設の存在 　焼却炉棟等の建築物の存在

　施設の稼働 　焼却施設等の稼働

　施設関連車両の走行 　施設稼働時の関連車両の走行

環　境　要　因　の　区　分 環　境　に　影　響　を　及　ぼ　す　行　為

建
設
工
事

　掘削残土の搬出車両及び建築工事等の資材搬入
　用車両の走行

　設備工事等に伴う工事機械の稼働

土木・建築工事

工事中

存在・供用時

第６章 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

１ 環境影響評価の項目 
１-１ 環境に影響を及ぼす行為・要因の抽出 

本事業の実施に伴い事業予定地及びその周辺地域の環境に影響を及ぼすおそれのあ

る行為・要因を抽出し、表 6-1-1 に示す。 

なお、環境影響評価においては、工事中は最も工事規模が大きい第 1期工事及びラムサ

ール条約登録湿地への影響が最大となる西側施設工事を対象とする。 

第1期工事の土木・建築工事は本施設全体の1/2規模の施設を対象とし、敷地全体の造

成及び管理棟などの共通施設の建設を含むものである。また、設備工事は本施設全体能力

の 1/4 規模の施設を対象とする。 

第2期工事以降は事業着手から概ね20年程度を目途に汚泥量の増加に合わせて、本施

設全体能力の 1/4 規模を超えない範囲で段階施工を行う計画である。 

西側施設工事の土木・建築工事は、受泥棟が1/2規模、第2汚泥棟が全体施設を対象と

し、第 2 焼却炉棟は基礎工事を全体に対して行い、東側半分について建築工事を行う。設

備工事は本施設全体能力の 1/4 規模の施設を対象とする。 

施設の存在・供用時は、本施設全体及び第 1 期工事完了後のそれぞれについて、全施

設稼働時を対象とする。 

 

表 6-1-1 環境に影響を及ぼす行為・要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-２ 影響を受ける環境要素の抽出 

表 6-1-1 に示した環境に影響を及ぼす行為・要因並びに本事業の事業特性及び地域環

境特性を踏まえ検討した結果、環境影響評価の項目として抽出した環境要素と影響要因と

の関連を表 6-1-2 に示す。 

また、環境影響評価の項目として抽出した理由及び抽出しなかった理由についても同表

に示す。 

環境影響評価の項目として抽出した環境要素は、大気質、騒音、振動、低周波空気振動、

悪臭、水質・底質、地下水、地盤、土壌、植物、動物、景観、人と自然との触れ合いの活動

の場、廃棄物等、温室効果ガス等、日照阻害、電波障害及び安全性である。 
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表6-1-2　環境要素と影響要因との関連及び抽出した理由・抽出しなかった理由のまとめ

影響要因の区分

土
木
・
建
築
工
事

設
備
工
事

工
事
関
連
車
両
の
走
行

施
設
の
存
在

施
設
の
稼
働

施
設
関
連
車
両
の
走
行

 二酸化硫黄 〇

 二酸化窒素 〇 〇 〇 〇 ×

 浮遊粒子状物質 〇 〇 〇 〇 ×

 塩化水素 〇

 粉じん 〇 〇

 ダイオキシン類 〇

 工場騒音 〇

 道路交通騒音 〇 ×

 建設作業騒音 〇 〇

 工場振動 〇

 道路交通振動 〇 ×

 建設作業振動 〇 〇

(4) 低周波空気振動  － 〇 ・施設の稼働に伴い低周波空気振動が発生するおそれがある。 －

(5) 悪　臭  － 〇 ・施設の稼働に伴う悪臭の発生があり、影響が懸念される。 －

(6) 水質・底質  － ○ ○ ×
・建設工事に伴い公共用水域への排水があり、影響が懸念される。 ・施設の稼働に伴い発生する汚水は宝神下水処理場へ返送し、処理することから、周辺の水質・底質に影響を

与えない。

(7) 地下水  － ○ ○ ×
・環境基準を上回った項目（鉛、砒素、ほう素及びふっ素）があり、建設工事に伴い発生する地下水の
影響が懸念される。

・ 施設の稼働に伴い発生する汚水は、宝神下水処理場へ返送し処理することから、地下水に影響を与えない。

(8) 地形・地質  － × × － ・工場跡地での建設工事であり、地形・地質に影響を与えない。

 地盤沈下 ○ × ×

 地下水位 ○ ×

(10) 土　壌  土壌汚染 ○ ○ ×
・環境基準を上回った項目（鉛、砒素、ほう素及びふっ素）があり、建設工事に伴い掘削土砂の発生に
よる周辺土壌への影響が懸念される。

・ 施設の稼働時は大規模な土地の改変がないことから、周辺土壌への影響はほとんどない。

(11) 植　物  － × × ○
・施設の存在により植生が改変される。
・施設の存在により予定地の植生の改変が動物（特に鳥類）の生育環境に関して影響を及ぼすおそれ
があり、補完的に抽出する。

・工場跡地での建設工事であり、植生は貧弱であると考えられるので、影響はほとんどない。

(12) 動　物  － ○ ○ ○ ○ ○ ×

・建設工事に伴う大気質、騒音、振動による動物（鳥類）に関して影響を及ぼすおそれがある。
・工事関連車両の走行に伴い動物（鳥類）に影響を及ぼすおそれがある。
・施設の存在により植生が大きく改変されることによる動物への影響が懸念される。
・施設の稼動に伴う大気質、騒音、振動による動物（鳥類）に関して影響を及ぼすおそれがある。

・施設の稼働時の施設関連車両は最大でも1日50台程度であり、特定の時間帯に集中せず、現況交通量に対
する比率が非常に小さいことから、動物への影響は軽微である。

(13) 生態系  － × × × × － ・事業予定地の生態系を構成する生物群集は単純で貧弱であると考えられるので、影響はほとんどない。

(14) 景　観  地域景観 ○ ・施設の存在により周辺の景観に影響を及ぼすおそれがある。 －

(15)
人と自然との触れ
合いの活動の場

 － ○ ○ ○ ○ ×

・建設工事に伴う大気質、騒音、振動による触れ合いの活動の場への影響を及ぼすおそれがある。
・工事関連車両の走行に伴い触れ合いの活動の場への影響を及ぼすおそれがある。
・施設の稼動に伴う大気質、騒音、振動、悪臭による触れ合いの活動の場への影響を及ぼすおそれ
がある。

・施設の稼働時の施設関連車両は最大でも1日50台程度であり、特定の時間帯に集中せず、現況交通量に対
する比率が非常に小さいことから、触れ合いの活動の場への影響は軽微である。

(16) 文化財  － × × － ・工場跡地での建設工事であり、事業予定地内に指定文化財は存在しない。

 建設廃材、残土等 〇 〇

 焼却灰等 〇

(18) 温室効果ガス等  二酸化炭素等 〇 〇 〇

・建設工事に伴う二酸化炭素の排出があり、影響が懸念される。
・工事関連車両の走行に伴い二酸化炭素等の排出があり、影響を及ぼすおそれがある。
・施設の稼働に伴う二酸化炭素等の排出があり、影響が懸念される。

－

(19) 風　害  － × － ・市内の類似施設においては、これまでにも風害の問題は発生していない。

(20) 日照阻害  日影 〇 ・施設の存在により周辺の日照に影響を及ぼすおそれがある。 －

(21) 電波障害  テレビジョン電波 〇 ・施設の存在により周辺のテレビジョン電波受信に影響を及ぼすおそれがある。 －

(22) 地域分断  － × － ・工場跡地での建設工事であり、周辺地域での地区の再編成等は行わないので地域分断は生じない。

(23) 安全性  交通安全 〇 ×
・工事関連車両の走行に伴い周辺の交通安全に影響を及ぼすおそれがある。 ・施設の稼働時の施設関連車両は最大でも1日50台程度であり、特定の時間帯に集中せず、現況交通量に対

する比率が非常に小さいことから、交通安全への影響は軽微である。

注）1　建設工事は、土木・建築工事及び設備工事を示す。
注）2　本事業の実施に伴い環境への影響が想定される項目について○×で示した。
注）3　○：抽出した項目、×：抽出しなかった項目

存在・供用時

・ 建設工事に伴う建設作業振動の発生があり、影響が懸念される。
・ 工事関連車両の走行に伴う道路交通振動の発生があり、影響が懸念される。
・ 施設の稼働に伴う振動の発生があり、影響が懸念される。

・建設工事に伴う建設廃材、残土等の発生があり、影響が懸念される。
・施設の稼働に伴う焼却灰等の発生があり、影響が懸念される。 －

・施設の稼働時の施設関連車両は最大でも1日50台程度であり、特定の時間帯に集中せず、現況交通量に対
する比率が非常に小さいことから、走行に伴う自動車排ガス（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）への影響は軽微で
ある。

・施設の稼働時の施設関連車両は最大でも1日50台程度であり、特定の時間帯に集中せず、現況交通量に対
する比率が非常に小さいことから、走行に伴う道路交通騒音への影響は軽微である。

・施設の稼働時の施設関連車両は最大でも1日50台程度であり、特定の時間帯に集中せず、現況交通量に対
する比率が非常に小さいことから、走行に伴う道路交通振動への影響は軽微である。

・施設の存在に伴う地盤の沈下について建物は支持層に根入れした杭による支持（杭基礎）等とするため、地盤
沈下に影響を与えない。
・施設の稼働時に地下水の揚水を行わないことから、地盤沈下及び地下水位の低下に影響を与えない。

・建設工事（15～20m程度の土木（掘削）工事）に伴い、地盤沈下、地下水位の低下のおそれがある。

抽 　 出  　し  　た  　理　  由 抽　 出　 し 　な 　か 　っ 　た　 理 　由

・ 建設工事に伴う二酸化窒素、浮遊粒子状物質、粉じんの発生があり、影響が懸念される。
・ 工事関連車両の走行に伴う自動車排ガス（二酸化窒素、浮遊粒子状物質）の発生があり、影響が懸
念される。
・ 施設の稼働に伴うばい煙（二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、塩化水素、ダイオキシン
類）の発生があり、影響が懸念される。

・ 建設工事に伴う建設作業騒音の発生があり、影響が懸念される。
・ 工事関連車両の走行に伴う道路交通騒音の発生があり、影響が懸念される。
・ 施設の稼働に伴う騒音の発生があり、影響が懸念される。

(1) 大気質

  　 　　   細区分

  細区分

環境要素の区分

工　事　中

騒　音

廃棄物等(17)

振　動

(2)

(3)

地　盤(9)
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２ 調査及び予測手法 
環境影響評価の各項目について、選定した調査及び予測手法は次頁以降に示すとおりであ

る。 
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２-１ 大気質 

 項 目 手           法 

 

調査目的 

 ○事業予定地周辺の現況大気質環境濃度の把握 

 ○予測・評価のためのバックグラウンド値の把握 

 

 

既存資料の収集整理 

 [調査事項]  二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、ダイオキシン類 

 [既存資料]○ 「大気汚染常時監視結果」（名古屋市環境局） 

 [既存資料]○ 「平成 16 年版 名古屋市環境白書（資料編）」（平成 16 年 名古屋市） 

 

 

現地調査 

 ① 一般環境大気質 

 [調査事項] 二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、塩化水素、ダイオキシン類 

 [調査方法]   

  ○二酸化硫黄 

溶液導電率方式（JIS B 7952）による 24 時間連続測定 

  ○窒素酸化物（二酸化窒素、一酸化窒素） 

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法(JIS B 7953)による 24 時間連続測定 

  ○浮遊粒子状物質 

β線吸収法（JIS B 7954）による 24 時間連続測定 

  ○塩化水素 

ろ紙に大気を 6時間毎吸引した後、イオンクロマトグラフ法により分析する。        

  ○ダイオキシン類 

「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」（平成 13 年 8月 環境省環境管理

局総務課ダイオキシン対策室・大気環境課）に定める方法 

 [調査地点]○事業予定地の 1地点及び周辺の 2地点 

 [調査期間]○二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、ダイオキシン類 

各季節について各 1週間 

なお、ダイオキシン類については 1週間採取した試料を 1検体とする。 

 [調査期間]○塩化水素 

各季節について 3日間（4 検体/日×3日間） 

 

調 
 
 
 

査 

大気質

の状況 

  

② 道路沿道大気質 

 [調査事項]  窒素酸化物、浮遊粒子状物質 

 [調査方法]○窒素酸化物（二酸化窒素、一酸化窒素） 

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法 (JIS B 7953)による 24 時間連続測定 

 [調査方法]○浮遊粒子状物質 

β線吸収法（JIS B7954）による 24 時間連続測定 

 [調査地点]  事業予定地周辺の工事関連車両が集中する主要道路沿道 2地点 

 [調査期間]  各季節について各 1週間 
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項 目 手           法 

 

調査目的 

 ○予測の前提条件及び将来予測のためのデータ把握 

 ○地域の気象概況の把握 

 

 

既存資料の収集整理 

 [調査事項]  風向・風速、大気安定度 

 [既存資料]○「愛知県の気象・地震概況」（名古屋地方気象台） 

 [既存資料 ○常時観測局の風向・風速（常時観測局調べ） 

 

調 
 
 
 

査 

気象の 

状況 

 

現地調査 

 [調査事項]○地上気象：風向・風速、日射量、放射収支量 

 [調査事項]○上層気象：風向・風速、気温 

 [調査方法]○地上気象： 

「地上気象観測指針」（平成 14 年 3 月 気象庁）に定める方法 

 [調査方法]○上層気象：低層レーウィンゾンデを用いた「高層気象観測指針」 

（平成 7 年 3月 気象庁）に定める方法 

 [調査地点]○地上気象：事業予定地の 1地点 

 [調査地点]○上層気象：事業予定地の 1地点（夏季は内陸地点も同時に 1地点） 

 [調査期間]○地上気象：各季節（合計 4季）について各 1週間 

ただし、風向・風速は通年 

 [調査期間]○上層気象：各季節（合計4季）について各5日間について3時間毎の観測

（朝は 1時間毎） 

3，5，6，7，8，9，10，11，12，15，18，21，24 時の 13 回/日 
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 項   目 手           法 

存 

在 

・ 

供 

用 

時 

施設 

からの

ばい煙 

大気汚染物質の寄与濃度、バックグラウンド加算濃度 

 [予測事項]   

  ○年平均値 

二酸化硫黄、窒素酸化物(二酸化窒素)、浮遊粒子状物質、ダイオキシン類 

  ○1 時間値（通常拡散時、上層逆転出現時（リッド）、強風出現時（ダウンウォッシ

ュ・ダウンドラフト発生時）、接地逆転層崩壊によるフュミゲーション発

生時） 

二酸化硫黄、窒素酸化物(二酸化窒素)、浮遊粒子状物質、塩化水素、 

ダイオキシン類 

  ○季節別の平均値 

窒素酸化物（二酸化窒素） 

 [予測条件]○気象条件 

 [予測条件]○ばい煙の排出条件 

 [予測条件]○施設の稼働計画 

 [予測方法] 大気拡散モデルに基づく予測 

「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（平成 12 年 公害研究対

策センター）及び「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」（昭和

61 年 6 月 (社)全国都市清掃会議）に準拠 

（有風時は点煙源のプルームモデル、無風時はパフモデルによる） 

 [予測地点] 施設の煙突を中心とした東西 5km、南北 5km の範囲 

（メッシュ間隔 125ｍ） 

 [予測時期] 施設供用時（本施設全体供用時及び第 1期施設供用時） 

窒素酸化物、浮遊粒子状物質 

 [予測事項]○窒素酸化物(二酸化窒素)、浮遊粒子状物質の年平均値 

 [予測条件]○建設機械の発生源条件（稼働条件等） 

 [予測条件]○気象条件 

 [予測方法]○大気拡散モデルに基づく予測 

 [予測方法]○「道路環境影響評価の技術手法」 

（平成 12 年 11 月 (財)道路環境研究所 ）に準拠 

 [予測地点]  事業予定地周辺（メッシュ間隔 100ｍ） 

 [予測時期]  建設工事中（第 1期工事及び西側施設工事） 

建設 

作業 

による

粉じん

等 粉じん 

 [予測事項] 建設作業に伴い発生する粉じんの飛散状況 

 [予測条件] 粉じんの飛散防止措置 

 [予測方法] 工事計画に基づく予測 

 [予測地点] 事業予定地周辺 

 [予測時期] 建設工事中 

予 
 
 
 

測 

工 
 

事 
 

中 

自動車 

排ガス 

大気汚染物質の寄与濃度、バックグラウンド加算濃度 

 [予測事項]○窒素酸化物（二酸化窒素）、浮遊粒子状物質の 1時間値及び年平

均値 

 [予測条件]○交通量及び走行速度 

 [予測条件]○道路構造等 

 [予測条件]○気象条件 

 [予測方法]○大気拡散モデルに基づく予測 

 [予測方法]○「道路環境影響評価の技術手法」 

（平成 12 年 11 月 （財）道路環境研究所）に準拠 

 [予測地点]  事業予定地周辺の工事関連車両が集中する主要道路沿道 3地点

 [予測時期]  工事関連車両の走行に伴う自動車排ガスの影響が最大となる時期
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２-２ 騒 音 

 項   目 手           法 

 

調査目的 

 事業予定地周辺の騒音の状況把握 

 

 

既存資料の収集整理 

 [調査事項]  環境騒音、道路交通騒音 

 [既存資料]○「平成 16 年版 名古屋市環境白書」及び「同（資料編）」 

           （平成 16 年 名古屋市） 

 [既存資料]○「名古屋市の騒音 環境騒音編（平成 16 年度）」 

  （平成 17 年 名古屋市環境局） 

 [既存資料]○「名古屋市の騒音 自動車騒音・振動編（平成 15 年度）」 

  （平成 17 年 名古屋市環境局） 

 

 

現地調査 

 ① 環境騒音 

 [調査事項]  等価騒音レベル（LAeq） 

 [調査方法]  「騒音に係る環境基準について」 

          （平成 10 年 環境庁告示第 64 号）に定める方法 

 [調査地点]  事業予定地の敷地境界 4地点 

 [調査期間]  平日及び休日（日・祝日）について各 1日 24 時間 

 

調 
 
 
 

査 

騒音の状況 

  

 ② 道路交通騒音 

 [調査事項]  等価騒音レベル（LAeq） 

 [調査方法]  「騒音に係る環境基準について」 

           （平成 10 年 環境庁告示第 64 号）に定める方法 

 [調査地点]  事業予定地周辺の工事関連車両が集中する主要道路沿道 3地点

 [調査期間]  <通常時>国際展示場で催事が行われていない 

平日及び休日（日・祝日）について 

各 1 日 朝 6 時から 22 時まで 

 [調査期間]  <混雑時>国際展示場で催事が行われている 

休日（日・祝日）について 1 日 朝 6 時から 22 時まで 
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 項   目 手           法 

存
在
・供
用
時 

工場 

騒音 

 

 [予測事項]  騒音レベル 

 [予測条件]○騒音発生源データ 

 [予測条件]○音源の形状及び位置 

 [予測条件]○建屋部材及び障壁部材 

 [予測方法]  騒音伝搬理論式に基づく予測 

 [予測地点]○各施設を中心とした 500ｍ×500ｍの範囲（メッシュ間隔 50ｍ） 

 [予測条件]○事業予定地、ラムサール条約登録湿地及び周辺住居地域を含む

4km×2.5km の範囲（メッシュ間隔 250m） 

 [予測時期]  施設供用時（本施設全体供用時及び第 1期施設供用時） 

 

建設 

作業 

騒音 

 

 [予測事項]  騒音レベル 

 [予測条件]○建設機械の稼働条件 

 [予測条件]○建設機械の発生騒音レベル 

 [予測条件]○透過損失 

 [予測方法]  騒音伝搬理論式に基づく予測 

 [予測地点]○各施設を中心とした 500ｍ×500ｍの範囲（メッシュ間隔 20ｍ） 

 [予測条件]○事業予定地、ラムサール条約登録湿地及び周辺住居地域を含む

4km×2.5km の範囲（メッシュ間隔 250m） 

 [予測時期]  建設工事中（第 1期工事及び西側施設工事） 

 

予 
 
 
 

測 

工 
 

事 
 

中 

道路 

交通 

騒音 

 

 [予測事項]○道路交通騒音レベル 

 [予測条件]○工事関連車両が走行する時間帯 

 [予測条件]○交通量及び走行速度 

 [予測条件]○道路構造等 

 [予測方法]○日本音響学会式に基づく予測 

           「道路環境影響評価の技術手法」（（財）道路環境研究所）に準拠

 ASJ モデル 2003 に基づく予測 

 [予測地点]  事業予定地周辺の工事関連車両が集中する主要道路沿道 3地点

 [予測時期]○工事関連車両の走行が最大となる時期 
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２-３ 振 動 

 項   目 手           法 

 

調査目的 

 事業予定地周辺の振動の状況把握 

 

 

既存資料の収集整理 

 [調査事項]  環境振動、道路交通振動 

 [既存資料]○「平成 16 年版 名古屋市環境白書」及び「同（資料編）」 

           （平成 16 年 名古屋市環境局） 

 [既存資料]○「名古屋市の騒音 自動車騒音・振動編（平成 15 年度）」 

           （平成 17 年 名古屋市環境局） 

 

 

現地調査 

 ① 環境振動 

 [調査事項]  振動レベル(L10) 

 [調査方法]○「振動規制法施行規則」 

（昭和 51 年 総理府令第 58 号）に準拠する方法 

 [調査方法]○JIS Z8735 「振動レベル測定方法」に準拠する方法 

 [調査地点]  事業予定地の敷地境界 4地点 

 [調査期間]  <通常時>平日及び休日（日・祝日）について各 1日 24 時間 

 

  

 ② 道路交通振動 

 [調査事項]  振動レベル(L10) 

 [調査方法]○「振動規制法施行規則」 

（昭和 51 年 総理府令第 58 号）に準拠する方法 

 [調査方法]○JIS Z8735 「振動レベル測定方法」に準拠する方法 

 [調査地点]  事業予定地周辺の工事関連車両が集中する主要道路沿道3地点

 [調査期間]  <通常時>国際展示場で催事が行われていない 

平日及び休日（日・祝日）について 

各 1 日 朝 6 時から 22 時まで 

 [調査期間]  <混雑時>国際展示場で催事が行われている 

休日（日・祝日）について 1 日 朝 6 時から 22 時まで 

 

調 
 
 
 

査 

振動の状況 

  

 ③ その他 

 [調査事項]  地盤卓越振動数、路面平坦性 

 [調査方法]○地盤卓越振動数 

JIS Z8735 「振動レベル測定方法」に準拠する方法 

 [調査方法]○路面平坦性 

舗装試験法便覧「舗装路面の平坦性測定方法」のうち 3ｍプロフィ

ルメータによる方法 

 [調査地点]  事業予定地周辺の工事関連車両が集中する主要道路沿道3地点

 [調査期間]  1 回 朝 6 時から 22 時まで 
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 項   目 手           法 

存
在
・供
用
時 

工場 
振動 

 

 [予測事項]  振動レベル 

 [予測条件]○振動発生源位置及び発生源データ 

 [予測条件]○地盤 

 [予測方法]  振動伝搬理論式に基づく予測 

 [予測地点]○各施設を中心とした 500ｍ×500ｍの範囲（メッシュ間隔 50ｍ） 

 [予測時期]  施設供用時（本施設全体供用時及び第 1期施設供用時） 

 

建設 
作業 
振動 

 

 [予測事項]  振動レベル 

 [予測条件]○建設機械配置 

 [予測条件]○建設機械の発生振動レベル 

 [予測方法]  振動伝搬理論式に基づく予測 

 [予測地点]○各施設を中心とした 500ｍ×500ｍの範囲（メッシュ間隔 50ｍ） 

 [予測時期]  建設工事中（第 1期工事及び西側施設工事） 

 

予 
 
 
 

測 

工 
 

事 
 

中 

道路 
交通 
振動 

 

 [予測事項]  道路交通振動レベル 

 [予測条件]○工事関連車両が走行する時間帯 

 [予測条件]○交通量及び走行速度 

 [予測条件]○道路構造等 

 [予測方法]○建設省土木研究所提案式に基づく予測に準拠（「道路環境影響評

価の技術手法」（（財）道路環境研究所））する。 

 [予測地点]  事業予定地周辺の工事関連車両が集中する主要道路沿道3地点

 [予測時期]  工事関連車両の走行が最大となる時期 
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２-４ 低周波空気振動 

 項   目 手           法 

 

調査目的 

 事業予定地周辺の低周波空気振動の状況把握 

 

調 
 
 
 

査 

低周波空気 

振動の状況 

 

現地調査 

 [調査事項]○1/3 オクターブバンド音圧レベル(Leq) 

 [予測条件]○Ｇ特性音圧レベル 

 [調査方法]  「低周波音の測定方法に関するマニュアル」 

（平成 12 年 10 月 環境庁大気保全局）に準拠する方法 

 [調査地点]  事業予定地の敷地境界 4地点及び類似施設 7地点（柴田下水処

理場及び宝神下水処理場の汚泥処理施設） 

 [調査期間]  事業予定地：平日及び休日（日・祝日）について各 1日 24 時間 

類似施設：焼却設備の稼働日及び非稼働日各 1日 24 時間 

 

予 
 
 
 

測 

存
在
・供
用
時 

低周波 

空気振

動 

 

 [予測事項]  低周波空気振動 

 [予測条件]○低周波空気振動の発生源及び低周波音圧レベル 

 [予測条件]○発生源の位置 

 [予測条件]○遮音性能 

 [予測方法]  伝搬理論式（「低周波音防止技術解説書」 

（昭和 59 年 通商産業省立地公害局、低周波音調査委員会）） 

に準拠する方法 

 [予測地点]  事業予定地の敷地境界 4地点 

 [予測時期]  施設供用時（本施設全体供用時及び第 1期施設供用時） 
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２-５ 悪 臭 

 項   目 手           法 
 

調査目的 

 事業予定地周辺の悪臭の状況把握 
 

 

現地調査 

 [調査事項]  特定悪臭物質、臭気指数（臭気濃度） 

 [調査方法]○特定悪臭物質 

「特定悪臭物質の測定の方法」（昭和 47 年 環境庁告示第 9号）

に定める方法 

○臭気指数（臭気濃度） 

「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」（平成 7年 環境庁

告示第 63 号）に定める方法 

 [調査地点]  事業予定地の敷地境界 4地点 

 [調査期間]  夏季、冬季に各 1日 1回 
 

調 
 
 
 

査 

臭気の状況 
 

類似事例調査 

 [調査事項]  特定悪臭物質、臭気指数（臭気濃度） 

 [調査方法]○特定悪臭物質 

「特定悪臭物質の測定の方法」（昭和 47 年 環境庁告示第 9号）

に定める方法 

 [調査方法]○臭気指数（臭気濃度） 

「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」（平成 7年 環境庁

告示第 63 号）に定める方法 

 [調査地点]  汚泥処理施設（汚泥受入箇所）、脱臭設備（脱臭口）、煙突（煙道）

及び灰出し設備の各1箇所について柴田下水処理場の汚泥処理

場施設(4 地点)及び宝神下水処理場の汚泥処施設（し渣沈砂洗

浄施設 1地点） 

 [調査期間]  夏季、冬季に各 1日 1回 
 

 

施設からの漏洩による影響（汚泥処理施設、し渣沈砂洗浄施設、灰出し設備） 

 [予測事項]  特定悪臭物質、臭気指数（臭気濃度） 

 [予測条件]○発生源濃度 

 [予測条件]○発生源位置 

 [予測方法]  類似事例からの推定  

 [予測地点]  事業予定地の敷地境界 

 [予測時期]  施設供用時（本施設全体供用時及び第 1期施設供用時） 
 

 

排ガスによる影響（煙突） 

 [予測事項]  特定悪臭物質、臭気指数（臭気濃度） 

 [予測条件]  排出条件 

 [予測方法]  大気拡散モデルに基づく予測  

 [予測地点]  事業予定地周辺 

 [予測時期]  施設供用時（本施設全体供用時及び第 1期施設供用時） 
 

予 
 
 
 

測 

存 

在 

・ 

供 

用 

時 

悪臭 

物質の 

濃度等 

 

脱臭装置排ガスによる影響（脱臭設備） 

 [予測事項]  特定悪臭物質、臭気指数（臭気濃度） 

 [予測条件]○排出条件 

 [予測条件]○発生源位置 

 [予測方法]  「悪臭防止法に基づく排出口における臭気指数に係る規制基準の

算定方法」に基づく予測  

 [予測地点]  事業予定地の敷地境界 

 [予測時期]  施設供用時（本施設全体供用時及び第 1期施設供用時） 
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２-６ 水質・底質 

 項   目 手           法 

 

調査目的 

 放流先公共用水域の水質の状況把握 

 

 

既存資料の収集整理 

 [調査事項]  放流先公共用水域の水質 

 [既存資料]○「平成 16 年度 公共用水域及び地下水の水質常時監視結果」 

 （平成 17 年 名古屋市環境局） 

 [既存資料]○「平成 16 年版 名古屋市環境白書（資料編）」 

 （平成 16 年 名古屋市） 

 

調 
 
 
 

査 

水質の状況 

 

現地調査 

 [調査事項]  ｐＨ、ＤＯ、ＣＯＤ、ＳＳ 

 [調査方法]  「水質汚濁に係る環境基準について」 

          （昭和 46 年 環境庁告示第 59 号）で定める方法 

 [調査地点]  放流先排出口の直下の公共用水域（上層・中層）各 1地点（事業

予定地東側の海域） 

 [調査期間]  春季、夏季、秋季、冬季に各 1日 1回 

 

予 
 
 
 

測 

工 
 

事 
 

中 

 

建設 

工事に 

伴う排水 

 

 

 [予測事項]○浮遊物質量の放流量と拡散の範囲 

 [予測事項]○有害物質の放流の濃度 

 [予測条件]  工事計画 

 [予測方法]○「ダム建設工事における濁水処理」（（財）日本ダム協会）に準拠 

 [予測方法]○「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」（（社）全国都市清掃

会議）に準拠 

 [予測方法]○工事計画からの類推 

 [予測地点]  放流先の海域（名古屋港） 

 [予測時期]  建設工事中（既設地下構造物撤去、各棟の土工事（掘削工）、躯

体工事（土木）） 
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２-７ 地下水 

 項   目 手           法 

 

調査目的 

 事業予定地の地下水水質の把握 

 

調 
 
 
 

査 

地下水質の

状況 

 

既存資料の収集整理 

 [調査事項]  地下水環境基準項目（全 26 項目） 

 [既存資料]○「平成 14～16 年度 公共用水域及び地下水の水質常時監視結

果」（平成 15～17 年 名古屋市環境局） 

 [既存資料]○事業予定地に関する土壌調査（新日本製鐵（株）からの報告）を収

集整理 

  

予 
 
 

測 

工 
 

事 
 

中 

地下水 

 

 [予測事項]  掘削工事により発生する地下水の事業予定地及び周辺地下水へ

の影響の程度 

 [予測条件]  工事計画 

 [予測方法]  工事計画からの類推 

 [予測地点]  事業予定地及びその周辺 

 [予測時期]  建設工事中（平成 23 年までの掘削工事時） 
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２-８ 地 盤 

 項   目 手           法 

 

調査目的 

 事業予定地の地下水位及び地盤状況の把握 

 

 

既存資料の収集整理 

 [調査事項]○事業予定地周辺の地盤沈下の状況 

 [調査事項]○事業予定地周辺の地質等の状況 

 [調査事項]○事業予定地周辺の地下水揚水の状況 

 [既存資料]○「最新名古屋地盤図」（昭和 63 年 （社）土質工学会） 

 [既存資料]○「平成 16 年度 濃尾平野地域 地盤沈下等量線図」（平成 17 年 

東海三県地盤調査会） 

 [既存資料]○「平成 16 年版 名古屋市環境白書」（平成 16 年 名古屋市） 

 

調 
 
 
 

査 

地下水位 

及び 

地盤状況 

 

現地調査 

 [調査事項]  事業予定地の地質の状況 

 [調査方法]  「地盤調査法」（平成 16 年 地盤工学会） 

 [調査地点]  事業予定地内 9 地点 

 [調査期間]  平成 16 年度 

 

予 
 
 

測 

工 
 

事 
 

中 

地盤沈

下量及

び地下

水位 

 

 [予測事項]○周辺地下水の変動 

 [予測事項]○周辺地盤の変位 

 [予測条件]○掘削条件 

 [予測条件]○盛土条件 

 [予測方法]○工事計画に基づく推計 

 [予測方法]○「平成 12 年版 仮設構造物の計画と施工」（土木学会）に基づく予測

 [予測方法]○「軟弱地盤の調査・設計・施工法」（平成元年 土質工学会）に基づく予測

 [予測地点]  事業予定地 

 [予測時期]  建設工事中（地下掘削工事中及び盛土工事完了時） 
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２-９ 土 壌 

 項   目 手           法 

 

調査目的 

 事業予定地の土壌汚染の把握 

 調 
 
 
 

査 

土壌の状況 
 

既存資料の収集整理 

 [調査事項]  事業予定地の土地利用の経緯、土壌の状況 

 [既存資料]  事業予定地に関する土壌調査（新日本製鐵（株）からの報告）を収
集整理 

 

予 
 
 

測 

工 
 

事 
 

中 

土壌 

 

 [予測事項]  掘削土砂による周辺への負荷の程度 

 [予測条件]○工事計画（掘削範囲及び掘削土量、盛土量） 

 [予測条件]○土壌の状況 

 [予測方法]  工事計画からの類推 

 [予測地点]  事業予定地周辺 

 [予測時期]  建設工事中 
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２-１０ 植 物 

 項   目 手           法 

 

調査目的 

 地域の植物（陸生植物）概況の把握 

 

 

既存資料の収集整理 

 [調査事項]○植物相及び植生の状況 

 [調査事項]○重要な植物種の状況 

 [調査事項]○重要な植物群落の分布状況 

 [既存資料]○「平成 7年度 河川水辺の国勢調査年鑑（河川版）植物調査編」 

（1997 年 （財）リバーフロント整備センター） 

 [既存資料]○「名古屋市港区藤前地先における公有水面埋立及び廃棄物最終

処分場設置事業に係る環境影響評価書」 

（平成 10 年 8 月 名古屋港管理組合・名古屋市） 

 [既存資料]○「名古屋市の植生」（1991 年 3 月 名古屋市） 

 

調 
 
 
 

査 

植物の状況 

 

現地調査 

 [調査事項]○植物相の状況 

 [調査事項]○植生の状況 

 [調査事項]○重要な植物種及び重要な植物群落の状況 

 [調査事項]○緑の状況 

 [調査方法]  現地踏査 

「自然環境アセスメント技術マニュアル」（1995 年 （財）自然環境

研究センター）に準拠 

 [調査地点]  事業予定地（約 16ha）、空見緑地（約 1.5ha）、稲永公園（約 10ha）

 [調査期間]  各季節について各 1日間程度 

 

予 
 
 

測 
存
在
・供
用
時 

植物へ

の影響 

 

 [予測事項]○存在時における緑の量、植物相及び植生の変化の程度 

 [予測条件]○事業計画（緑の量、緑地計画） 

 [予測方法]○事業計画に基づく予測 

 [予測条件]○緑の状況と事業計画から類推 

 [予測地点]  事業予定地 

 [予測時期]  施設供用時（本施設全体供用時及び第 1期施設供用時） 
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２-１１ 動 物 

 項   目 手           法 
 

調査目的 

地域の動物（陸生動物（哺乳類、鳥類、は虫類・両生類及び昆虫類、クモ類））概

況の把握 
 

 

既存資料の収集整理 

 [調査事項]○動物相の状況 

 [調査事項]○重要な動物種の状況 

 [調査事項]○注目すべき生息地の分布状況 

 [既存資料]○ 「平成 8 年度 河川水辺の国勢調査年鑑（河川版）鳥類調査、両

生類・爬虫類・哺乳類調査、陸上昆虫類等調査編」（1998 年 

（財）リバーフロント整備センター） 

 [既存資料]○ 「平成 10 年度 河川水辺の国勢調査年鑑（河川版）鳥類調査、両

生類・爬虫類・哺乳類調査、陸上昆虫類等調査編」（2000 年 

（財）リバーフロント整備センター） 

 [既存資料]○ 「平成 11 年度 河川水辺の国勢調査年鑑（河川版）鳥類調査、両

生類・爬虫類・哺乳類調査、陸上昆虫類等調査編」（2001 年 

（財）リバーフロント整備センター） 

 [既存資料]○ 「名古屋市港区藤前地先における公有水面埋立及び廃棄物最終

処分場設置事業に係る環境影響評価書」（平成 10 年 8 月 名古

屋港管理組合・名古屋市） 

 [既存資料]○ 庄内川・新川河口干潟調査会 第 6回資料－モニタリング調査結

果データ集－」（平成 15 年 3 月 24 日、国土交通省中部地方整備

局庄内川工事事務所・愛知県河川工事事務所） 
 

調 
 
 
 

査 

動物の状況  

現地調査 

 [調査事項]○動物相の状況 

 [調査事項]○重要な動物の状況 

 [調査方法]  現地踏査 

「自然環境アセスメント技術マニュアル」（1995 年 （財）自然環境研

究センター）に準拠 

○哺乳類 

フィールドサイン調査、トラップ調査 

○鳥類 

ポイントセンサス調査、ラインセンサス調査 

任意観察調査（日没後 1時間の調査含む） 

主要な水鳥の状況調査（陸域部の利用状況調査） 

繁殖状況調査 

○は虫類・両生類 

直接確認調査、任意採取調査 

○昆虫類 

任意採取調査、ベイトトラップ調査、ライトトラップ調査 

○クモ類 

任意採取調査 

 [調査地点]  事業予定地（約 16ha）、空見緑地（約 1.5ha）、稲永公園（約 10ha）

（ただし、鳥類相、鳥類の繁殖状況調査は調査対象区域（陸域

部）） 

 [調査期間]  各季節について各 3日間程度（ただし、鳥類は繁殖期についても

1 日間程度） 
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 項   目 手           法 

 

動物へ

の影響 

 

 

 [予測事項]○施設の存在に伴う動物（重要な動物種）への影響 

 [予測条件]○事業計画 

 [予測方法]  事業計画に基づく予測 

 [予測地点]  事業予定地 

 [予測時期]  施設供用時（本施設全体供用時及び第 1期施設供用時） 存
在
・供
用
時 

鳥類へ

の影響 

 

 [予測事項]○施設の稼働に伴う大気質、騒音、振動が注目すべき生息地（ラム

サール条約登録湿地）を主要な生息環境とする鳥類（水鳥）へ与

える影響 

 [予測条件]○環境要素毎の影響の程度 

 [予測方法]  大気質、騒音及び振動の予測結果から推計 

 [予測地点]  ラムサール条約登録湿地 

 [予測時期]  施設供用時（本施設全体供用時及び第 1期施設供用時） 
 

予 
 
 

測 

工 
 

事 
 

中 

鳥類へ

の影響 

 

 [予測事項]○工事中の大気質、騒音、振動が注目すべき生息地（ラムサール条

約登録湿地）を主要な生息環境とする鳥類（水鳥）へ与える影響 

 [予測条件]○環境要素毎の影響の程度 

 [予測方法]  大気質、騒音及び振動の予測結果から推計 

 [予測地点]  ラムサール条約登録湿地 

 [予測時期]  工事中（建設工事（第 1期工事及び西側施設工事）及び工事関連

車両の走行が最大となる時期） 
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２-１２ 景 観 

 項   目 手           法 

 

調査目的 

 事業予定地周辺からの景観の把握 

 
調 

 
 
 

査 

景観の状況 
 

現地調査 

 [調査事項]  主要な眺望点からの状況 

 [調査方法]  写真撮影 

 [調査地点]  事業予定地が確認できる遠景 4地点と中景 1地点、近景 5地点 

 [調査期間]  代表期 

 

予 
 
 
 

測 

存
在
・供
用
時 

景観の 

変化の 

程度 

 

 [予測事項]  主要眺望点からの景観 

 [予測条件]  施設計画 

 [予測方法]  現況調査地点からの合成写真（フォトモンタージュ）を作成 

 [予測地点]  遠景 2地点、近景 2地点 

 [予測時期]  施設完成時（本施設全体供用時及び第 1期施設供用時） 
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２-１３ 人と自然との触れ合いの活動の場 

 項   目 手           法 

 

調査目的 

 触れ合いの活動の場の概況の把握 

 

 

既存資料の収集整理 

 [調査事項]  触れ合いの活動の場の概要 

 [既存資料]○「学区別生活環境調査報告書（平成 9年度版）」 

（平成 10 年 名古屋市） 

 [既存資料]○「名古屋市建物用途別現況図 Nagoya Land Use Survey Map  

(2001)」（平成 15 年 3 月 名古屋市住宅都市局） 

 

調 
 
 
 

査 

触れ合いの

活動の場の

状況 

 

現地調査 

 [調査事項]  「事業予定地西側護岸（ラムサール条約登録湿地）」、 

「稲永公園」及び「空見緑地」の概要及び利用状況 

 [調査方法]  現地踏査 

 [調査地点]  事業予定地西側護岸（ラムサール条約登録湿地）、 

空見緑地（約 1.5ha）、稲永公園（約 10ha） 

 [調査期間]  代表期 

  

存
在
・供
用
時 

 

触れ合

いの活

動の場

の環境

への影

響 

 

 

 [予測事項]  施設の稼働に伴う触れ合いの活動の場の環境への影響の程度及

び利用状況の変化の程度 

 [予測条件]○環境要素（大気質、騒音、振動、悪臭、動物）毎の影響の程度 

 [予測方法]  大気質、騒音、振動、悪臭及び動物の予測結果から類推 

 [予測地点]  事業予定地西側護岸、稲永公園及び空見緑地 

 [予測時期]  施設供用時（本施設全体供用時及び第 1期施設供用時） 

 予 
 
 

測 

工 
 

事 
 

中 

 

触れ合

いの活

動の場

の環境

への影

響 

 

 

 [予測事項]  工事中（建設工事及び工事関連車両の走行）の触れ合いの活動

の場の環境への影響の程度及び利用状況の変化の程度 

 [予測条件]○環境要素（大気質、騒音、振動、動物）毎の影響の程度 

 [予測方法]  大気質、騒音、振動及び動物の予測結果から類推 

 [予測地点]  事業予定地西側護岸、稲永公園及び空見緑地 

 [予測時期]  工事中（建設工事（第 1期工事及び西側施設工事）及び工事関連

車両の走行が最大となる時期） 
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２-１４ 廃棄物等 

 項   目 手           法 

 

調査目的 

 廃棄物の種類及び発生量の把握 

 

調 
 
 
 

査 

廃棄物の 

発生の状況 

 

既存資料の収集整理 

 [調査事項]○廃棄物発生の状況 

 [調査事項]○廃棄物の管理・減量化・再利用の状況 

 [既存資料]○「平成 16 年度版 下水道事業概要」 （平成 17 年 名古屋市上下

水道局） 

 [既存資料]○「し渣・沈砂発生量調査」（名古屋市上下水道局調べ） 

 

存
在
・供
用
時 

廃棄物

の種類

及び 

発生量

の程度 

 

 [予測事項]○廃棄物の種類及び発生量 

 [予測事項]○廃棄物の排出抑制、減量化、再利用・リサイクル等の方策及び量 

 [予測条件]○施設の稼働条件 

 [予測条件]○焼却灰発生量 

 [予測条件]○焼却灰のリサイクル率 

 [予測方法]  事業計画からの類推 

 [予測地点]  事業予定地 

 [予測時期]  施設供用時（本施設全体供用時及び第 1期施設供用時） 

    

予 
 
 
 

測 

工 

事 
中 

廃棄物

等の種

類及び 

発生量

の程度 

 

 [予測事項]○廃棄物の種類及び発生量 

 [予測事項]○廃棄物の排出抑制、減量化、再利用・リサイクル等の方策及び量 

 [予測事項]○残土の発生量、再利用・リサイクル等の方策及び量 

 [予測条件]  工事計画及び廃棄物等の処理方針 

 [予測方法]  工事計画からの類推 

 [予測地点]  事業予定地 

 [予測時期]  建設工事中 
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２-１５ 温室効果ガス等 

 項   目 手           法 

 

調査目的 

 二酸化炭素等排出状況の把握 

 調 
 
 
 

査 

温室効果ガス

等の発生の

状況 
 

既存資料の収集整理 

 [調査事項]  類似施設の二酸化炭素等排出量 

 [既存資料]  「排ガス調査」（平成 16 年度 名古屋市上下水道局調べ） 

 

存
在
・供
用
時 

 

 [予測事項]  供用・存在時における温室効果ガスの発生量（二酸化炭素、メタ

ン、一酸化二窒素） 

 [予測条件]  事業計画 

 [予測方法]  事業計画に基づく予測 

 [予測地点]  事業予定地内及びその周辺 

 [予測時期]  施設供用時（本施設全体供用時及び第 1期施設供用時） 

    
予 

 
 
 

測 

工 

事 

中 

温室 

効果 

ガス等

の 

排出の 

程度 

 

 [予測事項]  建設機械の稼働及び工事関連車両の走行に伴う温室効果ガスの

排出量（二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素） 

 [予測条件]  工事計画 

 [予測方法]  工事計画に基づく予測 

 [予測地点]  事業予定地内及びその周辺 

 [予測時期]  工事中 

    

 

- 197 -



２-１６ 日照阻害 

 項   目 手           法 

 

調査目的 

 事業予定地周辺民家等の土地・建物の状況把握 

 

 

既存資料の収集整理 

 [調査事項]  事業予定地周辺の用途地域指定状況 

 [既存資料]○「名古屋都市計画図（地域制）」 

（平成 14 年 財団法人名古屋市都市整備公社） 

 [既存資料]○「平成 16 年版 名古屋市統計年鑑」（平成 17 年 名古屋市） 

 [既存資料]○「名古屋市建物用途別現況図 Nagoya Land Use Survey 

Map(2001)」（平成 15 年 名古屋市住宅都市局） 

 

調 
 
 
 

査 

日照の状況 

 

現地調査 

 [調査事項]  現状の事業予定地内建物による最も太陽の高度が低い冬至日の

日影長及び日影時間の状況 

 [調査方法]  現地踏査及び理論式による計算 

 [調査地点]  事業予定地周辺 

 [調査時期]  平成 15 年度 

 

予 
 
 
 

測 

存
在
・供
用
時 

日影の 

影響の 

程度 

 

 [予測事項]  日影の範囲、日影となる時刻及び時間数 

 [予測条件]○施設の高さ及び形状 

 [予測条件]○施設の位置（緯度・経度等） 

 [予測方法]  理論式による計算（時刻別日影図及び等時間日影図の作成） 

 [予測地点]  事業予定地周辺 

 [予測時期]  施設完成時（本施設全体供用時及び第 1期施設供用時） 
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２-１７ 電波障害 

 項   目 手           法 

 

調査目的 

 事業予定地周辺民家等の電波受信状況の把握 

 

調 
 
 
 

査 

テレビジョン

放送電波の

受信状況 

 

現地調査 

 [調査事項]○電界強度分布状況・テレビ受信画質評価 

（地上波アナログ、地上波デジタル） 

 [調査事項]○共同テレビ受信施設の状況 

 [調査事項]○マイクロウェーブの送信経路 

 [調査方法]○電界強度分布状況・テレビ受信画質評価 

電波測定車による測定 

 [調査方法]○共同テレビ受信施設の状況 

電気通信管理局への問合せ及び現地踏査 

 [調査方法]○マイクロウェーブの送信経路 

東海総合通信局への問合せ 

 [調査地点]  事業予定地周辺 

 [調査期間]  平成 15 年度～16 年度 

 

予 
 
 
 

測 

存
在
・供
用
時 

テレビ 

ジョン 

電波 

障害の 

程度 

及び 

範囲 

 

 [予測事項]○地上波アナログのしゃへい障害及び反射障害 

 [予測事項]○地上波デジタルのしゃへい障害及び反射障害 

 [予測条件]○しゃへい物・反射物の配置（施設の位置、大きさ） 

 [予測条件]○送信条件 

 [予測方法]  「建造物障害予測の手引き 改訂版」（平成 7年 9 月 （社）日本Ｃ

ＡＴＶ技術協会）及び「建造物障害予測技術（地上波デジタル）」

（平成 15 年 5 月 NHK 受信技術センター）に基づく予測 

 [予測地点]  電波障害が生じる範囲 

 [予測時期]  施設完成時（本施設全体供用時及び第 1期施設供用時） 
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２-１８ 安全性 

 項   目 手           法 

 

調査目的 

 事業予定地周辺における交通状況の把握 

 

 

既存資料の収集整理 

 [調査事項] 道路、病院・学校等の配置、コミュニティ施設の状況及び交通安全

の状況 

 [既存資料]○「平成 11 年度 道路交通センサス報告書 全国道路交通情勢調

査」（平成 13 年 3 月 国土交通省中部整備局 道路部） 

 [既存資料]○「学区別生活環境調査報告書（平成 9年版）」（平成 10年 名古屋市） 

 [既存資料]○「平成 16 年中 名古屋市内の交通事故」 

          （平成 17 年 名古屋市市民経済局） 

 

調 
 
 
 

査 

交通の状況 

 

現地調査 

 [調査事項]○交通量 

 [調査事項]○交通安全設備の確認 

 [調査方法]○自動車交通量 

数取器を使用し連続して交通量を調査する。 

車種分類は、小型車類（乗用車、小型貨物車）、大型車類（普通貨

物車、バス）とする。（なお、ASJモデル2003で使用できる分類で調

査を行う） 

 [調査方法]○歩行者交通量 

数取器を使用し連続して調査する。 

 [調査方法]○交通安全設備の確認 

現地踏査により調査する。 

 [調査地点]  事業予定地周辺の工事関連車両が集中する主要道路沿道3地点

及び事業予定地東側歩道 

 [調査期間]○自動車交通量、歩行者交通量 

 [調査期間]  <通常時>国際展示場で催事が行われていない 

平日及び休日（日・祝日）について 

各 1 日 朝 6 時から 22 時まで 

 [調査期間]  <混雑時>国際展示場で催事が行われている 

休日（日・祝日）について 1 日 朝 6 時から 22 時まで 

 [調査方法]○交通安全設備の確認 

代表期 

 

予 
 
 
 

測 

工 

事 

中 

交通 

安全等 

への 

影響 

 

 [予測事項]○発生集中交通量 

 [予測事項]○交通安全への影響の程度 

 [予測条件]○工事関連車両の通行ルート 

 [予測条件]○工事関連車両使用道路の交通安全設備の状況 

 [予測方法]  工事計画から推計 

 [予測地点]  事業予定地東側の出入口部 3箇所 

 [予測時期]  工事関連車両の交通量が最大となると考えられる時期 

（土木・建築工事時） 
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３ 評価手法 
３-１ 評価の手法 

（１） 周辺環境への影響の低減措置、環境保全措置等について明らかにすることにより、対象

事業による影響をどのように回避し、又は低減するかの事業者の見解を示す。 
 該当する環境要素：大気質、騒音、振動、低周波空気振動、悪臭、水質・底質、地下水、

地盤、土壌、植物、動物、景観、人と自然との触れ合いの活動の場、廃棄物等、温室効果

ガス等、日照阻害、電波障害及び安全性 
 

（２） 環境基準など国又は名古屋市等が実施する環境の保全に関する施策によって、環境影

響評価の項目に係る環境要素に関する基準又は目標が示されている場合にあっては、当

該基準等と対比する。 
 該当する環境要素：大気質、騒音、振動、悪臭、水質・底質、地下水、土壌及び日照阻害 

 

（３） 環境影響評価の項目ごとの環境影響評価の結果について、その概要を一覧できるように

とりまとめ、総合的に評価する。 
 

３-２ 環境保全措置の検討 

環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度がきわめて小さいと判断される場

合以外の場合にあっては、次のことを目的として環境保全措置を検討する。 

 

（１） 環境への影響をできる限り回避し、又は低減させる措置を検討し、必要に応じ損なわれ

る環境要素の持つ環境の保全の観点からの価値を代償するための措置を検討する。 
 

（２） 国又は名古屋市等が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は

目標の達成に努める。 
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第７章  調査結果の概要並びに予測及び評価の結果 

第１節 大気質 
１ 調査結果の概要 
１-１ 大気質の状況 

1-1-1 資料調査 

(１) 調査事項 
二酸化硫黄、窒素酸化物（一酸化窒素、二酸化窒素：以下同じ）、浮遊粒子状物質、

ダイオキシン類 

 

(２) 調査方法 
  「大気汚染常時監視結果」（名古屋市環境局）、「平成 16 年版 名古屋市環境白書

（資料編）」（平成 16 年 名古屋市）等を収集整理した。 

 

(３) 調査結果 
  「第 4 章 1 自然的状況 1-2 大気環境の状況」参照 

 

1-1-2 現地調査 

(１) 調査事項 
ア 一般環境大気質 

二酸化硫黄、窒素酸化物、浮遊粒子状物質、塩化水素及びダイオキシン類 

 

イ 道路沿道大気質 

窒素酸化物及び浮遊粒子状物質 

 

(２) 調査地点 
ア 一般環境大気質 

調査地点を図 7-1-1 に示す。 

No.1 地点（事業予定地）：名古屋市港区空見町 1 番地の 5 及び 9 

No.2 地点（稲永公園）：名古屋市港区野跡 4 丁目地内 

No.3 地点（名古屋市特別消防隊第五方面隊）：名古屋市港区金城ふ頭 1丁目 1番地 3 

 

イ 道路沿道大気質 

調査地点を図 7-1-1 に示す。 

Ａ地点：名古屋市港区汐止町 12 番地 ニチハ㈱名古屋工場 敷地境界 

Ｂ地点：名古屋市港区空見町 1 番地の 6 東邦ガス㈱空見環境センター 

（旧空見工場、以下「空見環境センター」とする。）敷地境界 

 

(３) 調査期間 
ア 一般環境大気質 

冬季：平成 16 年 1 月 27 日（火）～2 月 2 日（月） 

（ダイオキシン類は平成 16 年 1 月 27 日（火）～2 月 3 日（火）） 

春季：平成 16 年 5 月 11 日（火）～5 月 17 日（月） 

（ダイオキシン類は平成 16年 5月 11日（火）～5月 18日（火）） 

夏季：平成 16 年 7 月 20 日（火）～7 月 26 日（月） 
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（ダイオキシン類は平成 16 年 7 月 20 日（火）～7 月 27 日（火）） 

秋季：平成 16 年 10 月 25 日（月）～10 月 31 日（日） 

（ダイオキシン類は平成 16 年 10 月 25 日（月）～11 月 1 日（月）） 

 

※塩化水素は、各季の調査期間中の 3 日間で調査を行った。 

 

イ 道路沿道大気質 

冬季：平成 16 年 1 月 19 日（月）～ 1 月 25 日（日） 

春季：平成 16 年 5 月 19 日（水）～ 5 月 25 日（火） 

夏季：平成 16 年 8 月 2 日（月）～ 8 月 8 日（日） 

秋季：平成 16 年 11 月 5 日（金）～11 月 11 日（木） 

 

(４) 調査方法 
ア 二酸化硫黄 

溶液導電率方式（JIS B7952）による 24 時間連続測定 

 

イ 窒素酸化物（二酸化窒素、一酸化窒素） 

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法(JIS B 7953)による 24 時間連続測定 

 

ウ 浮遊粒子状物質 

β線吸収法（JIS B7954）による 24 時間連続測定 

 

エ 塩化水素 

ろ紙に大気を 6 時間毎吸引した後、イオンクロマトグラフ法により分析する。 

 

オ ダイオキシン類 

「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」（平成 13 年 8 月 環境省環境管

理局総務課ダイオキシン対策室・大気環境課）に定める方法 

 

(５) 調査結果 
一般環境大気質調査結果を表 7-1-1 に、道路沿道大気質調査結果を表 7-1-2 に示

す。 

調査項目のうち、環境基準が定められている二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状

物質及びダイオキシン類に関して、一般環境大気質、道路沿道大気質の全ての地点で

環境基準の値を下回っていた。 
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図 7-1-1  現地調査地点 

 

図7-1-1 現地調査調査地点位置図（大気質）
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表 7-1-1 一般環境大気質調査結果 

調査項目：二酸化硫黄                                                   単位：ppm 

日平均値の最高値 1 時間値の最高値  項目 

調査地点 

全期間 

平均値 冬季 春季 夏季 秋季 期間 冬季 春季 夏季 秋季 期間

No.1 

No.2 

No.3 

0.007 

0.007 

0.009 

0.005

0.005

0.008 

0.013

0.014

0.020

0.016

0.013

0.017

0.011

0.010

0.014

0.016

0.014

0.020

0.011

0.010

0.017

0.043

0.043

0.065

0.026

0.024

0.040 

0.018

0.017

0.026 

0.043

0.043

0.065

（参考）環境基準 － 0.04 以下 0.10 以下 

調査項目：二酸化窒素                                                                                                                  単位：ppm  

日平均値の最高値 1 時間値の最高値  項目 

調査地点 

全期間 

平均値 冬季 春季 夏季 秋季 期間 冬季 春季 夏季 秋季 期間

No.1 

No.2 

No.3 

0.026 

0.024 

0.028 

0.042

0.043

0.043 

0.035

0.034

0.040

0.030

0.027

0.031

0.044

0.041

0.045

0.044

0.043

0.045

0.055

0.057

0.059

0.061

0.062

0.075

0.048

0.040

0.051 

0.062

0.061

0.076 

0.062

0.062

0.076

（参考）環境基準 － 
0.04～0.06 のゾーン内 

又はそれ以下 
－ 

調査項目：一酸化窒素                                        単位：ppm 

日平均値の最高値 1 時間値の最高値  項目 

調査地点 

全期間 

平均値 冬季 春季 夏季 秋季 期間 冬季 春季 夏季 秋季 期間

No.1 

No.2 

No.3 

0.016 

0.016 

0.018 

0.057

0.058

0.058 

0.032

0.028

0.049

0.017

0.014

0.016

0.044

0.042

0.043

0.057

0.058

0.058

0.131

0.133

0.138

0.113

0.092

0.134

0.062

0.051

0.056 

0.120

0.134

0.124 

0.131

0.134

0.138

調査項目：窒素酸化物                                        単位：ppm 

日平均値の最高値 1 時間値の最高値  項目 

調査地点 

全期間 

平均値 冬季 春季 夏季 秋季 期間 冬季 春季 夏季 秋季 期間

No.1 

No.2 

No.3 

0.042 

0.040 

0.046 

0.098

0.101

0.101 

0.067

0.062

0.089

0.047

0.040

0.047

0.088

0.083

0.088

0.098

0.101

0.101

0.182

0.186

0.192

0.156

0.135

0.175

0.099

0.086

0.099 

0.164

0.174

0.169 

0.182

0.186

0.192

調査項目：浮遊粒子状物質                                            単位：mg/m3 

日平均値の最高値 1 時間値の最高値  項目 

調査地点 

全期間 

平均値 冬季 春季 夏季 秋季 期間 冬季 春季 夏季 秋季 期間

No.1 

No.2 

No.3 

0.034 

0.034 

0.036 

0.060

0.050

0.065 

0.055

0.056

0.057

0.049

0.059

0.059

0.067

0.056

0.069

0.067

0.059

0.069

0.110

0.114

0.130

0.082

0.089

0.090

0.069 

0.094

0.092 

0.119

0.092

0.108 

0.119

0.114

0.130

（参考）環境基準 － 0.10 以下 0.20 以下 

調査項目：塩化水素                                                     単位：ppm  

日平均値の最高値 6 時間値の最高値  項目 

調査地点 

全期間 

平均値 冬季 春季 夏季 秋季 期間 冬季 春季 夏季 秋季 期間

No.1 

No.2 

No.3 

0.0003 

0.0003 

0.0004 

0.0003 

0.0003 

0.0004 

0.0004

0.0004

0.0004

0.0006

0.0006

0.0007

0.0004

0.0003

0.0004

0.0006

0.0006

0.0007

0.0003

0.0004

0.0005

0.0009 

0.0009 

0.0009 

0.0008 

0.0009 

0.0010 

0.0006 

0.0005 

0.0006 

0.0009

0.0009

0.0010

調査項目：ダイオキシン類          単位：pg-TEQ/m3 

 項目 

調査地点 

全期間 

平均値 
冬季 春季 夏季 秋季

No.1 

No.2 

No.3 

0.13 

0.097 

0.16 

0.18 

0.16 

0.26 

0.12 

0.071

0.12 

0.056

0.047

0.16 

0.15

0.11

0.11

（参考）環境基準 0.6以下 － 

注)期間は全期間の最大値を示す。 
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表 7-1-2 道路沿道大気質調査結果 

調査項目：二酸化窒素                                                  単位：ppm 

日平均値の最高値 1 時間値の最高値 項目 

調査地点 

全期間 

平均値 冬季 春季 夏季 秋季 期間 冬季 春季 夏季 秋季 期間

Ａ地点 

Ｂ地点 

0.032 

0.029 

0.039 

0.032 

0.047

0.053

0.034

0.029

0.049

0.048

0.049

0.053

0.059

0.049

0.079

0.071

0.068

0.058 

0.091

0.074 

0.091

0.074

（参考）環境基準 － 
0.04～0.06 のゾーン内 

又はそれ以下 
－ 

 

調査項目：一酸化窒素                                                  単位：ppm  

日平均値の最高値 1 時間値の最高値 項目 

調査地点 

全期間 

平均値 冬季 春季 夏季 秋季 期間 冬季 春季 夏季 秋季 期間

Ａ地点 

Ｂ地点 

0.042 

0.028 

0.106

0.068 

0.064

0.042

0.083

0.055

0.077

0.058

0.106

0.068

0.239

0.208

0.261

0.200

0.173

0.143 

0.260

0.134 

0.261

0.208

 

調査項目：窒素酸化物                                                  単位：ppm 

日平均値の最高値 1 時間値の最高値 項目 

 

調査地点 

全期間 

平均値 冬季 春季 夏季 秋季 期間 冬季 春季 夏季 秋季 期間

Ａ地点 

Ｂ地点 

0.074 

0.057 

0.145

0.100 

0.108

0.088

0.117

0.084

0.126

0.101

0.145

0.101

0.294

0.257

0.322

0.257

0.215

0.191 

0.351

0.192 

0.351

0.257

 

調査項目：浮遊粒子状物質                                            単位：mg/m3 

日平均値の最高値 1 時間値の最高値 項目 

調査地点 

全期間 

平均値 冬季 春季 夏季 秋季 期間 冬季 春季 夏季 秋季 期間

Ａ地点 

Ｂ地点 

0.045 

0.035 

0.055

0.044 

0.087

0.075

0.043

0.031

0.084

0.067

0.087

0.075

0.113

0.085

0.162

0.121

0.092

0.073 

0.126

0.110 

0.162

0.121

（参考）環境基準 － 0.10 以下 0.20 以下 

注)期間は全期間の最大値を示す。 
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１-２ 気象の状況 

1-2-1 資料調査 

(１) 調査事項 
気象の状況 

 

(２) 調査方法 
 「愛知県の気象・地震概況」（名古屋地方気象台）、常時観測局の風向・風速（常時

観測局調べ）等を収集整理した。 

 

(３) 調査結果 
  「第 4 章 1 自然的状況 1-2 大気環境の状況」参照 

 

1-2-２ 現地調査 

(１) 調査事項 
ア 地上気象 

風向、風速、日射量、放射収支量 

 

イ 上層気象 

風向、風速及び気温（地上 1,500m まで） 

 

(２) 調査地点 
ア 地上気象 

調査地点を図 7-1-2 に示す事業予定地とした。 

 

イ 上層気象 

調査地点を図 7-1-2に示す事業予定地及び内陸地点（名古屋市中川区富永 1丁目

地内）の２地点で実施した。このうち、内陸地点は、熱的内部境界層が発達すると考えら

れる夏季について調査を実施した。 

 

(３) 調査期間 
ア 地上気象 

（ア） 風向、風速 

平成 16 年 1 月 27 日（火）～平成 17 年 1 月 26 日（水） 

 

（イ） 日射量、放射収支量 

冬季：平成 16 年 1 月 27 日（火）～ 2 月 2 日（月） 

春季：平成 16 年 5 月 11 日（火）～ 5 月 17 日（月） 

夏季：平成 16 年 7 月 20 日（火）～ 7 月 26 日（月） 

秋季：平成 16 年 10 月 25 日（月）～10 月 31 日（日） 

 

イ 上層気象 

（ア） 事業予定地 

冬季：平成 16 年 1 月 31 日（土）～ 2 月 4 日（水） 

春季：平成 16 年 4 月 27 日（火）～ 5 月 1 日（土） 

夏季：平成 16 年 8 月 3 日（火）～ 8 月 7 日（土） 
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秋季：平成 16 年 10 月 19 日（木）、22 日（日）～25 日（水） 

 

（イ） 内陸地点 

夏季：平成 16 年 8 月 3 日（火）～ 8 月 7 日（土） 

 

なお、10 月 20 日、21 日は台風 23 号の影響があると考えられたため観測を中止し

た。 
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図 7-1-2 
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(４) 調査方法 
ア 地上気象 

「地上気象観測法」（平成 14 年 3 月 気象庁）に定める方法に準拠して行い、観測に

は表 7-1-3 に示す機器を使用した。 

 

表 7-1-3 地上気象観測機器一覧表 

項  目 観測機器 観測高度 デ－タ読み取り 

風向・風速 風車型風向風速計 地上高 10m 

日 射 量 全天電気式日射計 地上高 1.5m

放射収支量 通風式風防型放射収支計 地上高 1.5m

毎正時前 

10 分間平均値 

 

イ 上層気象 

観測は、「高層気象観測指針」(平成 7 年 3 月 気象庁)に定める方法に準拠して行い、

低層レーウィンゾンデを使用して地上 1,500m まで測定し、50m 毎の風向、風速及び気

温を整理した。 

観測は、3時、5時、6時、7時、8時、9時、10 時、11 時、12 時、15 時、18 時、21 時、

24 時の 1 日 13 回行った。 

 

(５) 調査結果 
地上気象及び上層気象の調査結果は、次に示すとおりである。 

なお、集計における昼夜区分は表 7-1-4 のとおりとした。 

四季別の調査結果は、「資料編 資料 1-3」に示す。 

 

表 7-1-4 昼夜区分 

月 昼間 夜間 月 昼間 夜間 

1 月,2 月 7～17 時 18～6 時 6 月,7 月 5～19 時 20～4 時

3 月 7～18 時 19～6 時 8 月,9 月 6～18 時 19～5 時

4 月 6～18 時 19～5 時 10 月 6～17 時 18～5 時

5 月 5～18 時 19～4 時 11月,12月 7～16 時 17～6 時
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ア 地上気象 

（ア） 風向・風速 

風向、風速の調査結果は表 7-1-5及び図 7-1-3に示すとおりである。北西の風が

最も多く、北西～北北西の 2 風向で約 37％を占めていた。平均風速は 2.7m/s とな

っていた。 

 

表 7-1-5 地上風の概況（年間） 

昼夜区分 
最多風向 

（出現率） 

次最多風向

（出現率） 
平均風速 静穏出現率

全 日 NW(21.6％) NNW(15.0％) 2.7m/s 1.0％ 

昼 間 NW(23.1％) NNW(13.4％) 3.0m/s 0.4％ 

夜 間 NW(19.9％) NNW(16.7％) 2.4m/s 1.6％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1-3 年間風配図（全日） 

注） 円内の数字の上段は静穏率(0.4m/s 以下；％)、下段は欠測率(％)を示す。 

 

（イ） 大気安定度 

大気安定度について、事業予定地内で観測した風速、日射量及び放射収支量の

観測結果から、表 7-1-6 に示すパスキル安定度階級分類表に従い整理した。 

調査結果は表 7-1-7 に示すとおりである。 

 

表 7-1-6 パスキル安定度階級分類表（日本式） 

  日射量 cal/cm2･h 夜     間 風  速 

(地上10ｍ) 

ｍ/s  ≧ 50 49 ～ 25 ≦ 24 

本  曇 

(8～10) 

(日中･夜間) 
上 層 雲 (5～10) 

中 ･下 層 雲 (5～7) 

雲    量 

(0 ～ 4) 

＜ 2 Ａ Ａ-Ｂ Ｂ Ｄ (Ｇ) (Ｇ) 

2 ～ 3 Ａ-Ｂ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

3 ～ 4 Ｂ Ｂ-Ｃ Ｃ Ｄ Ｄ Ｅ 

4 ～ 6 Ｃ Ｃ-Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ 

6 ＜ Ｃ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（平成 12 年 公害研究対策センター） 
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表 7-1-7 大気安定度出現頻度表 

単位：％ 

不安定 中立 安定 

A A-B B B-C C C-D D 

昼間

D 

夜間

E F G 

 0.6  5.4  6.7  1.6  9.2  3.9 24.2 22.5  7.1  5.4 13.4 

14.3 59.8 25.9 

 

イ 上層気象 

（ア） 上層気象観測中の天気概況 

冬季： １月 31 日は冬型の気圧配置となり、概ね快晴であったが、2 月 1 日には午前

中から次第に薄曇りとなり午後には曇りとなった。2 日は低気圧の通過に伴い

早朝から夕方にかけて雨となったが、3 日からは再び冬型の気圧配置に戻り、

4 日は気温が低くなり朝方に降雪が見られた。 

春季： 4 月 27 日は低気圧に吹き込む南寄りの風が強く、雨量も多かった。28 日は、

大陸の高気圧が張り出し天気は回復したものの、一時西高東低の気圧配置と

なり風が強まった。また、寒気の影響で気温が下がった。その後は、移動性高

気圧に覆われ晴天の日が続いた。 

夏季： 8 月 3 日は朝晩に雲が多かったものの日中は晴れて気温が高くなった。4 日か

ら 5 日にかけては熱帯低気圧やその後変わった台風の影響を受け南寄りの強

い風が地上から上空まで吹いた。台風通過後の 6 日から 7 日は、太平洋高気

圧の縁に沿った南寄りの風が吹き、気温、湿度の高い天気となった。また、上

空の寒気の影響で大気が不安定となり、短時間の激しい雷雨があった。 

秋季： 10 月 19 日は明け方から雨が降り出し終日雨となった。22 日から 25 日にかけ

ては、大陸からの移動性高気圧が接近・通過し、晴れの日が多く、上空の風は

西寄りの風、北寄りの風、南寄りの風と変化した。 

 

（イ） 高度別平均風向 

高度別の風向出現頻度図（全季）を図 7-1-4(1)～(2)示す。 

全日、昼夜別とも全層で北西～北北西の風が多くなっていた。 

 

- 213 -



 

観測地点： 事業予定地 

凡  例： 円内(静穏),円外(測得数/率) 

 －：風向出現頻度 

 □：風向別平均風速 

 

図 7-1-4(1) 風向の高度別出現頻度（全季・全日） 
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観測地点： 事業予定地 

凡  例：
円内(静穏),円外(測得数/率) 

（上段は昼間を、下段は夜間を示す） 

 －：風向出現頻度 

 
□：風向別平均風速 

（実線は昼間を、破線は夜間を示す） 

注）昼間、夜間の時間区分は表 7-1-4 に示すとおりとした。 

 

図 7-1-4(2) 風向の高度別出現頻度（全季・昼夜別） 
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（ウ） 高度別平均風速 

高度別の平均風速鉛直分布（全季）を図 7-1-5（表 7-1-8）に示す。上空になるほ

ど風速が強くなっていた。昼夜別に見ると、風速は、地上 10m では昼間が強く、高度

50m～650m では夜間が強く、高度 700m より上空ではほぼ同じとなっていた。 

 

 
観測地点：事業予定地 

注）昼間、夜間の時間区分は表 7-1-4に示すとおりとした。 

 

図 7-1-5（表 7-1-8） 高度別平均風速鉛直分布（全季） 
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（エ） 高度別平均気温 

高度別の平均気温鉛直分布（全季）を図 7-1-6（表 7-1-9）に示す。高度が上がる

とともに気温は低くなっていた。夜間では地上～高度 50m では等温となっていた。 

 

 

観測地点：事業予定地 

注）昼間、夜間の時間区分は表 7-1-4 に示すとおりとした。 

 

図 7-1-6（表 7-1-9） 高度別平均気温鉛直分布（全季） 
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２ 予測及び評価（存在・供用時） 
２-１ 施設からのばい煙 

(１) 予 測 
ア 予測事項 

（ア） ばい煙の濃度（年平均値） 

二酸化硫黄、窒素酸化物（二酸化窒素）、浮遊粒子状物質及びダイオキシ類と

した。 

予測にあたっては煙突から排出される硫黄酸化物、ばいじんが、それぞれ二酸

化硫黄、浮遊粒子状物質として排出されるものと仮定した。 

 

（イ） ばい煙の濃度（1 時間値） 

二酸化硫黄、窒素酸化物（二酸化窒素）、浮遊粒子状物質、ダイオキシン類及

び塩化水素とした。 

予測にあたっては煙突から排出される硫黄酸化物、ばいじんが、それぞれ二酸

化硫黄、浮遊粒子状物質として排出されるものと仮定した。 

 

（ウ） 予測内容 

予測内容は表 7-1-10 に示すとおりである。 

 

表 7-1-10 施設からのばい煙の予測内容 

予 測 内 容 予 測 項 目 

年平均値 

  

二酸化硫黄 

 二酸化窒素 

 浮遊粒子状物質 

 ダイオキシン類 

 

通常拡散時 

上層逆転出現時（リッド） 

強風出現時 

（ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時） 

1 時間値 

接地逆転層崩壊によるフュミゲーション発生時 

 二酸化硫黄 

 二酸化窒素 

 浮遊粒子状物質 

 塩化水素 

 ダイオキシン類 
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イ 予測条件 

（ア） ばい煙の排出条件 

施設からのばい煙の煙源条件は、表 7-1-11 に示すとおりとした。 

 

 

表 7-1-11 施設からのばい煙の煙源条件 

項      目 煙 源 条 件 

湿り排ガス量 （ｍ3N/h・系列） 46,000 

乾き排ガス量 （ｍ3N/h・系列） 43,000 

排ガス温度  （℃） 160 

煙突実高   （ｍ） 80 

煙突形状 内筒 4 本（1 本/2 系列） 

吐出速度   （m/s） 17.9 

硫黄酸化物  (ppm） 40 

窒素酸化物  (ppm） 100 

ばいじん    （g/m3N） 0.02 

塩化水素   （ppm） 30 

ダイオキシン類(ng-TEQ/m3N) 0.1 

排 

出 

濃 

度 

酸素濃度   （％） 12 

注）硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、ダイオキシン類及び塩化水素の排出濃度は、乾き

排ガス量に対する濃度であり、12％酸素換算値で示した。 

排出濃度は、高効率の排ガス処理設備を設置するものとし、本市他施設の実績及びメー

カーヒアリングにより設定した。 

 

（イ） 施設の稼働計画 

施設の稼働条件は、表 7-1-12 に示すとおりとした。 

 

表 7-1-12 施設の稼働条件 

項   目 煙 源 条 件 

稼 働 日 数 330 日 

稼 働 時 間 24 時間 

設 備 能 力 
本施設全体供用時：200t/日×8 系列 

第 1 期施設供用時：200t/日×2 系列 
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（ウ） 気象条件 

予測に用いる気象データは、風向・風速については事業予定地内で実施した現

地調査結果を用いた。また、大気安定度については現地調査期間と同時期に観

測された名古屋地方気象台における日射量及び雲量を用いて算出した。 

なお、排出源高さの風速は、次に示すべき乗則の式により推定した。 
 

P)Zs／Z(UsUz =  

 

Uz  ：高さ Z （ｍ）の推定風速（m/s） 
Us   ：基準高さ Zs (ｍ）の風速（m/s） 
Z  ：排出源の高さ（ｍ） 
Zs  ：基準とする高さ（ｍ） 

P  ：べき指数（表 7-1-13 参照） 
 

表 7-1-13 べき指数 

パスキル安定度 Ａ,A-B Ｂ,B-C Ｃ,C-D Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ 

べき指数 P  0.153 0.268 0.280 0.301 0.354 0.405 0.368 

注）べき指数Ｐの値は上層気象観測結果より設定した。 

 

a． 年平均値の気象条件 
年平均値の予測に用いる気象条件は、風向、風速、大気安定度別に類型化し

て設定した。風向は 16方位、風速は 8階級に分類（各階級毎に代表風速を設定）

し、大気安定度はパスキル安定度分類表（表 7-1-6 参照）に従い、10 階級に分類

した。 

 

b． １時間値の気象条件 
① 通常拡散時 

予測は、風速階級及び大気安定度の組み合わせの中から高濃度が出現す

る気象条件とし、表 7-1-14 に示すとおりとした。 
 

表 7-1-14 通常拡散時の気象条件 

予測時期 風    速 大気安定度 

本施設全体供用時 

第１期施設供用時 
0.7m/s Ａ 

 

 

② 上層逆転出現時（リッド） 

予測は、上層気象観測結果より、上層逆転層が発達し、かつ煙流が逆転層

を突き抜けない事例として、平成 16 年 4 月 30 日 10 時の気象条件とした。（資

料編１－１０参照） 

設定した気象条件を、表 7-1-15 に示す。 
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表 7-1-15 上層逆転出現時（リッド）の気象条件 

予測時期 風 速 大気安定度 上層逆転層高さ 

本施設全体供用時 

第１期施設供用時 
1.2m/s Ａ 地上より 250～300ｍ 

 

 

③ 強風出現時（ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時） 

予測は、風速については煙突排ガスの吐出速度 17.9m/s の約 1/2 とし、大

気安定度は「Ｄ」の気象条件とした。（資料編１－１０参照） 

設定した気象条件を表 7-1-16 に示す。 
 

表 7-1-16 ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時の気象条件 

予測時期 風    速 大気安定度 

本施設全体供用時 

第１期施設供用時 
9.0m/s Ｄ 

 

 

④ 接地逆転層崩壊型フュミゲーション発生時 

予測は、上層気象観測結果より、接地逆転層が発達し、かつ煙流が逆

転層を突き抜けない事例として、平成 16 年 4 月 30 日 6 時の気象条件と

した。（資料編１－１０参照） 

設定した気象条件を表 7-1-17 に示す。 
 

表 7-1-17 接地逆転層崩壊時の気象条件 

予測時期 風 速 大気安定度 接地逆転層高さ 温位勾配 

本施設全体供用時 

第１期施設供用時 
2.7m/s Ｄ 地上より 250ｍ 0.011 K/m 
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（エ） バックグラウンド濃度 

設定したバックグラウンド濃度を表 7-1-18 に示す。 

バックグラウンド濃度の設定は、現地調査結果（No.1 地点～No.3 地点）の最大

値を用いた。 

 

表 7-1-18 バックグラウンド濃度 

バックグラウンド濃度 
予   測   項   目 

年平均値※ １時間値 

二 酸 化 硫 黄 （ppm） 0.009 0.065 

窒 素 酸 化 物 （ppm） 0.046 0.192 

浮遊粒子状物質 （mg/m3） 0.036 0.130 

塩  化  水  素 （ppm） － 0.0010 

ダイオキシン類 （pg-TEQ/m3） 0.16 0.26 

注） ※現地調査結果における全期間平均値を年平均値とした。 

   ※ダイオキシン類のバックグラウンド濃度は、参考として 1 週間平均値の最大値とした。 
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ウ 予測方法 

（ア） 予測手法 

施設からのばい煙の予測方法は、「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」

（平成 12年 公害研究対策センター）等に基づく方法とし、予測手順は図 7-1-7 に

示すとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1-7 施設からのばい煙の予測計算手順 

 

年平均値から日平均値の２％除外値等
への変換式 

【予測対象地域の設定】 
 ・計算対象範囲の設定 
・計算格子間隔の設定 

拡散パラメータの設定 

予測地点の 
日平均値の２％除外値等

【気象データの整理】 
・風向、風速、大気安定度の

時間値データ 

気象条件のモデル化 

排出源高さの風速の推定 

単位時間当たり排出量の計算

【煙源条件の設定】   
・排ガス量 
・排ガス温度 
・実煙突高さ 

大気汚染物質濃度 

排 出 源 位 置 の 設 定 

拡  散  計  算 

１時間値の算出年平均値の算出
（重合計算） 

予測地点の
１時間値 

予測地点の
年平均値 

バックグラウンド濃度 
窒素酸化物から二酸化窒素
への変換 
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（イ） 拡散式 

a． 年平均値 
年平均値の拡散式は、「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（平成 12 年 

公害研究対策センター）に示される式として、有風時（風速≧1.0m/s）にはプルー

ム式を、弱風時（0.5≦風速≦0.9m/s）には弱風パフ式を、無風時（風速＜0.5m/s）

にはパフ式を用いた。 
 

① 有風時（u≧1.0m/s） 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
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② 弱風時（0.5≦u≦0.9m/s） 
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③ 無風時（u＜0.5m/s） 
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2

2

2
22

2
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)Hez(R

1
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),( zRC  ：予測地点の濃度 

R  ：点煙源から予測地点までの水平距離（ｍ） 

z  ：風向に直角な垂直距離（ｍ） 

pＱ  ：点煙源強度（m3N/s） 

u  ：風速（m/s） 

He  ：有効煙突高（ｍ） 

zσ ,α ,γ  ：拡散パラメータ 
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b． １時間値 
① 通常拡散時 

通常拡散時の予測は、風速階級及び大気安定度の組み合わせの中から最

も高濃度となるケースについて行った。 

また、拡散式は、「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュアル」（昭和 61 年 6

月 (社)全国都市清掃会議）に示される次のプルーム式を用いた。 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅= 2

z

2

zy 2
Heexp

u
p)0,0,x(C

σσπσ
　　

Ｑ
 

 

)0,0,x(C  ：予測地点の濃度 

x  ：風向に沿った風下距離（ｍ） 

pＱ  ：点煙源強度（m3N/s） 

u  ：風速（m/s） 

He  ：有効煙突高（ｍ） 

yσ  ：水平方向の拡散パラメータ（ｍ） 

zσ  ：鉛直方向の拡散パラメータ（ｍ） 

 

 

② 上層逆転出現時（リッド） 

上層逆転出現時（リッド）は、煙源の上空に逆転層が出現し、排ガスが逆転

層下面高度と地表との間（混合層）で反射を繰り返すため、希釈拡散が行われ

にくくなり、地上付近に高濃度を及ぼす現象である。 

上層逆転出現時（リッド）の予測は、「ごみ焼却施設環境アセスメントマニュア

ル」（昭和 61 年 6 月 (社)全国都市清掃会議）に示される次の式により行った。 
 

∑
−= ⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧
−

3
・＝

3n 2

2

y zz σ2

He)nL2(exp
uσσπ

p)0,0,x(C －Ｑ
 

 

)0,0,x(C  ：予測地点の濃度 

x  ：風向に沿った風下距離（ｍ） 

pＱ  ：点煙源強度（m3N/s） 

u  ：風速（m/s） 

He  ：有効煙突高（ｍ） 

yσ  ：水平方向の拡散パラメータ（ｍ） 

zσ  ：鉛直方向の拡散パラメータ（ｍ） 

n  ：混合層内での反射回数（3 回） 

L  ：逆転層高度（ｍ） 
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③ 強風出現時（ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時） 

ダウンウォッシュ・ダウンドラフトは、煙突から出た排ガスが煙突本体や周辺の

建物等の空気力学的影響による渦の中に取り込まれ、地上付近に高濃度を及

ぼす現象である。 

ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時の予測は、「ごみ焼却施設環境アセス

メントマニュアル」（昭和 61 年 6 月 (社)全国都市清掃会議）に示される次の式

により行った。 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅= 2

z

2

zy 2
Heexp

u
p)0,0,x(C

Σ
　　

ΣΣ

Ｑ

π
 

 

)0,0,x(C  ：予測地点の濃度 

x  ：風向に沿った風下距離（ｍ） 

pＱ  ：点煙源強度（m3N/s） 

u  ：風速（m/s） 

He  ：有効煙突高（ｍ）（He＝煙突実高の 80ｍとした。） 
yΣ  ：トータルの水平方向の拡散パラメータ（ｍ） 

zΣ  ：トータルの鉛直方向の拡散パラメータ（ｍ） 

 

yΣ 、 zΣ は建物等によって煙が初期の拡がりを持つとした次式から求めた。 

2/12
yy )/AC( πσ +=Σ  

2/12
zz )/AC( πσ +=Σ  

 

C  ：形状係数 
（C＝0.5～2 の範囲であるが、安全側の設定として 0.5 とした。） 

A  ：新施設の風下方向の投影面積（ｍ2） 
(本施設全体供用時：15,027ｍ2、第１期施設供用時：8,633ｍ2) 

yσ  ：水平方向の拡散パラメータ（ｍ） 

zσ  ：鉛直方向の拡散パラメータ（ｍ） 
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④ 接地逆転層崩壊型フュミゲーション発生時 

接地逆転層の崩壊は、夜から早朝にかけて発達した接地逆転層が、日出か

ら日中にかけての日射により、地表面付近から崩壊していく現象である。 

このとき、上空の安定層内に放出された排ガスは、接地逆転層の崩壊ととも

に地表面から広がってきた不安定な層にとりこまれ、急激な混合を生じて地上

付近に高濃度を引き起こすことがある。この現象は接地逆転層崩壊によるフュミ

ゲーション（いぶし現象)と呼ばれる。 

接地逆転層崩壊型フュミゲーション発生時の予測は、「ごみ焼却施設環境ア

セスメントマニュアル」（昭和 61 年 6 月 (社)全国都市清掃会議）に示される次

の式により行った。 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

κ

－ＨＬ
・・Ｃ・ρ ｆ

4
opumaxX

22

a  

 

maxX  ：最大着地濃度出現距離（ｍ） 

u  ：風速（m/s） 

aρ ：空気の密度(g/m3) （ aρ＝1.293×103） 
pＣ  ：空気の定圧比熱（cal/K・g)  （ pＣ ＝0.24） 

κ ：渦伝導度（cal/m・K・s)  （図 7-1-8 参照） 

ｆＬ  ：逆転層が崩壊する高さ（ｍ） 

Ho  ：煙突実体高（ｍ） 

 

      
'uσ2

pmaxC
ｙf fＬ⋅

=
・・π

Ｑ
 

 

：最大着地濃度 

pＱ  ：点煙源強度（m3N/s） 

ｙfσ  ：フュミゲーション時の水平方向の煙の広がり幅

u  ：風速（m/s） 

'ｆＬ  ：フュミゲーション時の煙の上端高さ（ｍ） 
 

Cmax 
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ｙfσ 及び 'ｆＬ は次式から求めた。 

He47.0σσ ｙcｙf ＋=  

)15.2He(1.1' zcσ+×=fＬ   
 

 

ｙcσ 、 zcσ ：カーペンターらの煙の拡がり幅（ｍ）（図 7-1-9 参照） 

He ：有効煙突高（ｍ） 

 

 

図 7-1-8 渦伝導度κ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 7-1-9 カーペンターらの煙の拡がり幅 
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（ウ） 有効煙突高 

有効煙突高は、以下の式により求めた。 
 

                HHoHe Δ+＝  

 

He  ：有効煙突高（ｍ） 

Ho  ：煙突の実体高（ｍ） 

HΔ  ：排ガス上昇高（ｍ） 
 

なお、 HΔ は、有風時（u≧1.0m/s）についてはコンケイウ（CONCAWE）式を、無
風時（ u＜0.5m/s）についてはブリッグス（Briggs）式を用いて算出した。また、弱風
時（0.5≦ u＜1.0m/s）については、コンケイウ式による値とブリッグス式による値とか
ら線形内挿して求めた。 

 
a． コンケイウ式（有風時） 

             HΔ ＝0.175・ HＱ  
1/2・ u -3/4 

 
b． ブリッグス式（無風時） 

             HΔ ＝1.4・ HＱ  1/4・（ θd ／ dz）-3/8 

 
ＱH ：排ガス熱量（cal／s） 

u  ：煙突頭頂部における風速（m/s） 

θd ／ dz  ：温位勾配（℃／ｍ） （昼間:0.003、夜間:0.010） 
 

また、 HＱ ＝ ρ・Cp・Ｑ・ TΔ  

 
ρ ：排ガス密度（ｇ／m3N） （ ρ＝1.293×103） 

Cp  ：定圧比熱（cal／K･g）（Cp＝0.24） 
Ｑ  ：排ガス量（m3N／s） 

TΔ  ：排ガス温度 )( GT と気温との温度差 

（ GT －15℃） 
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（エ） 拡散パラメータ 

a． 有風時 
有風時の拡散パラメータは、図 7-1-10 に示すパスキル・ギフォード（Pasquill・

Gifford）図を使用し、拡散計算に際しては表 7-1-19～表 7-1-20 に示す近似関数

を用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」 
（平成 12 年 公害研究対策センター） 

 
図 7-1-10 パスキル・ギフォード図 

 

表 7-1-19 パスキル・ギフォ－ド図の近似関数（ yσ ） 

 
 

安 定 度 yα  yγ  風下距離 x (ｍ) 

Ａ 
  0.901 

 0.851 

  0.426 

  0.602 

      0 ～ 1,000 

  1,000 ～ 

Ｂ 
  0.914 

  0.865 

  0.282 

  0.396 

      0 ～ 1,000 

  1,000 ～ 

Ｃ 
  0.924 

  0.885 

  0.1772 

  0.232 

      0 ～ 1,000 

  1,000 ～ 

Ｄ 
  0.929 

  0.889 

  0.1107 

  0.1467 

      0 ～ 1,000 

  1,000 ～ 

Ｅ 
  0.921 

  0.897 

  0.0864 

  0.1019 

      0 ～ 1,000 

  1,000 ～ 

Ｆ 
  0.929 

  0.889 

  0.0554 

  0.0733 

      0 ～ 1,000 

  1,000 ～ 

Ｇ 
  0.921 

  0.896 

  0.0380 

  0.0452 

      0 ～ 1,000 

  1,000 ～ 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」 

（平成 12 年 公害研究対策センター） 

y
yy xx αγσ ･＝)(

 

σ
z
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ｍ
）

σ
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表 7-1-20 パスキル・ギフォ－ド図の近似関数（ zσ ） 

 
 

安  定  度 zα  zγ  風下距離 x (ｍ) 

Ａ 

1.122 

1.514 

2.109 

0.0800 

0.00855 

0.00021 

0 ～   300 

300 ～   500 

500 ～ 

Ｂ 
0.964 

1.094 

0.1272 

0.0570 

0 ～   500 

500 ～ 

Ｃ 0.918 0.1068 0 ～ 

Ｄ 

0.826 

0.632 

0.555 

0.1046 

0.400 

0.811 

0 ～ 1,000 

1,000 ～10,000 

10,000 ～ 

Ｅ 

0.788 

0.565 

0.415 

0.0928 

0.433 

1.732 

0 ～ 1,000 

1,000 ～10,000 

10,000 ～ 

Ｆ 

0.784 

0.526 

0.323 

0.0621 

0.370 

2.41 

0 ～ 1,000 

1,000 ～10,000 

10,000 ～ 

Ｇ 

0.794 

0.637 

0.431 

0.222 

0.0373 

0.1105 

0.529 

3.62 

0 ～ 1,000 

1,000 ～ 2,000 

2,000 ～10,000 

10,000 ～ 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」 

（平成 12 年 公害研究対策センター） 

 

なお、1 時間値の予測に用いる ｙσ については、次のとおり時間希釈の補正を行

った。 
 

              
r

pypy tt )/(･＝σσ  

              

yσ  ：評価時間ｔにおける水平方向の拡散パラメータ（ｍ） 
ypσ  ：パスキル・ギフォード図の近似関数における水平方向の

拡散パラメータ（ｍ） 

t  ：短期予測の評価時間（＝60 分） 

tp ：パスキル・ギフォード図の評価時間（＝３分） 

ｒ  ：べき指数（＝0.2） 

 

z
zz xx αγσ ･＝)(
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b． 弱風時・無風時 
弱風時、無風時の拡散パラメータは、ターナー（Turner）の拡散パラメータをパス

キル安定度分類表に対応させた表 7-1-21 を用いた。 

 
表 7-1-21 無風、弱風時の拡散パラメータ 

 

[弱風時]                       [無風時] 

安定度 α γ 安定度 α γ 

Ａ 0.748 1.569 Ａ 0.948 1.569 

Ａ－Ｂ 0.659 0.862 Ａ－Ｂ 0.859 0.862 

Ｂ 0.581 0.474 Ｂ 0.781 0.474 

Ｂ－Ｃ 0.502 0.314 Ｂ－Ｃ 0.702 0.314 

Ｃ 0.435 0.208 Ｃ 0.635 0.208 

Ｃ－Ｄ 0.342 0.153 Ｃ－Ｄ 0.542 0.153 

Ｄ 0.270 0.113 Ｄ 0.470 0.113 

Ｅ 0.239 0.067 Ｅ 0.439 0.067 

Ｆ 0.239 0.048 Ｆ 0.439 0.048 

Ｇ 0.239 0.029 Ｇ 0.439 0.029 

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル（新版）」（平成 12 年 公害研究対策センター） 

 

 

（オ） 重合計算 

年平均値は、気象条件による重合を以下のように行った。 
 

∑
∑ ×

=
i

iiA
A N

NC
C  

 

 

ＣA ：Ａ地点における濃度（ppm） 

ＣAi ：i 気象条件下のＡ地点における濃度（ppm） 

Ｎi ：i 気象条件下の出現回数 
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（カ） 窒素酸化物から二酸化窒素への変換（NOx 変換式） 

窒素酸化物（NOx）から二酸化窒素（NO2）への変換は、事業予定地周辺で実施

した一般環境大気質の測定結果から求めた表 7-1-22 に示す回帰式により行った。

（資料編１－７参照） 

 

表 7-1-22 窒素酸化物から二酸化窒素への変換式 

予 測 項 目 変  換  式 

二 酸 化 窒 素 

 
Ｙ＝0.2822Ｘ0.7377 

 
Ｙ：二酸化窒素（ppm） 
Ｘ：窒素酸化物（ppm） 

 

 

（キ） 年平均値から日平均値の 2％除外値等への変換 

年平均値から日平均値の 2％除外値（又は、年間 98％値）への変換は、事業実

施区域及びその周辺に位置する一般環境大気測定局の測定データ（平成11年度

～平成 15 年度）から求めた表 7-1-23 に示す回帰式により行った。（資料編１－８

参照） 

 

表 7-1-23 年平均値から日平均値の 2％除外値等への変換式 

予 測 項 目 変  換  式 

二 酸 化 硫 黄 

 
Ｙ＝1.856Ｘ＋0.0028 

 
Ｙ：日平均値の２％除外値（ppm） 
Ｘ：年平均値（ppm） 

二 酸 化 窒 素 

 
Ｙ＝1.254Ｘ＋0.0130 

 
Ｙ：日平均値の年間 98％値（ppm） 
Ｘ：年平均値（ppm） 

浮遊粒子状物質 

 
Ｙ＝1.696Ｘ＋0.0204 

 
Ｙ：日平均値の 2％除外値（mg/m3） 
Ｘ：年平均値（mg/m3） 

 

 

エ 予測地点 

年平均値の予測地点は、ばい煙発生施設（煙突）を中心として東西 5km、南北 5km

の範囲とし、メッシュ間隔 125ｍで計算した。 

1 時間値の予測地点は、最大着地濃度を含む風下軸上で計算した。 

なお、西側水域付近の等濃度線については細かく表現している。 

 

オ 予測時期 

予測時期は、施設の本施設全体供用時及び第1期施設供用時とした。 
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カ 予測結果 

（ア） 年平均値 

施設の供用時に煙突から排出される大気汚染物質の年平均値の予測結果は

表 7-1-24(1)～(2)及び図 7-1-11(1)～(8)に示すとおりである。 

また、最大着地濃度が出現する位置は、本施設全体供用時及び第１期施設供

用時ともに煙突から南東約 1.0km の地点と予測される。 

 

表 7-1-24(1) 年平均値の予測結果（本施設全体供用時） 

予 測 項 目 

施設煙突から
の寄与濃度 
(最大着地濃度)

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
濃    度

予 測 環 境 
濃     度 

日平均値の
２％除外値
又は、 

年間 98％値

二 酸 化 硫 黄（ppm） 0.000235 0.009 0.00924 0.0199 

窒 素
酸化物 0.0466 

二 酸 化 窒 素（ppm） 
窒  素

酸化物
0.000588

窒  素

酸化物
0.046

二酸化
窒 素 0.0294 

二酸化 

窒 素 
0.0499

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.000118 0.036 0.0361 0.0817 

ダイオキシン類（pg-TEQ/m3) 0.00059 0.16 0.161 ― 

 

表 7-1-24(2) 年平均値の予測結果（第１期施設供用時） 

予 測 項 目 

施設煙突から
の寄与濃度 
(最大着地濃度)

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
濃    度

予 測 環 境 
濃     度 

日平均値の
２％除外値
又は、 

年間 98％値

二 酸 化 硫 黄（ppm） 0.000059 0.009 0.00906 0.0196 

窒 素
酸化物 0.0461 

二 酸 化 窒 素（ppm） 
窒  素

酸化物
0.000147

窒  素

酸化物
0.046 

二酸化
窒 素 0.0292 

二酸化 

窒 素 
0.0496

浮遊粒子状物質（mg/m3） 0.000030 0.036 0.0360 0.0815 

ダイオキシン類(pg-TEQ/m3) 0.00015 0.16 0.160 ― 
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図 7-1-12(1) 年平均値の予測結果（本施設全体供用時：二酸化硫黄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）西側水域付近の等濃度線については細かく表現している。 

0.00001

0.00002

0.00003

0.00004

0.00003

0.00004

0.00005

0.00015

0.00020

事業予定地
●

1：30,000

0ｍ 1000 2000500

図7-1-11(1) 年平均値の予測結果
（本施設全体供用時：二酸化硫黄）

凡 例

●：煙突位置

▲：最大着地濃度地点

（煙源から南東約1.0km  0.000235ppm)

(単位：ppm)

▲

0.00010

0.00001

図 7-1-11(1) 年平均値の予測結果 

       （本施設全体供用時：二酸化硫黄）
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図 7-1-12(3) 年平均値の予測結果（本施設全体供用時：窒素酸化物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）西側水域付近の等濃度線については細かく表現している。 

0.00005

0.00050

0.00040

0.00030

0.00020

0.00010

0.00010

事業予定地
●

1：30,000

0ｍ 1000 2000500

図7-1-11(3) 年平均値の予測結果
（本施設全体供用時：窒素酸化物）

凡 例

●：煙突位置

▲：最大着地濃度地点

（煙源から南東約1.0km  0.000588ppm)

(単位：ppm)

▲

事業予定地
●●

図 7-1-11(2) 年平均値の予測結果 

       （本施設全体供用時：窒素酸化物）
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図 7-1-12(5) 年平均値の予測結果（本施設全体供用時：浮遊粒子状物質） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）西側水域付近の等濃度線については細かく表現している。 

0.00003

0.00011

0.00009

0.00007

0.00002

0.00002

0.00005

0.00001

事業予定地
●

1：30,000

0ｍ 1000 2000500

図7-1-11(5) 年平均値の予測結果
（本施設全体供用時：浮遊粒子状物質）

凡 例

●：煙突位置

▲：最大着地濃度地点

（煙源から南東約1.0km  0.000118mg/m3)

(単位：mg/m3)

▲

事業予定地
●●

図 7-1-11(3) 年平均値の予測結果 

       （本施設全体供用時：浮遊粒子状物質）
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図 7-1-12(7) 年平均値の予測結果（本施設全体供用時：ダイオキシン類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）西側水域付近の等濃度線については細かく表現している。 

図 7-1-11(4) 年平均値の予測結果 

       （本施設全体供用時：ダイオキシン類）
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図 7-1-12(2) 年平均値の予測結果（第１期施設供用時：二酸化硫黄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）西側水域付近の等濃度線については細かく表現している。 

0.000005

0.00005

0.00004

0.00003

0.00002

0.00001

0.00001

事業予定地
●

1：30,000

0ｍ 1000 2000500

図7-1-11(2) 年平均値の予測結果
（第１期施設供用時：二酸化硫黄）

凡 例

●：煙突位置

▲：最大着地濃度地点

（煙源から南東約1.0km  0.000059ppm)

(単位：ppm)

▲

事業予定地
●●

図 7-1-11(5) 年平均値の予測結果 

       （第 1 期施設供用時：二酸化窒硫黄）
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図 7-1-12(4) 年平均値の予測結果（第１期施設供用時：窒素酸化物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）西側水域付近の等濃度線については細かく表現している。 

0.00010

0.00003

0.00012

0.00014

0.00008

0.00006

0.00004

0.00002

0.00002

0.00001

事業予定地
●

1：30,000

0ｍ 1000 2000500

図7-1-11(4) 年平均値の予測結果
（第１期施設供用時：窒素酸化物）

凡 例

●：煙突位置

▲：最大着地濃度地点

（煙源から南東約1.0km  0.000147ppm)

(単位：ppm)

▲

事業予定地
●●

図 7-1-11(6) 年平均値の予測結果 

       （第 1 期施設供用時：窒素酸化物） 
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図 7-1-12(6) 年平均値の予測結果（第１期施設供用時：浮遊粒子状物質） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）西側水域付近の等濃度線については細かく表現している。 

図 7-1-11(7) 年平均値の予測結果 

       （第 1 期施設供用時：浮遊粒子状物質）
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図 7-1-12(8) 年平均値の予測結果（第１期施設供用時：ダイオキシン類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）西側水域付近の等濃度線については細かく表現している。 

図 7-1-11(8) 年平均値の予測結果 

       （第 1 期施設供用時：ダイオキシン類）
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（イ） １時間値 

施設の供用時に煙突から排出される大気汚染物質の１時間値の予測結果は表

7-1-25(1)～(2)及び図 7-1-12(1)～(2)に示すとおりである（二酸化硫黄以外につい

ては、資料編１－１１参照）。 

また、最大着地濃度が出現する位置は、表 7-1-26 に示すとおりと予測される。 

 

表 7-1-25(1) １時間値の予測結果（本施設全体供用時） 

予測項目 予 測 内 容 

施設煙突から
の寄与濃度 
(最大着地濃度)

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
濃    度 

予 測 環 境
濃     度

通常拡散時 0.0099 0.0749 

上層逆転出現時（リッド） 0.0169 0.0819 

強風出現時 
（ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時） 0.0081 0.0731 

二酸化硫黄 

（ppm） 

接地逆転層崩壊型 
フュミゲーション発生時 0.0163 

0.065 

0.0813 

通常拡散時 窒素酸化物：0.0248
窒素酸化物：0.217
二酸化窒素：0.0914

上層逆転出現時（リッド） 窒素酸化物：0.0422
窒素酸化物：0.234
二酸化窒素：0.0967

強風出現時 
（ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時） 窒素酸化物：0.0204

窒素酸化物：0.212
二酸化窒素：0.0900

二酸化窒素 

（ppm） 

接地逆転層崩壊型 
フュミゲーション発生時 窒素酸化物：0.0408

窒素酸化物： 

0.192 

窒素酸化物：0.233
二酸化窒素：0.0963

通常拡散時 0.0050 0.135 

上層逆転出現時（リッド） 0.0084 0.138 

強風出現時 
（ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時） 0.0041 0.134 

浮遊粒子状 

物      質 

（mg/m3） 

接地逆転層崩壊型 
フュミゲーション発生時 0.0082 

0.130 

0.138 

通常拡散時 0.0074 0.0084 

上層逆転出現時（リッド） 0.0127 0.0137 

強風出現時 
（ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時） 0.0061 0.0071 

塩化水素 

（ppm） 

接地逆転層崩壊型 
フュミゲーション発生時 0.0122 

0.0010 

0.0132 

通常拡散時 0.0248 0.285 

上層逆転出現時（リッド） 0.0422 0.302 

強風出現時 
（ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時） 0.0204 0.280 

ダイオキシン類 

(pg-TEQ/m3) 

接地逆転層崩壊型 
フュミゲーション発生時 0.0408 

0.26 

0.301 

注）ダイオキシン類のバックグラウンド濃度は、参考として 1 週間平均値の最大値とした。
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表 7-1-25(2) １時間値の予測結果（第１期施設供用時） 

予測項目 予 測 内 容 

施設煙突から
の寄与濃度 
(最大着地濃度)

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
濃    度 

予 測 環 境
濃     度

通常拡散時 0.0025 0.0675 

上層逆転出現時（リッド） 0.0042 0.0692 

強風出現時 
（ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時） 0.0013 0.0663 

二酸化硫黄 

（ppm） 

接地逆転層崩壊型 
フュミゲーション発生時 0.0041 

0.065 

0.0691 

通常拡散時 窒素酸化物：0.0062
窒素酸化物：0.198
二酸化窒素：0.0855

上層逆転出現時（リッド） 窒素酸化物：0.0106
窒素酸化物：0.203
二酸化窒素：0.0869

強風出現時 
（ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時） 窒素酸化物：0.0033

窒素酸化物：0.195
二酸化窒素：0.0846

二酸化窒素 

（ppm） 

接地逆転層崩壊型 
フュミゲーション発生時 窒素酸化物：0.0102

窒素酸化物： 

0.192 

窒素酸化物：0.202
二酸化窒素：0.0868

通常拡散時 0.0012 0.131 

上層逆転出現時（リッド） 0.0021 0.132 

強風出現時 
（ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時） 0.0007 0.131 

浮遊粒子状 

物      質 

（mg/m3） 

接地逆転層崩壊型 
フュミゲーション発生時 0.0020 

0.130 

0.132 

通常拡散時 0.0019 0.0029 

上層逆転出現時（リッド） 0.0032 0.0042 

強風出現時 
（ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時） 0.0010 0.0020 

塩化水素 

（ppm） 

接地逆転層崩壊型 
フュミゲーション発生時 0.0031 

0.0010 

0.0041 

通常拡散時 0.0062 0.266 

上層逆転出現時（リッド） 0.0106 0.271 

強風出現時 
（ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時） 0.0033 0.263 

ダイオキシン類 

(pg-TEQ/m3) 

接地逆転層崩壊型 
フュミゲーション発生時 0.0102 

0.26 

0.270 

注）ダイオキシン類のバックグラウンド濃度は、参考として 1 週間平均値の最大値とした。 
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表 7-1-26 最大着地濃度出現地点 

施設煙突からの距離（km） 

予  測  内  容 
本施設全体供用時 第１期施設供用時 

通常拡散時 0.8 0.8 

上層逆転出現時（リッド） 0.7 0.7 

強風出現時 
（ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時） 

0.1 0.2 

接地逆転層崩壊型 
フュミゲーション発生時 

1.4 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1-12(1) １時間値の予測結果（本施設全体供用時：二酸化硫黄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1-12(2) １時間値の予測結果（第１期施設供用時：二酸化硫黄） 

通常拡散時 

通常拡散時 
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(２) 環境の保全のための措置 
・ 定期的な補修工事、機能検査、機器の点検などを実施し、施設の性能を維持す

る。 

・ 排ガス中の窒素酸化物、酸素濃度及び燃焼温度等については、連続測定器を設

置し、常時適切な運転管理を行う。 

・ 施設全体完工時までに排ガス処理等において新しい技術が開発された場合は、そ

れらを技術的に検討し導入を図る。 

 

(３) 評 価 
施設からのばい煙による影響の予測結果は表7-1-27(1)～(2)に示すとおり、年平均値

及び 1 時間値の二酸化硫黄、浮遊粒子状物質及びダイオキシン類は環境基本法に基

づく環境基準、1 時間値の二酸化窒素は「二酸化窒素の人の健康影響に係る判定条件

等について（答申）」（昭和 53 年 3 月、中公審第 163 号）により提案された環境大気中の

二酸化窒素の短期曝露の指針値、1 時間値の塩化水素は「環境庁大気保全局長通知」

（昭和 52年 6月、環大規第 136 号）の目標環境濃度を下回っており、施設からのばい煙

による大気質への影響は軽微であると考える。 

また、定期的な補修工事、機能検査、機器の点検などを実施し、施設の性能の維持

を図り、排ガス中の窒素酸化物等の連続測定器の設置等の措置を講じることから、施設

からのばい煙による環境への影響は低減できるものと判断する。 

 

 

表 7-1-27(1) 年平均値の評価 

予 測 項 目 予測時期 
予測環境
濃  度 

日平均値の
2％除外値
又は 

年間 98％値

評 価 指 標 

本施設全体供用時 0.00924 0.0199 二 酸 化 硫 黄 
（ppm） 第１期施設供用時 0.00906 0.0196 

環境
基準

0.04ppm 以下 

本施設全体供用時 0.0294 0.0499 
二 酸 化 窒 素 

（ppm） 第１期施設供用時 0.0292 0.0496 

環境
基準

0.04 ～ 0.06ppm のゾーン
内、又はそれ以下 

本施設全体供用時 0.0361 0.0817 浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 第１期施設供用時 0.0360 0.0815 

環境
基準 0.10mg/m3以下 

本施設全体供用時 0.161 
ダイオキシン類 
（pg-TEQ/m3) 第１期施設供用時 0.160 

－ 
環境
基準 0.6pg-TEQ/m3以下 
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表 7-1-27(2) １時間値の評価 

予測環境濃度 

予測項目 予  測  内  容 
本施設全体
供用時 

第１期施設
供用時 

評 価 指 標 

通常拡散時 0.0749 0.0675 

上層逆転出現時（リッド） 0.0819 0.0692 

強風出現時 
（ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時） 0.0731 0.0663 

二酸化硫黄 
（ppm） 

接地逆転層崩壊型 
フュミゲーション発生時 0.0813 0.0691 

環境基準 0.1ppm 以下 

通常拡散時 0.0914 0.0855 

上層逆転出現時（リッド） 0.0967 0.0869 

強風出現時 
（ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時） 0.0900 0.0846 

二酸化窒素 
（ppm） 

接地逆転層崩壊型 
フュミゲーション発生時 0.0963 0.0868 

中央公害対策 
審議会答申 

0.1～0.2ppm 
以下 

通常拡散時 0.135 0.131 

上層逆転出現時（リッド） 0.138 0.132 

強風出現時 
（ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時） 0.134 0.131 

浮遊粒子状 
物      質 
（mg/m3） 

接地逆転層崩壊型 
フュミゲーション発生時 0.138 0.132 

環境基準 
0.20mg/m3 

以下  

通常拡散時 0.0084 0.0029 

上層逆転出現時（リッド） 0.0137 0.0042 

強風出現時 
（ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時） 0.0071 0.0020 

塩 化 水 素 
（ppm） 

接地逆転層崩壊型 
フュミゲーション発生時 0.0132 0.0041 

目標環境 
濃    度 

0.02ppm 
以下 

通常拡散時 0.285 0.266 

上層逆転出現時（リッド） 0.302 0.271 

強風出現時 
（ダウンウォッシュ・ダウンドラフト発生時） 0.280 0.263 

ダイオキシン類 
(pg-TEQ/m3) 

接地逆転層崩壊型 
フュミゲーション発生時 0.301 0.270 

環境基準 
0.6pg-TEQ/m3

以下 

注）ダイオキシン類については、年平均値の環境基準を評価指標とした。 
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３ 予測及び評価（工事中） 
３-１ 建設作業による粉じん等（窒素酸化物、浮遊粒子状物質） 

(１) 予 測 
ア 予測事項 

窒素酸化物（二酸化窒素）及び浮遊粒子状物質の年平均値とした。 

 

イ 予測条件 

建設作業は、8～17 時（昼休み 12～13 時を除く）の 8 時間／日とし、建設機械の稼

働時間帯はこの間の 6 時間とした。 
 

（ア） 建設機械の予測対象時期及び年間稼働台数 

建設機械の年間稼働台数は、工事計画（資料編１－１２参照）を基づき、本工事

を土木・建築工事（既設地下構造物撤去）、土木・建築工事及び設備工事の 3 つ

に区分し、それぞれの時期において建設機械の稼働による大気汚染物質の排出

量の合計が最大となる 12 ヶ月間（1 年間）を予測対象時期とした。なお、西側施設

工事時の予測に際して、施設供用よる負荷は小さいと考えられることから、バックグ

ラウンドに含めていない。 

予測対象時期は、表 7-1-28 に示すとおりであり、この間の年間稼働台数は、表

7-1-29 に示すとおりである。 

 

表 7-1-28 予測対象時期 

工 事 工     種 予測対象時期 

土木・建築工事（既設地下構造物撤去） 第 1 期工事開始後 1 ～12 ヶ月目

土木・建築工事 第 1 期工事開始後 19～30 ヶ月目 第 1 期工事 

設備工事 第 1 期工事開始後 49～60 ヶ月目 

土木・建築工事 西側施設工事開始後 3～14 ヶ月目
西側施設工事 

設備工事 西側施設工事開始後 35～46 ヶ月目
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表 7-1-29(1) 建設機械の年間稼働台数（第 1 期工事） 

予測対象時期 工    種 建設機械 
年間稼働台数
（台/年） 

大型ブレーカー（油圧式） 1,320 ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体撤去工事

バックホウ（0.8m3）   924 

杭打ち機（ＳＭＷ）    33 

発電機（ＳＭＷ）    33 

クローラクレーン（50～55t）    33 

遮水矢板打工事 

バックホウ（0.8m3）    33 

杭打ち機（ﾊﾞｲﾌﾞﾛ）   372 

クローラクレーン（50～55t）   372 

 
土木・建築工事 
（既設地下構造物
撤去） 

杭抜き工事 

バックホウ（0.8m3）   186 

杭打ち機（既製杭）   905 

発電機（既製杭）   905 

クローラクレーン（50～55t）   423 

打設工 

バックホウ（0.4m3）   905 

杭打ち機（ＳＭＷ）    62 

発電機（ＳＭＷ）    62 

土留め打設工 
（ＳＭＷ） 

クローラクレーン（50～55t）    31 

杭打ち機（ﾊﾞｲﾌﾞﾛ）    73 土留め打設工 
（ＳＰ-Ⅲ） クローラクレーン（50～55t）    73 

ブルドーザ（21t）    53 掘削工 

バックホウ（0.8m3）   158 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車（115～125m3/h）    41 コンクリート工事 

トラッククレーン（25t）    73 

杭打ち機（ﾊﾞｲﾌﾞﾛ）     8 

 
土木・建築工事 

仮設桟橋工事 

クローラクレーン（50～55t）     8 

建築工事 トラッククレーン（25t）   240 

ラフテレーンクレーン（25t）   630 

クレーン装置付トラック（10t） 1,585 

機械工事 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車（40～45m3/h）    44 

ラフテレーンクレーン（25t）   160 電気工事 

クレーン装置付トラック（10t）   415 

ブルドーザ（21t）   316 土工事 

バックホウ（0.8m3）   316 

バックホウ（0.8m3）   176 雑工事 

トラッククレーン（25t）   176 

アスファルトフィニッシャー（ﾎｲﾙ型）    62 

ロードローラー（13～14t）    62 

 
設備工事 

舗装工 

タイヤローラー（8～20t）    62 
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表 7-1-29(2) 建設機械の年間稼働台数（西側施設工事） 

予測対象時期 工    種 建設機械 
年間稼働台数
（台/年） 

杭打ち機（既製杭）   673 

発電機（既製杭）   673 

クローラクレーン（50～55t）   310 

打設工 

バックホウ（0.4m3）   673 

杭打ち機（ＳＭＷ）    95 

発電機（ＳＭＷ）    95 
土留め打設工 
（ＳＭＷ） 

クローラクレーン（50～55t）    47 

杭打ち機（ﾊﾞｲﾌﾞﾛ）    56 土留め打設工 
（ＳＰ-Ⅲ） クローラクレーン（50～55t）    56 

ブルドーザ（21t）    78 掘削工 
バックホウ（0.8m3）   236 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車（115～125m3/h）    63 コンクリート工事 
トラッククレーン（25t）    125 

杭打ち機（ﾊﾞｲﾌﾞﾛ）     12 

 
土木・建築工事 

仮設桟橋工事 
クローラクレーン（50～55t）     12 

建築工事 トラッククレーン（25t）   60 

ラフテレーンクレーン（25t）   570 

クレーン装置付トラック（10t） 1,555 
機械工事 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車（40～45m3/h）   42 

ラフテレーンクレーン（25t）   150 

 
設備工事 

電気工事 
クレーン装置付トラック（10t）  560 

 

（イ） 建設機械の定格出力及び燃料消費率 

建設機械の定格出力及び燃料消費率は、表 7-1-30 に示すとおりである。 

 

表 7-1-30 建設機械の定格出力及び燃料消費率 

建 設 機 械 
定格出力

（kw） 

燃料消費率 

（L/kw・h） 

大型ブレーカー（油圧式） 104 0.175 

バックホウ（0.8m3） 104 0.175 

バックホウ（0.4m3） 64 0.175 

杭打ち機（ＳＭＷ） 157 0.436 

発電機（ＳＭＷ） 92 0.17 

杭打ち機（ﾊﾞｲﾌﾞﾛ） 88 0.308 

杭打ち機（既製杭） 157 0.436 

発電機（既製杭） 117 0.17 

ブルドーザ（21t） 152 0.175 

クローラクレーン（50～55t） 132 0.089 

トラッククレーン（25t） 162 0.044 

コンクリートポンプ車（115～125m3/h） 265 0.078 

コンクリートポンプ車（40～45m3/h） 118 0.078 

クレーン装置付トラック（10t） 242 0.05 

ラフテレーンクレーン（25t） 193 0.103 

アスファルトフィニッシャー（ﾎｲﾙ型） 112 0.152 

ロードローラー（13～14t） 56 0.108 

タイヤローラー（8～20t） 71 0.1 

※定格出力及び燃料消費率の出典：「平成 17 年度版」建設機械等損料表

（（社）日本建設機械化協会） 
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（ウ） 大気汚染物質に係る排出係数原単位 

大気汚染物質に係る排出係数原単位は以下に示す式を用いて算出した。（軽

油の比重は 0.83 として算出した。） 

 

a． 窒素酸化物排出係数原単位 
 

ＱiNOX＝（Pi×NOx）×Br／ｂ 
 

ＱiNOX：建設機械 i のＮＯx 排出係数原単位（g/h） 

Pi ：定格出力（kw） 

NOx ：窒素酸化物のエンジン排出係数原単位（g/kw・h） 

Br ：燃料消費率（L/kw・h）／1.2×1000（g/kw・h） 

ｂ ：ISO-C1 モードにおける平均燃料消費率（g/kw・h） 

 

b． 浮遊粒子状物質排出係数原単位 
 

ＱiSPM＝（Pi×PM）×Br／ｂ 
 

ＱiSPM：建設機械 i のＳＰＭ排出係数原単位（g/h） 

Pi ：定格出力（kw） 

PM ：粒子状物質のエンジン排出係数原単位（g/kw・h） 

Br ：燃料消費率（L/kw・h）／1.2×1000（g/kw・h） 

ｂ ：ISO-C1 モードにおける平均燃料消費率（g/kw・h） 

 

 

表 7-1-31 エンジン排出係数原単位（NOx・PM） 

単位：g/kw・h 

定格出力 窒素酸化物 粒子状物質 

    ～ 15kw  5.3 0.53 

15kw～ 30kw  6.1 0.54 

30kw～ 60kw  7.8 0.50 

60kw～120kw  8.0 0.34 

120kw～  7.8 0.31 

注） 排出係数原単位は、排出ガス対策型を用いた。  
出典 ： 「道路環境影響評価の技術手法」（平成 12 年 11 月 (財)道路環境研究所） 

 

表 7-1-32  ISO-C1 モードにおける平均燃料消費率（ｂ） 

単位：g/kw・h 

定格出力 平均燃料消費率 

       ～ 15kw 296 

15kw～ 30kw 279 

30kw～ 60kw 244 

60kw～120kw 239 

120kw～ 237 

出典 ： 「道路環境影響評価の技術手法」（平成 12 年 11 月 (財)道路環境研究所） 
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コンクリート躯体解体

遮水矢板打ち工事

工　種

杭抜き工事

仮囲い（H=3.0m）

（エ） 排出源の配置 

建設機械の配置は、工種毎の大気汚染物質量を各工種の工事区域内に点煙

源として均等に配置し、図 7-1-13(1)～(5)に示すとおり設定した。 

また、各建設機械から排出される大気汚染物質の排出源高さは、G.L.＋３ｍとし

た。 

 

（オ） 気象条件、バックグラウンド濃度 

「第 7 章 第１節 2 2-1 施設からのばい煙」と同様とした。 

 

ウ 予測方法 

（ア） 予測手法、拡散式、拡散パラメータ、重合計算 

「第 7 章 第１節 2 2-1 施設からのばい煙」と同様とした。 

 

（イ） 窒素酸化物から二酸化窒素への変換、年平均値から日平均値の年間 98％値 

      等への変換 

「第 7 章 第１節 2 2-1 施設からのばい煙」と同様とした。 

 

エ 予測地点 

事業予定地周辺とし、メッシュ間隔 100ｍで計算した。 

なお、西側水域の等濃度線については細かく表現している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1-13(1) 排出源の位置図（第 1 期工事：土木・建築工事（既設地下構造物撤去）） 
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図 7-1-13(2) 排出源の位置図（第 1 期工事：土木・建築工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1-13(3) 排出源の位置図（第 1 期工事：設備工事） 
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図 7-1-13(4) 排出源の位置図（西側施設工事：土木・建築工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1-13(5) 排出源の位置図（西側施設工事：設備工事） 

斜線部は既供用施設 

斜線部は既供用施設 
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オ 予測結果 

建設機械の稼働により排出される大気汚染物質の年平均値の予測結果は表

7-1-33 及び表 7-1-34 及び図 7-1-14(1)～(10)に示すとおりである。 

最大着地濃度が最も大きくなる予測時期は第 1 期工事の土木・建築工事時であり、

出現位置は、事業予定地の南側敷地境界付近と予測される。 

 

表 7-1-33 年平均値の予測結果（二酸化窒素） 

                                                                    単位：ppm 

 予 測 時 期 

建設機械の稼働
による寄与濃度
(最大着地濃度)

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
濃    度 

予 測 環 境 
濃     度 

日平均値の 
年間 98％値 

窒  素
酸化物 0.0564 土木・建築工事 

（既設地下構造物撤去） 

窒  素 

酸化物 
0.0104

二酸化
窒  素 0.0338 

二酸化 

窒 素 
0.0554

窒  素
酸化物 0.0640 

土木・建築工事 
窒  素 

酸化物 
0.0180

二酸化
窒  素 0.0371 

二酸化 

窒 素 
0.0595

窒  素
酸化物 0.0553 

第
１
期
工
事 

設備工事 
窒  素 

酸化物 
0.0093

二酸化
窒  素 0.0333 

二酸化 

窒 素 
0.0548

窒  素
酸化物 0.0583 

土木・建築工事 
窒  素 

酸化物 
0.0123

二酸化
窒  素 0.0347 

二酸化 

窒 素 
0.0565

窒  素
酸化物 0.0525 

西
側
施
設
工
事 

設備工事 
窒  素 

酸化物 
0.0065

窒  素

酸化物
0.046

二酸化 
窒  素 0.0321 

二酸化 

窒 素 
0.0533

 

表 7-1-34 年平均値の予測結果（浮遊粒子状物質） 

                                                               単位：mg/m3 

 予 測 時 期 

建設機械の稼働
による寄与濃度
(最大着地濃度)

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
濃    度 

予 測 環 境 
濃     度 

日平均値の
２％除外値

土木・建築工事 

（既設地下構造物撤去） 
0.0008 0.0368 0.0828 

土木・建築工事 0.0014 0.0374 0.0838 

第
１
期
工
事 設備工事 0.0007 0.0367 0.0826 

土木・建築工事 0.0010 0.0370 0.0832 西側

施設

工事 設備工事 0.0005 

0.036 

0.0365 0.0823 
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注）西側水域付近の等濃度線については細かく表現している。 

図 7-1-14(1) 年平均値の予測結果 

（第 1 期工事 土木・建築工事（既設地下構造物撤去）：窒素酸化物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）西側水域付近の等濃度線については細かく表現している。 

図 7-1-14(2) 年平均値の予測結果（第 1 期工事 土木・建築工事：窒素酸化物） 
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注）西側水域付近の等濃度線については細かく表現している。 

図 7-1-14(3) 年平均値の予測結果（第 1 期工事 設備工事：窒素酸化物） 
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注）西側水域付近の等濃度線については細かく表現している。 

図 7-1-14(4) 年平均値の予測結果 

（第 1 期工事 土木・建築工事（既設地下構造物撤去）：浮遊粒子状物質） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）西側水域付近の等濃度線については細かく表現している。 

図 7-1-14(5) 年平均値の予測結果（第 1 期工事 土木・建築工事：浮遊粒子状物質） 
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注）西側水域付近の等濃度線については細かく表現している。 

図 7-1-14(6) 年平均値の予測結果（第 1 期工事 設備工事：浮遊粒子状物質） 
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注）西側水域付近の等濃度線については細かく表現している。 

図 7-1-14(7) 年平均値の予測結果（西側施設工事 土木・建築工事：窒素酸化物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）西側水域付近の等濃度線については細かく表現している。 

図 7-1-14(8) 年平均値の予測結果（西側施設工事 設備工事：窒素酸化物） 
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注）西側水域付近の等濃度線については細かく表現している。 

図 7-1-14(9) 年平均値の予測結果（西側施設工事 土木・建築工事：浮遊粒子状物質） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）西側水域付近の等濃度線については細かく表現している。 

図 7-1-14(10) 年平均値の予測結果（西側施設工事 設備工事：浮遊粒子状物質） 
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(２) 環境の保全のための措置 
・ 作業待機中は建設機械のエンジンを止めるなど、アイドリングストップを徹底する。 

・ 工程管理により建設機械の稼働が集中しないようにする。 

 

(３) 評 価 
建設作業による二酸化窒素、浮遊粒子状物質の予測結果は、表 7-1-35(1)～(2)に示

すとおり、環境基本法に基づく環境基準の値を下回っており、建設作業による粉じん等

（窒素酸化物、浮遊粒子状物質）の大気質への影響は軽微であると考える。 

また、建設作業の実施にあたり、作業待機中は建設機械のアイドリングストップを徹底

する等の措置を講じることにより、建設作業による粉じん等（窒素酸化物、浮遊粒子状物

質）の環境への影響は低減できるものと判断する。 

 

 

表 7-1-35(1) 建設作業による二酸化窒素、浮遊粒子状物質の評価（第 1 期工事） 

予 測 項 目 予 測 時 期 
予測環境
濃  度

日平均値の
年間 98％値
又は 

2％除外値

評 価 指 標 

土木・建築工事 

（既設地下構造物撤去） 
0.0338 0.0554 

土木・建築工事 0.0371 0.0595 

二  酸  化 
窒      素 
（ppm） 

設備工事時 0.0333 0.0548 

環 境

基 準

0.04～0.06ppm のゾーン内、
又はそれ以下 

土木・建築工事 

（既設地下構造物撤去） 
0.0368 0.0828 

土木・建築工事 0.0374 0.0838 

浮遊粒子状 
物      質 
（mg/m3） 

設備工事 0.0367 0.0826 

環 境

基 準 0.10mg/m3以下 

 

表 7-1-35(2) 建設作業による二酸化窒素、浮遊粒子状物質の評価（西側施設工事） 

予 測 項 目 予 測 時 期 
予測環境
濃  度

日平均値の
年間 98％値
又は 

2％除外値

評 価 指 標 

土木・建築工事 0.0347 0.0565 二  酸  化 
窒      素 
（ppm） 設備工事時 0.0321 0.0533 

環 境

基 準

0.04～0.06ppm のゾーン内、
又はそれ以下 

土木・建築工事 0.0370 0.0832 浮遊粒子状 
物      質 
（mg/m3） 設備工事 0.0365 0.0823 

環 境

基 準 0.10mg/m3以下 
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３-２ 建設作業による粉じん等（粉じん） 

(１) 予 測 
ア 予測事項 

建設作業に伴い発生する粉じんの飛散状況とした。 

 

イ 予測条件 

建設作業時に実施する粉じんの飛散防止措置を、工事計画に基づき以下のとおりと

した。 

・粉じんの発生及び飛散が考えられる工事時には、適宜散水を行う。 

・工事区域には仮囲い（高さ３ｍ）を設置する。 

・残土搬出においては工事関連車両荷台に防塵覆いを行う。 

 

ウ 予測方法 

ビューフォート風力階級表（表 7-1-36 参照）に基づき、現地調査結果から地上風速

を分類し、その出現頻度を推定し、飛散防止措置から周辺地域に対する影響の程度

を定性的に予測した。 

 

表 7-1-36 ビューフォート風力階級表 

風力 

階級 

風速 

（m/s） 
名称 説      明 

0 
0.0 以上 

0.3 未満 
平穏 静穏。煙はまっすぐに昇る。 

1 
0.3 以上 

1.6 未満 
至軽風 風向きは煙がなびくのでわかるが、風見には感じない。 

2 
1.6 以上 

3.4 未満 
軽風 顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動きだす。 

3 
3.4 以上 

5.5 未満 
軟風 木の葉や細かい小枝がたえず動く。軽く旗が開く。 

4 
5.5 以上 

8.0 未満 
和風 砂埃がたち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。 

5 
8.0 以上 

10.8 未満 
疾風 

葉のある灌木がゆれはじめる。池や沼の水面に波頭がた

つ。 

6 
10.8 以上 

13.9 未満 
雄風 大枝が動く。電線が鳴る。傘はさしにくい。 

7 
13.9 以上 

17.2 未満 
強風 樹木全体がゆれる。風に向かっては歩きにくい。 

8 
17.2 以上 

20.8 未満 
疾強風 小枝が折れる。風に向かっては歩けない。 

9 
20.8 以上 

24.5 未満 
大強風 

人家にわずかの損害がおこる。煙突が倒れ、瓦がはがれ

る。 

10 
24.5 以上 

28.5 未満 
全強風 

陸地の内部ではめずらしい。樹木が根こそぎになる。人

家に大損害がおこる。 

11 
28.5 以上 

32.7 未満 
暴風 めったに起こらない広い範囲の破壊を伴う。 

12 32.7 以上 颱風 － 

出典：「廃棄物処理施設 生活環境影響調査指針の解説」（平成 10 年 12 月厚生省水道環境部廃棄

物法政研究会） 
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エ 予測地点 

事業予定地周辺とした。 

 

オ 予測時期 

建設工事中とした。 

 

カ 予測結果 

ビューフォート風力階級に分類した地上風速調査結果は表 7-1-37 に示すとおりで

あり、土壌が飛散する可能性がある風力階級4以上の風速は、5％程度と少ないと予測

される。 

建設作業に伴い発生する粉じんは、適宜散水を行い、工事関連車両荷台に防塵覆

いを行い、また、工事区域に高さ３ｍの仮囲いを設置することにより、粉じんの飛散を最

小限に抑えられる。 

 

表 7-1-37 風力階級別の風速出現頻度予測結果 

風力 

階級 

風速 

（m/s） 
風速出現頻度 

0 0.0 以上 0.3 未満 0.40%

1 0.3 以上 1.6 未満 21.58%

2 1.6 以上 3.4 未満 52.60%

3 3.4 以上 5.5 未満 20.30%

94.88%

4 5.5 以上 8.0 未満 4.45%

5 8.0 以上 10.8 未満 0.64%

6 10.8 以上 13.9 未満 0.02%

7 13.9 以上 17.2 未満 0.01%

8 17.2 以上 20.8 未満 0.00%

9 20.8 以上 24.5 未満 0.00%

10 24.5 以上 28.5 未満 0.00%

11 28.5 以上 32.7 未満 0.00%

12 32.7 以上 0.00%

5.12%

注）風速は、開けた平らな地面から 10m の高さにおける風速 
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(２) 環境の保全のための措置 
・ 掘削工事等により発生した残土を一時保管する場合には、必要に応じ防塵シート

等を被せ、粉じんの飛散を防止する。 

・ 造成裸地については、早期緑化等に努める。 

・ 工程管理により建設機械の稼働が集中しないようにする。 

・ タイヤ洗浄装置を設け、工事関連車両出入りによる粉じんの飛散防止に努める。 

 

(３) 評 価 
建設作業に伴い発生する粉じんは、土壌が飛散する可能性がある風速は 5％程度と

少なく、散水の実施、仮囲いの設置等により、最小限に抑えられることから、建設作業に

よる粉じん等（粉じん）の大気質への影響は軽微であると考える。 

また、建設作業の実施にあたり、一時保管残土の防塵シート掛け、造成裸地の早期緑

化等の措置を講じることにより、建設作業による粉じん等（粉じん）の環境への影響は低

減できるものと判断する。 
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３-３ 自動車排ガス 

(１) 予 測 
ア 予測事項 

工事関連車両の走行に伴う窒素酸化物（二酸化窒素）、浮遊粒子状物質の１時間

値とした。なお、建設機械と工事関連車両による複合影響予測については、「資料編 

１-１６」に示すとおりである。 

 

イ 予測条件 

（ア） 交通量及び走行速度 

予測に用いる設定交通量を表 7-1-38 に示す。 

工事関連車両の設定交通量は、工事計画を基に、車両の運行台数が最大とな

る時期を対象とし、工事関連車両が最も多く通行すると推測される時間帯（ピーク

時間帯）の交通量とした。 

なお、工事関連車両の走行速度は、法定速度の 60km/h とし、車種別排出係数

は、表 7-1-39 に示すとおり設定した。 

 
表 7-1-38 予測に用いる設定交通量 

                                  単位：台／時 

工事関連車両 
予測地点 ピーク時間帯 

大型車 小型車 

Ａ地点 
11:00 ～ 12:00 
13:00 ～ 14:00 

47 0 

Ｂ地点 
10:00 ～ 11:00 
11:00 ～ 12:00 

48 0 

Ｃ地点 
10:00 ～ 11:00 
11:00 ～ 12:00 

24 0 

 

表 7-1-39 車種別排出係数  
                                             単位：ｇ/km・台 

走行速度 窒素酸化物 浮遊粒子状物質 

大型車 小型車 大型車 小型車 
60 km/h 

1.39 0.074 0.072 0.005 
 

出典：「国土技術政策総合研究所資料第 141 号 自動車排出係数の算定根拠」（平成 15 年 
12 月、国土交通省 国土技術政策総合研究所）による平成 22 年次の排出係数 

 
 

（イ） 道路構造 

道路断面を図 7-1-15 に示す。 

各断面の予測地点の位置は、Ａ地点及びＢ地点については、排出源の位置と道

路境界の距離の短い側とし、Ｃ地点については、事業予定地側及び護岸側の両道

路境界とした。また、予測高さは、道路境界上 1.5ｍとした。 
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図 7-1-15 工事関連車両の予測地点 
 

 

（ウ） 気象条件 

気象条件の設定は、弱風時として風速が１m/s 以下の場合 1 ケース、有風時とし

て道路に対して直角な風が 2m/s 及び 3m/s で吹いた場合の 2 ケースの、合計３ケ

ースとした。 

 

（エ） バックグラウンド濃度 

設定したバックグラウンド濃度を表 7-1-40 に示す。 

バックグラウンド濃度の設定は、各地点の現地調査結果の１時間値の最大値を

用いた。 

 
表 7-1-40 バックグラウンド濃度  

予 測 地 点 
窒素酸化物 
（ppm） 

浮遊粒子状物質 
（mg/m3） 

Ａ地点 0.351 0.162 

Ｂ地点 0.257 0.121 

Ｃ地点 0.351 0.162 

注）Ｃ地点のバックグラウンド濃度は、Ａ地点のバックグラウンド濃度と同じとした。 

 

ウ 予測方法 

（ア） 予測計算手順 

自動車排ガスによる大気汚染の予測計算手順を図 7-1-16 に示す。 

予測方法は、「道路環境影響評価の技術手法」（平成12年 11月 (財)道路環境

研究所）に基づく方法とした。 
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気象条件の設定

･風向（直角風のみ)

･風速（弱風時及び

有風時）

道路条件の設定

･車道部幅員

･道路構造、路面位置

･予測点位置

交通条件の設定

･時間交通量

･平均走行速度

･車種構成

排出源位置の設定

拡散幅等の設定

拡散式による濃度計算

･有風時(プルーム式)

･弱風時(パフ式)

二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質の

濃度算出(1時間値)

車種別排出係数

(ＮＯＸ及びＳＰＭ)

ＮＯＸ変換式

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

図 7-1-16 自動車排ガスによる大気汚染の予測計算手順 

 

（イ） 拡散式 

拡散式は、「道路環境影響評価の技術手法」（平成12年 11月、(財)道路環境研

究所）に示される式として、有風時（風速が１m/s を超える場合）にはプルーム式を、

弱風時（風速１m/s 以下の場合）にはパフ式を用いた。 
 

a． 有風時（風速１m/s を超える場合） 

 

            
 

)z,y,x(C  ：予測地点の濃度 

Ｑ  ：点煙源の排出量（NOx：ml/s、SPM：mg/s） 

u  ：平均風速（ｍ/ｓ） 

H  ：排出源の高さ（ｍ） 

yσ  ：水平方向の拡散幅（ｍ） 

zσ  ：鉛直方向の拡散幅（ｍ） 

x  ：風向に沿った風下距離（ｍ） 

y  ：ｘ軸に直角な水平距離（ｍ） 

z  ：ｘ軸に直角な鉛直距離（ｍ） 
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b． 弱風時（風速１m/s 以下の場合） 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

0t  ：初期拡散幅に相当する時間（ｓ） 

γα ,  ：拡散幅に関する係数 

 

（ウ） 拡散幅等の設定 

           拡散計算に用いる拡散幅は、次のとおりとした。 

 

a． 有風時 

① 鉛直方向の拡散幅（ zσ ） 

83.0
0zz L31.0 ⋅+=σσ  

                   0zσ   ：鉛直方向の初期拡散幅（ｍ）（遮音壁がない場合： 0zσ ＝1.5） 

                      L   ：車道部端からの距離（ 2WxL ／−= ）（ｍ） 

x   ：風向に沿った風下距離（ｍ） 
                       W  ：車道部幅員（ｍ） 
                         なお、 2Wx ／＜ の場合は zσ ＝ 0zσ とする。 

 
② 水平方向の拡散幅（ ｙσ ） 

18.046.02 LWy ⋅+= ／σ  

                         なお、 2Wx ／＜ の場合は 2W／＝ｙσ とする。 
 

b． 弱風時 

① 初期拡散幅に相当する時間（ 0t ） 

α2
Wt0 =  

                      W  ：車道部幅員（ｍ） 
                        α   ：以下に示す拡散幅に関する係数（m/s） 
 

② 拡散幅に関する係数（α ， γ ） 

                 α＝0.3 

                 γ ＝0.18 
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（エ） 排出源の設定 

a． 排出量の算出 
窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の排出量（時間別平均排出量）は、交通条件

及び車種別排出係数を用いて次式により算出した。 

 

 

 

Ｑ    ：時間別平均排出量（NOx：ml/m・s、SPM：mg/m・s） 
iＥ  ：車種別排出係数（g/km・台） 
itN  ：車種別時間別交通量（台／時） 

wV   ：換算係数  ・NOx： 523ml/g（20℃、1 気圧） 
             ・SPM：1000mg/g 
 

 
b． 排出源の配置 
排出源は連続した点煙源とし、車道部の中央に予測断面の前後合わせて 400

ｍの区間に配置した。なお、点煙源の間隔は、予測断面の前後 20ｍの区間は 2ｍ

間隔、その両側それぞれ 180ｍの区間は 10ｍ間隔とした。（図 7-1-17 参照） 

また、排出源の高さは、路面高さ＋１ｍとした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7-1-17 排出源の配置 
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（オ） 窒素酸化物から二酸化窒素への変換式（NOx 変換式） 

窒素酸化物（NOx）から二酸化窒素（NO2）への変換は、事業予定地周辺で実

施した道路沿道大気質の現地調査結果から求めた表 7-1-41 に示す回帰式により

行った。（資料編１－１３参照） 

 

表 7-1-41 窒素酸化物から二酸化窒素への変換式 

予 測 項 目 変  換  式 

二 酸 化 窒 素 

 
Ｙ＝0.1788Ｘ0.6356 

 
Ｙ：二酸化窒素（ppm） 
Ｘ：窒素酸化物（ppm） 

 

 

エ 予測地点 

予測地点は、工事関連車両の走行が集中する地域とし、予測地点は、図 7-1-18 に

示す工事関連車両の搬入道路上の 3 断面とした。 

 

オ 予測時期 

予測時期は、工事計画（資料編１－１２参照）に基づき工事関連車両の走行台数が

最大となり、工事関連車両の走行に伴う自動車排ガスの影響が最も大きくなると考えら

れる時期とした。（工事開始後33ヶ月目） 

 

- 271 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1-18 工事関係車両の走行ルート及び予測地点図 7-1-18 工事関連車両の走行ルート及び予測地点
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カ 予測結果 

工事関連車両の走行による自動車排ガスの予測結果を表 7-1-42(1)～(2)に示す。 

道路端における予測環境濃度は、二酸化窒素が 0.0755～0.0921 ppm、浮遊粒子

状物質が 0.121～0.162mg/m3 と予測される。 

 

表 7-1-42(1) 工事関連車両の走行による１時間値の予測結果（二酸化窒素） 

                                                           単位：ppm 

工事関連車両
の走行による
寄与濃度 

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

濃度 
予測環境濃度 

予測地点 
気象条件 

(風速) 

窒素酸化物 窒素酸化物 窒素酸化物 二酸化窒素 

１m/s 以下 0.00112 0.352 0.0921 

２m/s 0.00120 0.352 0.0921 Ａ地点 

３m/s 0.00080 

0.351 

0.352 0.0920 

１m/s 以下 0.00115 0.258 0.0756 

２m/s 0.00123 0.258 0.0756 Ｂ地点 

３m/s 0.00082 

0.257 

0.258 0.0755 

東 側 0.00091 0.352 0.0921 
１m/s 以下 

西 側 0.00080 0.352 0.0920 

東 側 0.00071 0.352 0.0920 
２m/s 

西 側 0.00062 0.352 0.0920 

東 側 0.00047 0.351 0.0920 

Ｃ地点 

３m/s 
西 側 0.00042 

0.351 

0.351 0.0920 

 

 

表 7-1-42(2) 工事関連車両の走行による１時間値の予測結果（浮遊粒子状物質） 

                                                           単位：mg/m3 

予測地点 
気象条件 

(風速) 

工事関連車両の走

行による寄与濃度

ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

濃度 
予測環境濃度 

１m/s 以下 0.00011 0.162 

２m/s 0.00012 0.162 Ａ地点 

３m/s 0.00008 

0.162 

0.162 

１m/s 以下 0.00011 0.121 

２m/s 0.00012 0.121 Ｂ地点 

３m/s 0.00008 

0.121 

0.121 

東 側 0.00009 0.162 
１m/s 以下 

西 側 0.00008 0.162 

東 側 0.00007 0.162 
２m/s 

西 側 0.00006 0.162 

東 側 0.00005 0.162 

Ｃ地点 

３m/s 
西 側 0.00004 

0.162 

0.162 
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(２) 環境の保全のための措置 
・ 工事関連車両を分散させる走行ルートの選定及び工程管理を徹底する。 

・ 建設資材等の搬出入車両については、搬出入量に応じた適切な車種・規格を選定

し、工事関連車両の走行台数の抑制に努める。 

・ 工事関係者の通勤は可能な限り公共交通機関の利用や自動車の相乗りを推進し、

通勤車両台数の抑制に努める。 

 

(３) 評 価 
工事関連車両の走行に伴う自動車排ガスの予測結果は表 7-1-43 に示すとおり、「二

酸化窒素の人の健康影響に係る判定条件等について（答申）」（昭和 53年 3月、中公審

第 163 号）により提案された環境大気中の二酸化窒素の短期曝露の指針値、及び環境

基本法に基づく環境基準を下回っており、工事関連車両の走行に伴う自動車排ガスの

大気質への影響は軽微であると考える。 

また、工事の実施にあたっては、工事関連車両の分散化、工事関連車両台数の抑制

等の措置を講じることにより、工事関連車両の走行に伴う自動車排ガスの環境への影響

は低減できるものと判断する。 

 

表 7-1-43 工事関連車両の走行に伴う自動車排ガスの評価 

二酸化窒素（ppm） 浮遊粒子状物質（mg/m3） 
予測地点 

気象条件 

(風速) 予測環境濃度 評価指標 予測環境濃度 評価指標 

１m/s 以下 0.0921 0.162 

２m/s 0.0921 0.162 Ａ地点 

３m/s 0.0920 0.162 

１m/s 以下 0.0756 0.121 

２m/s 0.0756 0.121 Ｂ地点 

３m/s 0.0755 0.121 

東 側 0.0921 0.162 
１m/s 以下

西 側 0.0920 0.162 

東 側 0.0920 0.162 
２m/s 

西 側 0.0920 0.162 

東 側 0.0920 0.162 

Ｃ地点 

３m/s 
西 側 0.0920 

0.1～0.2ppm 以下
 

(中央公害対策 

審議会答申） 

0.162 

0.20 mg/m3以下
 

(環境基準) 
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第２節 騒  音 
１ 調査結果の概要 
１-１ 資料調査 

（１） 調査事項 
環境騒音、道路交通騒音 

 

（２） 調査方法 
「名古屋市の騒音 自動車騒音・振動編（平成15年度）」（平成 17年 名古屋市環境局）、

「平成 16 年版 名古屋市環境白書」及び「同（資料編）」（平成 16 年 名古屋市）、「名古屋

市の騒音 環境騒音編（平成 16 年度）」（平成 17 年 名古屋市環境局）を収集整理した。 

 

（３） 調査結果 
「第 4 章 1 自然的状況 1-2 大気環境の状況 （3）騒音」参照 

 

１-２ 現地調査 

（１） 環境騒音 
ア  調査事項 

等価騒音レベル（ＬＡｅｑ） 

 

イ  調査地点 

調査地点を図 7-2-1 に示す。 

No.1-1～1-4 地点（事業予定地）：名古屋市港区空見町１番地の５及び９。 

 

ウ  調査期間 

調査は、国際展示場（ポートメッセなごや）で催事が行われていない通常時の平日と休

日に実施した。 

＜通常時＞ 

（平日）平成 16 年 1 月 21 日（水） 0:00 ～ 24:00 

（休日）平成 16 年 1 月 25 日（日） 0:00 ～ 24:00 

 

エ  調査方法 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年 環境庁告示第 64 号）に定める方法。 

 

オ  調査結果 

環境騒音調査結果を表 7-2-1 に示す。 

昼間は平日が、49dB～60dB、休日が 44dB～52dB であった。夜間は平日が 43dB～

52dB、休日が 43dB～51dB であった。 

事業予定地の環境基準の値と比較すると、昼間は全ての地点で環境基準の値（Ｃ類

型：60dB（昼間）、50dB（夜間））を下回っていたが、夜間は、平日がNo.1-1 及び 1-4 の地

点で、休日が No.1-2 の地点で環境基準の値を上回っていた。 
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単位：dB

No.1-1地点 No.1-2地点 No.1-3地点 No.1-4地点

平日 60 57 49 57

休日 50 50 44 52

平日 52 47 43 52

休日 45 51 43 50

環境基準の値

夜間

60

50

時間区分 調査時期

昼間

騒音レベル（LAeq）

表 7-2-1 環境騒音調査結果 

 

 

 

- 276 -



図 7-2-1  現地調査地点図 

 

 

図7-2-1 現地調査地点位置図

1 : 25,000

0m 15001000500

事業予定地

B地点

凡 例

：道路交通騒音・振動

No.1-1

No.1-2

No.1-4

：環境騒音・振動
低周波空気振動

No.1-3

学区界

学区界

稲永学区

野跡学区

A地点

：調査対象区域

C地点
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（２） 道路交通騒音 
ア  調査事項 

等価騒音レベル（LAeq） 

 

イ  調査地点 

調査地点を図 7-2-1 に示す。 

Ａ地点 ：名古屋市港区汐止町 12 番地 ニチハ㈱名古屋工場敷地境界 

Ｂ地点 ：名古屋市港区空見町 1番地の 6 東邦ガス㈱空見環境センター敷地境界 

Ｃ地点:市道潮凪線 ニチハ㈱西側付近 

 

ウ  調査期間 

調査は、国際展示場（ポートメッセなごや）で催事が行われていない通常時の平日と休

日のほか、催事が行われている 5 月の連休中を混雑時とし、それぞれ実施した。 

（ア） Ａ、Ｂ地点 

＜通常時＞ 

（平日）平成 16 年 1 月 21 日（水） 6:00 ～ 22:00 

（休日）平成 16 年 1 月 25 日（日） 6:00 ～ 22:00 

＜混雑時＞ 

（休日）平成 16 年 5 月 3 日（月） 6:00 ～ 22:00 

（イ） Ｃ地点 

＜通常時＞ 

（平日）平成 18 年 5 月 30 日（火） 6:00 ～ 22:00 

（休日）平成 18 年 6 月 4 日（日） 6:00 ～ 22:00 

＜混雑時＞ 

（休日）平成 18 年 5 月 3 日（水） 6:00 ～ 22:00 

 

エ  調査方法 

「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年 環境庁告示第 64 号）に定める方法。 

 

オ  調査結果 

道路交通騒音調査結果を表 7-2-2 に示す。 

通常時の休日についてはＡ地点：66dB、Ｂ地点：67dB、Ｃ地点：62dB の全ての地点で

環境基準の値（幹線交通を担う道路の特例値）を下回っていた。平日については、Ａ、Ｂ

地点は72dBと環境基準の値を上回っており、Ｃ地点は、69dBと環境基準の値を下回って

いた。また、混雑時についてはＡ地点で71dBと環境基準の値を上回っており、Ｂ、Ｃ地点

では 69dB、65dB と環境基準の値を下回っていた。 

 

表 7-2-2 道路交通騒音調査結果 

単位：dB

Ａ地点 Ｂ地点 Ｃ地点

平日 72 72 69

休日 66 67 62

混雑時 昼間 休日 71 69 65

昼間通常時
70

環境基準の値時間区分 調査時期
騒音レベル（LAeq）
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２ 予測及び評価（存在・供用時） 
２-１ 工場騒音 

（１） 予 測 
ア  予測事項 

施設の稼働に伴い発生する騒音レベル。 

 

イ  予測条件 

（ア） 騒音発生源データ 

プラント機器は、機器の配置に配慮し、遮音性の高い建屋内に配置し、低騒音型機

器を採用する。主な騒音発生源（機側 1m の値）は、表 7-2-3(1)～(2)に示すとおり設定

した。 

また、同一種類の機器が近接している場合は、機器群の中心を騒音源位置とし、騒

音レベルは各機器の合成値を用いた。 

なお、計画G.L.以下にある機器及び騒音源となる機器が外壁に直接面して設置され

ておらず、騒音が壁を 2 つ以上通過しないと外部に到達しない場合は騒音源として除

外した。 

騒音発生源の騒音レベルは、プラントメーカーから収集したデータを用いた。 

 

（イ） 音源の形状及び位置 

発生した音は壁を透過するか、開口部から直接屋外に放射伝搬する。このとき、放射

面は点音源の集合とみなし、放射面を分割し各分割面を点音源形状とした。騒音源位

置は、図 7-2-2(1)～(2)及び資料編 2-4 に示すとおり設定した。また、音源の高さは各

階の F.L.（床面の高さ）から+1.0ｍの高さとした。 
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騒音源

正門

緑

地

緑　地

緑　地

第２焼却炉棟 第１焼却炉棟 返流水処理施設

第２汚泥棟 受泥棟 第１汚泥棟 管理棟 受電・ポンプ棟

し渣

洗浄棟

熱利用棟

沈砂

洗浄棟

 

図 7-2-2(1) 騒音源配置図（本施設全体供用時） 

正門

緑

地

緑　地

緑　地

騒音源

第１焼却炉棟 返流水処理施設

受泥棟 第１汚泥棟 管理棟 受電・ポンプ棟

熱利用棟

 

図 7-2-2(2) 騒音源配置図（第１期施設供用時）
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表 7-2-3（１） 騒音源データ（Ａ特性） 

熱利用棟

A.P 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

① 二次処理水ポンプ 88 80 82 83 80 78 77 73 68 4 4 4

② 工水ポンプ 85 77 79 80 77 75 74 70 65 2 2 2

③ 脱気器給水ポンプ 80 72 74 75 72 70 69 65 60 4 4 4

④ 排水ポンプ 88 80 82 83 80 78 77 73 68 2 2 2

⑤ 空気圧縮機 82 62 72 74 78 76 72 66 64 1 1 1

⑥ 低圧復水ポンプ 79 71 73 74 71 69 68 64 59 2 2 2

⑦ ボイラ給水ポンプ 88 80 82 83 80 78 77 73 68 4 4 4

⑧ 蒸気タービン 93 89 89 83 80 79 75 74 66 2 2 2

⑨ 熱交換器 66 48 53 56 62 60 56 52 46 4 4 4

⑩ 換気ファン 96 94 85 85 86 87 81 75 67 10 10 10

⑪ 冷却器冷却ファン 84 54 68 76 76 78 78 72 62 12 12 12

第1焼却炉

A.P 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

① 冷却器冷却ファン 84 54 68 76 76 78 78 72 62 32 16 32

② 温水循環ポンプ 85 77 79 80 77 75 74 70 65 4 2 4

③ 循環ポンプ 83 75 77 78 75 73 72 68 63 4 2 4

④ 排煙処理塔 84 51 52 59 64 74 82 78 71 4 2 4

⑤ 冷却塔 84 51 52 59 64 74 82 78 71 4 2 4

⑥ 白煙防止予熱器 66 48 53 56 62 60 56 52 46 4 2 4

⑦ 流動空気予熱器 66 48 53 56 62 60 56 52 46 4 2 4

⑧ 流動焼却炉 68 46 52 58 66 60 58 54 48 4 2 4

⑨ ケーキ定量フィーダ 84 50 64 72 78 78 80 70 60 4 2 4

⑩ ケーキ供給ポンプ 82 54 62 72 78 78 70 62 56 8 4 8

⑪ 換気ファン 96 94 85 85 86 87 81 75 67 16 8 16

⑫ 誘引ファン 84 54 68 76 76 78 78 72 62 4 2 4

⑬ 白煙防止ファン 84 54 68 76 76 78 78 72 62 4 2 4

⑭ 流動ブロワ 84 54 68 76 76 78 78 72 62 4 2 4

⑮ 空気圧縮機 82 62 72 74 78 76 72 66 64 8 4 8

受泥棟

A.P 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

① 汚泥濃縮機供給ポンプ 76 68 69 70 68 66 65 61 57 20 5 10

② 処理水給水ポンプ 85 77 79 80 77 75 74 70 65 7 4 4

③ 受泥汚泥供給ポンプ 85 77 79 80 77 75 74 70 65 8 4 4

④ 汚泥貯留槽攪拌機 99 90 92 94 90 88 86 82 76 16 4 8

⑤ 汚泥攪拌槽攪拌機 99 90 92 94 90 88 86 82 76 4 2 2

⑥ 生物脱臭装置 80 43 50 58 66 76 76 70 63 2 2 2

⑦ 脱臭ファン 102 89 84 89 100 90 90 85 76 2 2 2

⑧ 換気ファン 96 94 85 85 86 87 81 75 67 12 8 12

⑨ 受泥槽攪拌機 96 88 90 91 88 85 84 79 73 2 2 2

西側施設工事
稼働台数（台）

西側施設工事
稼働台数（台）

西側施設工事
稼働台数（台）

第１期施設供用時
稼働台数（台）

№ 発生源名称

№ 発生源名称

№ 発生源名称

騒音レベル（dB）

本施設全体供用時
稼働台数（台）

第１期施設供用時
稼働台数（台）

本施設全体供用時
稼働台数（台）

第１期施設供用時
稼働台数（台）

騒音レベル（dB）

騒音レベル（dB）

本施設全体供用時
稼働台数（台）

 

注：焼却炉棟は代表して第 1焼却炉棟の場合を示した。 
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表 7-2-3（2） 騒音源データ（Ａ特性） 

第1汚泥棟

A.P 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

① ケーキ搬出コンベヤ 76 45 52 62 72 70 62 66 64 4 2 4

② 分配コンベヤ 76 45 52 62 72 70 62 66 64 6 3 6

③ ケーキ移送ポンプ 88 80 82 83 80 78 77 73 68 6 3 6

④ 空気圧縮機 75 64 69 69 63 68 62 62 64 4 2 4

⑤ 脱水機汚泥供給ポンプ 90 59 68 79 86 86 77 68 62 10 5 10

⑥ 濃縮汚泥貯留槽攪拌機 99 90 92 94 90 88 86 82 76 8 4 8

⑦ 生物脱臭装置 80 43 50 58 66 76 76 70 63 1 1 1

⑧ 脱臭ファン 98 89 83 89 95 86 85 83 72 1 1 1

⑨ 遠心脱水機 83 60 65 70 75 76 80 69 65 10 5 10

⑩ 遠心濃縮機 89 82 80 81 78 80 85 72 55 10 5 10

⑪ 換気ファン 96 94 85 85 86 87 81 75 67 36 18 36

受電ポンプ棟

A.P 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

① 生物脱臭装置 80 43 50 58 66 76 76 70 63 2 1 2

② 脱臭ファン 102 89 84 89 100 90 90 85 76 2 1 2

③ 換気ファン 96 94 85 85 86 87 81 75 67 18 12 18

し渣洗浄棟

A.P 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

① 噴射水ポンプ 88 80 82 83 80 78 77 73 68 3 － 3

② 粗目除塵機 68 29 35 48 62 65 60 52 40 2 － 2

③ 細目除塵機 68 29 35 48 62 65 60 52 40 2 － 2

④ し渣コンベヤ 76 45 52 62 72 70 62 66 64 2 － 2

⑤ し渣脱水機 83 60 65 70 75 76 80 69 65 2 － 2

⑥ 循環水ポンプ 85 77 79 80 77 75 74 70 65 6 － 6

⑦ 洗浄し渣コンベヤ 76 45 52 62 72 70 62 66 64 2 － 2

⑧ 粗目コンベヤ 76 45 52 62 72 70 62 66 64 2 － 2

⑨ 換気ファン 96 94 85 85 86 87 81 75 67 12 － 12

沈砂洗浄棟

A.P 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

① 圧力水ﾎﾟﾝﾌﾟ 88 80 82 83 80 78 77 73 68 9 － 9

② スカムコンベヤ 76 45 52 62 72 70 62 66 64 1 － 1

③ 粗ゴミコンベヤ 76 45 52 62 72 70 62 66 64 2 － 2

④ 洗砂装置 68 29 35 48 62 65 60 52 40 2 － 2

⑤ 洗砂分級機 84 54 68 76 76 78 78 72 62 1 － 1

⑥ 脱臭ファン 104 92 95 96 98 97 94 85 78 1 － 1

⑦ 生物脱臭装置 95 69 72 76 85 91 91 87 77 1 － 1

⑧ ゴミ移送コンベヤ 76 45 52 62 72 70 62 66 64 1 － 1

⑨ 振動ふるい 84 54 68 76 76 78 78 72 62 1 － 1

⑩ ヤード洗砂コンベヤ 76 45 52 62 72 70 62 66 64 2 － 2

⑪ ヤード洗砂分離装置 74 46 54 73 68 56 53 50 41 2 － 2

⑫ 沈砂分離装置 74 46 54 73 68 56 53 50 41 2 － 2

⑬ 沈砂コンベヤ 76 45 52 62 72 70 62 66 64 1 － 1

⑭ 沈砂受入装置 74 46 54 73 68 56 53 50 41 2 － 2

⑮ 粗ゴミ自動スクレーパー 76 45 52 62 72 70 62 66 64 2 － 2

⑯ 換気ファン 96 94 85 85 86 87 81 75 67 9 － 9

⑰ スカム脱水機 83 60 65 70 75 76 80 69 65 1 － 1

西側施設工事
稼働台数（台）

西側施設工事
稼働台数（台）

西側施設工事
稼働台数（台）

西側施設工事
稼働台数（台）

第１期施設供用時
稼働台数（台）

№ 発生源名称
本施設全体供用時
稼働台数（台）

騒音レベル（dB）

№ 発生源名称
騒音レベル（dB）

騒音レベル（dB）
№ 発生源名称

本施設全体供用時
稼働台数（台）

第１期施設供用時
稼働台数（台）

第１期施設供用時
稼働台数（台）

本施設全体供用時
稼働台数（台）

第１期施設供用時
稼働台数（台）

№ 発生源名称
騒音レベル（dB） 本施設全体供用時

稼働台数（台）

 

注：汚泥棟を代表して第 1汚泥棟を示した。 
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（ウ） 建屋部材及び障壁部材  

建屋の外壁及び建屋内部の各室の壁部材を障壁部材とした。建屋の外壁及び建屋

内部各室の壁部材の音響特性データ（透過損失及び吸音率）は表 7-2-4 に示すとおり

設定した。 

 

表 7-2-4 建屋部材音響特性データ 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

透過損失 39 39 43 50 57 61 63 63

吸音率 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03

透過損失 39 39 43 50 57 61 63 63

吸音率 0.26 0.26 0.68 0.97 0.85 0.83 0.95 0.95

透過損失 31 31 32 30 37 46 46 46

吸音率 0.06 0.06 0.09 0.11 0.11 0.17 0.21 0.21

透過損失 19 19 27 32 35 27 37 37

吸音率 0.18 0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02

周波数（Hz）

コンクリート（180mm）
+グラスウール（50mm）

部材名称 項目

ALC(100mm)

ガラス（6.8mm）

コンクリート（180mm）

 
出典：「空調衛生技術データブック（第３版）」（平成 13 年 10 月 株式会社菱和） 
    「板ガラスの遮音性能（2000 年版）」 （板硝子協会） 

透過損失は予測に対して安全側を見込んで上表の 70％値を採用した。また、上記文献には、125Hz～4000Hz まで
のデータのみの記載であったため、63Hz と 8000Hz は、それぞれ 125Hz と 4000Hz を代用した。 

   透過損失の単位は、dB 値とした。 
 
 

ウ  予測方法 

施設から発生する騒音は騒音伝搬理論式（「実務的騒音対策指針 応用編」 昭和 62

年 5 月 （社）日本建築学会）を用いた。 

 

（ア） 予測計算手順 

予測計算は図7-2-3の手順で行った。表7-2-3において音源データは、Ａ特性で与

えられているため、一度音圧レベルに変換し伝搬計算後にＡ特性補正を行った。 

 

図 7-2-3 騒音予測手順 

パワーレベルの計算 

外壁面放射レベルの計算 

屋外の伝搬計算 

屋外総合騒音レベルの計算 

機側 1mの音源データからパワーレベル

を算出する。 

音源の位置を設定し、壁面までの距離

及び壁の透過損失より外壁面の放射レ

ベルを求める。 

屋外放射面から予測点までの伝搬計算

を行い、予測点の音圧レベルを求める。 

上記の計算をすべての屋外放射面につ

いて行い、総合騒音レベルを求める。 
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（イ） 予測式 

a． パワーレベルの算出 
騒音源のデータは機側 1m として与えられており、以下の式によりパワーレベルを算

出した。 

）距離（音源から測定点までの　　　　

）における騒音レベル音源の機側　　　

）音源のパワーレベル（　　　

m1:r
(dB1m:Lp   

dB:Lw   
8rlog20LpLw 10 ++=

 

 

b． 外壁放射レベルの計算 
音源の位置を設定し、外壁面までの距離、透過損失等を考慮し、外壁面から屋外へ

放射するパワーレベルを算出した。 

）音源室内総面積（ｍ　　　　　　　

室の平均吸音率　　　　　　α

室定数　　　　　　

）Ａ特性補正値（　　　

）音源と入射点の距離（　　　　

壁への入射角　　　　θ

音源の指向係数　　　　

）音源のパワーレベル（　　　　

）するパワーレベル（壁面の単位面積に入射　　　　

2

1

2
1

10

:
:

1
:

dB:
m:r

:
)2(:
dB:

dB:

1
4
coslog10

S

SRR

QQ
Lw
Ls

Rr
QALwLs

α
α

π
θ

−
=

ΔΑ

=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⋅+Δ−=

 

）透過損失（　　　

分割放射面の面積（　　　

）レベル（分割放射面全体の放射　　　

･

dB:TL
)m:S

dB:L
Slog10TLLsL

2
0

0w

0100w +−=

 

 

c． 屋外の伝搬計算 
外壁放射面から予測地点までの伝搬計算を行い、予測点音圧レベルを求めた。 

）＝）（Δ障害物による減衰量（　　　Δ

）音源の指向係数（　　　

）までの距離（分割放射面から予測点　　　

）予測点の音圧レベル（　　　

π

0LdB:L
2Q:Q

m:
dB:Lr

L)
4

Q(log10LLr

22

2

0

2
2

2
 10w00

=

Δ−⋅+=

r

r
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d． 屋外総合騒音レベルの計算 
予測点における総合騒音レベルの計算は次式を用いた。 

{ }

）特性補正値（　　　Δ

）の音圧レベル）、オクターブ毎（）、分割面（予測点の音源室毎（（　　　

）ル（予測点の総合騒音レベ　　　

dBA:A
kji:k)j,i,Lr

dB:Lr

  )10 ( log10Lr

0

10 / )A Lr ( )k    ,  j  ,  i  (  0∑ Δ+⋅=

 

 

エ  予測地点 

各棟を中心として、500ｍ×500ｍの範囲（全ての施設の中心から 250ｍの範囲を網羅で

きる範囲：630ｍ×980ｍ、資料編 2-3 参照）とし、この範囲を、50ｍ間隔でメッシュに等分

割し、その格子点上の値を計算した。なお、予測高さは 1.2ｍとした。 

 

オ  予測時期 

本施設全体供用時及び第１期施設供用時とした。 

 

カ  予測結果 

（ア） 本施設全体供用時 

施設から発生する騒音予測結果は、図 7-2-4（1）～(2)に示すとおりである。 

予測結果は、最大で敷地境界西側で 54ｄB、北側敷地境界で 57ｄB、東側敷地境界

で 53ｄB、南側敷地境界で 54ｄB と予測される。 

 

（イ） 第１期施設供用時 

施設から発生する騒音予測結果は、図 7-2-5(1)～(2)に示すとおりである。 

予測結果は、最大で敷地境界西側で 46ｄB、北側敷地境界で 53ｄB、東側敷地境界

で 48ｄB、南側敷地境界で 53ｄB と予測される。 
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図 7-2-3   騒音予測結果（全体） 

 

図 7-2-4         騒音予測結果（第１期） 

55dB

50dB

50dB

45dB 45dB

45dB

50dB

40dB

50dB

図7-2-4 騒音予測結果（本施設全体供用時）
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図7-2-5 騒音予測結果（第１期施設供用時）
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（２） 環境の保全のための措置 
・定期的な施設の補修工事、機能検査、機器の点検などを実施し、施設の性能を維持

する。 

 

（３） 評  価 
低騒音型の機器を導入し、建屋の構造及び配置並びに機器の配置に配慮することによ

り、本施設全体供用時には、施設の稼働に伴う騒音の敷地境界における最大値は57ｄBと

予測される。第１期施設供用時には、敷地境界における最大値は 53ｄB と予測される。予

測の結果、表 7-2-5 に示した敷地境界における騒音の規制基準と比較すると敷地境界の

最大値は、最も厳しい夜間の規制基準（60dB）を満足している。さらに、約 1.0km 離れた最

も近い住居地域においては、十分に距離減衰が見込まれるため、施設の稼働に伴う騒音

の影響は軽微なものと考える。 

また、低騒音型の機器の導入に努め、定期的な補修工事、機能検査及び機器の点検な

どを実施し、施設の性能を維持することにより、施設の稼働に伴う騒音の影響は低減でき

るものと判断する。 

 

表 7-2-5 騒音の規制基準 

規制基準(dB) 
時間区分 時間帯 

工業地域 

朝 6:00～8:00 65 

昼間 8:00～19:00 70 

夕 19:00～22:00 65 

夜間 22:00～6:00 60 

出典：「市民の健康と安全を確保する環境保全に関する条例施行細則」（平成 15 年 9 月 名古屋市） 
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３ 予測及び評価（工事中） 
３-１ 建設作業騒音 

（１） 予 測 
ア  予測事項 

建設工事（第 1期工事及び西側施設工事）に伴う建設作業音 

 

イ  予測条件 

（ア） 建設機械の稼働条件 

第 1 期施設工事を、土木・建築工事（既設地下構造物撤去）、土木・建築工事、設備

工事の 3 つに、西側施設工事を土木・建築工事、設備工事の 2 つに区分し、それぞれ

の時期における建設機械の最大稼働時を想定し、敷地境界に最も影響を及ぼす位置

として、施工範囲のうち敷地境界に近い位置に配置した。建設機械の配置は、図

7-2-6(1)～(5)に示し、全ての建設機械が同時に稼働しているとして予測した。各建設機

械の音源発生源の高さは、地上 1.0ｍとした。なお、西側施設工事には、供用中の施設

稼働音をバックグラウンドとした。 

 

（イ） 建設機械の発生騒音レベルの設定 

建設機械から発生する騒音レベルは、表 7-2-6 のように設定した。 

表 7-2-6  建設機械の発生騒音レベル（Ａ特性） 

単位：dB

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

 大型ブレーカー（油圧式） 117 104 101 108 108 111 112 109 104

 バックホウ（0.8m3） 103 91 100 95 95 90 86 82 73

 杭打ち機（土木・建築工事（既設地下構造物撤去）） 107 88 95 99 100 101 100 96 82

 杭打ち機（土木・建築工事） 98 79 85 86 91 93 91 85 79

ブルドーザ（21t） 107 106 96 91 90 89 87 87 87

 クローラークレーン（50～55ｔ） 102 96 93 95 98 92 85 80 77

トラッククレーン（25ｔ） 112 110 103 99 99 100 93 83 75

コンクリートポンプ車（115～125m3/h） 117 107 108 113 110 109 105 101 101

 * クレーン装置付トラック（10ｔ） 112 110 103 99 99 100 93 83 75

 * ラフテレーンクレーン（25ｔ） 102 96 93 95 98 92 85 80 77

 アスファルトフィッシャー（ホイル型） 107 105 101 97 95 94 88 83 73

 ロードローラー（13～14ｔ） 105 103 96 94 92 91 89 84 76

 タイヤローラー（8～20ｔ） 110 94 109 100 90 85 83 81 74

注1：騒音レベルは「建設工事に伴う騒音振動ハンドブック第3版」（平成13年　社団法人日本建設機械化協会）より設定した。

注2：*印を示している建設機械のパワーレベルは、以下に示すとおりである。

　・クレーン装置付トラックは、トラッククレーンのパワーレベルを用いた。

　・ラフテレーンクレーンは、 クローラークレーンのパワーレベルを用いた。

主な使用機械
オクターブバンド中心周波数別パワーレベルＡ特性音響

パワーレベル

 
 

（ウ） 透過損失 

 工事中は敷地境界に高さ 3ｍの仮囲いを設置する計画であり、その透過損失は、表

7-2-7 に示すとおり設定した。 

表 7-2-7 仮囲い（鉄板 1mm）透過損失 

63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

鉄板（1mm） 透過損失 17 17 19 24 28 33 33 33

項目
周波数（Hz）

部材名称

 
出典：「空調衛生技術データブック（第３版）」（平成 13 年 10 月 株式会社菱和） 

上記文献には、125Hz～4000Hzまでのデータのみの記載であったため、63Hzと 8000Hzは、それぞれ 125Hzと 4000Hzを代用

した。また、透過損失の単位は、dB値とした。 
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図 7-2-6(1) 建設機械配置図（第 1 期工事：土木・建築工事（既設地下構造物撤去）） 
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図 7-2-6(2) 建設機械配置図（第 1 期工事：土木・建築工事） 
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図 7-2-6(3) 建設機械配置図（第 1 期工事：設備工事） 
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図 7-2-6(4) 建設機械配置図（西側施設工事：土木・建築工事） 
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図 7-2-6(5) 建設機械配置図（西側施設工事：設備工事） 

 

ウ  予測方法 

建設機械から伝搬する騒音の予測は、音源を点音源とみなし、距離減衰、障壁等によ

る減衰を考慮した点音源モデル（「環境アセスメントの技術」（平成 11 年 8 月 （社）環境情

報科学センター）を用いた。予測式を以下に示す。表 7-2-6 において音源データは騒音

レベル（Ａ特性）であるが、音圧レベルに変換し合成した後、騒音レベル（Ａ特性）に戻し

た。 

 

図 7-6-7 障壁による音の減衰 

 

（ア） 回折音の計算 

 ( ) Ld8rlog20ALL 10w1 Δ−−⋅−Δ−=  

)dB(    :  Ld
)dB(A    :A

)m(    :       r
)dB(    :    L
)dB(    :     L

w

1

回折減衰量

特性補正値

音源と受音点間の距離

ルＡ特性音源パワーレベ

ル受音点での回折音レベ

Δ

Δ

 

回折減衰量は以下の式で計算した。 
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   フレネル数（N）＝経路差×周波数÷170 

   フレネル数（N）の結果により回折減衰量（ΔLd）を求めた。 

フレネル数（N）≧1.0  ( ) 0.13(N)log10Ld 10 +⋅=Δ フレネル数  

0.0≦フレネル数（N）＜1.0  ( ) 438.0N0.80.5Ld ）フレネル数（×+=Δ  

-0.341≦フレネル数（N）＜0.0 ( ) 438.0N0.80.5Ld ）フレネル数（×−=Δ  

フレネル数（N）＜-0.341  0.0Ld =Δ  

  

 

（イ） 透過音の計算 

( ) TL8rlog20ALL 10W2 −−⋅−Δ−=  

  L2  ： 受音点での透過音レベル(dB) 
Lw ： Ａ特性音源パワーレベル(dB) 
ｒ  ： 音源と受音点間の距離（m） 
ΔA： Ａ特性補正値（dB）  
TL ： 透過損失(dB) 

 

 上記により算出した騒音レベルを次式により合成し各建設機械の作業騒音とした。 

）音（各建設重機からの透過

）音（各建設重機からの回折

）合成騒音レベル（

dB:L2     
dB:L1     

dB:L     
)1010(log10 10

2
10

1

10

LL

L +⋅=

 

 

＜合成騒音レベルの算出＞ 

各建設機械の作業音を合成し、予測地点における合成騒音レベルとした。 

    

）ル（各建設機械の騒音レベ

）合成騒音レベル（

dB:Li     
dB:Lw     

10log10Lw 10
ALi

10 ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⋅= ∑

Δ+

 

 

 

エ  予測地点 

各棟を中心として、500ｍ×500ｍの範囲（全ての施設の中心から 250ｍの範囲を網羅で

きる範囲：630ｍ×980ｍ、資料編 2-3 参照）とし、この範囲を、20ｍ間隔でメッシュに等分

割し、その格子点上の値を計算した。なお、予測高さは 1.2ｍとした。 

 

オ  予測時期 

予測時期は、工事区分毎で最も建設機械の稼働台数が多くなる時期とした。 
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カ  予測結果 

第 1 期工事の建設機械による騒音の予測結果は、表 7-2-8（1）及び図 7-2-8～図

7-2-10 に示すとおりである。敷地境界で騒音レベルが最も大きくなるのは、土木・建築工

事（既設地下構造物撤去）で、南側敷地境界で74ｄBと予測される。また、仮囲いによる回

折の影響のため敷地境界外で最大 76dB と予測される。 

西側施設工事の建設機械による騒音の予測結果は、表 7-2-8（1）及び図 7-2-11～図

7-2-12 に示すとおりである。敷地境界で騒音レベルが最も大きくなるのは、設備工事で、

南側敷地境界で 71dB と予測される。また、西側道路付近では最大 65dB 程度と予測され

る。 

 

表 7-2-8(1) 騒音予測結果（第 1 期工事） 

単位：dB

敷地境界外

土木・建築工事（既設地下構造物撤去） 76

土木・建築工事 64

設備工事 68

予測時期
最大騒音レベル

敷地境界

74（南側敷地境界）

63（北側敷地境界）

69（北側敷地境界）
 

 

表 7-2-8(2) 騒音予測結果（西側施設工事） 

単位：dB

西側道路

土木・建築工事 65程度

設備工事 62程度

60（南側敷地境界）

71（南側敷地境界）

予測時期
最大騒音レベル

敷地境界
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撤去工事時、土木工事時図 7-2-8、9 
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図7-2-8 騒音予測結果（第1期工事：土木・建築工事（既設地下構造物撤去））
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設備工事 図 7-2-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7-2-10 騒音予測結果（第1期工事：設備工事）
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0 100 200 300m50 図7-2-12 騒音予測結果（西側施設工事：設備工事）

図7-2-11 騒音予測結果（西側施設工事：土木・建築工事）
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（２） 環境の保全のための措置 
・工事期間は長期にわたるため、実際の工事にあたっては、その際に指定されている最

新型の低騒音型の建設機械の積極的な導入に努め、騒音の小さい工法の採用等騒

音発生の低減に配慮する。 

・土木・建築工事（既設地下構造物撤去）は、必要に応じ防音シートを設置する。 

・特定建設作業以外の建設作業についても特定建設作業の規制基準を遵守する。 

・建設機械の分散配置に努める。 

・敷地境界付近では、騒音に対し十分配慮して作業を行う。 

 

（３） 評  価 
工事区域は高さ3ｍの仮囲いをすることにより、第1期工事に伴う騒音の敷地境界におけ

る最大値は74ｄBと予測される。敷地境界外では最大76dBと予測される。西側施設工事に

伴う騒音の敷地境界における最大値は 71dB、西側道路付近の最大値は 65dB程度と予測

される。 

いずれも、表 7-2-9 に示した敷地境界の特定作業に伴う騒音の規制基準（85ｄB）を満足

している。さらに、約 1.0km 離れた最も近い住居地域においては、十分に距離減衰が見込

まれるため、建設工事に伴う騒音の影響は軽微であると考える。 

また、低騒音型として指定された建設機械の積極的な導入に努め、建設機械の分散配

置等の措置を講じることから、建設工事に伴う騒音の影響は低減できるものと判断する。 

 

表 7-2-9 特定建設作業に伴う騒音の規制基準 

特定建設作業 

1． くい打ち機等を使用する作業 
2． びょう打ち機を使用する作業 
3． さく岩機を使用する作業 
4． 空気圧縮機を使用する作業 
5． コンクリートプラント等を設けて行う作業 
6． 鉄筋コンクリート造等を動力等を使用して解体・破棄する作業 
7． コンクリートミキサーを用いる作業 
8． コンクリートカッターを使用する作業 
9． ブルドーザー等を用いる整地・掘削の作業 
10． ロードローラー等を用いる作業 

区域の区分 工業地域 

基準値 85ｄB 

作業時間 午後 10 時～翌朝午前 6時の時間内でないこと 

1 日あたりの作業時間 14 時間を超えないこと 

作業期間 連続 6日を超えないこと 

作業日 日曜日その他の休日でないこと 

出典：「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例施行細則」（平成 15 年 名古屋市） 
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３-２ 道路交通騒音 

（１） 予 測 
ア  予測事項 

工事関連車両の走行に伴う道路交通騒音レベル 

 

イ  予測条件 

（ア） 工事関連車両の分類 

工事関連車両のパワーレベル算出時の車種分類は、作業員の通勤車両は乗用車、

それ以外は大型車とした。 

 

通勤車両 乗用車

工事車両 大型車

工事関連車両

 
 

a． 予測時間帯 
工事関連車両が走行する 6時から 19 時の時間帯とした。 

 

b． 交通量及び走行速度 
予測に使用した交通量は、表 7-2-10(1)～(4)に示した。なお、将来交通量は、現況

の交通量を用いた。 

工事関連車両の交通ルートは、図 7-1-18（第７章 第１節 3 予測及び評価（工事

中） 3-3 自動車排ガス参照）に示すとおり設定した。 

また、通勤車両は、6時～8時の2時間帯に通勤、17時～19時の2時間帯に帰宅、

工事車両は場内に入場してから退場するまで 2 時間とした。また、車速は法定速度

60km/h とした。 

 

c． 道路構造及び音源位置 
予測地点の道路横断図を資料編2-7に示した。音源は上下線の中央に各1音源と

した。 

 

表 7-2-10(1) 予測計算のための設定交通量（第１ルート：Ａ地点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車種

時間

6時～ 0 0 0 61 22 108 44 0 235 126 0 126 527 73 91 25 11 727

7時～ 0 0 0 279 80 122 46 0 527 126 0 126 1,122 122 156 74 10 1,484

8時～ 0 0 0 246 65 214 70 2 597 0 22 22 509 107 162 96 4 878

9時～ 0 0 0 141 94 300 125 1 661 0 23 23 189 112 258 135 0 694

10時～ 0 22 22 189 109 273 126 2 699 0 24 24 167 97 241 74 10 589

11時～ 0 23 23 226 108 251 117 2 704 0 24 24 152 89 215 82 2 540

12時～ 0 0 0 193 87 158 58 4 500 0 0 0 202 67 150 53 4 476

13時～ 0 24 24 183 96 249 94 3 625 0 23 23 194 95 207 93 3 592

14時～ 0 24 24 227 88 258 95 2 670 0 22 22 189 82 221 82 4 578

15時～ 0 23 23 328 165 247 96 17 853 0 0 0 144 74 164 65 1 448

16時～ 0 22 22 476 152 195 63 6 892 0 0 0 146 52 126 60 2 386

17時～ 126 0 126 896 164 194 89 8 1,351 0 0 0 147 37 104 33 1 322

18時～ 126 0 126 685 158 160 71 10 1,084 0 0 0 92 31 52 18 2 195

19時～ 0 0 0 450 50 64 36 7 607 0 0 0 106 16 24 8 2 156

20時～ 0 0 0 207 17 38 16 1 279 0 0 0 61 14 11 10 0 96

21時～ 0 0 0 125 17 12 8 0 162 0 0 0 59 5 24 7 3 98

計 252 138 390 4,912 1,472 2,843 1,154 65 10,446 252 138 390 4,006 1,073 2,206 915 59 8,259

小型
貨物車

大型車 二輪車 合計中型車乗用車

現況交通量（台）

乗用車 乗用車

地点
上り線

工事関連車両（台） 現況交通量（台）工事関連車両（台）

合計大型車 合計

下り線

Ａ地点

小型
貨物車

大型車 中型車 二輪車乗用車 大型車 合計
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表 7-2-10(2) 予測計算のための設定交通量（第 1 ルート：Ｂ地点） 

車種

時間

6時～ 126 0 126 73 19 48 21 0 161 126 0 418 51 32 23 6 530 417

7時～ 126 0 126 306 71 72 34 0 483 126 0 773 142 83 56 6 1,060 808

8時～ 0 22 22 227 59 126 57 0 469 0 22 397 104 98 52 2 653 1,021

9時～ 0 23 23 142 60 187 67 1 457 0 23 220 92 137 75 2 526 1,095

10時～ 0 24 24 188 78 188 90 0 544 0 24 180 85 125 50 10 450 1,020

11時～ 0 24 24 168 83 182 72 0 505 0 24 144 72 98 55 2 371 903

12時～ 0 0 0 145 69 103 44 2 363 0 0 131 54 80 39 3 307 993

13時～ 0 23 23 149 79 184 75 3 490 0 23 187 90 125 88 1 491 994

14時～ 0 22 22 183 78 210 88 1 560 0 22 143 74 117 47 5 386 745

15時～ 0 0 0 258 91 179 73 15 616 0 0 149 72 107 55 1 384 468

16時～ 0 0 0 343 115 156 71 2 687 0 0 148 46 78 41 1 314 480

17時～ 0 0 0 645 149 164 90 4 1,052 0 0 165 39 51 34 1 290 329

18時～ 0 0 0 472 100 153 42 2 769 0 0 100 21 26 13 0 160 235

19時～ 0 0 0 297 37 46 19 3 402 0 0 83 14 11 6 1 115 195

20時～ 0 0 0 103 16 25 13 0 157 0 0 56 12 12 8 0 88 121

21時～ 0 0 0 104 7 10 8 0 129 0 0 30 10 12 11 2 65 112

計 252 138 390 3,803 1,111 2,033 864 33 7,844 252 138 3,324 978 1,192 653 43 6,190 9,936

乗用車 大型車 合計 乗用車
小型
貨物車

大型車 中型車 二輪車 合計 乗用車 大型車 合計 乗用車
小型
貨物車

大型車 中型車 二輪車 合計

地点
Ｂ地点

上り線 下り線

工事関連車両（台） 現況交通量（台） 工事関連車両（台） 現況交通量（台）

 

 

表 7-2-10(3) 予測計算のための設定交通量（第 2 ルート：Ｃ地点） 

車種

時間

6時～ 0 0 0 11 0 24 2 1 38 126 0 126 161 0 20 1 7 189

7時～ 0 0 0 21 1 25 2 3 52 126 0 126 482 8 51 11 20 572

8時～ 0 0 0 64 3 67 15 1 150 0 22 22 278 11 38 20 7 354

9時～ 0 0 0 55 4 86 35 2 182 0 23 23 93 9 55 25 4 186

10時～ 0 0 0 90 4 88 30 1 213 0 24 24 95 7 71 14 0 187

11時～ 0 0 0 93 12 92 28 3 228 0 24 24 71 5 72 7 0 155

12時～ 0 0 0 78 4 21 6 4 113 0 0 0 99 3 53 16 3 174

13時～ 0 0 0 92 5 121 24 5 247 0 23 23 97 8 64 25 3 197

14時～ 0 0 0 137 4 79 30 8 258 0 22 22 111 10 55 22 3 201

15時～ 0 0 0 163 6 105 20 3 297 0 0 0 54 11 68 14 1 148

16時～ 0 0 0 208 7 104 22 4 345 0 0 0 53 8 38 8 2 109

17時～ 0 0 0 317 1 48 13 14 393 0 0 0 47 1 24 8 4 84

18時～ 0 0 0 162 5 23 10 8 208 0 0 0 27 1 9 2 1 40

19時～ 0 0 0 121 0 25 1 2 149 0 0 0 16 0 5 1 0 22

20時～ 0 0 0 63 0 43 2 2 110 0 0 0 19 0 4 0 0 23

21時～ 0 0 0 40 0 36 0 2 78 0 0 0 15 0 5 0 1 21

計 0 0 0 1,715 56 987 240 63 3,061 252 138 390 1,718 82 632 174 56 2,662

二輪車乗用車 大型車 合計
小型
貨物車

大型車 中型車 合計

地点
Ｃ地点

上り線 下り線

乗用車
小型
貨物車

大型車 中型車合計二輪車乗用車 大型車 合計 乗用車

工事関連車両（台） 現況交通量（台） 工事関連車両（台） 現況交通量（台）

 

 

表 7-2-10(4) 予測計算のための設定交通量（第 2 ルート：Ａ地点） 

車種

時間

6時～ 0 0 0 61 22 108 44 0 235 0 0 0 527 73 91 25 11 727

7時～ 0 0 0 279 80 122 46 0 527 0 0 0 1,122 122 156 74 10 1,484

8時～ 0 0 0 246 65 214 70 2 597 0 0 0 509 107 162 96 4 878

9時～ 0 0 0 141 94 300 125 1 661 0 0 0 189 112 258 135 0 694

10時～ 0 22 22 189 109 273 126 2 699 0 0 0 167 97 241 74 10 589

11時～ 0 23 23 226 108 251 117 2 704 0 0 0 152 89 215 82 2 540

12時～ 0 0 0 193 87 158 58 4 500 0 0 0 202 67 150 53 4 476

13時～ 0 24 24 183 96 249 94 3 625 0 0 0 194 95 207 93 3 592

14時～ 0 24 24 227 88 258 95 2 670 0 0 0 189 82 221 82 4 578

15時～ 0 23 23 328 165 247 96 17 853 0 0 0 144 74 164 65 1 448

16時～ 0 22 22 476 152 195 63 6 892 0 0 0 146 52 126 60 2 386

17時～ 126 0 126 896 164 194 89 8 1,351 0 0 0 147 37 104 33 1 322

18時～ 126 0 126 685 158 160 71 10 1,084 0 0 0 92 31 52 18 2 195

19時～ 0 0 0 450 50 64 36 7 607 0 0 0 106 16 24 8 2 156

20時～ 0 0 0 207 17 38 16 1 279 0 0 0 61 14 11 10 0 96

21時～ 0 0 0 125 17 12 8 0 162 0 0 0 59 5 24 7 3 98

計 252 138 390 4,912 1,472 2,843 1,154 65 10,446 0 0 0 4,006 1,073 2,206 915 59 8,259

乗用車 大型車 合計 乗用車
小型
貨物車

大型車 中型車 二輪車 合計 乗用車 大型車

現況交通量（台）

合計 乗用車
小型
貨物車

大型車 合計中型車 二輪車

地点
Ａ地点

上り線 下り線

工事関連車両（台） 現況交通量（台） 工事関連車両（台）
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ウ  予測方法 

道路交通騒音レベルの予測の基本式は、日本音響学会より提案された予測モデル

（ASJ Model 2003）を用いて行った。予測フローを図 7-2-12 に示す。 

 

<算式> 

LAeq,1h=  10log10[10
ＬAE/10・(N/3600)] 

          =  LAE + 10log10N ‒ 35.6 

LAE =  10log10[(1/T0)･Σ10
ＬA,i/10・Δti] 

       

LAeq,1h ：1 時間当たりの等価騒音レベル（dB） 

LAE     ：単発騒音暴露レベル（dB） 

N   ：時間交通量（台/h） 

LA,i   ：Ａ特性音圧レベル 

T0    ：基準時間（1s） 

Δti  ：音源が i 番目の区間に存在する時間[s] 

Δti＝Δli/vi   

                       Δli :i 番目の区間の長さ [ｍ] 

ｖi      :i 番目の区間における自動車の走行速度[ｍ/s] 

 

＜各音源(車両)からのＡ特性音圧レベル＞ 

LA,i = LWA,i - 8 - 20log10ｒi + ΔLdif + ΔLgrnd +ΔLair 
      

LA,i ：i番目の音源位置から予測点に伝搬する騒音のＡ特性音圧レベル[dB] 

LWA,i ：i番目の音源位置における自動車走行騒音のＡ特性音響パワーレベル[dB]

ｒi ：i番目の音源位置から予測点までの直達距離[ｍ] 

ΔLdif ：回折に伴う減衰に関する補正量[dB] 

ΔLgrnd ：地表面効果による減衰に関する補正量[dB] 

ΔLair ：空気の音響吸収による減衰に関する補正量[dB]（考慮しない） 

 

 

＜各車両のパワーレベル（非定常走行区間 10km/h～60km/h）＞ 

大型車:CVlog100.90L 10WA ++=  

中型車:CVlog101.87L 10WA ++=  

小型貨物:CVlog102.83L 10WA ++=  

乗用車:CVlog100.82L 10WA ++=  

V：車速（km/h） 
C：基準値に対する補正 

・排水性舗装路面に関する補正 
・縦断勾配に関する補正 
・指向性に関する補正 
※なお、本予測では、これらの補正値は該当しない。 
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予測基準点での
騒音レベルの算出

距離減衰の補正

現況予測計算値(A)
工事関連車両走行時
予測計算値（B）

騒音レベル
現況値（C）

予測結果の算出
（C+(B-A））

 

図 7-2-12  道路交通騒音の予測計算結果の算出 

 

エ  予測地点 

第１ルートは、Ａ地点、Ｂ地点の2断面、第2ルートは、Ｃ地点とＡ地点の2断面とし、敷

地境界上の高さ 1.2ｍとした。（第 7 章 第１節 3 予測及び評価（工事中） 3-3 自動車

排ガス 図 7-1-18 参照） 

 

オ  予測時期 

工事関連車両の走行が最大となる時期とした。 

 

カ  予測結果 

道路交通騒音の予測結果は、表 7-2-11(1)～(2)に示すとおりである。 

第１ルートでは、Ａ地点において最大 0.3dB、Ｂ地点において最大 0.9dB の増加と予測

される。第 2 ルートではＣ地点において最大 1.3dB、Ａ地点において最大 0.3dB の増加と

予測される。 

表 7-2-11(1) 道路交通騒音予測結果（第 1 ルート） 

現況予測
計算値（Ａ）

工事関連車両
走行時予測計
算値（Ｂ）

増加分
（Ｂ－Ａ）

現況値（Ｃ）
予測結果
（Ｃ+（Ｂ－
Ａ））

現況予測
計算値（Ａ）

工事関連車両
走行時予測計
算値（Ｂ）

増加分
（Ｂ－Ａ）

現況値（Ｃ）
予測結果
（Ｃ+（Ｂ－
Ａ））

6時 ～ 7時 71.3 71.4 0.1 71.2 71.3 68.6 69.5 0.9 69.3 70.2

7時 ～ 8時 73.3 73.4 0.1 72.2 72.3 71.8 72.3 0.5 71.9 72.4

8時 ～ 9時 74.0 74.1 0.1 73.0 73.1 72.3 72.7 0.4 72.7 73.1

9時 ～ 10時 75.2 75.3 0.1 73.0 73.1 73.1 73.5 0.4 74.0 74.4

10時 ～ 11時 74.9 75.1 0.2 73.2 73.4 73.3 73.7 0.4 73.4 73.8

11時 ～ 12時 74.6 74.9 0.3 74.5 74.8 72.9 73.3 0.4 75.1 75.5

12時 ～ 13時 72.9 72.9 0.0 72.1 72.1 71.1 71.1 0.0 71.2 71.2

13時 ～ 14時 74.4 74.7 0.3 72.4 72.7 73.2 73.5 0.3 73.1 73.4

14時 ～ 15時 74.6 74.9 0.3 73.2 73.5 73.4 73.8 0.4 73.9 74.3

15時 ～ 16時 74.5 74.8 0.3 72.9 73.2 73.2 73.2 0.0 73.5 73.5

16時 ～ 17時 73.9 74.1 0.2 72.8 73.0 72.8 72.8 0.0 73.3 73.3

17時 ～ 18時 74.6 74.7 0.1 71.7 71.8 73.6 73.6 0.0 73.5 73.5

18時 ～ 19時 73.5 73.7 0.2 71.3 71.5 72.4 72.4 0.0 72.5 72.5

第１ルート

Ａ地点(dB） Ｂ地点(dB）

時間帯
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表 7-2-11(2) 道路交通騒音予測結果（第２ルート） 

 

現況予測
計算値（Ａ）

工事関連車両
走行時予測計
算値（Ｂ）

増加分
（Ｂ－Ａ）

現況値（Ｃ）
予測結果
（Ｃ+（Ｂ－
Ａ））

現況予測
計算値（Ａ）

工事関連車両
走行時予測計
算値（Ｂ）

増加分
（Ｂ－Ａ）

現況値（Ｃ）
予測結果
（Ｃ+（Ｂ－
Ａ））

6時 ～ 7時 69.0 70.3 1.3 66.6 67.9 71.3 71.3 0.0 71.2 71.2

7時 ～ 8時 73.2 73.8 0.6 66.7 67.3 73.3 73.3 0.0 72.2 72.2

8時 ～ 9時 72.4 73.1 0.7 70.3 71.0 74.0 74.0 0.0 73.0 73.0

9時 ～ 10時 72.3 73.0 0.7 66.6 67.3 75.2 75.2 0.0 73.0 73.0

10時 ～ 11時 72.7 73.4 0.7 69.5 70.2 74.9 75.1 0.2 73.2 73.4

11時 ～ 12時 72.5 73.2 0.7 71.3 72.0 74.6 74.8 0.2 74.5 74.7

12時 ～ 13時 71.0 71.0 0.0 67.8 67.8 72.9 72.9 0.0 72.1 72.1

13時 ～ 14時 73.0 73.6 0.6 68.3 68.9 74.4 74.6 0.2 72.4 72.6

14時 ～ 15時 72.4 73.1 0.7 68.8 69.5 74.6 74.8 0.2 73.2 73.4

15時 ～ 16時 72.6 72.6 0.0 68.9 68.9 74.5 74.8 0.3 72.9 73.2

16時 ～ 17時 71.4 71.4 0.0 70.5 70.5 73.9 74.1 0.2 72.8 73.0

17時 ～ 18時 70.0 70.0 0.0 71.8 71.8 74.6 74.7 0.1 71.7 71.8

18時 ～ 19時 66.8 66.8 0.0 67.2 67.2 73.5 73.7 0.2 71.3 71.5

時間帯

第２ルート

Ｃ地点(dB） Ａ地点(dB）

 
 

 

 

（２） 環境の保全のための措置 
・資材の搬入車両が極端に集中しないよう搬入時期・時間の分散化に努める。 

・工事関係者の通勤は、可能な限り公共交通機関の利用や自動車の相乗りを推進し、

通勤車両台数の抑制に努める。 

・建設資材等の搬出入車両については、搬出入量に応じた適切な車種・規格を選定し、

工事関連車両の走行台数の抑制に努める。 

 

（３） 評 価 
道路交通騒音は第１ルートの最大で 0.9dB、第 2 ルートの最大で 1.3dB 増加する。 

環境基準の値と比べると、Ａ、Ｂ地点においてはすべての時間帯で上回っており、Ｃ地点

では一部の時間帯で上回っている。しかし、増加分は1dB程度にとどまると予測され現況を

著しく悪化させないものと判断できるため、工事関連車両の走行に伴う道路交通騒音の影

響は軽微であると考える。 

また、資材の搬入車両が極端に集中しないよう搬入時期・時間の分散に努めること、工

事関係者の通勤は可能な限り公共交通機関の利用や自動車の相乗りを推進し、通勤車両

台数の抑制に努めることにより、工事関連車両の走行に伴う道路交通騒音の影響は低減

できるものと判断する。 
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